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本版における主要追加の内容 
 

2007 年 3 月に作成した「台湾模倣対策マニュアル」では、主に専利、商標及び

侵害に対する救済方法を説明した。本マニュアル作成の時点まで、これらに関

連する法令の改正はないので、特に修正する箇所はないと考える。しかし、発

明特許及び意匠の出願については、台湾国外の出願人を考慮し、拒絶理由通知

に対する意見書の提出期間が 60 日間から 90 日間（2008 年 1 月 1 日から施行）

に変更されたので、それに関連する箇所を修正した。なお、台湾専利出願にお

ける外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果の利用に関し、プレス

リリースを行なったので、ご参考のために、その内容を本版にて紹介する。 

以上のほか、下記の新たな内容を盛り込んでいる。 
① 営業秘密法、公平取引法 
② 著作権法（職務上創作された著作の権利帰属、WTO 加盟前の対象の取扱い

にも言及） 
③ ドメインネームの保護（登録手続き、紛争、救済を含む） 
④ 商号の保護（登録手続き、紛争、救済を含む、特に先取りで登録されてしま

った場合の対処） 
⑤ 台湾における平行輸入について 
⑥ 偽薬問題 

なお、本版において、2007 年版の内容を修正した部分には「*」を付し、本版に

新たに盛り込んだ部分には「**」を付したので、ご参照いただきたい。 
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第Ⅰ編 権利の取得 

 

本稿の目的は、台湾において自社製品の模倣品が発見された場合の、現行法令・実

務の下での適当な対応方法につき助言を提供するものである。第Ⅰ篇においては、ま

先ず模倣品の禁止・予防のため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産

権を中心とする権利の取得について整理し、紹介する。著作権について無方式主義を

とっているので、登録手続きを通じ権利を取得する必要がなく、また公正取引法、営

業秘密法、デジタルコンテンツ、コンピュータプログラム、集積回路回路配置保護法

の立法目的保護対象などをこの場を利用して説明する。 
台湾における知的財産権の取得に関する手続きは、基本的に日本のそれと酷似して

いると言える。したがって、日本の実務を参考にしながら、現地代理人を通じて手続

きをスムーズに進めることができると予想される。 
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第1章 保護対象の種類と準拠法 
 
1. 発明特許 

発明特許の権利取得等については、「専利法」に規定が置かれている。中国語の

「専利」を日本語に訳す場合、通常「特許」とされるが、実はより広い概念である。

台湾「専利法」は、「発明」（特許）、「新型」（実用新案）、「新式様」（意匠）

の権利取得等につき定めたものである。したがって、台湾「専利法」は日本の「特

許法」「実用新案法」「意匠法」に相当する。発明及び創作を奨励、保護、利用し、

産業の発展を促進するために制定された。「専利法」の規定によれば、発明とは、

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものを指す。上記規定から、「専

利法」の保護対象となる発明とは、技術思想の創作でなければならず、かつ自然界

に固有の法則を利用して生み出され、技術性を有するもので、関連する技術分野の

技術手段を使用するものであることがわかる。 
発明は、物に関する発明と方法に関する発明とに分類することができる。物に関

する発明には物質と物品が含まれ、方法に関する発明には物の製造方法、単純な技

術方法、及び、「応用」又は「使用」又は「用途」を出願標的とする用途発明が含

まれる。以下に、物に関する発明と方法に関する発明との関連を示す。 
 

物に関す 
る発明 

物質：例）化合物 A 
 
物品：例）電球 
 

方法に関す

る発明 

物の製造方法：例）化合物 A の製造方法 
単純な技術方法：例）化合物 A を用いて肥料を施す方法 
用途発明：物の新たな用途 

例）化合物 A を肥料とする用途、使用又は応用 
 

 

2. 実用新案 

「専利法」の規定によれば、実用新案とは、物品の形状、構造又は装置に対する

創作又は改良を指す。ゆえに、実用新案登録の対象となる考案の標的は物品の形状、

構造又は裝置のみに限られ、その実用新案登録出願の標的には、方法、用途、生物

材料又はその他の確定した形状を備えない物質は含まれない。 
 

3. 意匠 

「専利法」の規定によれば、意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結

合であって、視覚に訴える創作を指す。意匠権の範囲は図面に開示された全体のデ
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ザインを基準とし、図面や説明書等の出願書類を統括して指定する物品をもって、

その権利を主張する。ゆえに、登録意匠の意匠権者は、図面に開示した物品の外観

の形状及び模様を引き裂いたり又は分解したりすることはできず、形状又は模様の

一部をその他の部分から引き裂いたり分解したりして、その意匠権を主張すること

もできない。 
 

4. 商標 

かつて、台湾においては、商品商標と役務標章（サービスマーク）の区別があっ

た。しかし、国際的な立法の趨勢を参考にし、2003 年商標法改正により、それらを

統合して「商標」と呼ぶことにした。同時に、立体商標及び音響商標の保護が導入

された。一方、連合商標・防護商標の制度は廃止された。 
商標は文字、図形、記号、色彩、音、立体形状又はこれらの結合で構成すること

ができる。また、前述の商標は、その商品又は役務の関連消費者に、それが当該商

品又は役務を表彰する標識であると認識させることができ、且つそれによって他人

の商品と区別できるものでなければならない。つまり、商標としての商品自他識別

性を具えていなければならない。 
台湾において商標所有権者・使用者及び消費者の利益を保護し、産業の発展を促

進するために、商標制度が定められており、商標権の取得については登録主義を採

っている。したがって、台湾で商標権を取得するには、法律に従って登録出願し、

商標主管機関の審査を経て初めて商標権が取得でき、商標権の範囲内で他人の使用

を排除できる。商標権の存続期間は登録日から 10 年であり、その後 10 ごとに更新

登録により権利維持できる。また、登録主義では、原則的に既登録の商標のみを保

護しているが、例外として未登録の周知・著名商標も保護されている。 
台湾では商標権付与後の異議申立制度が採用されている。現行商標法によると、

商標登録査定が公告されてから、三ヶ月以内であれば、利害関係の有無に拘わらず、

商標登録が不適法であると認める場合、何人でも異議申立てを行うことができる。

また、商標の登録が、法の規定に違反してなされた場合、商標が登録されてから 5
年以内であれば、利害関係人又は商標審査官は、商標主務官庁に対し、その登録の

無効を求める審判を請求することができる。但し、悪意で他人の周知・著名商標を

先取りして登録したものについては、この制限を受けない。 
 

**5. 文学、学術及び芸術品 

著作権法 3 条 1 項 1 号には「著作物とは、文学、科学、芸術又はその他学術の範

囲に属する創作をいう」と規定されている。このことから、著作権法は、その他の

知的財産権法と比較すると、文学、芸術、科学又はその他学術範囲内の文化的創作

を保護対象の主としていることがわかる。 
言い換えると、著作権法は人類の思想と感情を表現する無形の産物を保護するこ

とに重きを置いており、この点が、商業上の信用名誉の保護、商品又は役務の供給
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元の保証等を標的とする商標法、或いは産業上の価値を具える革新的な技術の保護

に重きを置く「専利法」、或いは商業価値を具える技術資料等の保護に重きを置く

「営業秘密法」と異なる部分である。 
 

6. 公平取引法及び営業秘密法 

公平取引法（日本の不正競争防止法及び独占禁止法に相当）は 1991 年 2 月 4 日

に公布され、1999 年 02 月 03 日、2000 年 04 月 26 日及び 2002 年 02 月 06 日の 3 度

の法改正を経て、現在に至る。公平取引法は取引の秩序及び消費者の利益を保護し、

公正な競争を確保し、国民経済の安定及び繁栄を促進するために制定されたもので

あり、同法によって保護する価値ある著名表示（登録済の周知・著名商標を含む）

が、同法 21 条、24 条に保護されている。また、周知・著名商標の権利侵害につい

て、商標法改正前も改正後も公平取引法が適用された結果、違反の責任は商標法上

の責任より重くなるので、登録周知・著名商標が侵害された場合にも、公平取引法

で侵害救済を求めている。 

営業秘密法は1996年1月17日に公布され、これまで法改正を行ったことはない。

営業秘密法は、営業秘密を保障し、産業倫理及び競争秩序を維持し、社会の公共利

益を調和させるために制定された。営業秘密法の保護対象は、方法、技術、製造過

程、調合、プログラム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用いられる情報

である。また、当該情報は次の要件に符合しなければならない。 

(1) 一般的に当該情報に関わる人の知るところではないもの。 
(2) その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有するもの。 
(3) 保有者が既に合理的な秘密保護措置を採っているもの。 
以上両法はいずれも台湾市場の公平な取引の秩序及び社会の信義誠実を維持す

るために、制定されたものである。公平取引法で保護の権利が侵害された場合、民

事責任の他、刑事責任及び行政責任を請求できるのに対し、営業秘密法には、民事

責任のみを請求できる。 
 

7. デジタルコンテンツ 

情報科学技術産業の急速な発展及び情報のデジタル化に伴い、各国は徐々にデジ

タルコンテンツ産業がもたらすビジネスチャンスを重視するようになり、並びに、

大量の人材を投入してデジタルコンテンツ産業の研究及び推進開発に努めている。

したがって、デジタルコンテンツ産業が引き起こす各方面の議題、たとえばデジタ

ルコンテンツ産業の管理及び保護は、探求に値するテーマである。韓国、日本では、

デジタルコンテンツ産業の競争力及び生存環境を守るために、該産業について既に

特定法を制定している。こうした各国の動向に鑑み、台湾立法院は、デジタルコン

テンツにつき、特定法を制定するか否かについて決議を行い、デジタルコンテンツ

産業業者のために、そのあるべき保障及び権益を勝ち取ることによって、台湾のデ
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ジタルコンテンツ産業の順調な成長を図ろうとしている。 
 

8. コンピュータプログラム 

コンピュータプログラムとは、1 組の指令の結合にすぎず、それ自体は専利要件、

たとえば「自然法則の運用」及び「産業上の利用可能性」に合致しない。したがっ

て、コンピュータプログラム自体は専利権を獲得できないとする見解が、国際社会

において主流となっている。しかし、該発明が、コンピュータのハードウェアがコ

ンピュータプログラムを執行することを介して達成されたものである場合には、お

そらく、自然法則を利用し、かつ産業上の利用に供することのできる発明と見なさ

れ、専利権を取得することができる。 
 

9. 半導体集積回路回路配置設計 

集積回路（Integrated Circuit、IC と略称）は半導体チップ（semiconductor chip）と

も呼ばれ、現代の科学技術発展の重要な基礎であり、その運用範囲が日々拡大して

いくにつれ、集積回路は一般の人々の日常生活及び将来における科学技術産業の発

展にとって、必要不可欠なものとなり、かつ絶大な影響力をもつようになった。集

積回路配置の設計開発には高度な技術と莫大な費用を要するのに対し、集積回路配

置のコピーは非常に容易であるため、各国は新たな創作を奨励するために、集積回

路配置について、立法による保護を検討せざるをえなかった。台湾でも 1995 年 7
月に、集積回路配置創作者の権益を守るため、立法院において「集積回路回路配置

保護法」が可決されている。 
「専利法」及び「集積回路回路配置保護法」の関係について言えば、「専利法」

及び「集積回路回路配置保護法」はいずれも技術革新と関係があり、また、これら

両者はいずれも産業の発展の促進をその目的としている。しかし、集積回路配置の

創作方法と革新の程度はいずれも「専利法」の要求する新規性及び進歩性を備える

ことが難しく、ゆえに「専利法」の保護対象となることができない。現行の「専利

法」には、集積回路の回路配置及び電子回路の配置はいずれも「専利権」（日本の

「発明特許権」「実用新案権」「意匠権」に相当）の保護を受けることができない、

とする明文規定が置かれている。 
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第 2 章 専利法（発明） 
 
1. 保護対象 

「専利法」の規定によれば、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作の

うち高度なものを指す。ゆえに、動物や植物、及び動物や植物を生み出す主な生物

学的方法、人体又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法、或いは公序良俗

又は公衆衛生を害するものはいずれも特許を受けることができない。 
 

2. 登録要件 

2-1 産業上利用可能性 

「専利法」の規定により、特許を付与する要件には産業上の利用可能性が含ま

れており、即ち、該特許を出願する客体は、実用性を備え、かつ産業上実施可能

な状態に達していなければならない。実用性とは、人間が日常生活の実際的な用

途に使用できることを指し、産業上実施可能な段階とは、該特許は運用、動かす

ことのできるものであり、かつ、それによって一般の人が、発明人が明細書に記

載した方法で特許の目的を達成できる状態を指す。発明特許が現有の技術よりも

進歩した効果を備える必要があるか否かに関し、学説上の見解と実務上の見解は

異なっており、実務において特許審査官は時に、発明の原理を説明するよう発明

特許出願人に対し要求し、或いは、特許出願に係る新発明が現有技術に比べ更な

る効果を備えていることを要求する。しかし、ある学者は「特許出願に係る発明

が産業上の利用性を有するか否かは、係争特許明細書の記載を見るべきであり、

それが現有の技術に比べ更なる効果を備えているか否かを見るべきではない」と

の見解を示している。 
 

2-2 新規性 

(1) 原則 
新規性（Novelty）とは、発明創作が新奇で、かつ未だ公知の技術となってい

ないことを指す。各国が新規性について採用する認定基準は全て同じというわ

けではなく、絶対新規性と相対新規性に分類される。前者は、発明又は創作が

公開されて他人に知られた又は他人が知りうる状態で公然使用された場合に

は、世界中、公開方式及び公開地点を問わず、全て、その新規性は喪失したも

のと見なされ、かかる制度はヨーロッパ各国、カナダ、日本等で採用されてい

る。これに対して後者は、公開方式及び公開地点によって、その新規性を決定

するものであり、さらに、①世界のいずれかの国で刊行物が発行され、かつ該

国国内で公然使用された場合、②該国国内で刊行物が発行され、かつ公然使用

された場合、の 2 種類に分類することができ、かかる制度は韓国やオーストラ

リア等で採用されている。台湾「専利法」の規定によれば、出願前に既に刊行
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物に記載され又は公然使用をされたもの及び出願前に既に一般の人によく知

られていたものは全て新規性を喪失し、特許を取得することができない。この

ことから、台湾でも絶対新規性制度が採用されていることがわかる。 
新規性の認定は、原則として、該発明特許が出願された日を基準とするが、

各国の特許法制にはいずれも新規性喪失の猶予期間（新規性喪失の例外）が設

けられており、特定の公開事情については、その公開後、一定期間内であれば、

依然として特許出願を提出することが認められている。台湾で採用されている

猶予期間は 6 ヶ月である（下記参照）。 
(2) 新規性喪失の例外 

特許出願人が、研究、実験のため、政府が主催する展覧会又は政府の認可を

受けた展覧会で展示されたため、出願人の意図に反して漏洩した場合、出願人

が前記事実の生じた日から 6 ヶ月（即ち、上記の「猶予期間」）内に特許出願

を提出した場合、新規性喪失の例外を構成し、その出願案がその他の特許要件

を満たしているのであれば、特許主務官庁は、その特許出願につき、依然とし

て特許を付与しなければならない。 
 

2-3 進歩性 

「専利法」の規定によれば、該特許出願が属する技術分野の通常知識を有する

者が出願前の従来技術により容易に思いつく場合、「専利法」により特許を受け

ることができない。これが即ち進歩性の規定である。一般的な技術者が、現有の

技術知識を応用して、ルーチンワークにおける日常的な問題を解決できる場合、

該一般的な技術知識は「専利法」の保護を受ける必要性を備えない。ゆえに、該

特許出願が、該技術の通常の技術知識を有する者が従来技術により容易に思いつ

くものである場合、特許権を取得することはできない。 
 

2-4 先願主義 

「専利法」の規定によれば、同一の発明につき、2 以上の特許出願案がある場

合、その一番先に出願したものについてのみ発明特許を付与することができる。

特許制度には、先発明主義と先願主義がある。前者は、発明した者が特許権を取

得できることを指し、たとえ先に発明した者が後から出願したとしても、それが

先に発明した事実を証明しさえすれば、依然として特許権を取得することができ

る（例：アメリカ）。後者は、先に特許出願した者が特許権を取得できることを

指し、台湾では先出願主義が採用されている。しかし、後出願者の主張する優先

日が、先出願者の出願日より早い場合には、先出願主義の例外を構成し、当該後

出願者は依然として特許権を取得することができる。 
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2-5 発明特許を受けることのできない物品 

(1) 動物や植物、及び動物や植物を生み出す主な生物学的方法。但し、微生物学

的方法はこの限りでない。 
(2) 人体又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。 
(3) 公序良俗又は公衆衛生を害するもの。 

 

3. 発明特許を受けるまでの手続概要 

3-1 発明特許出願手続き 

発明特許出願の手続き過程の概要は、次のとおりである。 
(1) 発明特許出願は、特許出願権者が願書、明細書、必要な図面を備えて、特許

主務官庁にこれを提出する。 
(2) 出願してから約 10-20 日以内に、審査官は出願書類、手続きの仕方に対し、法

律で規定されたものを備えているかどうかの方式審査を行う。出願書類又は

手続きに不備がある場合、出願人（代理人）に、四ヶ月の期限を定めて補正

するよう通知し、期間延長が可能である。当該期限を過ぎても補正されない

場合には、主務官庁は当該出願を受理しない。 
(3) 特許主務官庁が、発明特許出願書類を受理した後、審査の結果、手続きに、

規定に合致しない箇所がなく、かつ公開すべきでない事情がないと認めた場

合、出願日又は早い優先権日のいずれか早いものの翌日から 18 ヶ月後に該出

願を公開しなければならない。 
(4) 何人も、発明特許出願日から 3 年以内に、特許主務官庁に対し、その発明特

許出願につき、実体審査を請求することができる。特許主務官庁は、審査請

求の事実を、特許公報に掲載しなければならない。 
(5) 審査官は法律に規定された不登録事由の有無の初審実体審査を行う。所定の

不登録事由がある場合、この登録拒絶理由を出願人（代理人）に通知し、90
日間*（2008 年 1 月 1 日から、期間は 60 日間から 90 日間に変更した。国内出

願人の提出期間は依然として 60 日間である）の期間を定めて意見書の提出機

会を与える。 
(6) 出願について審査した後、査定書を作成し、特許出願人又はその代理人に送

達しなければならない。拒絶査定する場合、査定書に理由を記さなければな

らない。発明特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、査定書送達の日か

ら 60 日以内に理由書を備えて再審査（実体審査）を請求することができる。

但し、出願手続きの不適法又は出願人不適格の理由により、出願が受理され

なかった場合、或いは却下された場合は、法律により行政救済を提起するこ

とができる。再審査の結果、拒絶理由があると認めた場合には、査定前にま

ず先に、90 日間*の期限を指定し、当該期限までに意見書を提出するよう出願

人に通知しなければならない。 
(7) 特許出願された発明につき、審査の結果、拒絶理由がない（拒絶理由があっ
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たが、解消されたことを含む）と認めた場合、特許を許可し、その特許請求

の範囲及び図面を公告しなければならない。特許出願された発明は、許可査

定後、出願人は査定書送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年目の特許料を納付

しなければならず、これらの費用が納付された後はじめて公告される。期間

が満了しても前記費用を納付しなかった場合、公告を行わず、その特許権は

最初から存在しなかったものとする。特許出願された発明は、公告の日より

発明特許権を付与し、証書を交付する。 
(8) 許可査定された特許が、次の各号のいずれかに該当する場合、特許主務官庁

は、無効審判請求により又は職権で、その発明特許権を取り消し、並びに期

限を指定して特許証を返還させなければならず、返還することができない場

合には、特許証の取消を公告しなければならない。 
① 特許権を許可することのできない理由がある場合、 
② 特許権者の属する国が中華民国国民の特許出願を受理しない場合、 
③ 発明特許権者が発明特許出願権者ではない場合、 
④ 利害関係者に、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合。 
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発明特許出願から権利取得まで（2008 年 3 月現在） 
出願 

方式審査 

公開前審査 

公開 非公開 

受理 

しない 

初審実体審査 

却下 通過 

証書料及び

特許料納付 

再審査 

実体審査 

無効審判請求 

が提起される 

最初から 

存在しない 

公告及び 

証書の発行 

出願 

却下

訴願 

無効審判請求書の副本を 

特許権者に送達する 

特許権者 

の答弁 

行政訴訟 第一審(高等行政裁判所)

審査 行政訴訟 上訴審(最高行政裁判所)

審決 

特許無

効審決

特許維

持審決

2002 年 11 月

26 日以降の

出願案件 

30 日以内 

60 日以内

却下後 

納付  

 

2 ヶ月以内 

却下後 20 日以内 

30 日以内 

出願日から 3 年 

以内に請求 

補正指令 

補正書提出

拒絶理由通知 

意見書提出 

4 ヶ月以内提出 
期間延長可 

不提出 

*拒絶理由が解消された場合 

**拒絶理由が解消されない場合 

通知から 90 日以内、 
期間延長可 

*

**

拒絶理由 
通知 

意見書提出

 

*
*

*
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3-2 書面出願制度 

現行の「専利法」の規定によれば、特許に係る出願及びその他の手続は電子方

式で行うことができ、その施行日及び規則は主務官庁が定める。しかし、関連草

案はまだ可決されていないため、現在、特許出願人が特許出願又はその他の関連

事項を処理しようとする場合には、依然として、書面をもって、特許主務官庁に

対し、これを行わなければならない。 
 

3-3 在外者の特許管理人 

中華民国国内に住所又は営業所がない者は、特許出願及び特許に関する事項の

処理について、代理人に委任してこれを行わなければならない。代理人は、法律

に別段の規定がある場合を除き、弁理士でなければならない。*「専利師法」は

2007 年 6 月 14 日に可決、同年 7 月 11 日付公布され、2008 年 1 月 11 日から施行

しており、台湾専利代理制度の新紀元を開いた。 
 

3-4 必要書類 

「専利法」の特許出願手続きについての規定によれば、特許出願権者は特許出

願時に、次の書類を提出しなければならない。 
(1) 願書、明細書、必要な図面。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人である場

合、発明者の氏名を明記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する書類を添付

しなければならない。 
(2) 明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲を記載しな

ければならない。 
(3) 優先権を主張しようとする者は、外国での出願日及びその出願を受理した国

を願書に記載しなければならない。出願日から 4 ヶ月以内に、前項の外国政

府が受理を証明した特許出願書類を提出しなければならない。 
(4) 生物材料又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、出願人

は遅くとも出願日までに該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄

託し、並びに、寄託機関、寄託日及び寄託番号を願書に明記し、並びに、出

願日から 3 ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならない。 
 

3-5 優先権主張 

特許出願人が、同一の発明について、WTO 加盟国において又は中華民国と相互

に優先権を承認する外国において最初に法律に則って特許出願し、かつ最初の特

許出願の日から 12 ヶ月以内に中華民国に特許出願をする場合、優先権を主張する

ことができる。出願人が前項の規定により 1 出願において 2 以上の優先権を主張

する場合、その優先権期間の起算日は最先の優先日の翌日とする。外国の出願人
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が WTO 加盟国の国民ではなく、かつその所属する国と中華民国とが相互に優先

権を承認していない場合、WTO 加盟国又は互恵関係にある国の領域内に住所又は

営業所を有していれば、第 1 項の規定により優先権を主張することができる。優

先権を主張した場合、その特許要件の審査は、それが提出した優先日を基準とし

なければならない。 
 

3-6 特殊な出願 

(1) 分割出願 
特許を出願した発明が、実質上 2 以上の発明である場合、特許主務官庁の

通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。該分割出願は、

原出願の再審査の査定前に行わなければならない。分割出願が許可された場

合にも、原出願の出願日を出願日とする。優先権がある場合、優先権を主張

することができ、かつ原出願で既に完成した手続から審査を続行しなければ

ならない。 
(2) 出願変更 

出願の変更は、他種類間での変更と、同種類内での変更とに分類すること

ができる。発明特許出願を変更する場合、他種類の出願に変更する態様には、

発明特許出願を実用新案登録出願に変更するもの、発明特許出願を意匠登録

出願に変更するもの、実用新案登録出願を発明特許出願に変更するものがあ

る。同種類内で変更する態樣には、追加発明を独立発明に変更するものがあ

る。（「追加発明」制度は、既に 2001 年の法改正によって廃止された。同制

度廃止時の経過措置について、改正専利法が施行される（2001 年 10 月 26 日）

前に提出された追加発明特許出願で、査定がまだ確定していない、又は当該

追加発明特許出願の特許権がまだ存続している場合、改正前の追加特許に関

する規定により取り扱う。） 
(3) 二重出願（改正草案、まだ可決していない） 

二重出願（「一案二請」）とは、同じ技術内容で同時に実用新案登録及び

発明特許を出願するもので、現在、二重制度を許可している国には、ドイツ

等が挙げられる。台湾経済部知的財産局（以下「知的財産局」という。「知

的財産局」は日本の特許庁に相当する。）は、2005 年に各界から二重出願制

度に対する意見を集めて検討し、また、2006 年 12 月 26 日には公聴会を招集

した後、「専利法」改正草案を公布して、実用新案登録と発明特許の「二重

出願」を認める条文を追加した。「専利法」草案の規定によれば、同一の出

願人は同一の技術内容に対し、同じ日に発明特許及び実用新案登録を出願す

ることができる。実用新案登録には方式審査が採用されており、発明特許よ

りも比較的早く権利を取得することができるため、出願人は発明特許を受け

てから、実用新案登録を放棄することができる。 
知的財産局は、「同一の技術内容につき重複して『専利』を受けることが
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できないことは基本原則であるが、今回、同一の出願人が同一の技術内容に

対し実用新案登録及び発明特許を同時に出願する旨の規定を新たに追加した

理由は、実用新案登録には方式審査が採用され、比較的早く権利を獲得する

ことができるのに対し、発明特許は実体審査を経るため、審査に比較的長い

時間を要するものの、獲得した権利は（実用新案権より）堅固である、とい

う双方の特性を、権利者のために活かすことにある。即ち、『専利法』草案

に二重出願制度を新たに追加したねらいは、『専利権』を重複して付与しな

いという原則のもと、出願人の権利が早期に法的保護を受けることができる

ようにすることにある」と述べている。 
 

3-7 出願補正の手続き 

方式審査時に、特許主務官庁は職権により、四ヶ月の期限（二ヶ月の期間延長

可）を定めて、明細書又は図面を補充補正するよう出願人に通知することができ

る。出願人は出願日(優先権主張の場合、優先日)から 15 ヶ月以内に自発的に明細書又は

図面の補正・訂正を行うことができる。なお、補正・訂正を行う際、最初提出した中

文明細書又は図面が開示する範囲を超えてはならない。 
 

3-8 出願公開 

特許主務官庁が、発明特許出願書類を受理した後、審査の結果、手続に規定に

合致しない箇所がなく、かつ公開すべきでない事情がないと認めた場合、出願日

から 18 ヶ月後に該出願を公開しなければならない。特許主務官庁は、出願人の請

求により、その出願を早期公開することができる。 
 

3-9 実体審査の請求 

何人も、発明特許出願日から 3 年以内に、特許主務官庁に対し、その発明特許

出願について実体審査の請求をすることができる。法により分割出願、又は発明

特許への出願変更を行う場合、該実体審査請求期間を過ぎていれば、分割出願又

は出願変更を行った日から 30 日以内に、特許主務官庁に実体審査の請求をするこ

とができる。前記規定により行った実体審査の請求は取り下げることができない。

前記規定の期間内に実体審査を請求しなかった場合、該発明特許出願は取り下げ

られたものとみなす。 
 

3-10 実体審査 

特許主務官庁が発明特許出願案について実体審査を行う際には、特許審査官を

指定してこれを審査しなければならない。「実体審査」とは、出願案の内容が特

許要件に合致しているか否かについて審査を行うことを指し、技術及び法律を総

合した審査作業である。 
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(1) 拒絶理由 

審査官は、「専利法」に定められる不登録事由を発見した場合、この拒絶

理由を出願人（又は代理人）に通知し、90 日間の期間を定めて意見書を提出

する機会を与える。出願人が不登録事由を克服できない場合、審査官は特許

を付与しない旨の査定（拒絶査定）を行わなければならない。下記のいずれ

かに該当するものは、発明特許を受けることができない。 
① 発明が、自然法則を利用した技術的思想の創作でない場合、 

② 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性を備えていない場合、 

③ 特許出願された発明が、先に出願され前記発明の出願後にはじめて公開又

は公告された発明特許又は実用新案に添付された明細書又は図面に記載さ

れている内容と同じである場合、 

④ 発明特許保護対象ではないものを客体（標的）として特許出願する場合、 

⑤ 明細書に、発明名称、発明の説明、要約及び特許請求の範囲が記載されて

いない、或いは、発明の説明における開示が明確かつ十分でないため、該

発明が属する技術分野の通常知識を有する者がその内容を理解しかつそれ

に基づいて実施することができない場合、 

⑥ 生物材料又は生物材料を利用する発明特許を出願し、出願人が出願日まで

に該生物材料を特許主務官庁指定の国内寄託機関に寄託しなかった、或い

は、出願日から 3ヶ月以内に寄託証明書を提出しなかった場合、 

⑦ 同一の発明について 2以上の特許出願があった場合、後から出願したもの、

或いは、出願日、優先日が同日で協議が成立しなかったもの、 

⑧ 一発明一出願原則に違反する場合、 

⑨ 出願人が明細書又は図面を補充、補正する際、出願時の原明細書又は図面

に開示されている範囲を超える場合。 

(2) 審査過程中の補充及び補正の提出 

実体審査時に特許主務官庁は職権により、期間（約 90 日間、延長可）を定

めて、明細書又は図面を補充訂正するよう出願人に通知することができる。

出願人が、瑕疵・欠落があるため原文明細書の補正又は中文明細書を訂正す

る必要があると考える場合、特許主務官庁に対し、理由を述べて実体審査す

る際に参照してもらうよう要請することができる。審査官は補正・訂正する

必要があると認めた場合、指令を下す。この段階においては、出願人は審査

官の指令通知によってのみ、補正・訂正することができる。 

(3) 審査結果 

出願案の審査後、査定書を作成し、出願人又はその代理人に送達しなけれ

ばならない。審査の結果、特許が付与されない場合、査定書には理由を記載

しなければならない。 
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3-11 面談及び実験等 

特許主務官庁は、発明特許の審査の際、請求により又は職権で、期限を指定し

て次の各号の事項を行うよう出願人に通知することができる。 
(1) 特許主務官庁に出頭して面談に応じる。 
(2) 必要な実験を行い、模型又は見本を追加する。 

 

3-12 優先審査 

特許主務官庁は、発明特許出願書類を受理した後、審査の結果、手続に規定に

合致しない箇所がなく、かつ公開すべきでない事情がないと認めた場合、出願日

から 18 ヶ月後に該出願を公開しなければならない。特許主務官庁は、出願人の

請求により、その出願を早期公開することができる。発明特許の出願が、次の各

号のいずれかに該当する場合、公開しない。 
(1) 出願日から 15 ヶ月以内に取り下げる場合、 

(2) 国防上の機密又はその他の国家安全に係る機密に関する場合、 

(3) 公序良俗を害する場合 

発明特許出願案が公開された後、特許出願人でない者が商業上の実施者である

場合、特許主務官庁は、請求により、これを優先的に審査することができる。出

願人が優先審査を請求する場合、関連証明書類を提出しなければならない。 
 

3-13 早期公開特許の補償金制度 

発明特許出願人は、出願案の公開後、かつて発明特許出願内容について書面に

よる通知を行ったにもかかわらず、通知後かつ公告前に依然として該発明を業と

して実施し続けた者に対し、該発明特許出願の公告後、適当な補償金の支払いを

請求することができる。既に公開されている発明特許出願であることを明らかに

知りながら、公告前に業として該発明を実施し続けた者に対しても、補償金を請

求することができる。補償金の請求権は、その他の権利の行使を妨げない。かつ、

該請求権は、公告日から 2 年以内に行使しなければ、消滅する。 
 

3-14 日本語で出願した場合の誤訳訂正 

3-14-1 中文明細書の補正期間及び審査における基準明細書 

専利法 25条 4項の規定により、明細書及び必要な図面が外国語で提出され、

かつ特許主務官庁が指定する期間内に中国語による翻訳文が提出された場合、

当該外国語の明細書及び必要な図面が提出された日を出願日とする。指定され

た期間内に提出しなかった場合、出願を受理しない。但し、受理しないという

処分が下される前に提出した場合、提出した日を出願日とする。つまり、特許

審査については中文明細書を基準とするため、原文をもって出願する場合、後

日中文明細書を提出しなければならない。提出期間は指令を受けてから 4 ヶ月
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以内、その後 2 ヶ月の期間延長が可能である。この期間内に中国語の翻訳文を

提出しない場合、出願は受理されないが、審査官が「受理しない」という処分

を下す前であれば、中文明細書の提出が認められる。この場合、提出日を出願

日とするので、出願日が変更されるのみならず、優先権の主張もできなくなる

可能性がある。 
前述の通り、原文(日本語或いは英語)明細書で優先権を主張して出願する場

合、出願後の 6 ヶ月以内（指令を受けてから 4 ヶ月以内、その後 2 ヶ月の期間

延長可能）に中文明細書を提出しなければならず、また基準となる明細書は中

文明細書である。 

3-14-2 各段階における誤訳訂正 

A、出願日(優先権主張の場合、優先日)から 15 ヶ月以内の場合 

中文明細書を提出した後、中文明細書に誤訳がある、又は原文明細書を補

充・補正する場合、専利法 49 条 2 項の規定により、出願人は出願日(優先権

主張の場合、優先日)から 15 ヶ月以内に自発的に明細書又は図面の補正・訂

正を行うことができる。留意されたいのは、専利法の法文に言う「明細書」

とは中文明細書（基準明細書）を指し、原文明細書は参考資料として存在し

ていることである。したがって、原文明細書の補正又は中文誤訳の訂正は、

提出した中文明細書（最初の中文明細書）又は中文図面が開示する範囲を超

えてはならない。 

B、出願日(優先権主張の場合、優先日)から 15 ヶ月を過ぎ、査定前の場合 

専利法 49 条 3 項に以下の通り規定されている。 
「出願人は発明特許を出願した日から 15 ヶ月以降も、次の各号の期日又は

期間内に限り、明細書又は図面を補正・修正することができる。 
① 実体審査を請求するとき。 
② 出願人以外の者が実体審査を請求した場合、当該出願について実体審査

を行う旨の通知送達後 3 ヶ月以内。 
③ 特許主務官庁が査定前に通知した意見書提出期間内。 
④ 再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期間内。 
以上のように、専利法によると、出願人は特許出願日（優先権を主張する

場合には優先日の翌日から起算する）から 15 ヶ月以内に出願人が最初に中

文明細書の主張した範囲内で自発的に明細書又は図面の訂正を行うことが

できるが、15 ヶ月を過ぎた場合、専利法 49 条 3 項を除き、出願人の補正･

訂正申請は認められない。したがって、実体審査時〔15 ヶ月を過ぎ、かつ

査定前（拒絶理由の応答期間を含む）〕に、出願人が誤訳を発見した、又は

原文明細書を補正する場合、早急に特許主務官庁に対し、かかる要請を行う。

このような要請をもって審査官の注意を引き、審査官は必要があると認める

場合、期間を定めて、説明・補正するよう出願人に通知する。この時期には、

出願人はその指令通知によってのみ補正・訂正でき、その他の方法はない。 
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中文の誤訳については、顕然たるタイプミスであり、かつ修正した後、元

の権利範囲を超えない場合、審査官は出願人の要請で指令通知を送達する可

能性が高い。例えば、原文は a+b+c であるが、中訳文は a+b+c'となっている

ような場合、或いは、原文は a+b+c であるが、中訳文は a+b+c+d となって

いる場合が挙げられる。 
なお、法的には中文明細書が基準明細書であり、審査時には中文明細書の

みを審査し、原文明細書を審査しないため、原文に記載されていないものを

翻訳文に入れても拒絶理由又は無効理由にならない。 

C、査定後 

専利法 64 条には、発明特許を取得した後の修正につき、次の通り定めて

いる。 
「発明特許の権利者は、次の各号のいずれかの事項についてのみ、特許明

細書又は図面の訂正を請求することができる。 
① 特許請求の範囲の縮減。 
② 誤記の事項の訂正。 
③ 不明瞭な記載の釈明。  
前項の訂正は、出願当初の明細書又は図面に開示されている範囲を超えて

はならず、かつ特許請求の範囲の実質を拡大又は変更してはならない。」 
実務上、訂正審判の審査は厳しくなっており、単に翻訳ミスがあるという

理由をもって訂正申請をする場合、クレームの実質変更又はクレーム範囲の

拡大になるという理由で、却下される可能性が高い。訂正申請を認めてもら

うには、明細書もしくはクレームに不一致或いは不明瞭があるという理由を

もって行ったほうが認められる可能性が高い。 

D、再審査時 

前述の通り、専利法 49 条 3 項 4 号の規定により、再審査請求時、又は再

審査理由書を補充提出することができる期間内であれば、明細書又は図面を

補正、訂正することができる。 
以上をまとめると、基準明細書は中文明細書であり、特許の権利範囲は中文

明細書を基準とする。誤訳の訂正、原文明細書の補正が容認される難しさは、

出願日(優先権主張の場合、優先日)から 15 ヶ月以内、15 ヶ月以降、特許査定

後と、だんだん増していく。 
以上の説明を次のように示す。 

 
 
 
  

 

 

 
日本基礎出願 

15 ヶ月

12 ヶ月 

 
優先権主張 
できる最終日 

■補充・補正期間 
（6 ヶ月） 

公開公告

18 ヶ月以降

台湾出願 
実体審査 

査定

初審 再審査
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**3-15 専利出願のプレスリリース  

2007 年 11 月 9 日、台湾特許庁は、台湾専利出願の外国対応出願の先行技術調

査レポート及び審査結果の利用に関して、プレスリリースを行った。同プレスリ

リースの内容が出願人の台湾専利出願に影響を及ぼす可能性があるので、ご参考

のために、プレスリリース内容並びに当所が収集した関連情報を下記のように説

明する。 
台湾特許庁は、台湾専利出願の審査時間を短縮させるため、積極的に外国対応

出願の先行技術調査レポート及び審査結果を利用する方針を定めた。台湾特許庁

が公表した方針の主な項目は次の通りである。 
 

A、 適用対象 
・ 外国において出願した後、台湾へも出願したもの 

・ 台湾において出願した後、外国へも出願したもの 

 

B、 実際の運用 
˙ 台湾の先行技術を先に検索する。 

˙ 外国で登録済又は先行技術調査レポートがあった場合は、外国の先行技術

について検索しなくてもよい。 

˙ 外国の先行技術調査レポートがあった出願については、まず請求の範囲を

判断する。同じ部分に関しては外国の資料を参酌し、同じでない部分に関

しては審査基準に従って判断する。 

 

C、 注意事項 
˙ 台湾の法律に基づき、その他の不特許事由があるか否かについても検討し

なければならない。 

 

また、台湾特許庁はプレスリリースにおいて、早期に権利が取得できるように、

出願人が外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を自発的に提供す

るよう呼びかけている。 
 

関連情報  

˙ 出願人が自発的に外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を台

湾特許庁に提出した場合、出願が優先的に審査される。
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˙ 出願人が自発的に外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を

台湾特許庁に提出すると同時に出願を補正したい場合も、それが補正できる

期間内でなければ、やはり自発補正を請求することはできない。ただし、出

願人は補正しようとする補正案を提出することができる。台湾特許庁が必要

と認めたときに、正式な補正書を提出するよう出願人に通知することとなる。 
 
˙ 適用対象となる出願は特許出願に限定される。実用新案登録出願と意匠登録

出願には適用しない。 

 

˙ 現段階では、主に米国特許商標局、日本特許庁、欧州特許庁、PCT の先行技

術調査レポート及び審査結果を採用している。 

 

˙ この制度は、外国対応出願の先行技術調査レポート及び審査結果を「参考」

する程度に止まり、そのまま「許可」するわけではない。即ち、外国で登録

となっている出願が台湾において無審査で登録される制度ではない。 
 
したがって、台湾特許庁に係属している出願または無効審判事件が進行してい

る間に、もし外国対応出願において登録済又は有利な先行技術調査レポートがあ

った場合は、当該先行技術調査レポート又は審査結果を台湾特許庁に提出すれば、

台湾でも短縮された期間内に登録査定を受けられる可能性がかなり高くなるこ

とが予想されるので、積極的に利用される。 
 

4. 権利の取得と維持 

4-1 特許公告 

特許出願に係る発明を審査した結果、特許を付与しない（拒絶査定）事情が

ないと認めた場合、特許を付与しなければならず、並びに特許請求の範囲及び図

面を公告しなければならない。特許出願に係る発明は、許可査定後、出願人は査

定書送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年目の特許料を納付しなければならず、前

記の費用が納付された後はじめて公告される。期間が満了しても該費用を納付し

なかった場合、公告を行わず、その特許権は最初から存在しなかったものとする。 

 

4-2 公告特許のファイルヒストリ 

公告された特許案につき、何人も、その査定書、明細書、図面及び全てのフ

ァイル資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを申請することができる。但し、特許

主務官庁が法により秘密保持義務を有する場合には、この限りでない。 
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4-3 特許料及び証書料の納付 

(1) 納付期限 
特許が許可された場合、発明特許権者は証書料及び特許料を納付しなけれ

ばならない。特許権存続期間の延長、延期を請求する場合、延長、延期され

た期間内においても、特許料を納付しなければならない。 
発明特許料は公告の日から起算し、1 年目の特許料は、査定書送達後 3 ヶ月

以内に納付しなければならず、2 年目以降の特許料は、期間が満了する前に該

費用を納付しなければならない。また、特許料数年分を一括納付することが

でき、特許料が変更された際には、その差額を納付する必要はない。 
(2) 特許料金の追納及び減免 

発明特許の 2 年目以降の特許料につき、特許料を納付しなければならない

期間内に納付しなかった場合、期間満了後 6 ヶ月以内にこれを追納すること

ができる。但し、その場合、規定された特許料の倍額を納付しなければなら

ない。発明特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、特許主務官庁

に対して特許料の減免を申請することができる。 
 

4-4 発明特許権の存続期間 

現行の「専利法」の規定によれば、発明特許権の存続期間は、発明特許出願日

から起算して 20 年をもって満了とする。 
 

権利存続期間一覧表 

発明特許 
発明特許権の存続期間は、出願日から起算して 20 年をもって満了

とする。 

実用新案 
実用新案権の存続期間は、出願日から起算して 10 年をもって満了

とする。 

意匠 
意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年をもって満了とす

る。 

連合意匠 連合意匠権の存続期間は、基本意匠権の期限と同時に満了とする。

 

4-5 特許権の内容 

(1) 物品発明特許権者の特許権の内容 
物品発明特許権者は、「専利法」で別段の規定がある場合を除き、他人が

その同意を得ずに、該物品を製造、販売、販売の申し出、使用をすること、

又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する。 
(2) 方法発明特許権者の特許権内容 

方法発明特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人がその同

意を得ずに、該方法を使用すること、及び該方法をもって直接製造した物品
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を使用、販売の申し出、販売をすること、又はこれらを目的として輸入する

ことを排除する権利を専有する。 

 

4-6 特許権存続期間の延長 

(1) 延長登記の対象 
医薬品、農薬又はその製造方法に係る発明特許権の実施が、「専利法」以

外のその他の法律の規定により許可証を取得しなければならず、かつその取

得に特許出願の公告日から 2 年以上の期間を要する場合、特許権者は特許権

の存続期間につき、1 回に限り、2 年から 5 年までの延長を申請することがで

きる。但し、延長を許可する期間は、中央目的事業主務官庁から許可証を取

得するために必要な期間を超えてはならない。許可証を取得するための期間

が 5 年を超える場合も、その延長期間は 5 年までとする。 
(2) 申請の手続き 

出願人は特許権存続期間を延長する場合、申請書に証明書類を添付し、最

初に許可証を取得した日から 3 ヶ月以内に、特許主務官庁に提出しなければ

ならない。但し、特許権の存続期間の満了する 6 ヶ月以上前に、これを行わ

なければならない。 
 

4-7 補正申請 

発明特許権者は、特許権取得後、特許明細書又は図面を補正しようとする場合、

特許請求の範囲の縮減、誤記の事項の訂正、不明瞭な記載の説明等の事項につい

てのみ、これを行うことができる。発明特許権者が補正を申請する場合、出願時

の原明細書又は図面に開示されている範囲を超えてはならず、かつ特許請求の範

囲の実質を拡大又は変更してはならない。 
 
5. 異議申立及び無効審判請求制度 

立法院は 2003 年 1 月 3 日に「専利法」改正案を可決し、特許異議申立手続きを

廃止した。現在、特許許可が不当である、或いは、特許権の取得につき「専利法」

の規定に違反すると認める場合には、わずかに、法により無効審判提起ができるの

みである。以下に、無効審判請求制度について説明する。 
 

5-1 特許無効審判請求提出要件 

(1) 無効審判請求者の資格 

既に特許権を取得した特許出願案について、何人も証拠を備えて無効審判

請求を提起することができる。但し、無効審判請求を提起する際に主張する

事情が「特許出願権が複数の者の共有するものであるのに、共有者全員によ

り出願が提出されなかった」又は「特許権者が特許出願権者ではない」であ
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る場合、これらは特許権の帰属に関する紛争であるため、利害関係者のみが

無効審判請求を提起することができる。 

(2) 無効審判請求事由 

① 発明特許の出願権が共有であるのに、共有者全員により出願が提出されな

かった場合、 

② 発明特許が「専利法」の発明に関する定義に違反し、産業上の利用性、新

規性、進歩性等の発明特許の基本 3 要件を備えていない、新規性の擬制喪

失、又は法定の発明特許を付与しない項目に属する、 

③ 明細書又は図面が「専利法」の法定記載要件に違反する、 

④ 発明が先出願原則に違反する、 

⑤ 明細書又は図面の補充、補正が出願時の原明細書又は図面に開示されてい

る範囲を超えている場合、 

⑥ 特許権者の属する国が中華民国国民の特許出願を受理しない場合、 

⑦ 特許権者が特許出願権者ではない場合、 

上記①及び⑦の事情を主張する者は、特許出願案の利害関係者に限る。 

(3) 無効審判請求期間 
特許出願案は特許査定後、公告の日から特許権が付与されるので、公告の

日から無効審判請求を提起することができる。特許権の存続期間満了後又は

消滅後、原則として、無効審判請求の標的とすることができない。しかし、

利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場合、特

許権の存続期間満了後又は消滅後も、無効審判を請求することができる 
 

5-2 特許無効審判請求に対する審査 

特許主務官庁は、無効審判請求書を受理した後、無効審判請求書の副本を特許

権者に送達しなければならない。特許権者は副本送達後 1 ヶ月以内に答弁しなけ

ればならず、予め理由を説明して延期が許可された場合を除き、期限を過ぎても

答弁がない場合は直ちに審査する。特許主務官庁は、無効審判を審査する際、請

求により又は職権で、特許権者に、特許主務官庁に出頭し面談に応じるよう、或

いは、必要な実験を行い、模型又は見本を補充提出するよう、或いは、法により

特許明細書及び図面を補正するよう通知することができる。 
 

5-3 無効審判審決 

(1) 無効審判審決 
無効審判の審決は行政処分であり、無効審判請求案については、関連する

審査手続き終了後、審決書を作成して、特許権者及び無効審判請求者に送達

しなければならない。無効事由が成立しなかった場合、「無効審判不成立」

の審決（「特許維持」審決）を作成しなければならず、無効事由が成立した

場合、「無効審判成立及びその特許権を取消す」旨の審決（「特許無効」審
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決）を作成しなければならない。無効審判請求案が書類等に完備し、方式審

査を経て、実体審査に送られた後、当該案件について実体審査を行う必要が

ない場合、たとえば、無効審判請求案に「一事不再理」（「同じ事由につい

て再度審理しない」の意）の事情がある場合、特許権の取消が確定した場合

…等、実体審査を行う必要がないときには、全て『無効審判請求却下』の審

決を行う。 
(2) 無効審判の審決に不服である場合の救済 

無効審判の審決は行政処分であり、無効審判請求者又は被無効審判請求者

（即ち、無効審判請求を受けた特許の特許権者）が無効審判の審決に不服で

ある場合、無効審判審決書受領後 30 日以内に、法により、特許主務官庁の上

級機関である経済部に対し、訴願を提起することができる。経済部の訴願決

定に不服である場合には、さらに、行政訴訟法の規定により高等行政裁判所

に行政訴訟を提起することができる。 
 

6. 専利行政訴訟手続き 

6-1 種類 

現行法の規定によれば、知的財産局が専利出願に対して行った関連処分、たと

えば、専利拒絶査定、優先権主張の却下、専利権の取消し、無効審判における無

効審決又は維持審決、無効審判請求却下等の決定は全て行政機関の行政処分であ

る。当事者が知的財産局の行った行政処分に不服である場合、行政救済手続きに

よって、まず訴願手続きを経た後、高等行政裁判所に対して、行政訴訟を提起す

ることができる。 
 

6-2 高等行政裁判所の判決に不服である場合 

現行法の規定によれば、当事人が知的財産局の行った行政処分に不服である場

合、訴願手続きを経た後、高等行政裁判所に対し行政訴訟を提起し、高等行政裁

判所によって判決が作成された後、当事人が該判決に不服であれば、高等行政裁

判所の判決の送達後 20 日以内に、行政訴訟法の規定により最高行政裁判所に対し

救済を申し立てることができる。 
 

6-3 訴訟手続きの中止 

現行法の規定によれば、発明特許権に関する民事訴訟、出願案、無効審判請求

案、取消案が確定する前、裁判を停止することができる。裁判所は、法により裁

判停止の裁定を下す際、無効審判請求案提出の正当性に注意しなければならない。

無効審判請求案が権利侵害訴訟案件の審理に関わる場合、主務官庁は優先的に審

査することができる。しかし、民事・刑事訴訟の進行が無効審判請求等の案件の

決定により引き延ばされることのないよう、裁判所は既に明確である争点につい
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て、自らこれを決定することができる。 
 

6-4 「知的財産案件審理法」と「知的財産裁判所組織法」 

(1) 「知的財産案件審理法」（「智慧財産案件審理法」） 

台湾の知的財産訴訟手続きを改善するため、並びに知的財産訴訟案件裁判

の専門性を確立するため、立法院は 2007 年 1 月 9 日に「知的財産案件審理

法」を可決し、3 月 28 日に公布された。以下、「知的財産案件審理法」の規

定を簡単に紹介させていただく。 

① 知的財産民事、刑事及び行政訴訟に関する案件範囲を明確に規定し、かつ、

知的財産民事、刑事及び行政訴訟の起訴、上訴及び抗告について、その管

轄裁判所を明確に規定する。 

② 裁判所は、知的財産案件の審理に際して必要であると認める場合、技術審

査官に、専門知識に基づいて、当事人に説明又は質問し、証人又は鑑定人

に直接質問し、本案件について裁判官に意見を述べ、及び証拠保全時に証

拠調査に協力するよう命じることができる。 

③ 営業秘密：営業秘密に関わる事項は、非公開で審判することができ、並び

に訴訟資料及び証拠の閲覧、抄録又は撮影を制限することができる。並び

に請求により秘密保持命令を発することができ、かつ違反者に刑事制裁を

加えることができ、これによって訴訟の促進及び営業秘密の保護の両者に

配慮する。 

④ 訴訟停止の特別規定：知的財産民事及び刑事訴訟中、裁判所は、知的財産

権を取消又は廃止すべき理由があるか否かの争点について、自ら決定しな

ければならず、並びに関連法規における訴訟手続き停止規定の適用を排除

する。 

⑤ 暫定条項：「知的財産案件審理法」施行前に既に各級裁判所に係属してい

た知的財産案件につき、下記の暫定処理の規定を明確に定める。 

i その進行程度に応じて、原裁判所が「知的財産案件審理法」に定める

手続きによりこれを終結し、それが既に法定手続きにより訴訟手続き

が進められている場合、その効力は影響を受けない。 

ii 地方裁判所が既に行った裁判が、まだ上訴又は抗告裁判所に移送され

ていない場合、知的財産裁判所の第二審裁判所に送らなければならな

い。 

iii 刑事案件及びその附帶民事訴訟が「知的財産案件審理法」施行前に既

に各級裁判所に係属していた場合、それ以後の訴訟手続きは、各該係

属裁判所が「知的財産案件審理法」の規定により、これを終結しなけ

ればならない。但し、「知的財産案件審理法」施行前に既に法定手続

きにより進められていた訴訟手続きの効力は影響を受けない。 

iv 「知的財産案件審理法」施行前、既に高等行政裁判所に係属していた
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知的財産行政訴訟事件は、その進行程度により、該裁判所は「知的財

産案件審理法」に定める手続きによりこれを終結する。既に進行して

いる手続きは、その効力を失わない。 

⑥ 知的財産裁判所は自ら専利の有効性を判断することができる。当事人が「知

的財産権が、取消、廃止すべき理由を有する」と主張又は抗弁する場合、

知的財産裁判所はその主張又は抗弁に理由があるか否かについて自ら判断

しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利法、植物品種

及種苗法（植物品種及び種苗法）、その他の法律の訴訟手続きに関する規

定を適用しない。裁判所は、必要と認める場合には、知的財産主務官庁に

訴訟参加を命じる裁定を下すことができる。 

(2) 「知的財産裁判所組織法」（「智慧財産法院組織法」） 

台湾では同一の専利権について訴訟が発生する際には同時に行政訴訟及び

民事・刑事訴訟に関わる可能性が常にある。当事人が訴訟に費やす時間を短

縮し、司法関連資源を集結させ、かつ知的財産権を専門とする裁判官に関連

案件を処理させることで、適格妥当な審理効果を図るべく、司法院は 2004 年

から知的財産裁判所設置計画に積極的に取り組み、並びに 2006 年には「知的

財産裁判所組織法」草案が提出され、立法院は 2007 年 3 月 5 日に「知的財

産裁判所組織法」を可決し、3 月 28 日に公布された。将来、知的財産裁判所

は高等裁判所級として位置づけられ、それが管轄する審判事務には、知的財

産権と関係のある民事訴訟事件、刑事訴訟案件及び行政訴訟事件が含まれる

ようになる。以下に、それぞれについて述べる。 

① 民事訴訟事件：専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘

密法、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、又は公平交易法に

よって保護される知的財産権に関して生じる民事訴訟事件が含まれ、並び

に本案と関係のある証拠保全手続き及び保全手続きが含まれる。 
② 刑事案件：刑法の登録商標や商号を偽造又は模倣する罪、或いは偽造商標

のついた品物の販売、展示、輸入する、或いは商品に虚偽不実の表示を行

って該商品を販売する罪、或いは業務上知りえた商工業上の秘密を漏洩す

る罪、或いは公務上知りえた商工業上の秘密を漏洩する罪、或いは商標法、

著作権法、公平交易法に違反する模倣冒用行為に関する案件、或いは地方

裁判所が通常の手続き、略式の手続き又は協議手続きにより行った第一審

判決を不服として上訴又は抗告された刑事案件が含まれる。但し、少年が

上記刑事案件に関与した場合には依然として少年法廷が「少年事件処理法」

の規定に基づいて処理する。 
③ 行政訴訟事件：専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、集積回

路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、又は公平交易法における知的財

産権に関する出願、取消又は廃止手続き、不正競爭及びその他公法上の紛

争によって生じた行政訴訟事件、及び強制執行事件。 
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第 3 章 専利法（実用新案） 
 
1. 保護對象 

「専利法」の規定によれば、実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想の、物

品の形状、構造又は装置に係る創作を指す。したがって、実用新案創作の標的は物

品の形状、構造又は装置に限られ、その出願標的には方法、用途、生物材料又はそ

の他確定した形状を備えない物質は含まれない。 
 

2. 登録要件 

2-1 積極的要件 

(1) 産業上の利用可能性 
(2) 新規性 
(3) 創作性 
 

2-2 消極的要件 

実用新案登録出願に次のいずれかの事情がある場合、実用新案登録を受けるこ

とができない。 
(1) 出願前に既に刊行物に記載され又は公然使用をされたもの、或いは出願前に

既に一般の人によく知られていたもの、 
(2) 研究、実験のため、政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で

展示されたため、出願人の意図に反して漏洩し、上記①の事情に至った実用

新案について、その事実が生じた日から 6 ヶ月以内に出願した場合、 
(3) 実用新案が、公序良俗又は公衆衛生を害する場合、 
(4) 登録出願に係る実用新案が物品の形状、構造又は裝置に属していない場合、 
(5) 登録出願に係る実用新案が開示形式に反する場合、 
(6) 登録出願に係る実用新案が「一発明一出願」に反する場合、 
(7) 実用新案の明細書及び図面に必要事項が開示されていない、或いはその開示が

明らかでない場合。 
 

3. 実用新案登録を受けるまでの手続き概要 

3-1 実用新案登録出願手続き 

実用新案登録出願手続きは大体において発明特許出願手続きの規定を準用し、

主務官庁は実用新案登録出願案を受理した後、まず方式審査を行う必要があり、

その後、形式審査（いわゆる無審査実用新案登録制度）が行われる。実用新案登

録の出願には形式審査が採用されており、この点が、発明の説明、要約、図面、

特許請求の範囲等の内容及び特許請求の範囲が新規性、進歩性等の特許要件に合

致しているか否かについて実体審査を行わなければならない発明特許出願案とは

異なる。 
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実用新案登録出願から権利取得まで（2008 年 3 月現在） 

 

出願 

方式審査 

形式審査 

通過 却下 

受理 

しない

証書料及び 

特許料の納付 

実用新案技術報

告書の請求 

無効審判請求 

が提起される 

最初から 

存在しない 

公告及び 

証書の発行 

訴願 無効審判請求書の副本を 

実用新案権者に送達する 

実用新案権

者の答弁 

行政訴訟 第一審(高等行政裁判所)

審理 

行政訴訟 上訴審(最高行政裁判所)

登録無

効審決

登録維

持審決

30 日以内 

却下後

20 日以内 

2 ヶ月以内 

 

審決 

 

補正指令 

補正書提出 

提出

2 ヶ月以内提出 
期間延長可 

不提出 
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3-2 特殊な出願 

(1) 分割出願 
実用新案登録出願が、実質上 2 以上の発明又は創作である場合、主務官庁

の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。該分割出願

は、実用新案登録処分前に行わなければならない。 
(2) 出願変更 

発明特許又は意匠登録を出願した後、これを実用新案登録の出願に変更す

る場合、或いは実用新案登録を出願した後、これを発明特許の出願に変更す

る場合、原出願案の出願日をその変更後の出願案の出願日とする。但し、原

出願案について、許可査定書又は処分書が送達された後、或いは原出願の拒

絶査定書又は処分書が送達された日から 60 日以上経っている場合には、出願

変更を申請することはできない。 
(3) 二重出願 

現在の「専利法」の規定によれば、同一の技術について発明特許及び実用

新案登録を重複して出願することはできない。しかし、実用新案には形式審

査が採用されるため、権利取得が比較的早いという利点があり、対する発明

特許も、実体審査を行うため、権利保護面で比較的安定している強みがある。

そこで、「専利法」の改正草案では、「専利権」を重複して付与しないとい

う原則のもと、同一の出願人が同一の発明又は創作に対し、同じ日に発明特

許及び実用新案登録を出願することを認めている。以上の改正内容の詳細は

第 2 章第 3-6 節の説明を参照されたい。 

3-3 補正の手続き 

(1) 補正時期 
実用新案登録出願案の審査を速やかに完了し権利を付与するため、審査の

結果、補正しなければならない場合、現在の実務では、出願書類が法定の補

正不可事項に該当する場合を除き、その他の事項については、2 ヶ月以内（優

先権証明書類は出願日から 4 ヶ月以内）に補正するよう出願人に通知し、出

願人が期限までに補正することができず期限を延長する必要のある場合、期

間満了前に理由を明記して期限延長を申請し、知的財産局は原則上として 2
ヶ月の期限延長を認め、期間満了前に再度理由を明記して期限延長を申請す

る場合には原則として再度 2 ヶ月の期限延長を許可している。補正期間の合

計は出願人が出願を提出した日から 6 ヶ月を超えないことを原則とする。期

限を過ぎても補正しなかった場合には、受理しない旨の処分を下す。但し、

該不受理処分が合法的に送達される前に補正した場合、実務上、（当該出願

は）依然として受理される。 
(2) 補正の範囲 

出願人は、補充又は補正を提出するとき、出願時に提出した原明細書又は

図面に開示されている範囲を超えてはならない。 
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3-4 形式審査 

近年、各分野の科学技術及び製品のライフサイクルはますます短縮化する傾向

にあり、こうした情況に対応するため、台湾では 2003 年 2 月 6 日に「専利法」を

改正し、実用新案登録の実体審査制度を廃止して、新たに形式審査を採用し、早

期権利付与を求める声に応え、これを実現した。関連条文規定は 2004 年 7 月 1 日

に施行された。また、登録出願した実用新案につき、形式審査の結果、権利を付

与できない事由があると認めた場合、理由を明記して処分書を作成し、出願人又

はその代理人に送達しなければならない。 
 

4. 権利の取得と維持 

4-1 登録料の納付及び公告 

出願人が実用新案登録出願を提出した場合、実用新案権を付与する旨の処分書

（即ち、登録許可査定書）送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年目の登録料を納付

した後、はじめて公告される。期間が満了しても納付しなかった場合、公告せず、

その実用新案権は最初から存在しなかったものとする。実用新案登録出願に係る

実用新案は、公告日より実用新案権を付与し、証書を交付する。 
 

4-2 権利の存続期間 

実用新案権の存続期間は、出願日から起算して 10 年をもって満了とする。 
 

4-3 実用新案権の内容 

「専利法」の規定によれば、実用新案権者は、「専利法」に別段の規定がある

場合を除き、他人がその同意を得ずに、該実用新案権に係る物品を製造、販売、

販売の申し出、使用をすること、又はこれらを目的として輸入することを排除す

る権利を専有する。以上が実用新案権の権利内容である。 
 

5. 無効審判請求制度 

5-1 請求者 

何人も、実用新案権を取得した実用新案について、実用新案権権利存続期間内

に無効審判請求を提起することができる。 
 
5-2 請求期間 

実用新案が実用新案登録出願権者ではない者によって登録出願が提出され、真

の実用新案登録出願権者が該実用新案登録の公告日から 2 年以内に無効審判を請

求し、かつ無効審判で取消しが確定した日から 60 日以内に出願した場合、該実用
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新案登録出願権者ではない者の出願日を該登録出願権者の出願日とする。利害関

係者は、実用新案権の取消しにより回復できる法律上の利益がある場合、実用新

案権の存続期間満了後又は消滅後も、無効審判を請求することができる。 
 

6. 実用新案技術報告 

6-1 意義 

実用新案登録は形式審査制度を採用しており、つまり、実用新案登録出願案に

対し、従来案の検索及び実体要件に合致しているか否かの判断を行わず、該実用

新案は形式審査を通過しさえすれば即、登録査定が下され、並びに登録料納付通

知を出願人に送達する。系爭実用新案権の有效性は未だ実質的に確認されていな

いため、「専利法」には「実用新案権者が実用新案権を行使する際には実用新案

技術報告を提示して警告しなければならない」と規定されており、これによって、

実用新案権者が容易に取得した実用新案権を口実に訴訟を乱発することを回避す

ることができる。このほか、形式審査を経た実用新案権について、その実体要件

が存在しているか否かは、原則として、当事人が判断するものである。先行の技

術文献と比較し、新規性等の要件を有するか否か、当事人が判断するのが難しい

場合には、主務官庁に対し、実用新案技術報告を請求し、客観的判断の依拠とす

ることができる。 
 

6-2 内容 

(1) 出願人 
実用新案登録出願に係る実用新案の公告後、何人も、法により、主務官庁

に対し、該実用新案の実用新案技術報告を請求することができる。主務官庁

は、前項の実用新案技術報告請求の事実を、「専利公報」に掲載しなければ

ならないほか、審査官を指定して実用新案技術報告を作成させなければなら

ず、並びに該審査官は該報告に署名しなければならない。 
(2) 出願事由 

① 実用新案登録出願に係る実用新案が、出願前に既に刊行物に記載されたり、

又は公然使用をされたり、又は出願前に既に一般の人によく知られていた

ものである場合、 
② 実用新案登録出願に係る実用新案が、研究、実験のため、或いは政府が主

催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示されたため、或いは出

願人の意図に反して漏洩し、上記①の事情に至り、かつその事実が生じた

日から 6 ヶ月以内に出願した場合、 
③ 実用新案登録に係る実用新案が、それが属する技術領域の通常知識を有す

る者が出願前の従来技術により明らかに容易に完成することができる場合。 
(3) 時期 

実用新案権消滅後も実用新案技術報告を請求することができる。出願人が、
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実用新案権者でない者が業として該実用新案を実施していることを明記し、

かつ関連証明書類を添付する場合、主務官庁は 6 ヶ月以内に実用新案技術報

告を完成しなければならない。 

(4) 実用新案技術報告請求書 

出願人は、主務官庁に実用新案技術報告を請求する場合、請求書に必要事

項を記載して提出しかつ手数料 NT$5,000 を納付しなければならない。 

(5) 実用新案技術報告の効力 

実用新案技術報告は、実用新案権者が権利を主張する際の参考依拠であり、

決して行政処分ではなく、たとえ不服があっても、行政救済を提起すること

はできず、実用新案権者の権利行使時の参考とすることができるだけにすぎ

ない。他人が該実用新案に登録許可を付与すべきでない事由があると認める

のであれば、無効審判手続きを通してその登録を取り消さなければならない。 
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第 4 章 専利法（意匠） 
1. 保護対象 

意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚に訴える創

作を指す。意匠権の保護標的は物品の外観に応用されるもので、視覚に訴える形状、

模様、色彩又はこれらの 2 つ又は 3 つの結合であるが、音声、匂い又は触覚等に係

る創作は含まれない。登録出願に係る意匠は前記の意匠に関する定義に合致しては

じめて「専利法」に規定される意匠となり、合致しなければ登録を許可することは

できない。しかし、登録出願に係る意匠がたとえ意匠の定義に合致しても、法定の

意匠登録を付与できない事項に属している場合には、依然として登録を許可するこ

とができない。 
 

2. 登録要件 

2-1 産業上の利用性 

「専利法」の規定によれば、産業上利用することのできる意匠は全て法により

出願し意匠登録を受けることができる。したがって、意匠登録に係る意匠は、産

業上利用することができてはじめて意匠登録の要件に合致し、これが即ち産業上

の利用性である。産業上の利用性は意匠登録取得要件の 1 つであり、それは意匠

登録の本質的な規定で、検索を行う必要なく即座に判断できるので、通常、出願

案が新規性及び進歩性を備えるか否かを審査する前に、先に判断しなければなら

ない。 
 

2-2 新規性 

新規性とは、登録出願に係る意匠と同一又は類似する意匠が従来技術の一部を

構成していないことを指す。新規性は意匠登録取得要件の 1 つであり、登録出願

に係る意匠が新規性を有するか否かは、通常、該意匠が産業上の利用性を備えて

いることが確認された後、はじめて審査される。 
登録出願前に同一又は類似の意匠が既に公開され、一般の人によく知られてい

る意匠、或いは別の先出願案に既に開示されている意匠は、登録許可する必要が

ない。したがって、登録出願に係る意匠と同一又は類似の意匠が出願前に既に刊

行物に記載されたり、又は既に公然使用されたり、又は既に一般の人によく知ら

れていた場合には、意匠登録を受けることができない。意匠登録出願に係る意匠

が、その出願より先に出願され、かつその出願後はじめて公告された意匠登録出

願に添付されている図面説明書の内容と同一又は類似である場合、意匠登録を受

けることができない。 
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2-3 新規性喪失の例外 

「専利法」は登録意匠につき、法定の新規性喪失の例外事情として、政府が主

催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示されたため、或いは、出願人

の意図に反して漏洩したもの、計 2 号の事情を定めている。登録出願に係る意匠

が出願日前に前記法定の新規性喪失の例外事情のいずれかを有し、出願日前に同

一又は類似の意匠が既に刊行物に記載されたり、又は既に公然使用されたり、又

は既に一般の人によく知られていた場合、出願人がその事実が生じた日から 6 ヶ

月以内に出願し、出願と同時に該事実及び該事実が生じた期日を明記し、並びに

指定された期間内に証明書類を提出するのであれば、該事実と関係のある技術に

よって、登録出願に係る意匠の新規性が喪失することはない。 
 

2-4 創作性 

意匠制度は出願人に専有かつ排他的な意匠権を付与するものであり、出願人が

意匠を公開するのを奨励することによって、一般の人が該意匠を利用することが

できるようにする制度である。技術工芸に貢献のない先行意匠については、意匠

特許権を付与する必要はない。したがって、登録出願に係る意匠が、該意匠の属

する技術分野の通常知識を有する者が出願前の先行技術工芸により容易に思いつ

くものであれば、意匠登録を受けることはできない。 
 

2-5 意匠登録を許可することのできない意匠 

以下の登録出願に係る意匠は、意匠登録を受けることができない。単に機能上

不可欠な設計からなる物品造形、或いは単なる芸術的創作又は美術工芸品、或い

は集積回路の回路配置及び電子回路の配置、或いは公序良俗又は公衆衛生を害す

る物品、或いは党旗、国旗、国父（孫文）の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勲章

と同一又は類似である物品。 

 

3. 意匠登録を受けるまでの手続概要 

意匠登録の出願は、意匠登録出願権者が願書、図面説明書を備えて、主務官庁に

これを提出し、並びに、願書、図面説明書が全て揃った日を出願日とする。したが

って、意匠登録出願に必要な書類は願書及び図面説明書であり、発明特許及び実用

新案登録にはこのほかに明細書を備える必要があり、これが意匠登録と発明特許及

び実用新案との主な相違点である。 
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    意匠登録出願から権利取得まで（2008 年 3 月現在） 

出願 

方式審査 

受理し

ない 

初審実体審査 

却下 通過 

証書料及び

特許料納付 

再審査 

実体審査 

無効審判請求が

提起される 

最初から存在

しない 

公告及び 

証書の発行 

出願

却下 

訴願 

無効審判請求書の副本を 

意匠権者に送達する 

意匠権者 

の答弁 

行政訴訟 第一審(高等行政裁判所)

審理 

行政訴訟 上訴審(最高行政裁判所)

審決 

登録無

効審決

登録維持

審決

30 日以内 

60 日以内 

不通過

通過 

却下後

 未納 

20 日以内 

2 ヶ月以内 

却下後

30 日以内 

拒絶理由 
先行通知 

意見書提出 

拒絶理由 
先行通知 

意見書提出

補正指令 

補正書提出
不提出 

4 ヶ月以内提出 
期間延長可(2 ヶ月) 

90 日以内、 
期間延長可 

*

* 
* 

*

*

* 

*拒絶理由が解消された場合 

**拒絶理由が解消されない場合 
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3-1 必要書類 

意匠登録の出願は、意匠登録出願権者が願書、図面説明書を備えて、主務官庁

にこれを提出しなければならない。出願権者が雇用者、譲受人又は相続人である

場合、創作者の氏名を明記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する書類を添付し

なければならない。その出願書には以下の事項を明記しなければならない。 
(1) 意匠を施す物品の名称、 
(2) 創作人の氏名及び国籍、 
(3) 出願人の氏名又は名称、国籍、住（居）所又は営業所。代表者がいる場合に

は代表者の氏名も記載しなければならない、 
(4) 特許代理人に委任する場合、その氏名、事務所、 
(5) 新規性の猶予期間（新規性喪失の例外）を主張する場合、事実及びその事実

が生じた期日を明記しなければならない、 
(6) 国際優先権を主張する場合、それぞれ最初に登録出願した国、又は WTO 加盟

国の国民が国際条約又は地域条約により出願した日。 
 

3-2 優先権の主張 

「専利法」の規定によれば、優先権主張に関する法定期間は、意匠の場合、外

国において最初に登録出願した日から 6 ヶ月以内であり、期限を過ぎたら優先権

を主張することはできない。これは、外国において最初に専利出願又は登録出願

した日から 12 ヶ月以内であれば優先権を主張できる発明又は実用新案よりも短

い。 
 

3-3 特殊な出願 

(1) 分割出願 
専利又は登録を出願した発明又は創作が、実質上 2 以上の発明又は創作で

ある場合、主務官庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することが

できる。分割出願は意匠登録原出願案の再審査の査定前に行わなければなら

ない。 
(2) 出願の変更 

原則として、意匠登録出願の出願変更は全て、発明特許出願及び実用新案

登録出願の出願変更に係る規定を依拠とするが、意匠登録が初審査で登録が

許可されなかった場合、出願人は査定書が送達された後、法定期間内におい

てのみ再審査請求又は出願変更請求のいずれかを行うことができる。登録出

願意匠が再審査でも登録が許可されなかった場合、出願人は再審査査定書が

送達された後、法定期間の 30 日以内に訴願を提起するか、又は 60 日以内に

出願変更を請求するか、いずれか 1 つを選択して行うことができる。 



第 I 編 権利の取得 

 - 36 - 

出願変更の態様は、他種類間での変更と、同種類内での変更とに分類する

ことができる。意匠を他種類に変更する態様には、発明を意匠に変更するも

の、実用新案を意匠に変更するもの、意匠を実用新案に変更するものがある。

同種類内で変更する態樣には、独立意匠を「連合意匠」に変更するものと、

「連合意匠」を独立意匠に変更するものがある。 
(3) 連合意匠 

「連合意匠」とは、同一人がその原意匠に基づいて創作し、かつ構成が類

似しているものを指す。したがって、「連合意匠」の登録出願人と原出願案

の出願人は同一人でなければならない。「連合意匠」登録を出願する場合、

願書に原意匠の出願番号を記載しなければならず、並びに原意匠登録出願案

の図面説明を 1 部添付しなければならない。「連合意匠」登録出願が登録許

可を受けた場合、新たに意匠登録証を発行せず、原出願案の登録証に注記を

加え、改めて登録料を納付する必要もない。その意匠権存続期間は原意匠権

の存続期間が満了するまでとする。 
 

3-4 補正手続き及び訂正申請 

(1) 補正手続き 
主務官庁が意匠登録を審査するとき、請求により又は職権で期限を定めて

図面説明を補充又は補正するよう出願人に通知することができる。したがっ

て、登録意匠の補充又は補正もまた、請求によるもの、又は職権によるもの、

2 種類の情況がある。かつ、審査中にこれを行うことができ、この点は発明特

許及び登録実用新案と異なる。 
(2) 訂正申請 

訂正とは、既に「専利権」取得後の明細書、図面又は図面説明について修

正することを指す。これは、審査中の補充又は補正とは異なる。これによれ

ば、訂正申請は、許可査定、費用納付、証書受領並びに公告を経て「専利権」

を取得した後、はじめて提出することができる。許可査定の後、費用を納付

して証書を受領するまでは、補充、補正又は訂正制度の適用はない。登録意

匠の訂正事項は、図面説明中の誤記又は不明瞭な事項を訂正するものに限る。 
 

3-5 実体審査 

台湾は意匠登録の審査について、職権により実体審査を行う制度を採用してい

る。したがって、主務官庁が意匠登録出願を受理した後、方式審査を経て登録出

願書類が全て揃っていることが確認されれば、出願人に、実体審査手続きを行う

よう通知しなければならない。 
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4. 権利の取得及び維持 

4-1 登録料及び証書料の納付 

登録出願された意匠は、許可査定後、出願人は査定書送達後 3 ヶ月以内に証書

料及び 1 年目の登録料を納付しなければならず、前記の費用が納付された後、は

じめて公告される。期間が満了しても前記費用を納付しなかった場合、公告を行

わず、その意匠権は最初から存在しなかったものとする。登録出願に係る意匠は、

公告の日より意匠権を付与し、証書を発行する。 
 

4-2 登録料の追納 

登録意匠の 2 年目以降の登録料を、登録料を納付すべき期間内に納付しなかっ

た場合、期間満了後の 6 ヶ月以内に追納することができる。但し、その納付金額

は規定の登録料の倍額とする。この規定は発明特許、登録実用新案と同じである。 
 

4-3 存続期間 

意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年をもって満了とする 
「連合意匠」権の存続期間は、原意匠権の存続期間満了と同時に満了する。 

 

5. 行政訴訟手続き 

5-1 種類 

「現行法」の規定によれば、知的財産局が意匠登録出願に対して行った関連処

分、たとえば意匠登録拒絶査定、優先権主張の却下、意匠権の取消し、無効審判

における無効審決又は維持審決、無効審判請求却下等の決定は全て行政行為であ

り、即ち行政処分である。当事者が知的財産局の行った行政処分に不服である場

合、行政救済手続きによって、まず訴願手続きを経た後、高等行政裁判所に対し

て、行政訴訟を提起することができる。 
 

5-2 高等行政裁判所の判決に不服である場合 

「現行法」の規定によれば、知的財産局が行う関連処分に不服である場合、訴

願を経た後、高等行政裁判所に対し行政訴訟を提起することができ、また高等行

政裁判所が判決を作成した後、当事人が不服である場合、高等行政裁判所判決が

送達された後 20 日以内に、行政訴訟法の規定により最高行政裁判所に対し救済を

提起することができる。 
 

5-3 訴訟手続きの中止 

「現行法」の規定によれば、発明特許権に関する民事訴訟は、出願案、無効審

判案、取消案が確定する前に、裁判を停止することができる。裁判所が法により
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裁判停止の裁定を下すとき、無効審判案提出の正当性に注意しなければならない。

無効審判請求案が権利侵害訴訟案件の審理に関わる場合、主務官庁は優先的に審

査することができる。しかし、民事・刑事訴訟の進行が無効審判請求等の案件の

決定により引き延ばされることのないよう、裁判所は既に明確である争点につい

て、自らこれを決定することができる。 
 

5-4 「知的財産案件審理法」及び「知的財産裁判所組織法」 

詳細は第 2 章第 6-4 節の規定を参照されたい。 
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第 5 章 商標法 
 

1. 保護対象 

商標法の保護対象は「商標」である。法上の「商標」とは、事業者が自己の商品、

役務を他人の商品・役務と区別するために、商品・役務について使用する文字、図

形、記号、色彩、音、立体形状又はこれらの結合で構成する標識である（商標法 2
条、5 条）。つまり、事業者が自己の取り扱う商品又は役務を表彰するために、商

標権を取得しようとする者は、登録出願をすることができ、また商標の構成につい

ては、平面に表現される文字、記号、色の組合せ又はその結合といった二次元（平

面商標）のもののほか、音響商標及び立体商標も認められている。 
かつて、台湾においては、商品商標と役務標章（サービスマーク）の区別があっ

た。ただし、国際的な立法の趨勢を参考に、2003 年商標法改正により、それらを統

合して「商標」と呼ぶことにした。同時に、立体商標及び音響商標の保護が導入さ

れた。 
以上のように、現行商標法は、商品・役務における視覚表示（平面・立体）及び

聴覚表示を保護対象としている。営業表示、企業表示、嗅覚表示は、保護対象から

除かれている。 
 

2. 登録要件 

2-1 商標の成立性 

商標は文字、図形、記号、色彩、音、立体形状又はこれらの結合で構成するこ

とができるが、動的、嗅覚的商標は登録を受けることはできない。 

 

2-2 積極的登録要件 

商標法 5 条 2 項には、「商標は、その商品又は役務の関連消費者にそれが当該

商品又は役務を表彰する標識であると認識させることができ、且つそれによって

他人の商品と区別できるものでなければならない。」と定めている。つまり、商

標登録の積極的要件は、商標としての識別力（特別顕著性）を要することである。

「商標としての識別性」とは、商標の持つ本質的機能として、その商標により消

費者が何人の業務に係る商品・サービスであるかを認識できる機能をいう。 

「商標識別性審査要点」によると、識別力のある商標及び識別力のない商標を

それぞれ次のように例示している。 

識別力のある商標 

(1) 独創的商標： 知恵で独創したものであり、既存の語彙もしくは物事を援用し

ていないもの。（例えば、「PANASONIC」、「SONY」をテレ

ビ、録音機に使用する。） 
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(2) 随意的商標： 既存の語彙もしくは物事を援用したが、指定商品・役務とは全

然関係がないもの。（例えば、「APPLE」をコンピュータに使

用する。） 
(3) 暗示的商標： 商標が、商品又は役務の形状､品質､用途又はその他関連成分､性

質､特性､機能又は目的等を仄めかすに留まり、業者間に必要と

されるか又は通常それを以って商品の説明を行うものでない場

合。 

 

識別力のない商標 

(1) 商品・役務の習慣上の通用標章もしくは通用名称（例えば、「食品」、「ビ

スケット」等の指定商品の通用名称）。 
(2) 文字、図形、記号、色彩、音、立体形状又はこれらの結合で構成されたもの

は、商品・役務の形状、品質、用途又はその他の説明を表示するもの（例え

ば、「Best Selection & Healthy」を衣服、Ｔシャツ、スポーツウェアに使用す

る） 
(3) 簡単な線又は単純な基本的幾何図形（例えば、「○」を、葉巻、たばこ等の

商品に使用する。） 
(4) デザイン性がなく、且つ意味のないアラビア数字（例えば、「12345」を、

トランプ等の商品に使用する。） 

(5) 商品・役務の飾りに使用されたものと思われやすい図案（例えば、 を、

お皿に使用する。） 
(6) 流行語又はスローガン、広告用語、広告性のある図案（例えば、「心の改革」

を、薬品に使用する） 
(7) 慣用の諺、祝詞、記述の用語、口癖（例えば、「財源広進」《注：祝詞、お

金がどんどん入るという意味》を、祭具に使用する。） 
(8) 国名、広く知られた地理的名称。（例えば、「ナイジェリア」を、テレビに

使用する。） 
(9) 企業、機構、組織の名称全体。（例えば、「台北市コンピュータ組合連合会」

をコンピュータ等商品に使用する） 
(10) デザインされていないありふれた氏姓。（例えば、「唐氏」をキャンデ－に

使用する。） 
(11) よく見られる宗教の標章。（例えば、「 卍 」を子供服等に使用する。） 
(12) 一般的取引習慣では、指定商品の規格番号として考えられるもの。（例えば、

「X200」を自動車、バイクの部品等商品に使用する。） 
(13) 書籍の名称であって、書籍を指定商品とする。（例えば、「Treasure Island」） 
(14) テレビゲームの名称であって、電子ゲーム機又はゲームのプログラムを記憶

させたテープ・磁気ディスク・光ディスク・基板等の商品を指定商品とする。
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（例えば、「西遊記」） 
(15) 映画、テレビ・ラジオ番組、歌曲の名称であって、映画、録音済ビデオテー

プ、録音済ビデオディスク、録音済磁気テープ、録音済光ディスクを指定商

品とする。（例えば、「早く帰ってほしい」《注：台湾の歌の曲名》を、録

音済テープに使用する。） 
(商標としての識別力なき商標は、上記に掲げる例示に限らない。) 
ただし、商標法 23 条 4 項により、商品・役務の形状、品質、用途もしくはその

他の説明を表示するもの（商標法 23 条 1 項 2 号）又は商標としての識別力のない

もの（商標 5 条 2 項）であって、出願人により使用され、且つ取引上すでに当該

出願人の商品・役務を識別する標識となっている場合は、登録を受けることがで

きる。また、2003 年商標法改正以降は、著名な地理表示を団体商標又は証明標章

として登録を受けることが可能である。 
 

2-3 消極的登録要件 

商標法 23 条 1 項には、商標の不登録事由を規定している。次の各号のいずれか

の事情に該当する商標は、登録することができない。 

(1) 第 5 条の規定に合致しないもの（自他商品識別力を備えていないもの）。 
(2) 商品又は役務の形状、品質、用途又はその他の説明を表示するもの。 
(3) 指定する商品又は役務の慣用標章又は名称であるもの。 
(4) 商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要であるもの。 
(5) 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の国旗

と同一又は類似のもの。 
(6) 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。 
(7) 台湾の政府機関、又は展覧的な性質を有する集会の標章又はこれらが授与す

る表彰状等と同一又は類似のもの。 
(8) 国際的な組織又は国内外の周知の組織の名称、記章、徽章、標章と同一又は

類似のもの。 
(9) 正マーク（日本のＧマークに相当）又はこれと同じ性質を有する国内外の査

証マークと同一又は類似のもの。 
(10) 公序良俗を害するもの。 
(11) 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認、誤信させるお

それがあるもの。 
(12) 他人の周知の商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混同誤

認を生じさせるおそれがあるもの、或は周知の商標又は標章の識別性又は信

用を損なうおそれがあるもの。但し、出願人が商標又は標章の所有者の同意

を得て登録出願する場合は、この限りでない。 
(13) 同一又は類似の商品又は役務についての他人の登録商標或はそれらについ

て他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費者に混同
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誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該登録商標又は先に登録出願

された商標の所有者の同意を得て登録出願する場合は、これら両者の商標及

び指定商品又は指定役務が同一である場合を除き、この限りでない。 
(14) 同一又は類似の商品又は役務について他人が先に使用している商標と同一

又は類似のものであって、出願人が当該他人との間に契約、地縁、業務上の

取引又はその他の関係を有することにより、当該他人の商標の存在を知って

いる場合。但し、当該他人の同意を得て登録出願した場合は、この限りでな

い。 
(15) 他人の肖像又は周知の氏名、芸名、ペンネームを有するもの。但し、当該他

人の同意を得て登録出願したものはこの限りでない。 
(16) 周知の法人、商号又はその他の団体の名称を有し、関連する公衆に混同誤認

を生じさせるおそれのあるもの。 
(17) 商標が他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害し、判決によりそれが

確定したもの。但し、当該他人の同意を得て登録出願した場合は、この限り

でない。 
(18) 台湾又は台湾と商標の保護を相互に承認する国家又は地区に係る酒類の産

地表示と同一又は類似のもので、酒類商品への使用を指定するもの。 
 

2-4 先願主義 

商標法 18 条には、「2 人以上の者が同日に同一又は類似の商標を以って、同一

又は類似の商品又は役務についてそれぞれ個別に登録を出願した結果、関連する

消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあり、また時間の前後を判断することが

できない場合、各出願人の協議によりこれを定める。協議が成立しない場合は、

抽選によりこれを定める。」と定めている。以上のように、先願主義を採ってお

り、同一又は類似商品に、同一又は類似の商標を以って出願し、混同を引き起こ

すおそれがある場合、最も先に出願した者を権利者として登録すべきであるとさ

れている。ただし、優先権が主張された場合には例外となる。ちなみに、商標の

出願日は一般的に、知的財産局に実際に提出された日であるが、商標法第 4 条に

よる優先権を主張する場合、その登録出願日は優先日を基準とする。 

 

3. 登録を受けるまでの手続概要 

3-1 商標登録出願 

自己の商品又は役務を表彰するために、商標権を取得しようとする者は、登録

出願をすることができる。自然人、法人又はその他の組織はいずれも商標出願す

ることができる者である。商標の構成については、平面に表現される文字、記号、

色の組合せ又はその結合といった二次元（平面商標）のもののほか、音声商標及

び立体商標も認められている。商品区分については、国際商品分類（ニース分類）

が導入されており、商品区分（商品と役務を含めて）はニース分類と一致し、都
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合 45 区分に分けられている。しかし、サブ・クラスの内容は、国際商品分類の

それとは少々異なっている。なお、一出願多区分出願制度を採用しており、出願

者が同じ商標を異なる区分の商品又は役務において出願する場合、一つの出願と

して行うことができる。政府手数料については、区分ごとに、商品を 20 個まで

指定する場合、その基本料金は NT$3,000 で、出願区分数と関係なく、料金に変

わりはない。（20 個を超える場合、指定商品が 21～60 個の場合には政府料金

NT$2,000、指定商品が 61 個以上の場合には NT$6,000 が加算される。なお、第

35 類乃至第 45 類の役務における出願は、役務の数とは関係しない）。 

商標出願から登録までの一般的な流れ及び注意点は次の通りである。 

(1) 主務官庁に定めた書式による願書、見本、及び添付書類（委任状、優先権証

明書等）を主務官庁へ提出する。願書に指定商品・指定役務の記入について、

クラス・ヘッディングというような概括的な表現が認められていない現行実

務では、しかるべく具体的な指定商品名を列挙しなければならない。 
(2) 出願してから 6-8 月以内に、審査官は商標登録出願書類、手続きの仕方に対し、

法律で規定されたものを備えているかどうかの審査（いわゆる「方式審査」）

を行う。出願書類又は手続きに不備がある場合、出願人（代理人）に、期限

を定めて補正するよう書面又は電話により通知する。当該期限を過ぎても補

正されない場合には、主務官庁は当該商標出願を受理しない。（商標法 9 条） 
(3) 方式審査を経て、次に審査官は法律に規定された不登録事由の有無の審査（い

わゆる「実体審査」）を行う。商標法 5 条、23 条 1 項所定の不登録事由があ

る場合、この登録拒絶理由を出願人（代理人）に通知し、30 日間の期間を定

めて意見書の提出機会を与える。 

(4) 不登録事由がない、又は拒絶理由が克服された場合、登録査定及び登録料納

付書が送達される。なお、登録料は NT$2,500 で一括払い又は 2 回分割払いの

いずれかを選ぶことができる。一括払いの場合には、登録査定書到達の翌日

から 2 ヶ月以内にこれを納付し、2 回分割払いの場合には、登録査定書到達の

翌日から 2 ヶ月以内に、まず 1 回目の登録料 NT$1,000 を納付し、登録後、3
年目の期間満了前 3 ヶ月の間に 2 回目の登録料 NT$1,500 を納付する。 

(5) 登録料納付後、商標公報に登録の公告がされ、商標権の設定登録がされると

同時に、登録証書が発行され商標権利者（代理人）に交付される。 

以上のように、現行商標に関する法令等によると、商標の新規登録出願が提出

された後、審査（方式審査、実体審査）に通れば、登録査定を受けることとなり、

この登録査定を受けてから 2 ヶ月以内に登録料を納付すれば、商標権の設定登録

がされ、商標公報に公告されるとともに、登録証書が発行される。商標登録出願

の審理は、特殊な事情がない限り、通常出願してから登録査定または拒絶査定を

受けるまでに約十ヶ月を要する。 

商標の登録出願に不登録事由があると認められた場合、拒絶理由通知が発行さ

れる。この拒絶理由通知に対し、出願人は意見書を提出して反論することができ
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る。意見書を提出しても拒絶理由を克服できなければ、拒絶査定が発行されるこ

とになる。この拒絶査定に対し、訴願、行政訴訟などを通じて不服申立てを行う

ことが可能である。一方、何人も、商標登録公告の日から 3 ヶ月以内に、商標主

務官庁に対して異議を申立てることができる。また、異議期間が経過した後は、

利害関係人であれば、商標主務官庁に対し、無効審判請求を提出することができ

る。商標登録出願の審査手順については、次の「商標出願から登録までのフロー

チャート」をご参照いただきたい。 
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3-2 必要書類 

二次元商標（平面商標）登録の出願をしようとする者は、次の書類を備え、そ

れらを商標主務官庁に提出しなければならない。 
(1) 願書 

出願人の名称及び住所、提出日、商標、指定商品・役務及びその区分 
優先権を主張する場合、基礎出願の出願番号、出願日、国名を記入しなけ

ればならない    
(2) 委任状（記名、捺印で可、公・認証不要） 

出願人の住所、名称又は代表者に変更がなければ、記名捺印してから 5 年

間は、既に提出された同一の委任状を援用できる。 
(3) 商標見本 

5 枚、サイズは 5cm×8cm を超えてはならない。（カラーである場合は、モ

ノクロームの商標見本も 2 枚添付する） 
音響商標、立体商標の登録を出願しようとする者は、以上の書類の他、次

の点に留意する 

・音響商標の登録出願の場合、 

願書にその旨明記し、且つ五線譜、数字譜又は説明描写を以って表示する

とともに、その音声が記録された光ディスクを添付しなければならない。

五線譜、数字譜で表示する場合、関連説明を記さなければならない。 

・立体商標の登録出願の場合、 

願書にその旨明記するとともに、立体形状で図形を表示し、且つ関連説明

を記載しなければならない。立体形状を明確に表現するために､出願人は同

時に 5 枚以下の、異なる角度で同比率の図面又は見本を提出することがで

きる。商標主務官庁が必要であると認めた場合は、出願人にこれらの提出

を命ずることができる。前述の立体形状に権利を主張しない部分が含まれ

ている場合、権利を主張する部分は実線で描写しなければならず、また、

権利を主張しない部分については破線で表示するとともに、専用しない旨

表明しなければならない。 

特殊な出願である証明標章、団体標章、団体商標の場合は、下記の 3-4 に

てそれぞれ説明する。 

 

3-3 優先権主張 

台湾はパリ条約の加盟国ではないが、2002 年から WTO の加盟国となっている。

WTO TRIPs 協定を遵守することが WTO の加盟国に義務付けられているため、同

協定の 2 条に従い、WTO の全加盟国に優先権を主張できる権利を与える。したが

って、WTO の加盟国又は台湾と相互に優先権を承認している国において合法的に

登録出願した商標を、その出願人が当該外国における最初の出願日の翌日から 6
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ヶ月以内に台湾に登録出願した場合、当該外国の出願に基づく優先権を主張する

ことができる（商標法 4 条）。前述の規定に基づき優先権を主張する者は、出願

と同時に優先権を主張する旨の声明を提出し、且つ願書に当該商標の外国での出

願日及び当該出願を受理した国名を記載しなければならない。また、出願人は、

出願日から３ヶ月以内に、先述の当該外国政府が出願受理を証明した出願書類を

提出しなければならない。以上の規定に違反した場合、優先権を失う。また、優

先権を主張する場合、その出願日は優先日を基準とする。 
 

3-4 特殊な出願 

(1) 証明標章 
証明商標とは、証明する能力を有する法人、団体又は政府機関が、他人の

商品又は役務の特性、品質、精密度、産地又はその他の事項に証明を与える

ため、専用する標章である。なお、証明標章の出願人が、証明しようとする

商品又は役務に係る業務に従事している場合、登録出願することはできない。

また、証明標章の出願人の資格は制限されており、前述の「他人の商品又は

役務を証明する能力を有する法人、団体又は政府機関」が、出願時出願人の

有する、証明資格又は証明能力に係る証明書類を提出しなければならない。 
WTO TRIPs 協定の地理的表示の保護に関連する規定に従い、地理的表示保

護を強化し、2003 年の商標法改正の際、同法 72 条に産地証明標章が追加され

たので、地名、地理的範囲及び地理的表示も証明標章として登録できるよう

になった。（例えば、池上米） 
(2) 団体標章 

法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、その組織又は会員籍を

表彰するために、標章を専用しようとする場合は、団体標章の登録出願をし

なければならない。 
団体標章登録の出願は、法定事項を明記した出願書を以って、並びに団体

標章の使用規範（構成員資格及び団体標章の使用管理方法を明記したもの）

を添付して、商標主務官庁に対しこれを出願しなければならない。 
(3) 団体商標 団体商標登録出願する際には、商品又は役務の区分及び名称を記

載した出願書をもって、並びに団体商標の使用規範（構成員資格及び団体標

章の使用管理方法を明記したもの）を添付して、商標主務官庁へ提出する。 
 

3-5 方式審査 

上記 3-1 にて述べた通り、商標登録出願の審査は方式審査と実体審査に分けら

れている。方式審査では主に出願手続き・書類が完備しているかどうかを審査し、

実体審査においては、方式審査を経た商願について受理された出願内容を確定し、

その商標自体が商標としての商品自他識別性を具えているか、法定の不登録事由

があるか、商標登録可能なものかの審査を行う。 
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方式審査において、商標出願の書類又は手続きに不備がある場合、補正する必

要がある。補正の手続きについて、下記の通り述べる。実体審査の詳細について

は、後述の 3-6 をご参照いただきたい。 
(1) 補正時期 

商標登録出願後、出願人が自ら出願に不備があることに気付いた場合、自

発補正することができる。なお、審査作業をスムーズにさせ、早期登録を図

るために、自発補正手続きをとったほうがよい。 
一方、審査官は、審査を始めた後、補正が必要だと判断した場合は、出願

人（代理人）に補正を行うよう通知する。出願人は、補正指令通知を受領し

てから所定期間（通常は 30 日間であるが、60 日間の場合もある。なお、主務

官庁に要請すれば、期間延長ができる。）内に、指定された内容に基づき補

正を行い主務官庁に提出する。所定期間満了後、補正が行われなかったとき

は、出願は受理されないことになる。かかる補正の回数の制限は規定されて

いない。 
(2) 補正の範囲 

① 書類の補正：委任状、優先権証明書類等。 
② 指定商品の補正：商品名の表現法は、範囲が広すぎる（例：電子製品）、

又は不明確（ソフトウェアを使った商品）である場合、審査官より、具体

的な商品名に変更するよう求められる。新製品であれば、商品の説明書又

はカタログ等を添付する場合がある。 
③ 指定商品の減縮：指定商品・指定役務は、商標登録出願後に追加すること

はできないが、指定商品・指定役務の縮減はできる。よって、実体審査で

は、指定商品と同一・類似する商品において、他人の同一・類似商標が存

在するため登録拒絶を受けた場合、抵触する商品が非主力商品であれば、

当該商品を削除することにより、拒絶理由を克服することができる。 
④ 出願人、代表者又は住所の中国語表記の補正、修正 
⑤ 政府料金の補正 
留意されたいのは、商標の態様は、登録出願後、変更することができない

ことである。なお、現行実務では、以上の補正は、そもそも出願の必要書類、

事項又は第三者に不測の損害が発生しないように便宜措置として認められる

ものである。したがって、出願人の補正手続に対し、主務官庁は受理決定又

は却下決定を下さない。出願人の補正が商標に関する法令と合致していない

場合、審査官は同一事項につき再度出願人に書類、指定商品の表現法等の補

正を求めることができる。 
(3) 出願分割と出願変更 

出願分割と出願変更制度は補正手続きとは異なるが、補正と類似の機能を

果たしている。 
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出願人は使用を指定した商品又は役務について、商標主務官庁に対し、自

発出願人より又は審査官の拒絶理由通知に対応する過程において、2 以上の登

録出願への分割を請求することができる。なお、この場合、原登録出願日を

出願日とする。（商標法 21 条）。 
一方、出願人の名称、代表者、住所の変更又は商標譲渡による変更は、主

務官庁に出願変更の届け出をしなければならない。（商標法 20、22 条） 
 

3-6 実体審査 

(1) 拒絶理由 
方式審査を経て、主務官庁は受理された商標登録出願に対し、商標に関す

る法令に従って審査を行う。出願から審理完了までスムーズに進行した場合

は、約十ヶ月を要する。 
商標法には以下の拒絶理由がある。 

A、商標としての自他識別性（5 条 2 項、23 条 4 項）を備えていない 
商標が、その商品又は役務の関連消費者にそれが当該商品又は役務を表

彰する標識であると認識させることができず、且つそれによって他人の商

品と区別できない。 
B、商標法 23 条 1 項各号のいずれかの事情に該当する 

① 第 5 条の規定に合致しないもの。 
② 商品又は役務の形状、品質、用途又はその他の説明を表示するもの。 
③ 指定する商品又は役務の慣用標章又は名称であるもの。 
④ 商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要であるもの。 
⑤ 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は外国の

国旗と同一又は類似のもの。 
⑥ 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。 
⑦ 台湾の政府機関、又は展覧的な性質を有する集会の標章又はこれらが授

与する表彰状等と同一又は類似のもの。 
⑧ 国際的な組織又は国内外の著名な組織の名称、記章、徽章、標章と同一

又は類似のもの。 
⑨ 正マーク（日本のＧマークに相当）又はこれと同じ性質を有する国内外

の査証マークと同一又は類似のもの。 
⑩ 公序良俗を害するもの。 
⑪ 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認、誤信させ

るおそれがあるもの。 
⑫ 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公衆に混

同誤認を生じさせるおそれがあるもの、或は著名な商標又は標章の識別

性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、出願人が商標又は標章の

所有者の同意を得て登録出願する場合は、この限りでない。 
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⑬ 同一又は類似の商品又は役務についての他人の登録商標或はそれらに

ついて他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関連する消費

者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、当該登録商標又は

先に登録出願された商標の所有者の同意を得て登録出願する場合は、こ

れら両者の商標及び指定商品又は指定役務が同一である場合を除き、こ

の限りでない。 
⑭ 同一又は類似の商品又は役務について他人が先に使用している商標と

同一又は類似のものであって、出願人が当該他人との間に契約、地縁、

業務上の取引又はその他の関係を有することにより、当該他人の商標の

存在を知っている場合。但し、当該他人の同意を得て登録出願した場合

は、この限りでない。 
⑮ 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネームを有するもの。但し、当

該他人の同意を得て登録出願したものはこの限りでない。 
⑯ 著名な法人、商号又はその他の団体の名称を有し、関連する公衆に混同

誤認を生じさせるおそれのあるもの。 
⑰ 商標が他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害し、判決によりそ

れが確定したもの。但し、当該他人の同意を得て登録出願した場合は、

この限りでない。 
⑱ 台湾又は台湾と商標の保護を相互に承認する国家又は地区に係る酒類

の産地表示と同一又は類似のもので、酒類商品への使用を指定するもの。 
原則として商標類否判断時点は審査時であるが、上記⑫、⑭～⑯及び⑱は

出願時である。（商標法 23 条 2 項） 
(2) 意見書及び補充書の提出 

商標の登録出願に不登録事由があると認められた場合、拒絶理由通知が発行

され、拒絶理由に承服できない場合には、指定期間内にこの拒絶理由通知に対

し、意見書を提出して反論することができる。指定期間は 30 日間であるが、

延長が可能である。なお、意見書を提出した後で、査定を下す前に克服に役立

つ資料を見付けた場合、更に意見補充書を提出できる。 
(3) 登録査定及び拒絶査定 

実体審査の結果、不登録事由がない、又は意見書の提出等により拒絶理由

が克服された場合、直ちに登録査定が下される。ちなみに、現行商標法は、

商標登録出願手続の時間を短縮するため、権利付与後の異議申立制度が採用

されている。 
一方、拒絶理由がある場合、意見書を提出しても拒絶理由を克服できなけ

れば、拒絶査定が発行されることになる。この拒絶査定に対しては、訴願、

行政訴訟などを通じて不服申立てを行うことが可能である。 
(4) 登録公告及び異議申立て 

登録査定を受けてから 2 ヶ月以内に登録料を納付すれば、商標権の設定登
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録がされ、商標公報に公告されるとともに、登録証書が発行される（商標法

26 条）。商標登録査定が公告されてから、三ヶ月以内であれば、利害関係の

有無に拘わらず、商標登録が不適法であると認める場合、何人でも異議申立

てを行うことができる (商標法 40 条)。 
 

4. 権利の取得と維持 

4-1 登録料の納付 

商標の登録査定を受けた後、出願人が登録料を納付してはじめて商標公報に登

録の公告がなされ、商標権の設定登録がされると同時に、登録証書が発行される

こととなる。登録料は NT$2,500 で、一括払い又は 2 回分割払いのいずれかを選ぶ

ことができる。一括払いの場合には、登録査定書到達の翌日から 2 ヶ月以内に

NT$2,500 を納付し、2 回分割払いの場合には、まず 1 回目の登録料 NT$1,000 を

納付し、登録後、第 3 年目の期間満了前の 3 ヶ月以内に 2 回目の登録料 NT$1,500
を納付する。つまり、商標存続期間の 10 年間を 2 期（1 年目、4 年目）に分けて

登録料を納入することができるのである。 
 

4-2 存続期間 

商標登録者は、登録を受けた日から商標権を取得する。商標権の存続期間は、

登録日より 10 年間である。存続期間は更新登録により 10 年ずつ延長できる。 
 

4-3 存続期間更新登録 

商標権の更新登録は、期間満了前の 6 ヶ月から期間満了後の 6 ヶ月の間に行わ

なければならない（28 条）。但し、期間満了後の更新登録は政府料金が割増で徴

収される。なお、書換え制度を採用していないため、更新後も旧商品区分から新

商品区分への書き換えは行われない。 

(1) 更新登録手続き 
登録証書への裏書きも取りやめとなったため、必要書類として、委任状さ

え提出すれば手続きがとれる。 

(2) 審査 
商標に関する使用状況の審査はなく、また上述(1)の通り、審査が簡素化さ

れている。よって、主務官庁への更新登録出願はほぼ許可されることになっ

ている。 

(3) 法改正に伴う留意点 
前述の通り、商標権の更新登録は、期間満了前の 6 ヶ月から期間満了後の 6

ヶ月の間に行わなければならない。ただし、防護商標制度は 2003 年商標改正

法で廃止されたため、更新登録する際は、基本商標（正商標）に変更しなけ

ればならない。また、更新期限は期間満了日までとなっており、期間満了日
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以降の更新登録は認められないので、注意を要する（87 条）。 
(4) 更新登録の効果 

商標が期間満了の際、更新登録出願を行えば、更に 10 年間存続することと

なる。すなわち、10 年ごとに更新登録出願を行えば、商標権は半永久的に有

効存続することとなる。 
 

5. 異議申立て 

現行商標法は、商標登録出願手続の時間を短縮するため、権利付与後の異議申立

制度が採用されている。つまり、主務官庁の審査結果は、不登録事由がなく、又は

解消されれば、登録査定が下される。出願人が所定期限内に登録料を納付すれば、

商標権の設定登録がされ、商標公報に公告されるとともに、登録証書が発行される

（商標法 26 条）。 
 

5-1 異議申立ての要件 

(1) 申請できる者 
何人でも異議申立てを行うことができる。 

(2) 申立期間 
商標登録査定が公告されてから、三ヶ月以内であれば、利害関係の有無に

拘わらず、商標登録が不適法であると認める場合、異議申立てを行うことが

できる。また、異議申立理由書の作成又は証拠資料の収集に時間が必要であ

る場合、ひとまず申立期間内に異議申立てを行い、然る後、理由書と証拠資

料を主務官庁が指定する所定期間内（約 30-45 日間）に補充することができる。 
 

5-2 異議申立てに対する審査 

異議申立ての審査は商標紛争案を担当する審査官一人で行う。異議申立人が商

標主務官庁へ異議申立書及び理由があることを裏付けできる証拠資料を添付し提

出した後、主務官庁より被異議申立人に送付し、その答弁を求めることとなる。

仮に、被申立人が指定された期限内に答弁理由を提出した場合、当該答弁理由は

申立人側（代理人）に送達され、この答弁理由に対する反論の提出を求められる

ことになる。知的財産局は、双方より提出された主張及び証拠資料を基に審理す

る。被異議申立人が指定の期限内に答弁理由を提出しなかった場合、知的財産局

は申立人より提出された異議申立書及びその証拠資料を根拠に審理し、審決を下

すことになる。 
 
5-3 異議審決 

(1)異議審決 
上述のように、異議申立理由に対する答弁と答弁理由に対する反論が行われ、
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審査官は双方の書類提出が完了してから、当該異議申立案件の審理を始める。

したがって、審判を起こしてから審決が出るまでには、通常五ヶ月から八ヶ月

を要し、ケースによっては一年近くかかることもある。審査官が異議申立人の

主張・理由を認めれば、異議成立の審決を下す。異議申立人の主張・理由を認

めない場合、異議不成立の審決を下す。 
(2)異議審決に対する不服申立て 

異議申立ての審決に対し不服のある当事者は、審決書を受け取ってから 30
日以内に不服申立ての訴願を、主務官庁の上級機関である経済部へ提出するこ

とができる。30 日以内に不服申立ての訴願が提出されない場合、審決の効力が

確定される。 
異議確定後の登録商標については、何人も、同一の事実、同一の証拠及び同

一の理由に基づいて無効審判を請求することはできない。 
 

6. 商標審判手続き 

6-1 種類 

商標に対する審判の種類は 商標登録無効審判と商標登録取消審判に分けられ

る。商標権利範囲確定審判が 2003 年法改正により廃止され、権利範囲に係る紛争

があった場合、司法機関により判断されることになっている。なお、拒絶査定に

対し不服がある場合、日本では特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求するのに対

し、台湾では主務官庁の上級機関である経済部訴願委員会に不服申立て（訴願）

を行う。したがって、現行商標実務では、商標権利範囲確定審判や拒絶査定不服

審判等はない。 
 

6-2 商標登録無効審判 

(1)請求人 

請求人の資格を持っているのは、登録商標に対する利害関係を有する者及び

審査官である。つまり、商標の登録が法定事項に違反してなされた場合、利害

関係人又は審査官は、商標主務官庁に対し、その登録の無効審判請求を提出す

ることができる。 

(2)無効事由 

商標の登録が商標法 23 条 1 項又は 59 条 4 項の規定する情況に違反してなさ

れた場合、その登録の無効審判請求を提出することができる。商標法 23 条 1
項（Ａ）又は 59 条 4 項（Ｂ）の規定は下記の通りである。なお、台湾におけ

る主な商標紛争は、外国における周知・著名商標が台湾企業等に先取りされる

ことである。したがって、23 条 1 項 12 号、13 号及び 14 号が引用されるケー

スが多い。（23 条 1 項 12 号は周知商標と同一・類似商標の登録禁止、13 号は

同一・類似商品における同一・類似商標の登録阻却、14 号は契約又は業務等の

関係で、他人の商標の存在を知っている場合、当該他人の商標が使用する商
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品・役務に同一・類似商標の登録ができないこと） 
Ａ、 商標法 23 条 1 項については、第 5 章 3-5 実体審査の(1)の B を参照された

い。 
Ｂ、 第 59 条 4 項 の規定については、登録商標に次の事情（57 条 1 項 1 号、6

号）があり、その登録が取消された場合、原商標権者は取消された日から

3 年間、原登録図案と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務

において登録し、又は譲受し、又は使用許諾を受けることができない。商

標主務官庁の処分前に、商標権の放棄を声明した場合も、同様であるとし

ている。 
① 勝手に登録商標を変更し又は付記を加え、他人が同一又は類似の商品

又は役務において使用している登録商標と同一又は類似させ、関連消

費者に混同誤認を生じさせるおそれのある場合。（57 条 1 項 1 号） 
② 商標を使用した結果、他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害

し、裁判所の判決で侵害が確定した場合。（57 条 1 項 6 号） 
なお、商標登録前に、他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害し、登

録後に裁判所の判決で侵害が確定した場合、利害関係人又は審査官は、商標主

務官庁に対し、その登録の無効審判請求を提出することができる。 
(3)請求期間  

登録商標に対する無効審判の請求できる期間は、商標が登録されてから 5 年

以内である。但し、悪意で他人の周知・著名商標を先取りして登録した場合、

この除斥期間の制限を受けない。 

(4)無効審決確定の効力 

無効審判案件につき審決により無効審判が成立した場合、その登録は無効に

なる。但し、審決時に、当該情況がすでに存在しない場合、公益及び当事者の

利益を参酌した後、不成立の審決を下すことができる。 

無効審判の審決が確定された場合、その商標権は最初からなかったものと見

なす。なお、何人も、同一の事実、同一の証拠及び同一の理由に基づいて無効

審判を請求することはできない。 

 

6-3 商標登録取消審判 

(1)取消事由 

Ａ、 商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標主務官庁は、

職権で又は利害関係人の請求により、その登録を取消することができる

（商標法 57 条 1 号）。なお、取消の事由が、登録商標の使用を指定する一

部の商品又は役務にのみ存在する場合、当該一部の商品又は役務について

その登録を取消すことができる。 
① 勝手に登録商標を変更し又は付記を加え、他人が同一又は類似の商品

又は役務において使用している登録商標と同一又は類似させ、関連消
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費者に混同誤認を生じさせるおそれのある場合。なお、使用許諾を受

けた者が以上の行為をなし、商標権者は当該行為を明らかに知ってい

た、又は知っていたはずであるにもかかわらず、反対を表明しなかっ

た場合も同様とする。 

② 正当な事由なく使用せず、又は使用を停止し続けて、すでに３年が経

過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合は、この限り

でない。 

③ 第 36 条の規定により、適当な区別表示を付していない場合。但し、商

標主務官庁の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認が生じるおそれ

のない場合は、この限りでない。 

④ 商標がすでにその指定商品又は指定役務に係る慣用標章、名称又は形

状となっている場合。 

⑤ 商標が実際に使用された場合、公衆がその商品又は役務の性質、品質

又は産地を誤認誤信するおそれがある場合。 

⑥ 商標を使用した結果、他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害

し、裁判所の判決で侵害が確定した場合。 
Ｂ、 標章権者又は使用許諾を受けた者が、証明標章、団体標章又は団体商標を

不当に使用し、他人又は公衆に損害が生じた場合、商標主務官庁は、何人

かを問わずその請求により、又は職権でその登録を取消することができる。 
上記にいう不当な使用とは、次の各号のいずれかの情況を指す。 
① 証明標章を商標として使用する、或は証明標章権者の商品又は役務に

関連する物品又は書類上に標示する。 
② 団体標章又は団体商標の使用が、社会公衆に当該団体の性質を誤認さ

せる。 
③ 前条の規定に違反して、移転、使用許諾、又は質権の設定をする。 
④ 標章の使用規範に違反する。 
⑤ その他の不当な方法による使用。 

(2)請求人 
取消審判は利害関係人に限って請求するものではなく、何人でも登録商標に

対する取消審判を請求することができる。なお、主務官庁は職権により、取消

理由がある登録商標に対し、取消審判を通じ、当該登録を取消すことができる。 

(3)取消審決確定の効果 

商標の登録を取消すべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権はそ

れ以降消滅する。登録商標の態様を変更して使用し、他人の登録商標と類似さ

せたこと、又は商標を使用した結果、他人の知的財産権を侵害したことを理由

（取消事由Ａの①と⑥）として、その登録が取消された場合、原商標権者は取

消された日から 3年間、原登録商標の態様と同一又は類似の商標を同一又は類

似の商品又は役務において登録し、又は譲受し、又は使用許諾を受けることが
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できない。商標主務官庁の処分前に、商標権の放棄を声明した場合も、同様で

ある。 

 

6-4 審決に対する不服 

主務官庁である知的財産局が判断を下した審決に対し、審決書送達日の翌日か

ら起算して 30 日以内に、上級機関の経済部へ不服申立て(訴願)を提出することが

できる。また、経済部の審決に対し不服であれば、訴願決定書送達日の翌日から

起算して二ヶ月以内に、高等行政裁判所へ行政訴訟を提起することができ、高等

行政裁判所の判決に対し判決書送達日の翌日から起算して 20 日以内に最高行政

裁判所へ上告を提起することができる。最高行政裁判所の判決に対し更に上訴す

ることはできない。 
 

6-5 訴訟手続きの中止 

無効審判請求又は異議申立ての手続進行中、商標権に関する民事又は刑事訴訟

が提出された場合、審決の確定前に、その訴訟手続の進行を停止することができ

る。 
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**第 6 章 著作権法 
 
台湾著作権法は、1928 年に制定され、その後 14 回の法改正に渡り、現行法は 2007

年 7 月 1 日付改正して公布されたものである。台湾における著作権の成立について、

1985 年の法改正以前は、登録保護主義(方式主義)を採用していたが、1985 年の法改正

以降無方式主義を採用し、著作権は当該著作物を創作した時点で直ちに発生し、別段

登録等の方式を要しない。 
2007 年 7 月 11 日の法改正では、87 条 1 項に 7 号として「著作財産権者の同意又は

使用許諾を受けずに、公衆がインターネットに通じて他人の著作物を公開伝送又は複

製し、著作財産権を侵害することに供するため、著作物を公開伝送又は複製すること

のできるコンピュータープログラム又はその他の技術を提供し、利益を受ける場合」

との規定が、また同条に 2 項として「前項 7 号の行為者が、広告又はその他の積極的

な措置を採用して、公衆に、コンピュータープログラム又はその他の技術を利用して

著作財産権を侵害することを教唆、誘惑、扇動、説得した場合、該号の意図を具える」

旨の規定が追加されている。87 条 1 項 7 号の追加規定に合わせ、93 条に 4 号を併せ

て追加規定し、87 条 1 項 7 号に違反する行為者に対し、2 年以下の懲役、拘留に処し、

又は NT$500,000.以下の罰金を科し又は併科する旨定めている。 
また、今回の改正では、97 条の 1 として「事業者が公開伝送の方法を以って、91

条、92 条及び 93 条 4 号の罪を犯し、裁判所によって有罪判決が下された場合、即刻、

その行為を停止しなければならない。もし、停止せず、それが主務官庁の招集した専

門家、学者及び関連業者によって、侵害の情況が重大で、著作財産権者の権益に極め

て大きな影響を及ぼす、と認定された場合、主務官庁は 1 ヶ月の期限を定めて、期限

内に改正させなければならず、期限を過ぎても改正しない場合、営業停止又は休止を

命じることができる」旨の規定も追加されている。 
 

1. 保護対象 

1-1 保護を受ける要件 

著作権法 3 条 1 項 1 号には「著作物とは、文学、科学、芸術又はその他学術の

範囲に属する創作をいう」と規定されている。また、同法 10 条には「著作者は、

著作物を完成したときからその著作権を享有する」と規定されている。前述の規

定によれば、保護を受ける著作物は以下の要件を具えていなければならない。 
(1) 創作性を具えていなければならない。創作性とは、当該著作物が、著作者が

独力で創作したものであり、他人の著作物を真似たものでなければ、当該要

件に合致する。 
(2) 一定の外部表現形式を具えていなければならない。脳裏に浮かんだ思想又は

概念のみでは、著作物を構成するに足りない。 
(3) 文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属す創作でなければならない。し

たがって、ポルノビデオ等のように猥褻な物品と認定された場合、実務見解
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によれば、法律規定及び公序良俗に違反するため、著作権法の立法目的と相

反するものであり、著作物と称するのは難しい。 
(4) 保護を受けない著作物ではない必要がある。著作権法 9 条には、著作権の標

的とすることができない著作物が規定されており、当該作品は、前述の著作

物の要件に合致しても、社会公益を考慮し、例外的に著作権法による保護を

受けない。 
外国人の著作物について 
台湾著作権法第 4 条の規定によると、外国人の著作物が次の要件のいずれかに

該当する場合、台湾において著作権の保護を受けることができる。 
(1) 初めて発行されたもの。即ち、中華民国の管轄地域以外の地域において、初

めて発行された日から起算して 30 日以内に、中華民国の管轄地域（台湾に限

る。）において発行されたもの。 
(2) 著作者の国籍による。即ち、第 4 条第 2 項の規定により、条例や協定、又は

その国の法令や慣例に基づき、中華民国国民の著作物が著作権を受けられる

国の国籍を有する著作者の著作物。本規定に基づき保護を受けられる外国人

は米国、ニュージーランド、英国、スイス、スペイン、及び台湾在住の韓国

国籍の者を含む。 
(3) 条約又は協定に別途約定があり、立法院の議決を経て通過したものは、その

約定に従う。この規定に言う「立法院の議決を経て通過した条約又は協定」

には、「台美著作権保護協定」（台米著作権保護協定）及び WTO の加盟に係

る TRIPS（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）を含む。 
台湾が 2002 年 1 月 1 日に WTO に加盟する以前、外国人の著作物は上述三要件

のいずれかを満たす場合に限って、台湾において保護を受けることができた。し

かし、台湾が WTO に加盟した後は、著作権法における保護遡及の規定（第 106
条、第 106 条の 1）により、全ての WTO 加盟国の国民の著作物は、台湾において

著作権法に基づく保護を受けるようになった。 
日本国民の著作物につき、台湾が WTO に加盟する以前は、それが「初めて発

行されたもの」という要件を満たし、最初の発行日から起算して 30 日以内に台湾

で発行された場合、当該著作物は台湾において著作権の保護を受けた。しかし、

台湾の WTO 加盟後は、日本も WTO の加盟国であるので、日本国民の著作物は全

て台湾において著作権保護を受ける。 
 

1-2 著作物の類型 

また著作権法 5 条には「本法における著作物とは、次のとおりである。1.文字

著作物。2.音楽著作物。3.演劇、舞踊著作物。4.美術著作物。5.写真著作物。6.図
形著作物。7.映画著作物。8.録音著作物。9.建築著作物。10.コンピュータープログ

ラム著作物。／前項各号に例示される著作物の内容は、主務官庁がこれを定める」

と規定されている。原則として、著作物が前記 4 項の要件を具えていれば、何類
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に属そうとも、或いは甚だしきに至っては分類することができなくても、すべて

著作権法の保護する著作物とすることができる。 
内政部は 5 条 2 項の規定に基づいて、1992 年に「著作権法 5 条 1 項各号著作物

内容例示」を公告し、5 条 1 項各号の著作物の内容を例示し、並びに内容例示 3
項において「本法（著作権法）6 条に定める派生著作物（2 次著作物）及び 7 条に

定める編集著作物は、その性質により前項各号の著作物に帰属する」と規定され

ている。 
1998 年、我が国の WTO 加盟に対応するために、TRIPs の基準に合致するよう

著作権法が大幅に改正され、そのうち 7 条の 1 として「実演家により行われた既

存の著作物の実演は、独立した著作物として保護を受ける」旨の規定が追加され

た。もともと 5 条 1 項 3 号の「演劇、舞踊著作」に分類されていた実演は、独立

して著作権法の保護を受けることのできる著作物となり、実演者はその実演につ

き法により著作財産権を享受することができる。 
 

2. 著作者の権利 

著作権法 3 条 1 項 3 号には「著作権とは、著作物の完成により生じた著作者人格

権及び著作財産権をいう」と規定されている。前記規定から、我が国が著作権に対

し二元説を採用していることがわかり、即ち、著作者は、10 条の規定により、著作

物を完成したときからその著作物につき「著作者人格権」及び「著作財産権」を有

する。 
 

2-1 著作人格権 

著作権法 15 条及び 17 条の規定によれば、著作者人格権には公表権（15 条）、

氏名表示権（16 条）、及び同一性保持権（17 条）が含まれる。同法 21 条の規定

によれば、著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は継承することができな

い。但し、実務上、著作者人格権について不行使を取り決めることができるか否

かにつき、契約当事者は著作者が前記 15 条～17 条に規定される権利を行使しな

いことを取り決めることができる、と認めている。したがって、著作者人格権不

行使を取り決めた契約の一方の当事者が、著作者の同意を得ずに、著作物を公表

し、著作者の氏名を公表し又は表示せず、或いは著作物の内容を改変するとき、

著作者は当該契約当事者に向かって既にその著作者人格権を行使しない旨取り決

めているため、当該当事者に対し著作者人格権の侵害を主張することはできない。 
 

2-2 著作財産権 

著作財産権そのものは譲渡することのできる権利であり、著作権法 36 条には

「著作財産権は、その全部又は一部を他人に譲渡し、又は他人と共有することが

できる」と規定されている。また、37 条には、「著作財産権者は、他人に対し、
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その著作物の利用を許諾することができる。その使用許諾の地域、時間、内容、

方法又はその他の事項は、当事者の約定による」と規定されている。 
著作権法 22 条～29 条、及び 87 条には、著作財産権には以下の権利が含まれる

ことが規定されている。 
 

権利 法律規定 概念及び特徴 
複製権 3 条 1 項 5

号、22 条 
1. 一般的な複製の要件、即ち、印刷、複写、録音、録

画、撮影、筆記録又はその他の方法により、直接、

間接的、永久的又は一時的に再製する権利。 
2. 「複製」という概念を延伸し、脚本、音楽著作物又

はその他これに類する著作物の上演或いは放送時に

それを録音又は録画する行為、或いは建築著作物に

ついては建築設計図又は建築模型に従って建築物を

建築する行為を行なう権利。 
公開口述権 3 条 1 項 6

号、23 条 
著作物の内容を口頭又はその他これに類する方法で公

衆に伝達する権利。 
公開放送権 3 条 1 項 7

号、24 条 
公衆に直接聴取又は視聴されることを目的として、有

線、無線又はその他の器材などの放送システムで情報

を伝送する方法を用いて、音声又は映像を通じて、著

作物の内容を公衆に伝達する権利。原放送者以外の者

が有線、無線又はその他の器材などの放送システムで

情報を伝送する方法を用いて原放送の音声又は映像を

公衆に伝達する権利もこれに含まれる。 
公開上映権 3 条 1 項 8

号、25 条 
単一又は複数の視聴覚機器、或いはその他の映像を伝

達する方法を用いて、同一の時間に現場又は現場以外

の特定の場所（映画館、クラブ、ビデオ又はディスク

の放映場、ホテルや民宿などの宿泊施設の客室、公衆

使用に供される交通手段又はその他の不特定者の出入

りに供される場所を含む）の公衆に著作物の内容を伝

達する権利。 
公開上演権 3 条 1 項 9

号、26 条 
演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏又はその他の方法によ

り現場の公衆に著作物の内容を伝達する権利。拡声器

又はその他の器材を用いて原放送の音声又は映像を公

衆に向けて伝達する権利もこれに含まれる。 
公開伝送権 3 条 1 項 10

号、26 条の 1 
有線、無線のインターネット又はその他の情報通信方

法を用いて音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆

に伝達する権利をいい、公衆が自ら選定した時間又は

場所において以上の方法で著作物の内容を受信させる
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ことができる権利もこれに含まれる。但し、実演者の

その実演に対する公開伝送権は、複製された録音著作

物の実演に限られる。 
改作権 3 条 1 項 11

号、28 条 
翻訳、編曲、翻案、映画化又はその他の方法により原

著作物を新たな創作物となす権利。 
頒布権 3 条 1 項 12

号、28 条-1 
有償又は無償を問わず、著作物のオリジナル又は複製

物を公衆の取引又は流通に提供する権利。但し、実演

者は複製された録音著作物の実演においてのみ頒布権

を有する。 
公開展示権 3 条 1 項 13

号、27 条 
公衆に未発行の美術著作物又は写真著作物を展示する

権利。 
貸与権 29 条 著作物を他人に使用させて収益を上げたり、賃料を受

け取る行為をなす権利。但し、録音及びコンピュータ

ープログラム著作物の所有者には貸与権規定を適用し

ない。 
輸入権 87 条 著作財産権者の同意なく、著作物のオリジナル又はそ

の複製物を輸入する場合、著作権又は製版権を侵害す

るものとみなす 
 
3. 著作権の保護期間 

(1) 創作後から著作者の死後 50 年が経過するまでの間（30 条 1 項）。共同著作物

の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後 50 年を経過するまでの間、存続

する（31 条）。 
(2) 著作物が著作者の死後 40 年から 50 年の間に初めて公表された場合、著作財産

権の期間は公表時から 10 年間存続する（30 条 2 項）。 
(3) 写真、映画、録音及び実演の著作財産権は著作物の公表後 50 年を経過するまで

の間、存続する。但し、著作物が創作後 50 年以内に公表されなかった場合、そ

の著作財産権は創作後 50 年を経過するまでの間、存続する（30 条 2 項、34 条、

33 条但書）。 
(4) 別名又は無記名の著作物の著作財産権は、その著作物の公表後 50 年を経過する

までの間、存続する。但し、著作者の死後 50 年を経過していることを立証でき

る場合は、その著作財産権は消滅したものとする。但し、著作者の変名が周知

のものである場合には、これを適用しない（32 条）。 
(5)法人が著作者である著作物の著作財産権は、その著作物の公表後 50 年を経過す

るまでの間、存続する。但し、著作物が創作後 50 年以内に公表されなかった場

合は、その著作財産権は創作後 50 年を経過するまでの間、存続する（33 条）。 
(6) 継続的に又は逐次に公表した著作物について、公表日に基づいて著作財産権の

存続期間を計算する場合、著作財産権の存続期間は、各回の公表が独立した 1



第 I 編 権利の取得 

 - 62 - 

つの著作物となり得るものについては、それぞれの公表日から起算する。各回

の公表が独立した 1 つの著作物となり得ないものについては、独立した 1 つの

著作物と成すことができるときの公表日を以って起算する。継続すべき部分が

前回の公表日から 3 年を経過しても公表されない場合は、著作財産権の存続期

間は前回の公表日から起算する（35 条 2、3 項）。 
 

4. 著作隣接権、出版権及び製作者の権利 

4-1 著作隣接権 

著作隣接権とは、実演家、録音物の製作者、放送事業者がその実演を公衆に対

し直接又は間接的な方法を以って伝達する権利を指し、それが享有する権利は著

作権と隣り合っているため、「著作隣接権」という。 
台湾では隣接権制度は採用されておらず、実演及び録音著作物はすべて著作物

として保護され、放送事業者の放送は視聽又は録音を以って保護される以外、特

別な保護措置はない。 
 

4-2 出版権 

民法 515 条 1 項には「出版とは、当事者が、一方は文学、科学、芸術又はその

他の著作物を出版するためにもう一方に交付し、該もう一方は印刷又はその他の

方法で複製又は発行することを取り決めた契約をいう」旨規定されている。515
条の 1 には「出版権は、出版権授与人が出版契約により著作物を出版人に交付す

るとき、出版人に授与される。前項の規定により出版人に授与された出版権は、

出版契約終了時に消滅する」旨規定されている。また、517 条には「出版権授与

人は、出版人の複製発行できる出版物がまだ完売していないとき、その著作物の

全部又は一部につき、出版人に不利な処分を行ってはならない。但し、契約に別

に定めのある場合、この限りではない」と規定されている。 
前記の民法の規定から、出版権には事実上、複製権、及び頒布権又は公開伝送

権等が含まれていることがわかる。これに対し著作権には、著作権法 3 条 1 項 3
号によれば、複製権、公開口述権、公開放送権、改作権等が含まれる。したがっ

て、これら両者を比較すると、著作権の範囲は明らかに出版権より広い。 
 

4-3 データベース（Database）作者の権利 

台湾はデータベースについて特別な立法保護を行なっておらず、著作権法 7 条

1 項には「資料の選択及び編集配列につき創作性を有するものは編集著作物であ

り、独立した著作物として保護を受ける」旨規定されている。したがって、デー

タベースがもし資料の選択及び編集配列につき創作性を有する場合、編集対象と

なった資料が、他人が著作権を有する著作物であるか否かを問わず、著作権法 7
条 1 項の規定により、「編集著作物」として保護を受けることができる。たとえ
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ば、大量の資料を集めただけで、資料について選択、編集配列のなされていない

電子データベースは、著作権法保護の標的には属さない。 
4-3-1 データベース編集配列行為は合法性を具えなければならない 

著作権法 7 条 2 項には「編集著作物の保護は、その編集対象となった著

作物の著作権に影響を及ぼさない」旨規定されている。したがって、編集

著作物と編集対象とされる著作物は 2 つの独立した著作物である。 
但し、28 条の規定により、著作者は、その著作物を編集著作物に編集す

る権利を専有する。したがって、データベース著作権者は、編集対象とな

った、他人が著作権を有する資料について、編集配列を行なう前に、各「編

集対象となった著作物」の著作財産権者の同意又は使用許諾を受けなけれ

ばならない。 
4-3-2 データベースと「編集対象となった著作物」との関係 

以上をまとめると、データベース所有者と「編集対象となった資料」の

著作権者はそれぞれ著作権を有する。したがって、「編集対象となった著

作物」の著作財産権の譲渡は、データベースの著作権に影響を及ぼさない。

「編集対象となった著作物」の権利侵害は、データベースに対する侵害を

構成しないが、反対に、データベースに対する侵害は、データベースの著

作財産権を侵害するのみならず、「編集対象となった著作物」の著作財産

権も侵害する。このほか、データベースと「編集対象となった著作物」の

著作権保護期限はそれぞれ独立しており、影響を受けない。 
 

5. 著作権信託管理 

「信託」とは信託人が権利を受託人に委託し行使させることを指す。したがって、

著作権の信託とは、著作権者が著作財産権を受託人に移譲し、受託人は信託行為に

より著作財産権の管理を行い、受託者は「善良なる管理人の注意義務」をはらって

信託事務を処理しなければならない。 
著作権法 81 条 1 項には「著作財産権者は、権利の行使、使用料の受領及び配分

につき、著作権主務官庁の許可を得て著作権仲介団体を組織することができる」旨

規定されている。また同条 3 項には「1 項の団体の許可設立、組織、職権及びそれ

に対する監督、指導に関する事項は、別途法律で定める」旨規定されている。そこ

で、台湾では 1997 年 11 月 5 日に「著作権仲介団体条例」が公布施行され、著作財

産権者が結合することによって仲介団体が設立され、かかる仲介団体の力を通じて

各種専門家を会員として集め、著作財産権を行使し、その結果、会員が安心して創

作に従事できるようにし、また間接的には創作の質を引き上げ、これによって社会

全体の文化経済発展を促進しようとした。また、一方、仲介団体を通じて利用者が

スムーズに使用許諾を受け、合法的に著作物を利用することができるようにし、社

会文化、経済秩序の維持に対し、良性の循環を形成しようとした。経済部智慧財産

局の資料によれば、現在、登録許可を受けている著作権仲介団体は全部で 7 団体あ
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り、その関連資料は以下のとおり。 
 
団体名称 著作物類別 管理権限 ウェブサイト 
MCAT 
（中国語名称：社団法人台

湾音楽著作権人聯合総会） 

音楽著作物 公開放送権、 
公開上演権、 
公開伝送権 

http://www.mcat.org.tw 

MUST 
（中国語名称：社団法人中

華音楽著作権仲介協会） 

音楽著作物 公開放送権、 
公開上演権、 
公開伝送権 

http://www.must.org.tw/ 

TMCS 
（中国語名称：社団法人台

湾音楽著作権協会） 

音楽著作物 公開伝送権、 
公開放送権、 
公開上演権 

http://www.tmcs.org.tw 

ARCO 
（中国語名称：社団法人中

華民国録音著作権人協会） 

録音著作物 公開放送権、 
公開上演報酬請

求権 

http://www.arco.org.tw 

RPAT 
（中国語名称：社団法人中

華有声出版録音著作権管

理協会） 

録音著作物 
公開放送権、 
公開上演報酬請

求権  

 
http://www.rpat.org.tw 

AMCO 
（中国語名称：社団法人中

華音楽視聴著作仲介協会） 

視聴覚著作物 公開放送権、 
公開上映権 

http://www.amco.org.tw 

COLCIA 
（中国語名称：社団法人中

華語文著作権仲介協会） 

文字著作物 複製権  

 
前記著作権仲介団体はその設立目的により、それぞれ音楽著作物、録音著作物及び

視聴覚著作物を担当し、著作財産権者と信託関係を結んで、著作権者の公開放送権、

公開上演権、公開伝送権等の著作財産権の管理及び行使を行なっている。 
 

6. コンピュータプログラム著作権 

6-1 コンピュータープログラム著作物の保護 

いわゆるコンピューターソフトには、コンピュータープログラム、プログラム

の記述、及び補助資料［コンピュータプログラム又はプログラム描写以外のその

他資料を指す。理解を助ける又は当該コンピュータプログラムを応用するために

創作されたものは、いずれもこれに該当する。例えば、問題描写（problem 
description）や user instructions がこれに該当する］の 3 つの部分が含まれ、コンピ

ュータープログラムは狭義のコンピューターソフトのことであり、プログラム指

http://www.mcat.org.tw/�
http://www.must.org.tw/�
http://www.tmcs.org.tw/�
http://www.arco.org.tw/�
http://www.rpat.org.tw/�
http://www.rpat.org.tw/�
http://www.amco.org.tw/�
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令に係る部分を指す。 
台湾の著作権法 5 条 1 項 10 号には、コンピュータープログラム著作物は保護対

象著作物の 1 つとして明確に規定されており、また、著作権法 5 条 1 項各号の著

作物の内容例示によれば、コンピュータープログラムとは直接又は間接を問わず

コンピューターに一定の結果を生じさせることを目的としての指令の結合である

著作物を含む。なお、台湾においては、ゲームソフトはコンピュータプログラム

として著作権の保護対象とされている。 
著作権法 22、24、26-1、28、及び 29 条の規定によれば、コンピュータープログ

ラム著作物の著作財産権者はその著作物につき「複製権」、「公開放送権」、「公

開伝送権」、「改作権」、「編集権」及「貸与権」を専有する。 
 

6-2 コンピュータープログラム著作財産権に係る制限 

コンピュータープログラム著作物は性質が特殊であるため、著作権法に特別規

定を設けており、これには以下のものが含まれる。 
(1) 改作権及び複製権に係る制限 

著作権法 59 条には「合法的なコンピュータープログラム著作物の複製物の

所有者は、自ら使用している機器の必要に応じて、当該プログラムを修正し、

又はバックアップのため当該プログラムを複製することができる。但し、当

該修正物又は複製物の使用は当該所有者に限る。所有者が滅失以外の事由に

より、原複製物の所有権を失った場合、著作財産権者の同意を得ない限り、

その修正又は複製したプログラムを廃棄しなければならない」旨規定されて

いる 
該条の規定から、「合法的な」コンピュータープログラムの複製物の所有

者が機器の必要に応じて行なう修正は、改作権及び人格権中の同一性保持権

の例外を構成することがわかる。但し、前記修正権を享有できる者はコンピ

ュータープログラム著作物の複製物の所有者に限るものとし、修正後のプロ

グラムは所有者自身の使用に限る。 
(2) 貸与権の制限 

著作権法 60 条には「著作物オリジナル又はその合法的な複製物の所有者は、

当該オリジナル又は複製物を貸与することができる。但し、この規定は、録

音及びコンピュータープログラムの著作物の複製物については適用しない。

貨物、機器又は設備に附属したコンピュータープログラム著作物の複製物で、

当該貨物、機器又は設備に付随して合法的に貸与し、且つ当該貸与の主要な

目的物でないものは、前項の但書の規定を適用しない」旨規定されている。 
前記規定により、録音及びコンピュータプログラムの著作物の複製物は「権

利の消尽」〔(Doctrine of exhaustion of Right、又は「ファースト・セール・ド

クトリン」(first sale doctrine)〕という原則を適用しないことがわかり、たとえ

著作物オリジナル又は合法的なコンピュータープログラムの著作物の複製物
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の所有者であろうとも、当該著作物オリジナル又は複製物を貸与することは

できない。したがって、コンピュータープログラム著作物の販売又はその他

の方法による所有権の移転について、著作財産権者は依然として貸与権を保

有する。 
但し、もし当該コンピュータープログラムが貨物又は機械設備に附属した

ものである、たとえばマルチメディア設備上のコンピュータープログラムで

ある場合、マルチメディア設備の主要部分ではないので、当該マルチメディ

ア設備を貸与することができるのであれば、著作財産権者は、貸与権の保有

を主張することはできない。 
 

7. 職務上の著作物（法人著作） 

職務上の著作物は、著作者の身分と著作財産権者の関係によって、雇用関係によ

り完成した職務著作物、及びその他の出資関係により完成した著作物に分けること

ができ、それぞれについて以下のように説明する。 
 

7-1 雇用関係により完成した職務著作物 

著作権法 11 条には「従業員が職務上作成した著作物は、当該従業員を著作者と

する。但し、契約に使用者を著作者とする旨の約定がある場合は、その約定に従

う。／前項の規定により従業員を著作者とする場合、その著作財産権は使用者に

帰属する。但し、契約にその著作財産権は従業員が享有する旨の規定がある場合

は、その約定に従う。／前二項にいう従業員は、公務員を含む」旨規定されてい

る。 
従業員と使用者との間には雇用契約があるので、所謂「職務上作成した著作物」

については、当該従業員の業務内容に基づき実質的な判断を行うべきで、従業員

の従事する時間及び場所に基づき認定するものではない。よって、雇用契約に明

確な約定がない場合について、学者の中には、勤務時間や会社のリソースを利用

したか否かを問わず、明らかに会社の上司の指示に基づき創作に従事した場合は、

いずれも職務上作成した著作物であると認められるべきであるとする者もいる。

例えば、オンラインゲームの開発に従事するエンジニアが上司の指示に従って、

終業後に開発した新しいゲームソフトは、職務上作成した著作物に該当し、一方、

当該エンジニアが個人のアルバイトとして、勤務時間以外に会社のリソースを利

用して開発したソフトは職務著作に属さないとする見解である。 
前記の規定によれば、従業員が職務において完成した著作物は、取り決めがな

ければ、従業員が著作者として著作者人格権を有するが、当該著作物の著作財産

権については、特別な約定のある場合を除き、使用人がそれを享有する。 
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7-2 その他の出資関係により完成した著作物 

著作権法 12 条には「出資し他人を招聘して完成させた著作物は、前条の事由を

除き、当該招聘を受けた者を著作者とする。但し、契約に出資者を著作者とする

旨の約定がある場合は、その約定に従う。／前項の規定により招聘を受けた者を

著作者とする場合、その著作財産権は契約の約定により、招聘を受けた者又は出

資者が享有する。著作財産権の帰属について約定がない場合、その著作財産権は

招聘を受けた者が享有する。／前項の規定により著作財産権が招聘を受けた者に

帰属する場合、出資者は当該著作物を利用することができる」旨規定されている。 
いわゆる「出資し招聘」には、委任及び請負が含まれる。前記規定によれば、

別に約定があり、出資者を著作者とする場合を除き、原則として招聘を受けた者

が著作者として著作者人格権を享有する。注意すべきは、約定を以って出資者を

著作者とする場合、出資者の享有する著作者人格権は招聘を受けた者によって譲

渡されたものではなく、最初から出資者が享有するものである、という点である。 
知的財産権の享有について、出資人と従業員に別に約定がある場合を除き、著

作財産権は招聘を受けた者に帰属し、当該招聘を受けた者がこれを享有し、出資

者は当該著作物を利用することができるだけである。但し、約定により出資者が

享有する場合、招聘を受けた者は原則として、当該著作物を利用することはでき

ない。 
 
8. 権利侵害の救済 

著作権法の規定によれば、著作権者（著作人格権者及び著作財産権者を含む）は、

民事における損害賠償の請求及び名誉回復の請求などの提起、著作権侵害の告訴の

提出、及び税関に対し著作権侵害に係る物の輸入若しくは輸出の差押えの申請を行

なうことができる。詳細については以下のとおり述べる。 
 

8-1 行政救済 

税関の著作物輸出入に係る制限措置 
著作権法第 90 条の 1 第 1 項及び第 2 項は「著作権者又は製版権者は、税関に対

し、その著作権又は製版権を侵害する輸入品又は輸出品の差押えを申請すること

ができる」と規定している。前項申請は、書面をもって行うものとし、且つ侵害

の事実を疏明しなければならない。また、差押え物品の所有者が受けた損害の賠

償を担保するため、税関が算定した当該輸入品の税込み価額又は輸出品の本船渡

し価額(FOB)に相当する保証金の供託をもって行うものとする。 
著作権者は、前述規定に従い書面による申請を提出する際、「海関査扣著作権

或製版権侵害物実施辦法」（税関が著作権又は製版権を侵害する物を差押えるこ

とに関する実施規定）により、①著作権又は製版権の享有②侵害物を識別するに

足る描写③侵害事実、などの事項を記載しなければならない。税関が差押えの申

請を審査した結果、著作権法第 90 条の 1 第 2 項の規定に合致すると認めた場合、
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当該物品を差押え、且つ書面をもって申請者及び差押え物品の所有者に通知しな

ければならない。申請者又は差押え物品の所有者は税関に対し、差押え物品の検

査を申請することができる（第 90 条の 1 第 4 項）。 
民事手続きを経て、差押え物品が著作権又は製版権を侵害すると認められる確

定判決が下りた場合、税関はこれを没収する。没収物のコンテナ延滞料金、倉庫

賃貸料金、積みおろし費用などの関連費用及び焼却廃棄処分に要する費用は、差

押え物品品の所有者がこれを負担する（第 90 条の 1 第 5 項）。焼却廃棄処分に要

する費用は、税関が所定期間内に納付するよう通知したにもかかわらず納付しな

かった場合、法に従い裁判所に移送して強制執行をする（第 90 条の 1 第 7 項及び

第 8 項）。 
ただし、注意しなければならないのは、次の事項のいずれかに該当する場合、

税関は差押え処分を取り消し、差押え物品を輸出入貨物に関する通関規定により

処理するほか、申請者は差押えにより差押え物品の所有者が受けた損害を賠償し

なければならないことである。①差押え物品が、裁判所の確定判決を経て著作権

又は製版権を侵害しないと認められた場合。②税関は、申請者に差押え申請の受

理を通知した日から起算して 12 日以内に、侵害訴訟が提起されたことにつき、告

知を受けなかった場合。ただし、税関は需要に応じて 12 日間延長し通知を行うこ

とができる。③申請者が、差押え処分の取り消しを申請した場合。（第 90 条の 1
第 7 項及び第 8 項） 
次の事項のいずれかに該当する場合、税関は申請者の申請により保証金を返還

するものとする。①裁判所の判決を経て申請者の勝訴が確定し、又は差押え物品

の所有者との和解が成立し、保証金供託の必要がないと認められる場合。②差押

え処分の取り消し後、申請者が差押え物品の所有者に対し、20 日以上の期間を定

め、権利行使の旨を催告したにもかかわらず、それを行使しないことが証明され

た場合。③差押え物品の所有者が、返還に同意した場合。（第 90 条の 1 第 9 項）。

差押え物品の所有者は、保証金につき質権者と同一の権利を有する。 
税関は、輸出入製品のチェックをするに当たり、外観が明らかに著作権侵害の

疑いがある輸出入品を発見した場合、1 営業日以内に権利者に通知し、且つ輸出

入者にライセンス資料を提供するよう通知することができる。権利者は、通知を

受けた後、空運による輸出の場合は 4 時間以内に、空運による輸入及び海運によ

る輸出入の場合は一営業日以内に、税関に赴き検証の協力をしなければならない。

権利者が不明又は通知不能の場合、又は権利者が所定期間内に税関に赴き検証に

協力しなかった場合、若しくは権利者が係争標的物が権利侵害に当らないと認定

した場合は、他の通関規定に違反する事情がある場合を除き、通関させなければ

ならない。権利侵害の疑いがあると認められた貨物に対しては、一時的な通関禁

止措置を取らなければならない。税関が一時的な通関禁止措置を取った後、権利

者が 3 営業日以内に、前述規定に従って税関に差押えを申請しなかった場合、又

は権利保護に係る民事や刑事の訴訟手続きを取らなかった場合、ほかの通関規定
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に違反することがなければ、税関は当該貨物を通関させなければならない（第 90
条の 1 第 11 項～第 13 項）。 

 

8-2 民事救済 

8-2-1 関連法令規定 
著作権法第六章は、著作権が侵害された場合の民事救済につき規定して

いる（第 84 条～第 90 条の 3）。本章に定めのないものについては、第 1
条後半の規定に基づいてその他の法的規定を適用する。よって、例えば、

民法の権利侵害行為に係る規定などはいずれもこれを適用する。 
著作権侵害は、著作者人格権の侵害と著作財産権の侵害に大別されてお

り、侵害者の行為に応じて、侵害した著作権及び適用する規定を決める。

また、第 87 条は、著作権又は製版権の侵害と見なされる情状を規定してい

る。当該情状は次のとおりである。 
著作者の名誉を害する方法をもってその著作物を利用した場合。 

(1) 製版権を侵害する物品と明らかに知っていながら、それを頒布し、又は

頒布する意図をもってそれを公に展示し又は所持した場合。 
(2) 著作財産権者又は製版権者のライセンスなく複製された複製物又は製

版物を輸入した場合。 
(3) 著作財産権者の同意なく、著作物のオリジナル又は著作物の複製物を輸

入した場合。 
(4) コンピュータープログラムの著作財産権を侵害した複製物をもって生

業とする場合。 
(5) 著作財産権を侵害する物品であることを明らかに知りながら所有権移

転又は貸与以外の方法で頒布した場合、又は著作財産権を侵害する物品

であることを明らかに知りながら頒布を意図してこれを公開展示又は

所持する場合。 
(6) 著作財産権者の同意又はライセンスなく、公衆にインターネットを通じ

て他人の著作を公開伝送又は複製させることを意図し、著作財産権を侵

害し、公衆に著作の公開伝送もしくは複製を行えるコンピュータープロ

グラム又はその他の技術を提供し、それによって利益を受けている者。

行為者が広告もしくはその他の積極的な措置をとり、公衆にコンピュー

タープログラム又はその他の技術を利用して、著作財産権を侵害するよ

う教唆、誘導、煽動、説得した場合は、本号でいう意図を有する。 
第 87 条の 1 の規定によると、次のいずれかに該当する場合は、第 87 条

第 1 項第 4 号に定める著作物のオリジナル又はその複製物の輸入を構成し

ない。 
(1) 国又は地方公共団体機関の利用のために輸入する場合。但し、視聴覚著

作物のオリジナル又はその複製物を、学校又はその他教育施設の利用に
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供するために輸入する場合、又は資料保存以外の目的で輸入する場合は、

この限りでない。 
(2) 非営利の学術施設、教育施設又は宗教施設の資料保存に供する目的のた

めに、視聴覚の著作物のオリジナル又は一定数量の複製物を輸入して第

48 条の規定に従い利用する場合、又は上述施設の図書館が貸与又は資

料保存の目的のために、視聴覚著作物以外の他の著作物のオリジナル又

は一定数量の複製物を輸入して第 48 条の規定に従い利用する場合。 
(3) 頒布を目的としない輸入者の個人的使用に供するため、又は入国者の荷

物の一部として、著作物のオリジナル又は一定数量の複製物を輸入する

場合。 
(4)貨物、機器又は設備に包含された著作物のオリジナル又はその複製物が、

当該貨物、機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された場合。この場合、

貨物、機器又は設備を使用し、若しくは操作する際、当該著作物のオリ

ジナル又はその複製物を複製してはならない。 
(5) 貨物、機器又は設備に付属した取扱い説明書又はマニュアルが、貨物、

機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された場合。但し、取扱い説明書

又はマニュアルを輸入対象として輸入する場合は、この限りでない。 
内政部著作権委員会の通達による解釈によると、第 2 号及び第 3 号に言

う「一定の数量」とは、次のことを指す。①第 2 号に定める、非営利の学

術又は教育施設の図書館の貸与用若しくは資料保存用のために輸入される

視聴覚著作以外の著作物の複製物につき、5 部以下であれば、著作財産権者

の同意を得なくても良いとされる。②第 3 号に規定する事情は次のことを

指す。（1）頒布を目的としない、輸入者の個人利用のために輸入されるも

のについては、一回につき、一著作物（真正品）ごとに、オリジナル若し

くは複製物 1 部の輸入を上限とする。または、（2）入国者の荷物の一部と

されるものについては、一回につき、一著作物（真正品）ごとに、オリジ

ナル若しくは複製物 1 部の輸入を上限とする。 
8-2-2 著作権侵害の行為 

著作権の侵害は、著作者人格権に対する侵害と著作財産権に対する侵害

に大別することができ、その侵害行為の違いにより異なる法的効果をもた

らす。 
(1) 著作者人格権に対する侵害 

著作権法第 85 条は「著作者人格権を侵害する者は、損害賠償の責任

を負わなければならない。この場合、財産上の損害でなくても、被害者

は相当する金額の賠償を請求することができる。前項の侵害につき、被

害者は、著作者の氏名又は名称の表示、内容の訂正その他名誉回復のた

めの適切な措置を請求することができる。」と規定している。この規定

によると、著作者の著作者人格権が侵害されたとき、著作者は、財産上
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の損害賠償を求めることができるほかにも、慰謝料の請求及び侵害者の

新聞紙掲載などによる名誉回復の処分を請求することができる。 
この他、第 84 条は「著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する

者に対し、その侵害の排除を請求することができる。また、侵害するお

それがある場合には、その防止を請求することができる。」と規定して

いる。したがって、著作者人格権が侵害されたときは、裁判所による侵

害排除を請求することができる。また、侵害されるおそれがあるときは、

その防止を請求することができる。 
(2) 著作財産権に対する侵害 

① 侵害の要件 
著作権法第 88 条第 1 項は「故意又は過失により、他人の著作財産

権又は製版権を不法に侵害する者は、損害賠償の責任を負う。複数

の者が共同して不法侵害行為を為した場合は、連帯して賠償責任を

負う。」と規定している。この規定によると、著作権侵害の要件は

次のとおりである。 
a. 著作財産権者の排他的権能、即ち、著作の複製、公開口述、公開

放送、公開上映、公開実演、公開伝送などの権利に対する侵害行

為を有すること。 
b. 違法性のある行為であること。侵害行為に違法性阻却事由がある

場合、例えば、著作権法第 44 条～第 65 条に定める情状、又は第

69 条に言う強制使用許諾行為がこれに当たるが、侵害者は違法性

阻却を主張することができる。 
c. 行為者に故意又は過失があること。 
d.著作権者が被る損害と侵害者の行為との間に因果関係があること。 
e. 侵害者は責任能力のある者。 

② 損害賠償 
著作権法第 88 条第 2 項は、「被害者が損害賠償を計算するにあた

り、次のいずれかの方法を選択して請求することができる」、と規

定している。 
a. 民法第 216 条の規定に従い請求する。但し、被害者がその損害を

立証できない場合は、その著作権又は製版権の行使により通常の

情況から予期できる利益から、権利侵害後に同一権利を行使して

得た利益を差し引いた額を、受けた侵害の額とすることができる。 
b. 侵害者が侵害行為により得た利益を請求する。但し、侵害者がそ

のコスト又は必要費用を立証できない場合は、その侵害行為によ

り得た全収入を、得た利益とみなす。 
被害者がその実際の損害額を証明することが困難な場合、裁判所

に対し、その侵害の情状により、NT$10,000．以上 NT$1,000,000．以
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下の賠償額を算定するよう請求することができる。侵害行為が故意

によるものであり、且つその情状が重大である場合は、賠償額を

NT$5,000,000．まで引き上げることができる。 
また、第 88 条の 1 の規定によると、著作権者は、侵害行為により

製作されたもの又は主に侵害に用いられたものについて、焼却廃棄

又はその他必要な措置を請求することができる。さらに、侵害者の

費用負担で判決書の全部又は一部の内容を、新聞、雑誌に掲載する

ことを請求することができる。 
③ 請求権の時効 

著作権法第 89 条の 1 の規定によると、損害賠償請求権は、請求権

者が損害の存在及び賠償義務者を知った時点から起算して 2 年以内

にこれを行使しなかった場合、消滅するものとする。権利侵害行為

のあった時点から 10 年を経過した場合も同様とする。本条規定と民

法の権利侵害行為の時効に係る規定（第 197 条第 1 項）は同様であ

る。「損害の存在を知った」とは、どのような損害を受けているか

を知ったことを言い、損害額の多寡を認識する必要はない。 
(3) 共同著作権に対する侵害 

著作権法第 90 条第 1 項は、「共同著作物の各著作権者は、その著作

権を侵害する者に対し、それぞれ本章の規定により救済を求め、且つ持

分に応じて損害賠償を請求することができる。」と規定している。ただ

し、注意しなければならないのは、侵害者が全ての共同著作権者の著作

者人格権を侵害した場合、裁判結果の不一致という情状の発生を防ぐた

め、全ての著作者の同意を得てから請求を提出することができる。また、

著作財産権のみにおいて持分があるので、第 90 条第 1 項は共同著作者

の著作財産権に対する侵害を言う。 
(4) 当事者適格 

第 18 条は次のように規定している。「著作者が死亡又は消滅した場

合、その著作者人格権に対する保護に関しては、当該著作者が生存又は

存続しているとみなし、何人も、それを侵害することができない。但し、

利用行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他事情により、その行

為が当該著作者の意に反さないと認められる場合は、侵害に該当しない

ものとする。」 
著作者の死後に侵害された著作者人格権については、第 86 条の規定

によれば、遺言に別段の指定があった場合を除き、次に掲げる者は、そ

の順位に従って第 18 条に違反する者又は違反するおそれがある者に対

し、第 84 条及び第 85 条第 2 項の規定により、救済を請求することがで

きる。 
① 配偶者 
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② 子女 
③ 父母 
④ 孫 
⑤ 兄弟姉妹 
⑥ 祖父母 
したがって、著作権者の死後においては、第 86 条に規定する者のいず

れも、著作者人格権の侵害に対し、救済を請求する当事者適格を有する。 
 

8-2-3 権利管理に係る電子情報及び無断複製防止措置 
著作権法第 80 条の 1 は次のように規定している。著作権者が付した権利

管理に係る電子情報は、削除又は改ざんすることができない。但し、次に

掲げるいずれかの情状に該当する場合には、この限りでない。 
 
(1) 行為当時の技術的な制限により、著作物の権利管理に係る電子情報を削

除又は改ざんしなければ、当該著作物を合法的に使用することができな

い場合。 
(2) 録音・録画・記録又は伝送システム転換時に、その転換技術上必要とす

る削除又は改ざんである場合。 
 
著作権管理に係る電子情報が不法に削除又は改ざんされたものであるこ

とを明らかに知りながら、頒布又は頒布の意図をもって当該著作物のオリ

ジナル又はその複製物を輸入又は所持してはならず、また公開放送、公開

実演又は公開伝送を行なってはならない。 
また、第 80 条の 2 は次のとおり規定している。著作権者が採用した、他

人の著作物への無断侵入を禁止又は制限する無断複製防止措置は、合法的

なライセンスを得なければ、解読、破壊又は他の方法でこれを回避しては

ならない。 
合法的なライセンスを得なければ、無断複製防止措置を解読、破壊又は

回避するための設備、器材、部品、技術若しくは情報を製造、輸入、公衆

の使用のために提供し、又はこれらのものをもって公衆に役務を提供して

はならない。 
前二項の規定は、次に掲げる場合にはこれを適用しない。 

(1) 国家安全を確保するための場合。 
(2) 中央又は地方公共団体が行う場合。 
(3) 資料取得の有無を確認するために、資料保存施設、教育施設又は公衆の

使用する図書館が行う場合。 
(4) 未成年者を保護するための場合。 
(5) 個人の資料を保護するための場合。 
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(6) コンピュータ又はインターネットの安全性を検査する場合。 
(7) 暗号化の研究を行う場合。 
(8) リバースエンジニアリング（Reverse engineering）を行う場合。 
(9) その他主務機関が定めた場合。 
前項の各号の内容は、主務機関がこれを定め、且つ定期的に検討する。 
行為者が、第 80 条の 1 及び第 80 条の 2 に言う著作者の権利に対する侵

害にかかわり、第 90 条の 3 の規定に違反した場合、侵害者は損害賠償責任

を負わなければならない。第 80 条の 1 及び第 80 条の 2 に対する違反につ

き、権利者が民事救済を提起し損害を計算する際は、依然として前述著作

権侵害に係る民事救済手続きを適用すべきである。 
 

8-3 刑事救済 

著作権法は第七章において、著作権者の異なる著作に対する侵害につき、その

負うべき刑事責任を規定している。 
 

8-3-1 刑事罰の種類及び内容 
(1) 無断で他人の著作を複製することについて 

無断で複製の方法により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下

の懲役、拘留に処し、もしくは 75 万台湾元以下の罰金を科し、又は併

科する。販売又は貸与の目的をもって無断で複製の方法により他人の著

作財産権を侵害した者は、6 ヶ月以上 5 年以下の懲役に処し、また 20
万台湾元以上 200 万台湾元以下の罰金を併科することができる。光ディ

スクへ複製する方法で第 1 項の罪を犯した場合、6 ヶ月以上 5 年以下の

懲役に処し、また 50 万台湾元以上 500 万台湾元以下の罰金を併科する

ことができる。著作物を私的参考又は合理的な使用に供する場合、著作

権の侵害を構成しない。 
本条項は、一般の複製罪（第 91 条第 1 項）、及び販売又は貸与の目

的をもって無断で他人の著作を複製する罪（第 91 条第 2 項）の二つに

大別することができる。 
一般の複製罪については、複製物と著作物との間に「実質的な類似」

がなければならない。つまり、複製物と著作物との類似は実質なもので

あって、その程度は「軽微」又は「たいした影響はない」というもので

はない。第 2 項の販売又は貸与の目的で他人の著作権を無断で複製する

罪については、その複製の目的が販売又は貸与にあることを要件とする。

また、光ディスクへ複製する方法は、不法利益が比較的に高く、著作権

者にもたらす損害も重大であるので、第 92 条第 3 項をもってこれを規

定している。 
(2) 侵害の著作物を頒布する罪 
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著作権法第 91 条の 1 は次のように規定している。無断で所有権移転

の方法をもって、著作物のオリジナル又はその複製物を頒布し他人の著

作財産権を侵害した場合は、3 年以下の懲役、拘留に処し、もしくは 50
万台湾元以下の罰金を科し、又は併科する。著作財産権を侵害する行為

によって作成された複製物であることを明らかに知りながらこれを頒

布し、又は頒布を目的とし公開展示又は所持する場合、3 年以下の懲役

に処し、また 7 万台湾元以上 75 万台湾元以下の罰金を併科することが

できる。前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクである場合、6 ヶ月

以上 3 年以下の懲役に処し、また 20 万台湾元以上 200 万台湾元以下の

罰金を併科することができる。但し、第 87 条 4 号の規定に違反して輸

入した光ディスクは、この限りでない。前二項の罪を犯したが、その物

品の供給元の情報を提供した結果、当該供給元が逮捕された場合、当該

情報提供者の刑を軽減することができる。 
(3) その他の著作財産権に対する侵害 

著作権法第 92 条は、「無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開

実演、公開伝送、公開展示、改作、編集又は貸与の方法により他人の著

作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役、拘留に処し、もしくは 75
万台湾元以下の罰金を科し、又は併科する。」と規定している。 

(4) 著作者人格権に対する侵害 
著作権法第 93 条第 1 項 1 号は、「第 15 条に言う公開発表権、第 16

条に言う氏名表示権、及び第 17 条に言う著作者人格権を侵害した者は、

2 年以下の懲役、拘留に処し、もしくは 50 万台湾元以下の罰金を科し

又は併科する。」と規定している。 
(5) 強制使用許諾の複製物を輸出する罪について 

著作権法第 93 条第 1 項 2 号は「第 70 条の規定に違反した者は、2 年

以下の懲役、拘留に処し、もしくは 50 万台湾元以下の罰金を科し又は

併科する。」と規定している。 
第 70 条は「強制使用許諾の音楽著作物の複製物を中華民国管轄外地

域へ販売してはならない」と規定している。 
(6) 著作権の擬制侵害に係る罪について 

第 93 条第 1 項 3 号は次のように規定している。第 87 条第 1 項 1 号、

3 号、5 号又は 6 号に定める方法のいずれかにより、他人の著作権を侵

害した者は、2 年以下の懲役、拘留に処し、もしくは 50 万台湾元以下

の罰金を科し又は併科する。但し、第 91 条の 1 の第 2 項及び第 3 項に

定める場合は、この限りではない。 
第 87 条第 1 項 1 号の規定とは、「著作者の名誉を害する方法をもっ

てその著作物を利用すること」を指す。3 号とは、「著作財産権者又は

製版権者のライセンスを受けずに、複製された複製物又は製版物を輸入
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すること」を言う。5 号とは、「コンピュータープログラムの著作財産

権を侵害する複製物をもって生業とすること」を指し、6 号とは、「著

作財産権を侵害する物品であることを明らかに知りながら所有権移転

又は貸与以外の方法で頒布する場合、或いは著作財産権を侵害する物品

であることを明らかに知りながら頒布の目的で公開展示又は所持する

場合」を言う。 
第 93 条第 1 項 3 号の但し書きの規定によれば、行為者の行為が第 87

条第 1 項 6 号及び第 91 条の 1 第 2、3 項の事情を同時に有する場合、第

91 条の 2 第 2、3 項の規定を適用し、第 93 条 3 号の規定は別途適用し

ない。 
(7) 公衆に対し、伝送用又は著作複製用のコンピュータープログラム又はそ

の他の技術を提供する罪 
第 93 条第 1 項 4 号は、「第 87 条第 1 項 7 号の規定に違反した者は、

二年以下の懲役、拘留に処し、もしくは 50 万台湾元以下の罰金を科し

又は併科する。」と規定している。 
第 87 条第 1 項 7 号は「著作財産権者の同意又は許諾なく、公衆にイ

ンターネットを通じて他人の著作を公開伝送又は複製させることを意

図し、著作財産権を侵害し、公衆に著作を公開伝送もしくは複製できる

コンピュータープログラム又はその他の技術を提供し、それによって利

益を受けている者。」と規定している。 
(8) 翻訳権の経過措置に係る条項に反した罪 

著作権法第 112 条は次のように規定している。中華民国 81 年（西暦

1992 年）6 月 10 日付本法改正施行前に、同改正法施行前の旧法の保護

を受けている外国人の著作物を翻訳し、その著作権者の同意を得ていな

い場合、中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付本法改正施行後、

第 44 条から第 65 条の規定に該当する場合を除き、当該翻訳物を複製す

ることはできない。前項に規定する翻訳物の複製物は、中華民国 81 年

（西暦 1992年）6月 10日付本法改正法の施行日から 2年を経過した後、

これを販売してはならない。 
(9) コンピュータープログラムの複製物を廃棄しなかった罪 

第 96 条は「第 59 条第 2 項に違反した者は 5 万台湾元以下の罰金を科

する」と規定している。 
第 59 条は次のとおり規定している。「合法的なコンピュータープロ

グラム著作物の複製物の所有者は、自ら使用している機器の必要に応じ

て当該プログラムを修正し、又はバックアップのため当該プログラムを

複製することができる。但し、当該修正物又は複製物の使用は当該所有

者に限る。前項所有者が滅失以外の事由により元の複製物の所有権を失

った場合、著作財産権者の同意を得ない限り、その修正又は複製したプ
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ログラムを廃棄しなければならない。」複製物の所有者が著作財産権者

の同意を得ず、且つ複製又は修正したプログラムを廃棄しなかった場合、

第 96 条に規定する違反に該当することとする。 
(10)出所説明欠如の罪 

第 96 条は「第 64 条の規定に違反した者は 5 万台湾元以下の罰金を科

する」と規定している。 
第 64 条は次のように規定している。「第 44 条から第 47 条まで、第

48 条の 1 から第 50 条まで、第 52 条、第 53 条、第 55 条、第 57 条、第

58 条、第 60 条から第 63 条までの規定により他人の著作物を利用する

場合には、著作物の出所を明示しなければならない。」「前項の出所の

明示にあたっては、無記名著作物又は著作者が不明な著作物を除き、著

作者の氏名又は名称を合理的な方法によりこれを表示しなければなら

ない。」 
(11) 権利管理に係る電子情報の削除又は変更に関する罪 

第 96 条の 1 は「第 80 条の 1 に違反した者は 1 年以下の懲役、拘留に

処し、もしくは 2 万台湾元以上 25 万台湾元以下の罰金を科し又は併科

する」と規定している。 
(12) 無断複製の防止措置を回避する設備を勝手に製造する罪 

第 96 条の 1 は「第 80 条の 1 第 2 項に違反した者は 1 年以下の懲役、

拘留に処し、もしくは 2 万台湾元以上 25 万台湾元以下の罰金を科し又

は併科する」と規定している。 
8-3-2 告訴権 

著作権の侵害は原則的に親告罪である。ただし、著作権法第 100 条の但

し書きによれば、第 91 条第 3 項及び第 91 条の 1 第 3 項の罪を犯した場合

はこの限りではない。即ち、販売又は貸与の目的で光ディスクへ複製する

方法をもって他人の複製権を侵害する罪、及び光ディスクを頒布する罪を

犯した場合は、告訴権者の告訴提起を待つことなく、検察官が捜査した上

で起訴を行うことができる。 
また、専用使用権の許諾を受けた者の告訴権につき、中華民国 92 年（西

暦 2003 年）7 月 9 日に著作権法が改正されたとき、第 37 条第 4 項において

次のように規定している。「専用使用権の許諾を受けた者は、その許諾を

受けた範囲内において、著作財産権者の立場で権利を行使することができ、

並びに自分の名義で訴訟上の行為を為すことができる。著作財産権者は、

当該専用使用権の範囲内において、権利を行使することはできない。」こ

れにより、専用使用権の許諾を受けた者が刑事告訴を提起できるか否かに

関する以前の争いが解決された。 
更に、著作権法第 102 条は「認可を受けていない外国法人は、第 91 条か

ら第 93 条まで、第 95 条から第 96 条の 1 までの罪に対し、告訴又は自訴を
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提起することができる」と規定している。 
侵害者が職務遂行により著作権を侵害した場合、侵害者が著作権法のそ

れぞれの規定に基づき刑事責任を負うほかにも、当該法人又は自然人は、

第 101 条の規定に従い、「法人の代表者、法人又は自然人の代理人、使用

人その他の従業員が、業務遂行により第 91 条から第 93 条まで、第 95 条か

ら第 96 条の 1 までの罪を犯した場合は、当該各条の規定により行為者を罰

するほか、当該法人又は自然人に対しても当該各条の罰金を科する」こと

になる。 
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**第 7 章 公正取引法及び営業秘密法 
 

1. 保護対象 

台湾において、関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の商標を不正

使用するなど、我が国の取引秩序に影響を与える不正競争行為の禁止については、

主に公正取引法に規定されている。営業秘密の保護については、主に営業秘密法と

いう特別法に規定されているが、特定の営業秘密違反行為については、公正取引法

及び刑法で規定されるものもある。 

 

2. 不正競争行為の禁止 

2-1 不正競争行為の類型 

(1) 商品表徴を混同させる行為および営業若しくはサービス表徴を混同させる

行為 
A、 商品表徴を混同させる行為 

商品表徴を混同させる行為とは、事業が、その営業において提供する商

品又は役務につき、「関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人

の氏名、商号又は会社の名称、商標、商品容器、包装、外観又はそのほか、

他人の商品を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他

人の商品と混同を生じさせる、又は当該表徴を使用する商品を販売、運送、

輸出又は輸入する」行為をいう（公正取引法第 20 条第 1 項第 1 号） 
B、 営業若しくは役務表徴を混同させる行為 

営業若しくは役務表徴を混同させる行為とは、事業が、その営業におい

て提供する商品又は役務につき、「関連事業又は消費者に一般的に認識さ

れている他人の氏名、商号又は会社の名称、標章又はそのほか他人の営業、

役務を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の営

業又は役務の施設又は活動と混同を生じさせる」行為をいう（公正取引法

第 20 条第 1 項第 2 号）。 
C、 要件 

① 表徴 
公正取引法第 20 条における表徴とは、識別力若しくはセカンダリー

ミーニングを有する特徴であり、商品若しくは役務主体を示し、関連

事業若しくは消費者に異なる商品若しくは役務を区別させることがで

きるものをいう（行政院公正取引委員会が公正取引法第 20 条案件の処

理原則第 4 点第 1 項）。 
また、ここで言う識別力とは、ある特徴が明確であり、関連事業若

しくは消費者に対し、当該特徴を見れば、当該商品若しくは役務は、

特定事業が生産若しくは提供していることについて認識させることが
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できることをいう。セカンダリーミーニングとは、元々は識別力を有

しない特徴であっても、長い期間に渡って継続的に使用した結果、関

連事業若しくは消費者に対し、当該特徴が商品若しくは役務主体を連

想させ、商品若しくは役務主体を区別できる別の意義が生じることを

いう（行政院公正取引委員会が公正取引法第 20 条案件の処理原則第 4
点第 2、3 項）。 
また､法令上例示された表徴としては、氏名、商号又は会社の名称、

商標、標章、特殊デザインを施した識別力を有する商品容器、包装、

外観、及び元々そのほかに識別力を有しないが、長い期間の使用によ

り、セカンダリーミーニングを取得した商品容器、包装、外観などが

挙げられる。 
② 関連事業又は消費者に一般的に認識されていること 

我が国の公正取引法が保護するのは、国内の取引秩序であるため、

原則的に、当該表徴が国内の関連事業又は消費者に一般的に認識され

ている必要がある。また、一般的に認識されるかどうかは、当該表徴

を対象とする広告量、当該表徴を使用する商品若しくは役務の販売時

間、販売量、市場シェア、広告、品質と評判、科学性、公正性及び客

観性を有する市場調査資料の有無、又は関連する主務官庁の見解の有

無により、判断されるものである（行政院公正取引委員会が公正取引

法第 20 条案件の処理原則第 10 点） 
③ 同一又は類似するものの使用 

同一又は類似するものの使用については、基本的には、通常の知識

経験を有する関連事業又は消費者が通常の注意をもって全体観察と主

要部分を比較し、異なった時点で離隔観察するという原則により判断

する（行政院公正取引委員会が公正取引法第 20 条案件の処理原則第

12 点）。 
④ 混同の発生 

混同の発生について、基本的には、通常の知識経験を有する関連事

業又は消費者の注意力、商品若しくは役務の特性、差異、価格、表徴

の周知度、企業規模及び企業イメージなどにより判断する（行政院公

正取引委員会が公正取引法第 20 条案件の処理原則第 11 点）。 
(2) 外国の著名商標を使用する行為 

外国の著名商標を使用する行為とは、同一又は類似の商品について、未登

録の外国の著名な商標と同一又は類似するものを使用すること、又は当該商

標を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入することをいう（公正取引法

第 20 条第 1 項第 3 号）。 
(3) 虚偽不実の記載 

虚偽不実の記載とは、商品若しくは商品に係る広告において、又はその他
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公衆に知らせる方法によって、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、

製造期日、有効期限、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工者、

加工地等につき、虚偽若しくは不実、又は誤解を生じさせる表示若しくは表

徴を付すこと、又は当該虚偽若しくは不実を掲載する商品の販売、運送、輸

出又は輸入をいう（公正取引法第 21 条第 1、2 項）。また、役務についても、

同様の虚偽又は不実の記載が禁止される（公正取引法第 21 条第 3 項） 
(4) 虚偽不実の広告 

虚偽不実の広告とは、広告代理業者が事実を明らかに知りながら、又は知

り得べき情況であるにもかかわらず、誤解を引き起こす広告を製作、若しく

は設計すること、又は広告メディア業者が、その放送若しくは刊行する広告

が誤解を生じさせるおそれがあるものであることを知りながら、又は知り得

べき情況であるにもかかわらず、当該広告を放送、若しくは刊行することを

いう（公正取引法第 21 条第 4 項）。 
(5) その他の欺瞞的な又は明らかに公正でない行為 

その他の欺瞞的な又は明らかに公正でない行為とは、前記公正取引法第 20
条の商品表徴を混同させる行為、及び営業若しくはサービス表徴を混同させ

る行為の要件に該当しないものの、高度のコピー行為などにより、他人の商

譽若しくは努力にただ乗りし、取引き秩序に影響を与えるに足る欺瞞的な又

は著しく公正を欠く行為をいう（公正取引法第 24 条）。実務上の認定範囲で

は、第 20 条より第 24 条の方が成立しやすいと思われる。具体的な事例とし

ても、例えば HELLO KITTY に因んだ立体人形(公正引取委員会公参字第

09100001216 号処分)、SAMSONITE かばん(公正引取委員会公処字第 091085
号処分)、PETER LUGER レストラン(公正引取委員会（86）公処字第 202 号

処分)の事例においては、いずれも「消費者に混同誤認をもたらさない」、「著

名性を立証できない」、若しくは「台湾における広告実績がない」などを理

由として、これについて公正取引法第 20 条の適用を受けないと公正取引委員

会が判断したものの、「他人の商品外観を高度にコピーし、他人の努力成果

にただ乗りする不正行為」、「他人の商誉を利用する不正行為」などを理由

として、公正取引法第 24 条により、侵害者を処分する決定を下したケースが

ある。 
 

2-2 救済手段 

(1) 民事救済 
A、 差止め請求 

① 意義 
事業が公正取引法の規定に違反し他人の権益を侵害するに至った場

合、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれ

がある場合も侵害の予防を請求することができる。 
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② 要件 
・不正競争行為により、侵害した場合、若しくは侵害のおそれがある

場合。 
・差止めは、加害者の故意若しくは過失の有無を問わず、侵害行為が

あったとき、若しくは侵害のおそれがあるときに請求することがで

きる。 
③ 効果 

・現在の不正競争行為を差止める。 
・将来の不正競争行為を防止する。 
・侵害構成品の廃棄について、法令上明確には規定されていないが、

これを容認する判決がある。 
B、 損害賠償請求 

① 意義 
事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害するに致った場合は、

損害賠償の責任を負う（公正取引法第 31 条）。 
② 要件 

・加害者が故意若しくは過失を有しなければならない。 
・不正競争行為が存在する。 
・当該不正競争行為により、損害が発生した。 
・不正競争行為と損害とが因果関係を有する。 

③ 効果 
基本的に、損害賠償請求範囲は、不正競争行為により受けた実際の

損害及び逸失利益とされる。但し、侵害者がその侵害行為により利益

を得た場合、被害者は当該利益に基づいて損害額を算定するよう請求

することができる（公正取引法第 32 条第 2 項）。また、不正競争の行

為が故意によるものと認められる場合、裁判所は被害者の請求により、

侵害の情況に基づき、実際に被った損害の額以上、証明された損害額

の 3 倍以下の賠償を定めることができる（公正取引法第 32 条第 1 項）。 
C、 判決を新聞に掲載する請求 

被害者は、公正取引法の規定により裁判所に訴訟を提起する際に、侵害

者の費用で判決書の内容を新聞に掲載するよう請求することができる（公

正取引法第 34 条）。 
D、 時効 

民事救済に関連する請求権の時効につき、請求権者が侵害行為及び賠償

義務者を知った時点より 2 年間、若しくは侵害行為がなされた時点より

10 年間これを行わない場合は消滅する（公正取引法第 33 条）。但し、不

正競争行為が継続的に存在する限り、被害者の差止め請求権は時効の影響

を受けない。 
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(2) 刑事救済 
商品表徴を混同させる行為、営業若しくはサービス表徴を混同させる行為、

及び外国の著名商標を使用する行為について、中央主務官庁（行政院公正取

引委員会）が公正取引法第 41 条の規定により期限を定めて、当該違法行為の

停止、改善、又は必要な更正措置をとるよう命じたにもかかわらず、指定さ

れた期限を過ぎても当該違反行為が停止、改善されず又は必要な更正措置が

とられない場合、又は一旦停止した後、再び同様又は類似の違法行為がなさ

れた場合、当該行為者は 3 年以下の懲役、拘留、若しくは 1 億台湾元以下の

罰金、又はこれを併科する（公正取引法第 35 条）。 
(3) 行政救済 

上記の民事救済又は刑事救済以外に、被害者は不正競争行為者を行政院公

正取引委員会に摘発することができる。また、同委員会が、摘発された行為

を不正競争行為と認める場合は、期限を定め、当該行為の停止、改善又は必

要な更正措置をとるよう命じ、並びに 5 万台湾元以上 2 千 5 百万台湾元以下

の過料に処すことができる。また、行為者が違反行為を停止、改善、若しく

は更正措置をとらない場合、公平交易委員会は 10 万台湾元以上 5 千万台湾元

以下の過料を連続して科すことができる（公正取引法第 41 条）。 
 

3. 営業秘密の保護 

3-1 営業秘密の概念及び要件 

営業秘密法における「営業秘密」とは、方法、技術、製造過程、調合、プログ

ラム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用いられる情報であり、且つ次

の要件に合致するものをいう（営業秘密法第 2 条）。 
(1) 当該情報に関わる人が一般的に知り得るものではないもの 

我が国の判決において、営業秘密の範囲は生産技術に限られず、管理、販

売、生産、市場、財務に関する資料も含み、また商業経済の価値の有無、競

争に使用する可能性の有無、及び会社の人材関係資源に属するものであるか

否かが判断される。また、当該情報は、公知の程度に至らなくても、当該情

報に関わる人が一般的に知り得るものである場合、営業秘密法により、これ

を特別保護する必要がない。 
(2) その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有するもの 

営業秘密性は、実際に又は潜在的に経済的な価値を有する他、情報所有者

は客観的な一定行為により、当該情報を秘密として保持する意思について他

人に了解させるという秘密性を有しなければならない。判決には、その秘密

性の有無を判断するための秘密情報の程度の設定、情報保存の規制（例えば

保管所をロックすること、パスワートの設定等）、情報に接触する人員の規

制、秘密保持義務契約の締結の有無などの判断基準が挙げられている。 
(3) 保有者が既に合理的な秘密保護措置を取っているもの。 
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合理的な秘密保護措置とは、客観的に判断して、一般人が正当な方法によ

り、容易的に当該情報を知り得ることができないようにする措置をいう。判

決には、上記の内部情報管理規制以外に、会社入出管理規制の措置を講じる

か否かについても挙げられている。 
 

3-2 営業秘密侵害行為の類型 

営業秘密侵害行為については、基本的には営業秘密法で対応するが、侵害者の

身分又は特定の侵害行為により、営業秘密法以外に、公正取引法及び刑法で同時

に対応することも可能である。 
(1) 営業秘密法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

A、 不正な手段により営業秘密を取得する行為（営業秘密法第 10 条第 1 項第

1 号） 
不正な手段とは、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、許可なき複製、秘密保持義

務違反、他人を誘引し秘密保持義務に違反させる行為、又はその他の類似

手段をいう（営業秘密法第 10 条第 2 項）。 
B、 それが前号に該当する営業秘密であることを知って、又は重大な過失によ

りそのことを知らず、その営業秘密を取得し、使用又は漏洩する行為（営

業秘密法第 10 条第 1 項第 2 号）。 
営業秘密を取得、使用、漏洩する際に、当該営業秘密に不正行為が介入

した事実について、すでに知っており、若しくは重大な過失により知らな

いことを規制する。また、ここでの悪意若しくは重大過失の立証責任は営

業秘密所有者が負うものとする。 
C、 営業秘密を取得した後に、それが同項第 1 号の営業秘密であることを知っ

て、又は重大な過失により知らず、それを使用又は漏洩する行為（営業秘

密法第 10 条第 1 項第 3 号）。 
営業秘密に対して不正行為が介入したことについて、取得後に初めて知

った、若しくは重大過失により知らない場合を規制する。 
D、 法律行為によって取得した営業秘密を不正な手段で使用又は漏洩する行

為（営業秘密法第 10 条第 1 項第 4 号）。 
契約関係などの法律行為によって取得した営業秘密を秘密保持義務の

違反など不正な手段で使用又は漏洩することをいう。 
E、 法令により営業秘密を守る義務がありながら、それを使用又は正当な理由

なく漏洩する行為（営業秘密法第 10 条第 1 項第 5 号）。 
公務員、弁護人又は仲裁人など法令により営業秘密を守る義務を有する

者が営業秘密を使用又は正当な理由なく漏洩することをいう。 
(2) 公正取引法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

脅迫、利益で誘い、又はその他不正な方法をもって、他の事業者の生産販

売上の秘密、取引相手の資料、又はその他関連技術上の秘密を取得する行為
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により、競争を制限又は公正な競争を阻害するおそれがある場合は、公正取

引法で対応することも可能である（公正取引法第 19 条第 5 号）。 
(3) 刑法に規定された営業秘密侵害行為の類型 

不正行為を行う者が一定の身分（例えば公務員、弁護士、会計士、雇用者）

を有するか､若しくは特定の不正行為によって営業秘密を漏洩する場合は、刑

法で対応することも可能である。関連する刑法の条文は以下のとおりである： 

‧ 刑法第 132 条 

公務員が中華民国の国防関係以外の秘密にすべき文書、図画、情報又は

物品を漏洩又は交付したときは、3 年以下の懲役に処する。 
過失によって前項の罪を犯した者は、一年以下の懲役、拘留又は三百元

以下の罰金に処する。 
公務員でない者が職務上若しくは業務上知り得た、又は所持する第一項

の文書、図画、情報若しくは物品を漏洩又は交付したときは、一年以下の

懲役、拘留、又は三百元以下の罰金に処する。 

‧ 刑法第 316 条 

医師、薬剤師、薬商、助産士、心理療法士、宗教家、弁護士、弁護人、

公証人、会計士、若しくはその業務上の補助者、又はかつてこれらの職務

に任じた者が、業務上知り得た、又は保有している他人の秘密を故なく漏

洩したときは、一年以下の懲役、拘留、又は 5 万元以下の罰金に処する。 

‧ 刑法第 317 条 

法令又は契約によって業務上知り得た、又は保有している商工業の秘密

を守る義務がある者が、これを故なく漏洩したときは、一年以下の懲役、

拘留、又は一千元以下の罰金に処する。 

‧ 刑法第 318 条 

公務員又はかつて公務員に任じた者が、職務上知り得た、又は保有して

いる他人の商工業に関する秘密を故なく漏洩したときは、二年以下の懲役、

拘留、又は二千元以下の罰金に処する。 

‧ 刑法第 318-1 条 

コンピューター若しくは他の設備を利用して他人の秘密を知り、又は保

有している者が、これを故なく漏洩したときは、二年以下の懲役、拘留、

又は五千元以下の罰金に処する。 

‧ 刑法第 318-2 条 

コンピューター若しくは他の設備を利用して第 316 条から第 318 条まで

の罪を犯したとき、二分の一の刑罰を加重する。 

‧ 刑法第 342 条 

他人のために事務を処理するにあたり、自己若しくは第三者の不法な利
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益を図り、又は本人の利益に損害を与えることを意図して、その任務に違

背する行為をなし、本人の財産若しくはその他の利益に損害を生じさせた

者は、5 年以下の懲役、拘留、若しくは千元以下の罰金に処し、又は併科

する。 
 

3-3 営業秘密侵害に対する救済 

(1) 営業秘密法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－民事救済 
A、 差止め請求 

営業秘密が侵害されたとき、被害者は、その侵害の排除を請求すること

ができる。また、侵害のおそれがある場合は、その予防を請求することが

できる。さらに、被害者は、侵害行為によって作成されたもの又は専ら侵

害行為をなすために使われたものの廃棄、又はその他必要な処置を請求す

ることができる（営業秘密法第 11 条）。 
B、 損害賠償請求 

故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償の

責任を負う。複数人が共同して不法に侵害した場合は、連帯して賠償責任

を負う。 
損害賠償請求範囲について、被害者は下記のいずれかを選択し、請求す

ることができる： 
① 営業秘密の侵害行為により受けた実際の損害及び逸失利益。但し、被

害者がその損害を証明できない場合は、当該営業秘密を通常の状況で

使用した場合に得られるであろう利益から、侵害後に同一の営業秘密

を使用して得られた利益を差し引いた額を、その損害とみなすことが

できる。 
② 侵害者が当該侵害行為によって得た利益。但し、侵害者がそのコスト

又は必要経費を証明できない場合は、当該侵害行為によって得た収入

の全部を、その得た利益とみなす。 
また、営業秘密の侵害行為が故意に基づきなされたものである場合、裁判

所は被害者の請求に基づき、侵害状況により、損害額以上、3 倍以下の賠

償を斟酌し決定することができる。 
(2) 公正取引法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－民事救済、刑事救

済と行政救済 
A、 民事救済-差止め請求、損害賠償請求及び判決の新聞掲載請求 

事業が公正取引法の規定に違反し他人の権益を侵害するに致った場合、

被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場

合は侵害の予防を請求することができる。また、侵害者に対し、損害賠償

と判決を新聞に掲載するよう請求することができる（公正取引法第 31 条）。

（詳細については、第 I 編第 7 章 2-2（1）をご参照） 
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B、 刑事救済 
公正取引法に規定された営業秘密の規定に違反して、中央主務官庁（行

政院公正取引委員会）が第 41 条の規定により当該違反行為の停止、改善

又は必要な更正措置をとるよう命じたにもかかわらず、指定された期限を

過ぎても当該違反行為が停止、改善されず、又は必要な更正措置がとられ

ない場合、又は一旦停止した後、再び同様又は類似の違法行為がなされた

場合、行為者を 2 年以下の懲役、拘留、若しくは 5 千万台湾元以下の罰金

に処し、又はこれを併科する（公正取引法第 36 条）。 
C、 行政救済 

上記の民事救済又は刑事救済以外に、被害者は不正競争行為者を行政院

公正取引委員会に摘発することができる。また、同委員会が、摘発された

行為を不正競争行為と認める場合は、期限を定め、当該行為の停止、改善

又は必要な更正措置をとるよう命じ、並びに 5 万台湾元以上 2 千 5 百万台

湾元以下の過料に処すことができる。また、行為者が違反行為を停止、改

善、若しくは更正措置をとらない場合、公平交易委員会は 10 万台湾元以

上 5 千万台湾元以下の過料を連続して科すことができる（公正取引法第

41 条）。 
(3) 刑法に規定された営業秘密侵害行為に対する救済－刑事救済、附帯民事訴訟 

刑法に規定された営業秘密侵害行為により被害を受けた者は、侵害者に対

し、刑事自訴又は告訴を提起することができる。また、刑法第 316 条から第

318 条の 2 の規定に規定された罪は親告罪であるため、被害者は犯人を知った

時から 6 ヶ月内に自訴又は告訴を行わなければならない。なお、被害を受け

た者は、刑事訴訟手続きにおいて付帯民事訴訟を提起し、被告及び民法の規

定により賠償責任を負う者に対し損害の回復を請求することもできる。附帯

民事訴訟を提起する場合、裁判費用は不要となる。 
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第 II 編 模倣に対する救済 
 
 

知的財産権侵害事件が発生した場合、侵害者に対し、民事訴訟や刑事訴訟を提起し

て、侵害者の責任を追及することができる。模倣に対する救済手段に、民事訴訟と刑

事訴訟のほか、行政救済制度もある。行政救済には、侵害事件発生後の制裁だけでは

なく、侵害者による不当な権利取得の排除や知的財産権侵害物品の摘発についても

各々制度が設けられている。権利者は当該行政救済制度を民事訴訟や刑事訴訟等と併

せて活用すれば、権利を一層守ることができる。 
本編では、まず、侵害者による不当な権利取得の排除（知的財産局による審判制度）、

知的財産権侵害物品の摘発（税関による水際処置）、及び行政制裁（台湾経済部国際

貿易局及び公平交易委員会による救済措置）等の行政救済制度から説明を始め、続い

て、民事訴訟と刑事訴訟の手続きを紹介することにする。 
 



第 II 編 模倣に対する救済 

 

- 89 - 

 侵害者関連資料 

 侵害物品サンプル 

 侵害物品販売数・売上高・

流通ルート 

模倣品情 
報収集 侵害鑑定 

模倣品発見 

侵
害
者
の
反
撃 

商標登録無

効審判 

商標不使用

による取消し

審判 

特許無効審

判 

行政救済

警告状発送 
ライセンス交渉

経済部知的

財産局 

税関の水際

措施 

経済部国際

貿易局 

公平交易委

員会 

無効審判

輸出入の差

止め 

輸出入の一時停止処分

ブラックリスト登載 
過料処分 

是正措置命令 
過料処分 

公判 
略式起訴の場合、

公判なし 

犯罪とならない

告訴権なし 

嫌疑なし 

訴訟 

刑事 告訴・告発 捜査・押収

起訴 

不起訴 

民事 

本案訴訟 
(地方裁判所) 

仮処分 
仮差押 

判決

高等裁判所

執行 

最高裁判所

起訴猶予



第 II 編 模倣に対する救済 

 - 90 - 

第 1 章 模倣に対する行政救済 
 
1. 知的財産局による審判制度 

知的財産局による審判制度は、専利権、商標権などを付与・維持すべきか否か

につき、公衆による審査の性質を持つほか、他人の発明、考案、意匠又は商標を

模倣するなどの専利権、商標権侵害事件においても防衛手段として活用されてい

る。付与された専利権、商標権に無効の事由がある場合、行政官庁である知的財

産局に無効審判請求を提起し、専利権や商標権を無効にさせることができる。 
無効審判の審決を不服とする場合、当該審決は性質上行政処分に該当するので、

不服の申立ては、行政処分不服申立ての手続き、すなわち、訴願を通じて行うこ

ととなる。訴願は知的財産局の上級行政機関である台湾経済部に提起する。訴願

の決定を不服とする場合、行政裁判所に行政訴訟を起こすことができる。 
 

1-1 知的財産局による審判の種類及び内容 

知的財産局による審判には、専利無効審判及び商標無効審判がある。他人の専

利や商標を模倣してなるものの登録を巡る紛争は、専利無効審判や商標無効審判

を通じて解決する。これらの審判は請求人と被請求人が対立する（当事者対立）

構造を取っており、登録されている専利や商標に無効の事由があるか否かは審判

において判断される。一方、専利権や商標権を巡る紛争に関わる専利や商標の保

護範囲を確認するための審判は知的財産局に存在しない。すなわち、知的財産局

は、専利実施形態や商標使用形態、商標使用商品が当該特許発明の技術範囲や商

標・商品の類似範囲に属するか否かについて、審判を通じて判断しない。特許実

施形態や使用形態が当該特許発明の技術範囲や商標類似範囲に属するか否かは、

台湾で、侵害訴訟が起こされて初めて裁判所で判断されることとなる。ちなみに、

専利侵害訴訟の場合、専利実施形態が当該専利権の範囲に属するか否かについて、

裁判所が技術上の意見を求めようとする場合、知的財産局ではなく、第三者の専

門機関に鑑定を依頼するのが現在のやり方である。以下に、専利無効審判及び商

標無効審判の内容を説明する。 
(1) 専利無効審判 

A、 意義 
特許発明、登録実用新案、登録意匠に無効の事由がある場合、それを

理由に専利権を権利付与当時に遡って無効にさせる制度である。 
B、 請求できる者 

専利無効審判は「冒認出願」を理由とする場合を除き、何人も証拠を

添えて請求することができる。ちなみに、「冒認出願」とは「専利出願

権が複数の者が共有するものであるのに、共有者全員により出願が提出

されなかった」又は「専利権者が専利出願権者ではない」場合をいう。
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これらは専利権の帰属に関する紛争であるため、利害関係者のみが無効

審判請求を提起することができる。 

また、審査官も職権により専利無効審判を請求することができる。 

専利権の存続期間満了後又は消滅後、原則として、それを無効審判請

求の標的とすることができない。しかし、利害関係者は、専利権の取消

により回復できる法律上の利益がある場合、専利権の存続期間満了後又

は消滅後も、無効審判を請求することができる 

C、無効事由 

以下のことは専利の無効事由とされる。（台湾専利法第 67、107、128

条） 

・専利出願権が共有であるのに、共有者全員により出願が提出されなか

った場合 
・発明、考案、意匠が「専利法」に定める定義に違反し、産業上の利用

性、新規性、進歩性等の専利の基本 3 要件を備えていない、新規性の

擬制喪失、又は法定の専利を付与しない項目に属する場合 
・明細書又は図面が「専利法」の法定記載要件に違反する場合 
・発明、考案、意匠が先出願原則に違反する場合 
・明細書又は図面の補充、補正が出願時の原明細書又は図面に開示され

ている範囲を超えている場合 
・専利権者の属する国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合、 
・専利権者が専利出願権者ではない場合 

D、無効の効果 

無効事由が成立した場合、「無効審判成立及びその専利権を取消す」

旨の審決、すなわち、「専利無効」審決を作成しなければならない。こ

のような審決が確定した場合、その専利権の効力は最初から存在しなか

ったものとみなす（台湾専利法第 73 条、並びに 108 条・129 条により、

73 条を準用）。 

ちなみに、専利権に関する民事訴訟について、無効審判が確定するま

で、審理を中止させることができ、また、無効審判が権利侵害訴訟の審

理に関連する場合、知的財産局は、優先的にこれを審査することができ

る（台湾専利法第 90 条）。 

(2) 商標登録無効審判 
A、 意味 

法定の登録要件に反して登録された商標に対し、利害関係人又は審査

官の請求によりその登録を無効にさせる制度である。 
B、 請求できる者 

・利害関係人 

・審査官 
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C、 無効事由 
登録商標に以下の事由がある場合、無効審判の対象となる。 

・ 商標図案は台湾商標法第 5 条の規定に合致しない場合 
・ 商標図案は商品又は役務の形状、品質、用途又はその他の説明を表示す

る場合 
・ 商標図案は指定する商品又は役務の慣用標章又は名称である場合 
・ 商標図案は商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要

である場合 
・ 商標図案は台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章

又は外国の国旗と・同一又は類似の場合。 
・ 商標図案は国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一の場合 
・ 商標図案は台湾の政府機関、又は展覧的な性質を有する集会の標章又は

これらが授与する表彰状等と同一又は類似の場合 
・ 商標図案は国際的な組織又は国内外の著名な組織の名称、記章、徽章、

標章と同一又は類似の場合 
・ 商標図案は正マーク（日本のＧマークに相当）又はこれと同じ性質を有

する国内外の査証マークと同一又は類似の場合 
・ 商標図案は公序良俗を害するものに該当する場合 
・商標図案は公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認、

誤信させるおそれがある場合 
・ 商標図案は他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連す

る公衆に混同誤認を生じさせるおそれがある場合、或は著名な商標又は

標章の識別性又は信用を損なうおそれがある場合。但し、出願人が商標

又は標章の所有者の同意を得て登録出願する場合は、この限りでない 
・ 商標図案は同一又は類似の商品又は役務についての他人の登録商標或

はそれらについて他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関

連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。但し、当該登

録商標又は先に登録出願された商標の所有者の同意を得て登録出願す

る場合は、これら両者の商標及び指定商品又は指定役務が同一である場

合を除き、この限りでない。 
・ 商標図案は同一又は類似の商品又は役務について他人が先に使用して

いる商標と同一又は類似のものであって、出願人が当該他人との間に契

約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、当該他

人の商標の存在を知っている場合。但し、当該他人の同意を得て登録出

願した場合は、この限りでない。 
・ 商標図案は他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネームを有する場合。

但し、当該他人の同意を得て登録出願したものはこの限りでない。 
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・ 商標図案は、著名な法人、商号又はその他の団体の名称を有し、関連す

る公衆に混同誤認を生じさせるおそれのある場合 
・ 他人の著作権、専利権又はその他の権利を侵害したもので、判決により

それが確定した場合。但し、当該他人の同意を得て登録出願した場合は、

この限りでない 
・ 商標図案は台湾又は台湾と商標の保護を相互に承認する国家又は地区

に係る酒類の産地表示と同一又は類似のもので、酒類商品への使用を指

定する場合 
・ 商標図案は台湾商標法第 59 条 4 項の規定に合致する場合 

D、 無効の効果 
無効審判の審決が確定された場合、その商標権は最初からなかったも

のと見なす。 
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1-2 知的財産局による審判の手続き 

(1) 審判手続のフローチャート 

A、専利無効審判 

補充理由の提出 

送達翌日から１が月内 
（30 日の延長可） 

審判請求書の作成 知的財産局受付 

方式審査 

請求要件不備 請求人へ補正命令 

補正 補正なし 

請求却下 

請求要件完備 

被請求人へ請求書副本送付 

被請求人による答弁の提出

クレームの訂正 

面談、審理 

審決 

請求人による包袋閲覧 

補充理由の提出 
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B、商標無効審判 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

答弁なし 

送達翌日から 30 日以内 
（30 日の延長可） 

審判請求書の作成 知的財産局受付 

方式審査 

請求要件不備 請求人へ補正命令 

補正 補正なし 

請求卻下 

請求要件完備 

被請求人へ副本送付 

送達翌日から 30 日内 
答弁提出 

審理 

審決 

補充理由提出

請求人へ副本送付 

補充理由 
提出なし 
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(2) 審判の請求（専利及び商標は共通） 
A、 審判請求書 

審判請求は、以下の記載がある審判請求書を証拠資料と共に知的財産

局に提出して行う。 
・ 無効審判の対象（専利又は商標の名称、登録番号） 
・ 請求人及び被請求人の氏名、国籍及び住所（法人の場合、その名称、

営業所及び代表者） 
・ 代理人の氏名、住所（代理人による請求の場合） 
・ 請求の理由 

B、 審判請求に必要な書類、資料の補正 
審判請求に必要な書類、資料は法令の規定に違反し、その補正が認め

られる場合、知的財産局は期限を定め、請求人に補正の機会を与えなけ

ればならない（専利法施行細則第 9 条、商標法第 9 条 1 項）。 
補正が認められる事項として以下のものが挙げられる。 

・審判請求書の記載が完備されていない場合 
・請求理由又は証拠資料が完備されていない場合 
・代理人による請求の場合、委任状が欠如している場合 
・所定の手数料が納付されていない場合 
・その他法令に定められている方式に違反する場合 

C、 審判請求書の受理 
審判請求書が知的財産局に提出された後、先ず提出された資料に関す

る方式審査が行われる。提出される資料が不備で補正できる場合、請求

人に補正を通知する書簡を発送する。請求人が所定期間内に補正をしな

い場合、審判請求は却下される。また、審判請求で提出された資料が完

備している場合、審理が開始される。 
(3) 審理（専利及び商標は共通） 

Ａ、書面による審理 

無効審判は原則として書面をもって審理する。したがって、無効審判請

求書のほか、被請求人による答弁も書面により提出される。但し、専利無

効審判の場合、当事者は面談、実験等を用いて説明を補充、強化すること

ができる。 
Ｂ、処分権主義 

専利審判については、審判手続の開始、審判範囲の特定、審判手続の終

了については、請求人の自律的な判断に委ねられる。したがって、原則と

しては、審理の対象は申立てがなされた請求の範囲に限られる。 
(4) 審判の終了（専利及び商標は共通） 

審判は審決又は請求人による審判請求の取下げにより終了する。 
A、 審決の意味 

審決は、知的財産局が審判請求に対し法定の方式により作成した判断
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である。 
B、 審決の種類 

「無効審判請求却下」の審決：請求要件が不備な場合 
「無効審判不成立」の審決（即ち「専利維持」又は「商標登録維持」

審決）：無効事由が成立しなかった場合 
「無効審判成立及びその専利権又は商標権を取消す」旨の審決（即ち

「専利無効」又は「商標登録無効」審決）：無効事由が成立した場合 
C、 手続き 

無効審判請求については、審査官は、関連する審査手続き終了後、審決

書を作成して、専利権者又は商標権者及び無効審判請求者に送達しなけれ

ばならない。 
D、 審決の効果 

無効審判の審決は行政処分であり、無効審判請求者又は無効審判対象の

専利又は商標の権利者が無効審判の審決を不服とする場合、無効審判審決

書受領後30日以内に、法により、知的財産局の上級機関である経済部に対

し、訴願を提起することができる。経済部の訴願決定に不服がある場合に

は、さらに、行政訴訟法の規定により高等行政裁判所に行政訴訟を提起す

ることができる。審決が確定した場合、「無効審判不成立」の審決につき、

同一事実及び同一証拠に基づき再び審判を請求することはできない（台湾

専利法第67条4項、商標法第55条）。また、「無効審判請求却下」の審決に

ついては、実体審査が行われていないため、「同一事実及び同一証拠に基

づき再び審判を請求することはできない」という制限を受けない。 
E、 審判費用 

無効審判の対象により、一件あたりの政府手数料は以下のように異なる。 
発明特許の場合：NT10,000  
実用新案の場合：NT9,000 
意匠の場合：NT8,000 
商標の場合：NT4,000 

 

1-3 専利及び商標の再審 

(1) 意義 
審決等の行政処分につき、法定の救済期間が経過した後でも、再審理由に

該当する場合は、処分を受けた者又は利害関係者は行政機関に対し、取消し、

廃止又は変更を申立てることができる（行政手続法第128条）。 
(2) 再審理由 

・ 行政処分が依拠している事実がその後、処分を受けた者又は利害関係者に

有利な変更が発生する場合 
・ 新たな事実が発生した場合又は新たな証拠が発見された場合。ただし、斟
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酌された上でより利益のある処分を受けられるものに限る。 
・ その他の行政訴訟法に定められる再審事由に相当し､且つ行政処分に影響

を与えるに足る場合 
(3) 再審請求の期間 

再審の申立ては、法定の救済期間が経過して3ヶ月以内にこれを行うものと

する。その事由が後に発生した場合又は後に知られた場合は、発生又は知っ

た日から起算するが、法定の救済期間が経過して五年を超える場合は、申立

を行うことはできない。 
 

1-4 専利及び商標の訴訟・訴願 

知的財産局による無効審判請求の審決を不服とする場合、高等裁判所に対し行

政訴訟を提起することができる。但し、行政訴訟の先行手続きとして、知的財産

局の上級機関である台湾経済部に対し訴願手続きを取ることが必要とされる。 
ちなみに、台湾の訴願手続きについて、以下のように説明する。 
訴願を提起しようとする者は知的財産局より無効審判請求の審決などの行政処

分を通知する書類を受け取った日から30日以内に、所定事項を記載した訴願書を

もって処分機関である知的財産局を通じて経済部の訴願審議委員会へ訴願を提起

する。30日の訴願提出期限が遵守されているか否かは、訴願書の発送日ではなく、

知的財産局に到達した日をもって計算する。なお、訴願理由については、前記の

30日の訴願提出期限内に、まず先に訴願を提出したい旨記載した書面を提出し、

後日理由を補充することが認められている。 
経済部の訴願審議委員会は知的財産局を通じて訴願書を受領すると、まず形式

審査を行う。訴願書に不備があり、それが補正できる場合、20日間の期限を定め、

訴願人に補正するよう命じる。訴願理由書の内容が完備している場合、知的財産

局に答弁及び関連書類の提出を求める。訴願の審理については、訴願審議委員会

会議にて書面によりこれを審理し、訴願審議委員会会議に出席した委員の過半数

をもって決定を行う。 
訴願の決定を不服とする場合、訴願決定書が到達した日の翌日から2ヶ月以内に

高等行政裁判所に行政訴訟を提起することができる。 
 

1-5 問い合わせ先 
台湾知的財産局 
住所：台湾臺北市大安區辛亥路二段185號3樓 
電話：886-2-2738-0007 
http://www.tipo.gov.tw/ 
 

台北高等行政裁判所 
住所：台湾臺北市和平東路三段1巷1號 
電話：：886-2-2702-7366 
http://tpb.judicial.gov.tw/ 

http://www.tipo.gov.tw/�
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2. 税関による水際措置 

知的財産権の保護策の一環として、台湾税関では、商標権、著作権、特許権、

実用新案権及び意匠権を侵害する物品（以下「侵害物品」という）に対し、輸出

入差止め措置が採用されている。輸出入差止め措置の実施は侵害された権利の種

類により手続きが異なる。特許権、実用新案権、意匠権に係わる侵害物品の差止

めは、先ず権利者（特許権、実用新案権、意匠権及びその専用使用権者を含む）

が裁判所より当該侵害物品の輸出入を差し止める旨の仮処分を得なければならな

い。権利者はこの仮処分を得た後、専利侵害に係る輸出入メーカーの名称、貨物

の名称、輸出入の税関及び期日、飛行機（船舶）の便名、コンテナ番号、貨物の

保管場所及びその他関連する具体的な資料を税関に提出すれば、侵害物品の輸出

入差止めをしてもらうことができる。これに対し、商標権、著作権について、商

標権、著作権の侵害物品の輸出入を防止するため、税関に「商標権侵害物品及び

著作権侵害物品の輸出入の摘発又は情報提供の申請」制度（以下「税関の登録制

度」という）が設けられている。当該制度を利用し、税関で一定の登録手続きが

終了すれば、商標権、著作権の侵害物品に対し、職権による輸出入差止めが行わ

れる。以下に、税関の登録制度を説明する。 
 
2-1 税関の登録制度 

税関は常々、業務を遂行する際に知的財産権侵害物品の有無に注意を払ってお

り、知的財産権侵害物品を発見した場合、自主的に侵害の内容に応じて事件を検

察署、公平交易委員会又は台湾国際貿易局に移送する。しかし、日々の通関荷物

の数は余りにも膨大なので、普段の通関手続きを通じて侵害物品が発見されるの

は稀である。 
侵害物品の輸出入差止めの効果を高めるため、権利者が台湾登録商標又は台湾

法の保護を受ける著作物につき台湾関税総局において税関登録を行うことがで

きる。税関登録手続きが終了した後、基隆、台北、台中、高雄等台湾全国の各税

関は登録期間中（一年）に輸出入商品に対しサンプリングチェックを行い、登録

されている情報と一致するものがあるかどうかを注意深くチェックする。輸出入

申告された物品が商標権や著作権侵害の疑いがある（以下「侵害疑義物品」とい

う）と判断された場合、税関は当該物品の輸出入を差し止めて登録済の権利者に

その旨を通知する。 
 

2-2 商標権・著作権侵害疑義物品の輸出入差止め手続き 

通関手続きにおいて侵害疑義物品が発見されたとき、税関は直ちにその情報を

権利者に連絡する。権利者（又はその代理人）は税関よりその通知を受け取った

時点から一定の時間（空便の場合は四時間、船便の場合は一日）内に指定の税関
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に赴き、製品真偽の認定を行い、それが模造品であると判断した場合、税関は輸

出入者への通知等の一定の手続きを行った上で、侵害物品の輸出入を差止め、事

件を地方裁判所検察署又は司法警察機関に移転する。 
また、権利者は、自ら侵害品の輸出入を発見したとき、その商標権又は著作権

を侵害する物品の輸出入に対して、税関で差し止めるよう申立てることができる。

輸出入差止めの申立ては書面で行い、更に侵害の事実を釈明し、且つ税関が見積

った当該輸入貨物課税価格又は輸出貨物 FOB 価格に相当する保証金を担保とし

て提供しなければならない。また、申立人は税関から差止めの受理を通知された

日から 12 日以内に、権利侵害の本案訴訟を提起するとともに、税関に通知しな

ければならない。 
 

2-3 商標権・著作権侵害物品の輸出入差止め手続き 

知的財産権侵害物品は、台湾関税法第 15 条により輸入することができない。

輸入された物品が知的財産権侵害物品である場合、当該事実は司法警察や検察機

関に通報される。事件は司法警察や検察機関に移転され、輸出入が差し止められ

ることとなる。しかし、物品が知的財産権侵害物品に該当するか否かの判断は容

易ではないため、このようなルートによる輸出入差止めは殆どない。商標権・著

作権者は、前記で説明した税関の登録制度や輸出入差止めの申立てを利用するの

が殆どである。 
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2-4 税関登録による輸出入差止め手続きのフローチャート 
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税関登録 

非侵害 
期間内検証せず 

侵害容疑あり 

輸出入業者に関連書類

解放 

未提出 

告発者或いは権利者に差押え或い

は保全の申し立てをするよう通知 

商標法違反 裁判所移転 

著作権違反 

提出 

告発者或いは権利者に3日以内に差

押え或いは保全申立てをするように

通知 
(著作権違反) 

3日以内に差押え或いは保全申

立てをしない場合 解放 

告発者或いは権利者に3日以内に差押

え或いは保全申立てをするよう通知 
(商標権違反） 

3日以内に差押え或いは保全申

立てをしない場合 
解放 

現場検証 
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2-5 税関登録に必要な書類・情報 

(1) 委任状（代理人による手続きの場合） 

(2) 台湾商標登録証書のコピー（コピーに「原本と一致している」旨記載した上

で、社印を押す必要がある） 

(3) 台湾にライセンシーがあれば、その名称、住所、電話、ライセンスの範囲 

(4) 台湾輸入・販売代理店の名称、住所、電話及び代理業務の内容。 

(5) 侵害と疑われる商品の名称 

(6) 侵害品は台湾から輸出するものであるか、それとも台湾へ輸入するものであ

るか 

(7) 真正品及び模倣品を見分ける要点 

(8) 真正品が特定の港を経由して輸出入するのであれば（台湾桃園空港、基隆港、

台中港、高雄港等）、その情報 

(9) 侵害品の輸出入に関する情報（ある場合）。例えば、特定の港より輸出入を

行う等 

 

2-6 その他の注意点 

台湾知的財産局で登録済の商標のみが税関登録対象で、外国の登録商標や、台

湾出願中の商標は登録対象外となる。税関登録の有効期間は一年間で、更新手続

きにより一年毎に延長することができる。また、前記で報告したとおり、税関が

侵害疑義物品を発見した場合、権利者は税関よりその旨の通知を受け取った時点

から一定の時間（空便の場合は四時間、船便の場合は一日）以内に、連絡された

税関に赴き、製品真偽の認定を行わなければならない。空便の場合、通関手続き

は 24 時間行われるため、通知を受ける時間は予測できない。したがって、製品

を鑑定できる専門家（又は代理人）が常時台湾に滞在するか、或いは真偽の鑑定

方法の全てを代理人に提供する必要がある。 
 

2-7 問い合わせ先 

台湾関税総局 
住所：台湾台北市大同區塔城街 13 號 
電話：886-2-2550-5500 
http://web.customs.gov.tw/mp.asp?mp=1 

 

3. 台湾経済部国際貿易局による救済措置 

台湾貿易法第 17 条により、製品の輸出入は、「台湾又はその他の国の法令によ

り保護を受けている知的財産権を侵害してはならない。前記規定に違反した者は
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同法第 28 条により、台湾経済部国際貿易から、警告、3 万台湾元以上 30 万台湾元

以下の過料処分、又は一ヶ月以上一年以下の輸出入停止処分を受ける。 

運用上、前記制裁は、権利者による告発ではなく、税関等の機関は「台湾又は

その他の国の法令により保護を受けている知的財産権」が侵害された事実を発見

した場合、事件を経済部国際貿易局に移転して初めて発動するのが現在のやり方

である。台湾から商標権侵害物品が輸出されることを排除するために、台湾経済

部国際貿易局は、商標輸出監視制度（Monitoring System for Export of Trademark 
Products）を実施している。 

 

3-1 商標輸出監視制度 

商標輸出監視制度により、台湾登録商標、外国で登録を受けている台湾出願中

の商標、又は外国で登録を受けている著名商標について、商標権者は、台湾経済

部国際貿易局に対し一定の商品を指定した上で、登録手続きを行うことができる。

このような手続きが完了した場合、商標の付されている商品（以下「輸出商品」

という）が輸出されようとする場合、台湾税関は、前記台湾経済部国際貿易局登

録済商標（以下「登録済商標」という）の権利を侵害する疑いがあるか否かを確

認するため、当該輸出商品を検査する。 

輸出商品又はその包装等に登録済商標と同一又は類似の商標又は表記が表示

され、且つ当該輸出商品が登録済商標に関わる指定商品と同一の類に属する場合、

模倣ではないことが輸出人により証明されない限り、以下の措置が取られる。 
・当該商品の輸出が差し止められる。 
・事件は経済部国際貿易局、検察署、公平交易委員会等等の機関に移送され、行

政処分手続き及び刑事手続きが取られる。 
・事件は商標権者又はその代理人に通知される。 
・輸出人は特別な検査対象リスト（ブラックリスト）に記載され、同人に関わる

輸出入品は税関で厳しくチェックされる。 
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3-2 商標監視システムによる商標権侵害物品輸出入差止め及び制裁の流れ 
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3-3 台湾経済部国際貿易局登録に必要な書類・情報 

・商標が台湾で登録されている場合 
(1) 台湾商標登録証書のコピー 
(2) 委任状（代理人による手続きの場合） 
(3) 一辺が 5cm を超えない大きさの商標見本 5 枚、及び商標の特徴、例えば外

形、色彩、主要部分などを詳細に説明する書類 
(4) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商品名 
(5) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商標につきライセンシーがある

場合、当該ライセンシーに関する以下の資料 
A、 会社統一番号（台湾法人の場合） 
B、 名称、住所、電話番号、ファックス番号 
C、 業種、例えば輸出業、製造業又は流通業など。 
D、 使用許諾に係わる商品 
E、 使用許諾に係わる商品の輸出目的国 
F、 使用許諾期間 

・商標が外国で登録されており、台湾で出願中の場合 
(1) 外国登録証書（公証済又は認証済のもの） 
(2) 台湾商標主務官庁に提出した商標登録願書及び同機関が発行した受領書の

写し 
(3) 委任状（代理人による手続きの場合） 
(4) 一辺が 5cm を超えない大きさの商標見本 5 枚、及び商標の特徴、例えば外

形、色彩、主要部分などを詳細に説明する書類。 
(5) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商品名 
(6) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商標につきライセンシーがある

場合、当該ライセンシーに関する以下の資料 
A、 会社統一番号（台湾法人の場合） 
B、 名称、住所、電話番号、ファックス番号 
C、 業種、例えば輸出業、製造業又は流通業など。 
D、 使用許諾に係わる商品 
E、 使用許諾に係わる商品の輸出目的国 
F、 使用許諾期間 

・商標が外国で登録されており、台湾で著名商標となっている場合 
(1) 外国登録証書（公証済又は認証済のもの） 
(2) 登録しようとする商標の知名度を証明する書類 
(3) 委任状（代理人による手続きの場合） 
(4) 一辺が 5cm を超えない大きさの商標見本 5 枚、及び商標の特徴、例えば外

形、色彩、主要部分などを詳細に説明する書類。 
(5) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商品名 
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(6) 台湾経済部国際貿易局に登録しようとする商標につきライセンシーがある

場合、当該ライセンシーに関する以下の資料 
A、 会社統一番号（台湾法人の場合） 
B、 名称、住所、電話番号、ファックス番号 
C、 業種、例えば輸出業、製造業又は流通業など。 
D、 使用許諾に係わる商品 
E、 使用許諾に係わる商品の輸出目的国 
F、 使用許諾期間 

 

3-4 台湾経済部国際貿易局登録の留意点 

商標輸出監視制度を利用して台湾経済部国際貿易局へ登録できる商標は台湾

登録商標、外国で登録を受けている台湾出願中の商標、又は外国で登録を受けて

いる著名商標の三つの商標である。台湾経済部国際貿易局登録の有効期間は、登

録許可日から、当該台湾登録商標又は外国登録商標の商標権存続期間満了日まで

となる。また、当該台湾登録商標又は外国登録商標の登録が更新された場合、証

明資料を添付した上で台湾経済部国際貿易局登録を更新することができる。なお、

台湾経済部国際貿易局登録には政府手数料が請求され、一件あたりの政府手数料

は NT$5,000 となる。一件の申請により、一つの商標で 10 グループの商品を指定

することができる。グループ数が 10 を超える場合、1 グループにつき NT$1,000
が加算される。ただし、同一グループ内の商品である場合、その指定商品の数は

制限を受けない。なお、同一グループとは、中華民国標準商品分類に掲載されて

いる CCC コード（HS コード相当）の上六桁が同一の場合をいう。 
 

3-5 台湾経済部国際貿易局の処分に対する不服申立て 

経済部国際貿易局の制裁処分を受けた者は、当該処分に対し、異議を申立てて

再審査を請求することができる。経済部国際貿易局は異議申立書を受領した日の

翌日から 20 日以内に再審査の決定をなさなければならない。再審査の決定を不

服とする者は、再審査の決定を通知する書類を受け取った日の翌日から 30 日以

内に、所定事項を記載した訴願書をもって、処分機関である経済部国際貿易局を

通じて、行政院へ訴願を提起することができる。 
 

3-6 問い合わせ先 

台湾経済部国際貿易局(貿易服務組) 
住所：台湾台北市中正區湖口街 1 號 
電話：886-2-2351-0271 

http://www.trade.gov.tw/ 
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4. 公平交易委員会による救済措置 

台湾では、取引の競争を妨害する行為を規制するため、「公平交易法」（日本の

不正競争防止法に相当する）が制定されている。知的財産権侵害に関連するもの

で、競争を妨害する行為として、「他人の名前、商号、商標、商品の容器若しく

は梱包、形態、又はその他他人の商品・役務等の表示の模倣行為」（以下当該模

倣行為の目的商品を「侵害物品」という）が挙げられる。権利者は、自分の名前、

商号、商標、商品の容器若しくは梱包、形態、又はその他他人の商品・役務等の

表示が模倣された場合、台湾公平交易法第 20 条の違反を理由に、台湾公平交易委

員会に告発状を提出し、侵害者による侵害商品の販売・製造、運送、輸出又は輸

入行為を禁ずる行政措置を請求することができる。公平交易委員会による決定は

行政処分に該当するので、訴訟判決と異なり、決定が下されると、不服があって

も、執行力がすぐに生じる。 
 

4-1 告発手続き 

何人も「他人の名前、商号、商標、商品の容器若しくは梱包、形態、又はその

他他人の商品・役務等の表示の模倣行為」があると判断した場合、これを調査す

るよう公平交易委員会に書面で告発することができる。 
 

4-2 公平交易法違反の効果 

(1) 行政処分 ― 是正、過料、解散、営業停止又は休業命令 
公平交易委員会は、「他人の名前、商号、商標、商品の容器若しくは梱包、

形態、又はその他他人の商品・役務等の表示の模倣行為」があると認定した

場合、同委員会は期限を定めて当該行為の停止、改正又は必要な是正措置を

採るよう命じるとともに、5 万台湾元以上 2 千 5 百万台湾元以下の過料に処

すことができる。指定した期限を過ぎても、当該違反行為が停止、改正され

ず又は必要な是正措置が採られない場合、引続き期限を定め、当該行為の停

止、改正又は必要な是正措置を採るよう命じ、当該行為を停止、改正、又は

必要な是正措置が採られるまで回数に照らして 10 万台湾元以上、5 千万台湾

元以下の過料を連続して科すことができる。 
(2) 刑事処分 

公平交易委員会が前記の期限を定めて、その違法行為の停止、改善、又は

必要な更正措置を採るよう命じたにもかかわらず、指定された期限を過ぎて

も当該違反行為が停止、改善されず又は必要な更正措置が採られない場合、

又は一旦停止後再び同様又は類似の違法行為がなされた場合、当該行為者は

3 年以下の懲役、拘留又は 1 億台湾元以下の罰金又はその併科に処する。 
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4-3 公平交易委員会による行政処分に対する不服申立て 

公平交易委員会による是正、過料の処分を不服とする者は、公平交易委員会よ

り行政処分を通知する書類を受け取った日の翌日から 30 日以内に、所定事項を

記載した訴願書をもって、処分機関である公平交易委員会を通じて、行政院へ訴

願を提起することができる。 
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4-4 公平交易委員会による調査のフローチャート 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 問い合わせ先 

公平交易委員会 
台湾台北市中正區濟南路 1 段 2 之 2 號 12 樓 
電話：886-2-2351-7588 
http://www.ftc.gov.tw/ 
 

公平交易委員会へ

告発提出 

公平交易委員会での調

査・総合研究 

公平交易委員によ

る審議 

処分、不処分、改正・

是正措置命令の作成 
刑事責任追及必要と判断 

告発人、行為者への通知 検察署への移送 
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第 2 章 模倣に対する民事的救済 
 

1. 関連法律 

知的財産権の侵害に対する民事的救済について、台湾においては通常の民事訴訟

であると認められ、民事訴訟の一般原則が適用される。したがって、実体的な内容

に関しては、専利法、商標法、民法などの法律に規定されているが、訴訟手続きに

関しては、民事訴訟法及び同施行法などに規定されている。 

 

2. 民事訴訟の対象となる侵害行為 

2-1 専利権の侵害 

専利侵害とは、専利権者の同意を得ずに、当該物品を製造、販売、使用又は輸

入すること、又は当該方法をもって直接製造した物品を製造、販売、使用又は輸

入することである。台湾専利法においてはアメリカ、ドイツ、日本とは異なり「直

接侵害」と「間接侵害」に分けておらず、専利法第二章第七節の規定及び民法の

損害賠償に関する規定によって侵害行為を定義する。以下は、通説の専利侵害判

断方法及び専利侵害態様について説明する。 
(1) 専利侵害判断方法 

まず、対象となる物品専利又は方法専利の権利範囲を文言の解釈で特定す

る。次に、専利侵害判断理論である「全要件原則」と「均等論」によって、

専利侵害として訴えられた物品又は方法と前述の特定された専利権範囲とを

比較し、係争物品又は方法が前述の特定された専利権範囲に入れば、専利侵

害を構成し、入らなければ、専利侵害を構成しないとする。 
「全要件原則」とは、当該専利の構成要件的特徴を全てそのまま使用する

場合、専利侵害を構成することをいう。 
「均等論」とは、当該専利の構成要件的特徴の全部を使用するのではなく、

ある要素が抜けていたり、付け加えられていたりするものの、当該専利の核

心的特徴をそのまま使用して実質的に同一なものと評価される場合、専利侵

害を構成することをいう。 
(2) 専利侵害態様 

A、専利直接侵害： 第三者が専利権者の同意を得ずに、当該物品を製造、販

売、使用又は輸入すること、又は当該方法をもって直接

製造した物品を製造、販売、使用又は輸入することは、

専利直接侵害を構成する。専利法第 84 条第 1 項の規定は、

専利直接侵害の態様である。 
B、専利誘引侵害： 第三者が自ら当該物品を製造、販売、使用又は輸入する

こと、又は当該方法をもって直接製造した物品を製造、

販売、使用又は輸入することはしないが、専利直接侵害
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者を積極的に誘引することは専利誘引侵害を構成する。

ただし、これは専利直接侵害が成立することを前提とす

る。専利法においては、この侵害態様を特に規定してお

らず、実務上、民法第 185 条の「共同侵権行為」によっ

て侵害者の責任を問う。 
C、専利協助侵害： 第三者が専利権者の許可を得ず、その物の重要な部品又

は専用設備を製造、販売することは、専利協助侵害を構

成する。ただし、これも専利誘引侵害の場合と同様に、

専利直接侵害が成立することを前提とする。専利法にお

いては、この侵害態様を特に規定しておらず、実務上、

民法第 185 条の「共同侵権行為」によって侵害者の責任

を問う。 
 

2-2 商標権の侵害 

商標法第 29 条第 2 項の規定により、下記に掲げる情況につき商標権者の同意を

得なければ、商標権侵害を構成する。 
(1) 同一領域での侵害 

同一の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用する場合。 
類似の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用すること

により、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 
(2)  類似領域での侵害 

同一又は類似の商品又は役務において、その登録商標と類似の商標を使用

することにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。

また、商標法第 62 条により、商標権者の同意を得ずに、次のいずれかの情況

を有する場合、商標権の侵害と見なす。 
A、 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似の

商標を使用し、又は当該著名商標中の文字を自己の会社名称、商号名称、

ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給元を表彰する標識とし、

著名商標の識別性又は信用を損なう場合。 
B、 他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標中の文字を自

己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或いはその他の営業主体又は

供給元を表彰する標識とし、商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を

生じさせる場合。 
◎商標権侵害の例外 

次に掲げる情況においては、商標法第 30 条の規定により、他人の商標権の効

力による拘束を受けない。 
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A、 善意且つ合理的に使用する方法で、自己の氏名、名称又はその商品又は役

務の名称、形状、品質、用途、産地又はその他商品又は役務自体に関する

説明を表示し、商標として使用しない場合。 
B、 商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要である場合。 
C、 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似

の商品又は役務に使用する場合。ただし、これは原使用の商品又は役務に

限る。その場合、商標権者は、当該商標を使用する者に対して、適当な区

別表示の付記を要求することができる。 
 

2-3 不正競争行為の場合 

(1) 商品主体、営業主体の混同行為；著名商標の使用行為 
公平取引法第 20 条の規定により、事業者は、その営業上提供する商品又は

役務につき、次に掲げる行為をしてはならない。 
A、 関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号又は会社

の名称、商標、商品容器、包装、外観又はその他他人の商品を示す表示と

同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の商品と混同を生じさ

せること、又は当該表示を使用する商品を販売、運送、輸出或いは輸入す

ること。 
B、 関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号又は会社

の名称、標章又はその他他人の営業、役務を示す表示と同一又は類似する

ものを使用し、それをもって他人の営業又は役務の施設又は活動と混同を

生じさせること。 
C、 同一又は類似の商品について、未登録の外国の著名な商標と同一又は類似

するものを使用すること、又は当該商標を使用する商品を販売、運送、輸

出又は輸入すること。 
前項の規定は、次の各号に掲げる行為に適用しない。 
A、 通常の使用方法で、商品自体の慣用名称又は取引上同類の商品の慣用表徴

を使用すること、又は当該名称又は表徴を使用する商品を販売、運送、輸

出又は輸入すること。 
B、 通常の使用方法で、取引において同種の営業又は役務の慣用名称その他表

徴を使用すること。 
C、 善意で自己の氏名を使用すること、又は当該氏名を使用する商品を販売、

運送、輸出又は輸入すること。 
D、 前項第１号又は第２号に定める表徴が関連事業又は消費者に一般的に認

識される前に、善意でそれと同一又は類似するものを使用し、又は善意で

当該表徴を使用する者からその営業とともに当該表徴を譲り受けて使用

し、又は当該表徴を使用する商品を販売、運送、輸出又は輸入すること。 
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事業者は、他の事業者が前項第 3 号又は第 4 号の行為により、自己の営業、

商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合は、

他の事業者に対し、適当な表示を付すよう請求することができる。ただし、

これは商品の運送しか行わない事業者には適用しない。 
(2) 営業秘密侵害行為 

公平取引法第 19 条第 6 号の規定により、脅迫、不当な誘引その他不正な方

法をもって、他の事業者の生産販売上の秘密、取引相手の資料その他関連技

術上の秘密を取得する行為で、それが競争を制限又は公正な競争を阻害する

おそれがある場合は、事業者はこれをしてはならない。 
(3)  不当ドメインネーム登録行為などの禁止 

台湾の実務では不当ドメインネーム登録行為に関して、他人の著名商標或

いは著名表記をもってドメインネームに登録する場合、公平取引法第 20 条及

び第 24 条「本法にある規定以外にも、事業者はその他取り引きの秩序に影響

を与えるに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為をしてはならない。」と

いう規定に違犯すると思われる。 
 

3. 侵害に対する救済の種類及び内容 

専利権、商標権の侵害、不正競争行為がある場合、その侵害者に対する権利とし

ては、侵害の差止請求権と損害賠償請求権が最も重要である。なお、公平取引法第

20 条第 3 項の規定によると、他の事業者が公平取引法第 20 条第２項の第 3 号又は

第 4 号の行為により、自己の営業、商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を

生じるおそれがある場合は、他の事業者に対し、適当な表示を付するよう請求する

ことができる。 
 

3-1 侵害の差止請求権 

侵害の排除を請求すること、また侵害のおそれがある場合、その防止を請求す

ることができる権利をいう。 
 

3-2 損害賠償請求権 

故意又は過失により不法に他人の権利を侵害した場合、被侵害者は侵害者に対

し、損害の賠償を請求することができる権利をいう。 
 

3-3 不当利得返還請求権 

民法第 179 条により、法律上の原因がなくて利益を受け、これがために他人に

損害を及ばしたときは、その利益を返還しなければならない。専利法に明文の規

定はないが、理論上専利権者が不当利得返還請求権を有することは認められる。 
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3-4 信用回復請求権 

専利法第 84 条第 4 項により、発明者は氏名表示権が侵害された場合、発明者の

氏名表示又はその他名誉回復のために必要な処分を請求することができる。 
 

4. 請求権発生の要件 

4-1 専利・商標の場合 

(1) 侵害の差止請求権 
専利権・商標権は無体財産権或いは準物権であると認められ、それら権利

に属する「排他性」という性質によって、専利・商標を侵害され、又は侵害

のおそれがある場合、同請求権を行使することができる。つまり、侵害があ

った場合は、同請求権をもって侵害者に対し侵害行為の停止を請求すること

ができる。実際の侵害ではなく、侵害のおそれがある場合、侵害のおそれの

ある客観的な事実があれば、侵害防止請求権を主張することができる。ちな

みに、侵害の差止請求権の主張は、侵害者の故意又は過失を前提とせず、権

利侵害又は侵害のおそれがあれば足りる。 
(2) 損害賠償請求権 

民法侵権行為の一般原理により、以下の要件を要する。 
A、 侵害行為 
B、 行為の違法性 
C、 違法な侵害による損害 
D、 侵害行為と損害発生の間の因果関係 
E、 侵害者の故意・過失 
F、 侵害者の責任能力 
G、 専利権侵害の場合、物品或いは包装に専利権表示をすること 

 

4-2 不正競争行為の場合 

(1)  侵害の差止請求権 
公平取引法第 30 条の規定により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益

を侵害するに致った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができ

る。侵害のおそれがある場合も侵害の予防を請求することができる。したが

って、専利・商標の場合と同様に、侵害があった場合、侵害者に対し侵害行

為の停止を請求することができる。実際の侵害ではなく、侵害のおそれがあ

る場合も、侵害のおそれのある客観的な事実があれば、侵害防止請求権を主

張することができる。また、その侵害の排除・防止請求権の主張は、侵害者

の故意又は過失を前提とせず、権利侵害又は侵害のおそれがあれば足りる。 
(2) 損害賠償請求権 
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公平取引法第 30 条の規定により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益

を侵害するに致った場合は、損害賠償の責任を負う。同規定に鑑み、損害賠

償請求権が発生する要件については、民法侵権行為の一般原理を適用する。

上記の 4-1. (2)を参照。 
(3) 適当な表示の請求権 

公平取引法第 20 条第３項の規定により、事業者は、他の事業者の公平取引

法第 20 条第 2 項の第 3 号又は第 4 号の行為により、自己の営業、商品、施設

又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれがある場合は、他の事業者

に対し、適当な表示を付するよう請求することができる。 
 

5. 当事者適格 

5-1 専利権に基づく場合 

(1)  専利権者 
発明者は、専利を出願し、査定公告された後、発明専利証書を受領し専利

権を取得して、専利権者となる。専利権者は専利権が侵害される場合、損害

賠償の請求、侵害排除の請求、又は侵害するおそれのある者に対し、その侵

害防止の請求を行うことができる。 
(2) 専用実施権の許諾 

専用実施権(exclusive license)とは、専利権者が一定の時間及び領域内におい

て、ライセンスを受けた者にのみ許諾する特定の専利を実施する権利をいう。

専利権者は前述した特定の時間又は領域内でライセンシー以外の第三者に当

該専利の実施権を許諾することができず、自らも当該専利権の実施ができな

い。契約で別途規定がある場合を除き、専用実施権者は専利権が侵害される

場合、損害賠償の請求、侵害排除の請求、侵害するおそれのある者に対し、

その侵害防止の請求を行うことができる。 
(3) 通常実施権 

通常実施権(non-exclusive license)とは、専利権者が一定の領域、期間内にお

いて、同一の専利又は製品を二人以上のライセンスを受ける者に実施権を許

諾することができるほか、自らも当該専利権を実施することができる権利を

いう。台湾の専利実施権の許諾に関する現行実務においては、かかる通常実

施権がよく見られる。 
 

5-2 商標権に基づく場合 

商標権を取得すれば、商標権者として侵害の排除・防止などを請求できる。第

三者に商標の使用を許諾し、商標主務機関（知的財産局）に登記する場合、第三

者は侵害の排除・防止などを請求できる。台湾には通常使用権と専用使用権の区

別はない。 
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5-3 不正競争行為の場合 

公平取引法第 30 条、第 31 条により、他人に侵害差止請求権及び損害賠償請求

権を主張できるのは、他人が商品・役務の表徴を模倣し、権利の侵害があった場

合、或いは権利の侵害のおそれがあった場合に限られる。つまり、その被害者は

当該商品・役務の表徴の権利者に限られる。また、一般消費者については、公平

取引法により、侵害の差止請求権及び損害賠償請求権を主張することができない。 
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6. 訴訟手続の概要 

6-1 訴訟手続のフローチャート 
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6-2 裁判所に提出すべき書類 

(1) 訴状（判決を請求する事項、主張及び証拠を明記しなければならない。） 
(2) 訴訟代理人を委任した場合、委任状を提出しなければならない。その委任状

には、会社印と代表者印を押捺する必要がある。また、外国法人の場合、公

証及び認証を取り付けるよう命じられることはあるものの、手続き緩和のた

め、公証、認証を受けなくても、委任状を認める裁判所もある。 
 

6-3 訴訟費用 

(1) 第一審訴訟費用：請求する訴訟標的の金額が 10 万台湾元以下であれば、訴訟

費用は 1000 台湾元とする。10 万台湾元より多く 100 万台湾元以下の部分、訴

訟費用は訴訟標的の金額の 1％とする。100 万台湾元より多く 1000 万台湾元

以下の部分、訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.9％とする。1000 万台湾元より多

く 1 億台湾元以下の部分、訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.8％とする。1 億台

湾元より多く 10 億台湾元以下の部分、訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.7％と

する。10 億台湾元より多くの部分、訴訟費用は訴訟標的の金額の 0.6％とする。 
(2) 第二審及び第三審の訴訟費用：上記第一審の計算基準に基づき、これに裁判

費用の 50％を追加徴収する。 
 

7. 提訴管轄 

民事訴訟法の規定 

知的財産権に関する訴訟は管轄裁判所に提起しなければならないが、その事物

管轄は地方裁判所であり、どの地方裁判所に提起するかを定める土地管轄は、被

告の所在地・法人の所在地（民事訴訟法第 1、2 条）のほか、特別審判籍として事

務所・営業所在地、侵権行為地がある。また、被告が複数人である場合で、その

住所が同一裁判所の管轄区域内にないときは、各住所地の裁判所がいずれも管轄

権を有する。以下に、管轄権に関する民事訴訟法の規定を説明する。 
A、 訴訟は、被告の住所地の裁判所が管轄する。被告の住所地の裁判所が職権を

行使することができないときは、その居所地の裁判所が管轄する。訴訟の原

因事実が被告の居所地に発生したときは、その居所地の裁判所が管轄する。 
（民事訴訟法第 1 条第 1 項） 

B、 私法人その他訴訟当事者となることができる団体に対する訴訟は、その主た

る事務所、又は主たる営業所の所在地の裁判所が管轄する（民事訴訟法第 2
条第 2 項）。 

C、 外国法人その他訴訟当事者となることができる団体に対する訴訟は、その中

華民国にある主たる事務所、又は主たる営業所の所在地の裁判所が管轄する

（民事訴訟法第 2 条第 3 項）。 
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D、 事務所又は営業所を有する者に対して、その事務所又は営業所に関して訴訟

をするときは、その事務所又は営業所の所在地の裁判所が管轄する。（民事

訴訟法第 6 条） 
E、 不法行為に関して訴訟を提起するときは、行為地の裁判所が管轄することが

できる。（民事訴訟法第 15 条第 1 項） 
F、 共同訴訟の被告が複数人であり、その住所が同一裁判所の管轄区域内にない

ときは、各住所地の裁判所がいずれも管轄権を有する。ただし、第 4 条乃至

前条により共同の管轄裁判所を定めているときは、その裁判所が管轄する。 
 

8. 主張・立証 

8-1 専利権侵害訴訟等の場合 

専利権とは、法律で規定する一定の期間内に専利権者が賦与される排他的効力

を有する権利を言い、法律で別途規定のある場合を除き、他人が専利権者の同意

を得ずに、当該専利物品の製造、販売、販売の申し出、使用、若しくは輸入する

こと、又は専利方法を使用することを専利権侵害と見なし排除することができる。

専利権が侵害される場合、専利権者及び独占的通常実施権者は、損害賠償の請求、

侵害排除の請求、又は侵害するおそれのある者に対し、その侵害防止の請求を行

うことができる。専利権者及び独占的通常実施権者が前述した請求を行う場合、

専利権を侵害する物品又は侵害するための原料、道具の廃棄又は他の必要な処置

の請求を行うことができる。 
(1) 専利権侵害の鑑定 

知的財産の主務官庁が公布した専利権侵害鑑定要点によると、専利権侵害

の鑑定の流れは次の二段階に分かれる：1) 専利請求の範囲を解釈する、及び

2) 解釈を経た専利請求の範囲と鑑定対象を比較する、である。解釈を経た専

利請求の範囲と鑑定対象とを比較することは、1) 専利請求の範囲の技術特徴

を解析する、及び 2)鑑定対象の技術内容を解析する、ことが含まれる。実務

上、専利権者はしばしば、専利権侵害要点に従い鑑定を行った専利権侵害鑑

定報告を提出し、専利権侵害製品の技術特徴が専利物品の専利権範囲内に入

ることを証明することを行う。 
(2) 専利権侵害の証明 

専利権侵害を証明するためには、専利権者が以下の事項について立証しな

ければならない： 
A、 係争専利権が有効であること。 
B、 専利権侵害者が確かに権利の侵害行為を行った事実。 
C、 専利権侵害者の故意又は過失。 
したがって、専利権者又は独占的通常実施権者が前述の請求を行う場合、専

利証書を提出し、専利製品又は専利方法が如何なる時間、場所、方法によっ

て、製造、販売、販売の申し出、使用、若しくは輸入されるかについて、証
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拠を提出してはじめて専利侵害を証明することができる。 
(3) 損害賠償の範囲 

A、 損害額の想定及び算定 
専利権者が損害賠償を請求する場合、受けた損害及び失った利益の賠償

を請求することができる。しかし、証拠又は方法を提供してその損害を証

明することができない場合、専利権者は専利権の実施により通常に取得で

きる利益から、損害を受けた後に同一専利権を実施して得た利益を差し引

き、その差額を損害金額とすることができる。また、専利権者は専利権侵

害者が侵害行為により得た利益を選択することもできる。専利権侵害者が

そのコスト又は必要な費用を立証できない場合は、当該物品を販売した全

収入をもって、得た利益とする。 
B、 専利権者の精神的な損失及びその賠償 

専利権者の業務上の信用及び名誉が権利侵害者の侵害により損害され

る場合、別途それに相当する金額の賠償を請求することができる。 
C、 損害賠償額の算定 

権利侵害者の権利侵害行為が故意である場合、裁判所がその侵害状況に

基づき、損害額以上の賠償を裁定することができるが、実損害額の三倍を

超えることはできない。 
(4) 文書の提出義務 

A、 文書の提出に関する規定 
民事訴訟法により、当事者は下記の各文書を提出する義務を負う： 

a. 当事者が訴訟手続きにおいて引用したもの。 
b. 他方当事者が法律に従い、交付又は閲覧を請求できるもの。 
c. 他方当事者の利益のために作成したもの。 
d. 商業帳簿 
e. 本件訴訟に係る事項のために作成したもの 
専利権者は、自らが請求を希望する書証、例えば、権利侵害者が所持する

文書を権利侵害者が提出するよう裁判所に請求することができる。証明さ

れる事実の重要性、及び専利権者の請求が正当であると裁判所が認める場

合、権利侵害者に対し文書を提出するよう裁定しなければならない。実務

上、裁判所が損害賠償金額を計算する場合は、権利侵害者に対し、それに

係る商業帳簿の提出を命じ、専利権侵害製品の販売により得た利益を証明

するよう求めることがよく行われる。 
B、 文書の提出命令に従わないことの法律的効果 

2007 年 1 月 7 日に可決された知的財産案件審理法の規定によると、文

書を所持する者が正当な理由なしに裁判所の文書提出命令に従わない場

合、裁判所は適正な裁判を行うことに協力させるため、当事者に対し新台

湾元 3 万元以下の過料を課することができ、必要に応じ強制処分を裁定す
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ることもできる。 
 
8-2 商標権侵害訴訟の場合 

(1) 一般の損害賠償 
商標法第 61 条により、商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、損害

賠償及びその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、

侵害の防止を請求することができる。商標権侵害に対する最も有効な救済手

段は、侵害の差止請求権の行使である。そして、商標権侵害行為に有効適切

に対応するには、まず民事訴訟法に基づく仮処分申請を提出することが考え

られる。仮処分については、本章の 11-1 を参照。なお、商標法第 70 条により、

外国法人又は団体は認可・許可を受けた者に限らず、本法に規定される事項

について、告訴、自訴又は民事訴訟を提起することができる。 
また、損害賠償の計算については、商標法第 63 条により、次の三つの方法

のうち一つを選んでその損害を算定することができる。 
A、 民法第 216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証拠、方法

を提出することができない場合、商標権者は、その登録商標を使用するこ

とによって通常得られる利益から、侵害された後、同一商標の使用によっ

て得た利益を控除した差額を、その受けた損害とすることができる。 
B、 商標権侵害者がその侵害行為によって得た利益による。商標権侵害者がそ

のコスト又は必要経費について立証できない場合は、当該商品を販売して

得た収入の全部を侵害者の受けた利益とする。 
C、 押収した商標権侵害に係る商品の小売り単価の 500 倍から 1500 倍までの

金額による。但し、押収した商品が 1500 個を超える場合は、その総額を

賠償額とする。 
前項の賠償額が明らかに不適切である場合、裁判所はこれを減額することが

できる。 
(2) 業務上信用の損害賠償 

商標法第 63 条第 3 項により、商標権者の業務上の信用が侵害によって損な

われた場合、相当する金額の賠償を別途請求することができる。 
(3) 新聞での判決内容の掲載 

商標法第 64 条により、商標権者は、商標権侵害者の費用負担で、商標権侵

害の事実に係る判決書の内容の全部又は一部を新聞に掲載することができる。 
 

8-3 不正競争行為侵害訴訟等の場合 

(1) 一般の損害賠償 
公平取引法第 30 条により、事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害

するに致った場合は、被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵
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害のおそれがある場合も侵害の予防を請求することができる。その侵害の排

除・防止請求権の行使については、本章の 11-1 を参照。 
公平取引法第 31 条により、事業者が同法の規定に違反し他人の権益を侵害

するに致った場合は、損害賠償の責任を負う。公平取引法第 32 条により、裁

判所は被害者からの請求に対して、事業者の行為が故意によるものと認める

場合は、侵害の情況により、実際に被った損害額以上の賠償を定めることが

できる。但し、その額は証明された損害額の３倍を超えることはできない。

侵害者がその侵害行為から利益を得た場合は、被害者は、当該利益に基づく

損害額の算定を請求することができる。 
(2) 新聞への判決内容の掲載 

公平取引法第 34 条により、被害者は同法の規定により裁判所に訴訟を提起

する際、侵害者の費用負担で判決書の内容を新聞に掲載するよう請求するこ

とができる。 
 

9. 判決 

9-1 判決手続 

判決は、言渡し（口頭弁論を経たもの）又は公告（口頭弁論を経ないもの）に

よって対外的に成立し、効力が発生する。言渡し期日は原則として弁論終結の時

から 2 週間以内指定される。 
 

9-2 判決の効力 

判決の効力は、当事者の他、訴訟係属後当事者の承続人となった者及び当事者

又はその承続人のために請求の目的物を占有する者に対しても効力を有する。他

人のため原告又は被告となった者に対する確定判決は、その他人に対しても効力

を有する（民事訴訟法第 401 条）。 
 

9-3 判決の執行 

判決が確定したときは、給付判決としての執行力を持つ。確定前であっても、

判決主文に仮執行の宣言が付されたときは、その判決は執行力を持つ。判決がど

のような執行力を持つかは、判決主文の内容によって決まる。 
損害賠償請求を認容する判決が確定したときは、その執行は、金銭の支払いを

目的とする金銭請求権についての強制執行（強制執行法第二章の規定）による。

差止請求権の行使としてなされた不作為（例えば、特定の物を製造しない）を求

める訴訟における請求認容の判決が確定した場合、その執行方法は、不作為を目

的とする不作為請求権の執行方法による（強制執行法第 129 条）。 
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10. 上訴 

10-1 上訴裁判所の連絡先及び所在地 

台湾高等裁判所 住所 臺北市重慶南路一段一二四號 
        電話 (02)2371-3261 
 
最高裁判所   住所 臺北市長沙街一段六號 
        電話 (02)2314-1160 
 
 

10-2 上訴の要件 

判決に不服の当事者は、地方裁判所のした終局判決に対しては高等裁判所に対

する控訴、さらに控訴審判決に対しては最高裁判所に対する上告によってこれを

争うことができる。（民事訴訟法第 437、464 条） 
控訴と上告の場合には、判決正本の送達を受けてから 20 日の不変期間内に、

上訴の提起をしなければならない。ただし、一審判決言渡し後送達前の上訴も効

力を有する。（民事訴訟法第 440、481 条） 
控訴審においては、原判決の事実認定及び法律判断のいずれも争うことができ、

その審理は続審主義による。最高裁判所に対する上告は、原判決の法律判断のみ

を争うもので、法令に違背することを理由とするものでなければ、これを行なう

ことができない。また、財産権について上訴した第二審判決に対しては、上告に

よって受ける利益が台湾ドル 150 万元を超えないときは、上告することができな

い。（民事訴訟法第 466 条）。ちなみに、改正民訴法により、当事者双方が通常

審判手続きを経た第一審の終局判決に対して、第一審裁判所の認定した事実が間

違っていないと認める場合、双方合意の上で、最高裁判所に対し上告することが

できる（民事訴訟法第 466-4 条）。 
 

11. 保全処分 

11-1 侵害差止め仮処分 

前述のとおり、侵害差止め仮処分は知的財産権侵害に対する最も有効な救済手

段である。知的財産権侵害を理由とする仮処分は、知的財産権侵害行為がなされ、

あるいはなされるおそれがある場合に、知的財産権の権利者が自己の権利を侵害

行為から守るために行なわれるものである。特に、侵害者が権利者の商品を製

造・販売していた場合、差止めを命ずる仮処分命令を得て、侵害者の侵害行為を

暫定的に差し止める法律状態を形成することができる。また、2003 年の民事訴

訟法の改正により、暫定状態を定める仮処分も認められるようになった。これも

一般に、知的財産権が侵害されると主張する権利者が侵害容疑者に対し、侵害行

為を差止めることを目的とする仮処分の根拠となっている。理論上、仮処分と暫
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定状態を定める仮処分とは区別があるものの、裁判所の実務においては、仮処分

と暫定状態を定める仮処分を区別せず、申請者の申請内容によって裁定する。仮

処分命令の管轄裁判所は、本案の管轄裁判所又は仮処分係争物の所在地裁判所で

ある（民事訴訟法第 533 条）。 
仮処分に関する法条：債権者が金銭の請求以外の請求について強制執行を保全

することを望むときは、仮処分を申し立てることができる。仮処分は、請求の目

的の現状の変更によって将来強制執行をすることができないおそれ、又は執行が

困難となるおそれがある場合でなければ、これを行うことができない（民事訴訟

法第 532 条）。 
暫定状態を定める仮処分の法条：紛争にかかる法律関係において、重大な損害

を防ぐため、又は緊急な危険を回避するために、又はその他類似の状況がある場

合、暫定状態を定める仮処分を請求することができる。これは本案訴訟で紛争に

かかる法律関係を確定できる事案に限られる。（民事訴訟法第 538 条）。 
(1) 要件 

A、 被保全権利があること 
知的財産権の侵害行為を差し止める旨の仮処分、又は暫定状態を定め

る仮処分を請求する場合、専利権又はその他の権利が存在していること

を示す必要がある。 
B、仮処分の必要性があること 

民事訴訟法第 532 条により、仮処分の必要性は、係争物に関する仮処

分については「請求対象の現状が変更され、後日強制執行ができないか、

又は執行が難しいおそれがあるとき」と規定され、暫定状態を定める仮

処分については、民事訴訟法第 538 条により、「争いがある法律関係に

ついて債権者に生ずる重大な損害又は緊急な危険を避けるためにこれを

必要とするとき」と規定している。その必要性については、例えば侵害

者が模倣品の販売を始め、権利者の売上高が減る場合は保全の必要性が

あると判断され、また模倣品があって権利者の信用が毀損された場合も

保全の必要性があると見なされる。 
(2) 担保金 

一般的に仮処分命令を発するとき、一定の保証金を供託するよう求められ

る場合が多い。裁判所が許可した仮処分についての裁定には、義務者の関連

商品の製造・販売を差し止めることができる旨の記載のほか、権利者が提供

すべき担保金の金額も含まれる。担保金の数額については、債権者の提示し

た金額と債務者が被る予想損害の金額によって決まる。 
(3) 審理 

仮処分の審理方式は、原則として口頭弁論を経ず、書面審理で行なう。た

だし、暫定状態を定める仮処分の申請に関しては、裁判所は仮処分の正当性
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について判断をするため、必要に応じて当事者双方に陳述の機会を与えるこ

とができる（民事訴訟法第 538 条第 4 項）。 
(4) 証明（疎明） 

仮処分においては、証明の程度は疎明で足りる（民事訴訟法第 526 条を準

用）。疎明とは、ある事実の存在又は不存在について、裁判官が一応確から

しいという心証を得ることをいう。 
(5) 仮処分の執行 

一定行為を禁止する不作為を命ずる仮処分命令は、債務者に送達しなけれ

ばならない。また、強制執行法第 132 条により、債権者が仮処分裁定を受け

てから 30 日以内に強制執行の申立てをしなければ、執行することが出来なく

なる。 
 

11-2 仮差押 

仮差押とは、金銭の請求又は金銭の請求に代えることができる請求について強

制執行を保全するため、強制執行の対象となる債務者の所有財産の現状そのまま

を維持することを目的とする保全処分である。なお、仮差押の対象は原則として

債務者の現存財産に限られるが、専利法第 86 条により、他人の発明専利権を侵

害する行為に用いた物、又は当該侵害行為により生じた物は、侵害された者の請

求により、仮差押を行い、賠償の判決後、賠償金の全部又は一部に充当すること

ができる。つまり、その規定により、仮差押の対象は債務者の現存財産に限られ

ず、専利権を侵害する行為に用いた物、又は当該侵害行為により生じた物に及ぶ。

仮差押命令の管轄裁判所については、本案の管轄裁判所又は仮差押係争物の所在

地裁判所である（民事訴訟法第 524 条）。 
仮差押に関する法条：債権者が金銭の請求又は金銭の請求に代えることができ

る請求について強制執行を保全しようとするときは、仮差押を申立てることがで

きる。前項の申立ては、条件或いは期限を付ける請求についても行うことができ

る（民事訴訟法第 522 条）。 
(1) 要件 

A、 強制執行を保全する対象は、金銭の請求又は金銭の請求に代えることが

できる請求である。 
B、 仮処分の必要性があること 

民事訴訟法第 523 条により、仮処分の必要性については、「将来強制

執行をすることができなくなるおそれ、または執行が困難となるおそれ

があるとき」と規定されている。 
(2) 担保金 

民事訴訟法第 526 条第 1 項により、請求及び仮差押の原因は疎明しなけれ

ばならない。ただし、それに関する事実の疎明については、事実上困難であ

るため、実務においては、民事訴訟法第 526 条第 2 項により、債権者が提出
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する担保金によって仮差押の裁定を作成する。また、担保金の金額は原則と

して申立て対象の金額の三分の一を基準とする。担保に供するものは現金の

ほか、裁判所の許可のもと、有価証券或いは定期預金をもって現金に換える

ことができる。 
(3) 仮差押命令の手続き 

A、 被告の財産状況の調査 
B、 仮差押申立書を管轄裁判所又は仮差押係争物の所在地裁判所にの提出 
C、 裁判所は原告の主張と疎明に基づいて審理する 
D、 仮差押裁定の決定 
E、 仮差押の執行 

(4) 仮差押の執行 
裁判所は仮差押裁定を債務者に送達しない。強制執行法第 132 条により、

債権者が仮差押裁定を受けてから 30 日以内に強制執行の申立てをしなけれ

ば、執行することが出来なくなる。 
 

11-3 債務者が保全処分に反する行為をした場合 

不動産に対する仮処分或いは仮差押が裁判所の職権で登記機関に通知し登記

されると、他人がこれを処分した場合、債権者に対抗することができない。 
執行官が保全処分の対象物に保全処分の表示を行った場合、債務者がその表示

を損害、除去、汚損、或いはその効力を失わせた場合、刑法第 139 条の妨害公務

罪が成立し、1 年以下の懲役、拘留或いは罰金を受ける。 
債務者が不作為仮処分命令に違反した場合、代替執行（債務者の費用で物的状

態を除去する）、間接強制（違反時、債務者の拘引、留置、又は罰金）を通じて

救済される。 
 
12. 民事訴訟上の和解 

訴訟上の和解は、当事者双方が互いにその主張を譲り合い、一致した解決方法

を訴訟において陳述することをいう。和解とは、判決以外の原因で訴訟が終了す

る方式である。新民事訴訟法では、当事者間の和解意思が極めて一致する場合、

当事者の申請によって、裁判所（受命又は除託裁判官）は、事件解決のため適当

な和解条件を定めることができる。当事者が和解条件に同意すれば、和解の申請

を撤回することができない（民事訴訟法第 377、377-1 条）。 
裁判上の和解が成立したときにはその内容が和解調書に記載され、和解調書は

確定判決と同一の効力がある（民事訴訟法第 380 条）。和解は当事者双方の互譲

によって成立するものであるから、事後の紛争処理が円滑に履行される場合が多

く、時間的にも迅速な解決を得られるというメリットがある。 
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13. 債務者が任意で返済しない損害賠償債権の確保（強制執行） 

確定の終局判決、民事訴訟法により成立した和解などで債務名義を得ても、債

務者が任意で返済しない場合、債権者の申請によって強制執行手続きを行なうこ

とができる。損害賠償債権の強制執行は金銭請求権であり、その強制執行手続は

強制執行法第二章の規定による。 
強制執行法第二章の規定による、金銭請求権の強制執行手続きについては、財

産の執行対象を固定し（差押え）、それを金銭に換え（換価）、その金銭を債権

者に分配する（配当）の 3 段階で行われ、売却される財産の種類（不動産、船舶、

動産、債権など）に応じて手続が細分されている。なお、金銭請求権については、

債務者の執行開始時における全財産が責任財産となるが、ただし、債務者といえ

ども社会の一員であり、それにふさわしい生活を営む権利は保障されなければな

らないので、一定範囲の動産が執行対象から除外される。すなわち、差押禁止財

産となる（強制執行法第 53 条）。 
債務者所有の財産現況を把握するには、強制執行法第 19 条により、裁判所は職

権によって税務機関その他の関連機関、又は債務者の財産を知っている人に対し、

債務者所有の財産現況を調査することができる。また、強制執行法第 20条により、

裁判所は債務者に対し財産現況を明らかにするよう命じることができる。債務者

が虚偽の報告する場合、又は責任財産を隠す、若しくは処分する場合、強制執行

法第 22 条により、債務者を拘引、拘留することができる。 
強制執行手続きを申請するには、債務名義によって提出すべき書類が異なる。

確定判決との債務名義については、裁判所正本及び判決確定の証明書を提出しな

ければならない（強制執行法第 6 条）。債務者に強制執行に供する財産がなく、

又は財産があっても強制執行を経た後に得る金額がなお債務弁済に不足するとき

は、裁判所は債権者に対し一ヶ月以内に債務者の財産調査報告を命じなければな

らない。無財産であるか、又は債権者に調査報告を命じ、期限が到来したにもか

かわらず故意に報告しないとき、裁判所は、財産があることを発見した時に再度

強制執行する旨を明記した証書を発行して債権者に交付し、所持させなければな

らない（強制執行法第 27 条）。 
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第 3 章 模倣に対する刑事的救済 
 
 

1. 関連法律 

台湾における知的財産権の犯罪について、著作権法の規定を除いて、専利侵害に

関する刑事罰則は 2003 年 3 月 31 の専利法改正により削除されたため、専利権者は

専利権侵害者に対し民事訴訟を提起することしかできなくなった。したがって、こ

こでは商標法及び公平取引法における刑事罰則を主に説明する。 
 

2. 刑事罰の種類及び内容 

2-1 刑事罰の対象 

商標法は、商標に関する犯罪として、商標権侵害罪（商標法第 81 条）、模倣品

販売罪（商標法第 82 条）を規定し、これに対し刑事的制裁を加えている。公平取

引法は、模倣侵害に関する犯罪（公平取引法第 20 条第１項の規定に違犯する場合）

として、当該行為者を懲役、拘留又は１億台湾元以下の罰金又はその併科に処す

ことができる。これに関する詳しい内容については、下記 2-4/5 を参照。 
 

2-2 非親告罪 

上述の商標法、公平取引法に違犯する犯罪は非親告罪である。つまり、被害者

または法律の定める者の告訴がなくても検察官が起訴できる。しかしながら、現

行実務上、非親告罪である商標権侵害事件において、将来の刑事訴訟係属中に影

響力を保つため、告訴の提起を受けて、検察官が捜査を開始した場合が少なくな

い。そのメリットは、万一検察官から不起訴処分を受けた場合、被害者として再

議の提起ができ、また被告と和解する場合、告訴人の身分として告訴を取り下げ

ることができるということである。 
 

2-3 両罰規定 

公平取引法第 38 条の規定により、法人が公平取引法第 35、36、37 条に違犯す

る場合、前三条の規定により行為者を罰するほか、その法人に対しても、当該各

条に定める罰金に処すことができる。 
 
2-4 商標権の場合 

(1) 商標権侵害罪（商標法第 81 条） 
商標権者、又は団体商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかの行為

を為した場合、3 年以下の懲役、拘留又は NT$200,000 以下の罰金に処し、又

は併科する。 
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A、 同一の商品又は役務に、同一の商標又は団体商標を使用する。 
B、 類似の商品又は役務に、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関連する

消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 
C、 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標又は団体商標と類似する商

標を使用して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。 
(2) 模倣品販売罪（商標法第 82 条） 

前条に該当する商品であることを明らかに知りながら、当該商品を販売、

又は販売を意図した展示、輸出又は輸入した者は、1 年以下の懲役、拘留又は

NT$50,000 以下の罰金に処し、又は併科する。 
(3) 沒收（商標法第 83 条） 

前二条の罪を犯して製造、販売、展示、輸出又は輸入した商品、或いは提

供した役務において使用された物品又は書類は、犯人の所有に属するか否か

を問わず、これを没収する。 
 

2-5 不正競争行為の場合 

公平取引法において模倣侵害に関する規定は主に上述の公平取引法第 20 条で

ある。公平取引法第 35 条により、第 20 条第１項の規定に違反した場合は、中央

主管官庁は、第 41 条の規定により期限を定め、その違法行為の停止、改善、又は

必要な更正措置をとることができる。指定された期限を過ぎても、その違反行為

が停止も改善もされず、又は必要な更正措置がとられない場合、又は一旦停止後

再び同様又は類似の違法行為がなされた場合、当該行為者は３年以下の懲役、拘

留又は１億台湾元以下の罰金又はその併科に処すことができる。 
また、営業秘密侵害行為については、公平取引法第 36 条により、第 19 条の規

定に違反し、中央主務官庁が第 41 条の規定により当該違反行為の停止、改正又は

必要な更正措置を採るよう命じたにもかかわらず、指定された期限を過ぎても当

該違反行為が停止、改正されず又は必要な更正措置が採られない場合、又は一旦

停止後、再び同様又は類似の違法行為がなされた場合、行為者は２年以下の懲役、

拘留又は５千万台湾元以下の罰金又はその併科に処すことができる。 
 

3. 刑事罰に科するための要件 

3-1 商標権の場合 

(1) 商標権侵害罪（商標法第 81 条） 
A、 商標権者、又は団体商標権者の同意を得ていない 

行為者が商標権者、又は団体商標権者の同意を得ず、他人の商標を使用

することは、商標権侵害罪の構成要件の一つである。行為者の故意という

要件が明記されていないが、行為者の故意は刑事処罰を成立するか否かの

前提となるので、行為者の故意の有無は究明しなければならない。 
B、 侵害行為 
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a. 同一の商品又は役務に、同一の商標又は団体商標を使用する。 
b. 類似の商品又は役務に、同一の登録商標又は団体商標を使用し、関連す

る消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 
c. 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標又は団体商標と類似する

商標を使用して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれがある場合。 
C、 他人の商標が登録を受け、かつ有効に存在している。 
D、 侵害者には商標使用の行為がある。 

商標使用とは、販売の目的で商標を商品、役務又はその関連物件に用い

たり、若しくは平面画像、デジタルマルチメディア、電子メディア又はそ

の他媒介物を利用して、関連消費者にそれが商標であると認識させること

ができるものをいう。 
E、 侵害者が使用している商標が他人の登録商標と同一或いは類似を構成す

る。 
(2) 模倣品販売罪（商標法第 82 条） 

A、 模倣品であることを認識している。 
行為者が模倣品であることを明白に認識しているという直接故意を有

することを言う。模倣品を他人の登録商標商品と誤認する場合は含んでい

ない。 
B、 模倣品を販売、又は販売を意図した展示、輸出又は輸入する行為。 

3-2 不正競争行為の場合 

前述のとおり、公平取引法における模倣侵害に関する規定は、主に上述の公平

取引法第 20 条である：関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、

商号又は会社の名称、商標、商品容器、包装、外観、又はそのほか、他人の商品

を示す表示と同一又は類似するものを使用し、他人の商品と混同誤認を生じさせ

るに至るか、若しくは当該表記を使用した商品を販売、運送、輸出或はい輸入す

ること（公平取引法第 20 条第 1 項第 1 号）。 
当該規定の要件については、殆ど上記の商標権侵害罪（商標法第 81 条）と模倣

品販売罪（商標法第 82 条）と同じであるため、上記の内容を参照ください。 
なお、1999 年の法改正により、中央主管官庁は、指定された期限を過ぎても、

その違反行為が停止、改善されず、又は必要な更正措置がとられない場合、又は

一旦停止後再び同様又は類似の違法行為がなされた場合、これを刑事罰に科する

前提としている。この点を要注意。 
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4. 権利者がとり得る手段 

4-1 情報の収集 

権利侵害の形跡があった場合、権利者は追跡調査をして侵害容疑者の洗い出し

を急ぎ、刑事告訴の準備をするために情報を収集する。以下に、情報収集の対象

物について、権利侵害を立証するための重要情報を説明する。 
(1) 包装箱の図面と表記を写した模倣品サンプルと写真、及び販売店頭や製造工場

又は倉庫の風景。 
(2) 侵害容疑者によって掲載或いは発行された模倣品の広告（日付を証明できるも

の）。 
(3) 模倣品の販売価格と販売実績を立証できる発売領収書、レシート。 
(4) 侵害容疑者の会社資料、主要株主、資本金構成、営業項目など。 

 

4-2 情報の収集方法 

権利侵害の形跡があった場合、通常は知的財産権侵害事件専門の法律事務所を

通じて調査会社に情報の収集を依頼する。また、商標権侵害と疑われる輸出入貨

物を発見した場合、侵害品の輸出入に関する情報を入手するには、台湾において

は、「商標輸出監視システム」及び「関税総局に対しての模倣品輸出入提示」の

手続きを通じて、税関より輸出入貨物に対するサンプルリング・チェックを行い、

商標権侵害物品を発見することが可能である。これに関しては、第Ⅱ編第 1 章の

2.を参照。 
 

4-3 告訴、告発 

告訴とは、犯罪の被害者などの告訴権者が検察官或いは司法警察官に対し犯罪

事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいう。犯罪の被害者は告訴をする

ことができる。法人の場合は、会社の代表者が代理して告訴を提出することがで

きる。（刑事訴訟法第 232-236、238 条）なお、第三者に商標の使用を許諾し、商

標主務機関（知的財産局）に登記する場合、その第三者は告訴をすることができ

る。 
親告罪において、その告訴は告訴権者が犯人を知った後 6 ヶ月以内に提起しな

ければならない（刑事訴訟法第 237 条）。通常、犯人を知った時点の判断は提出

された証拠によって認定する。 
告発とは、告訴権者と犯人以外の者が検察官或いは司法警察官に対し訴追を求

めることをいう。犯罪の事実に対しては、何人もこれを告発することができる（刑

事訴訟法第 240 条）。告訴と違い、代理人による告発は認められず、告発期間に

も制限がなく、告発を取消した後も再度告発ができる。 
告訴と告発は、書状或いは口頭で検察官或いは司法警察官に対し行うべきであ

る。口頭の告訴と告発は調書を作成しなければならない。口頭の告訴と告発の便
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宜を図るため、検察所に告訴と告発ベルを設置することができる（刑事訴訟法第

242 条）。 
 

4-4 検察・警察機関による捜査 

捜査の開始はいかなる条件も必要としない。検察機関は国によって特別に設置

された犯罪訴追の司法機関であり、告訴、告発、自首又は他の事情によって主観

的に犯罪の容疑があるとさえ認めれば、自ら進んで捜査活動を行うことができる。

台湾の刑事実務において、検察官は捜査機関であり、警察・調査機関は捜査に協

力する補助機関である。検察官は捜査を指揮し、警察・調査機関は検察官の命令

を受けて捜査を行う。 
 

4-5 検察による事件処理の決定 

検察官は、捜査によって得られた証拠を判断し、公訴の提起（公判又は略式）、

不起訴（嫌疑なし、告訴権なし、起訴猶予、犯罪を構成しない）などの事件処理

決定を行う。 
 

4-6 知的財産権保護警察隊について 

台湾での海賊版・模倣品の取締活動については、1981 年に設置された経済部「査

禁模倣商品チーム」が中心となって、模倣品に関する通報の受付けや取締活動を

行ってきたが、「内政部警政署保安警察第二総隊知的財産権保護警察大隊」（通

称「保智大隊」）の成立により、同チームは廃止されした。 
内政部警政署は海賊版一掃計画を実施するため、行政院長（総理大臣に相当）

の指示により、2003 年 1 月 1 日に保智大隊が成立した。保智大隊は総勢 220 名、

保安警察第二、第四、及び第五総隊からなり、大隊の下に二つの中隊を設け、台

北、桃園、台中、嘉義、高雄、花蓮にそれぞれ分隊を配置した。同大隊は、発足

後、直ちに隊員を対象とする専門知識訓練を行い、製造業者、中間卸商、小売店

の三方面に綿密な捜査網を張り巡らし、海賊版ソフトや不法コピーの著作権侵害、

偽ブランドの商標権侵害を効率的に取り締まっている。 
警政署の発表によると、保智大隊の発足以来、2004 年の警察における知的財産

権侵害事犯の摘発件数は 4209 件、侵害物品の時価総額は 86 億 700 万元余り。2005
年の摘発件数は 4648 件に増え、侵害物品の時価総額は一気に 100 億元の大台を突

破する 108 億 8600 万元に上っている。 
 

4-7 主なお問い合わせ先 

台北地方検察署 電話 02-2314-6871 
台中地方検察署 電話 04-2223-2311 
高雄地方検察署 電話 07-216-1468 
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5. 刑事訴訟手続の概要 

5-1 手続概要 

刑事訴訟は、検察官が公訴を提起し、被告、弁護人が防御をし、裁判所が公権

的に判断を行う構造である。 
 

5-2 刑事手続のフローチャート 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情報の収集 

不起訴或は起訴猶予 

控訴、告発、自首及び 
他の事情 

捜査機関による捜査、押収

検査による事件処理決定

起訴 

公
判. 

略
式
手
続 

裁
判
確
定 

告訴人が再議を提起する

場合 
告訴人が再議を提起しな

い場合 

処分確定 理由なし 理由あり 

交付審判 
処分を取り消

し、起訴或は捜

査を続行する
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6. 上訴、不起訴処分に対する不服 

6-1 上訴 

裁判を受けた者（被告、検察官）や被告の法定代理人、配偶者または原審の代

理人や弁護士は上訴することができる。告訴人、被害者が原審の判決に対し不服

する場合、上訴理由をもって検察官に上訴の提起を請求することができ、明らか

に理由無しの場合を除き、検察官が告訴人、被害者の請求を拒絶することはでき

ない（刑事訴訟法第 344、345、346 条）。 
上訴期間は 10 日であり、原審判決書が送達されてから起算する（刑事訴訟法第

349 条）。上訴提起の手続きは、上訴書状を原審裁判所に提出しなければならな

い（刑事訴訟法第 350 条）。 
 
6-2 不起訴処分に対する不服 

告訴人が検察官の不起訴処分又は起訴猶予処分に不服する場合、同不起訴処分

書又は起訴猶予処分書を受け取った日から 7 日以内に、原検察官を通じてその上

級検察機関に再議の申立てをすることができる（刑事訴訟法第 256 条）。告訴人

が上級検察機関の再議却下処分に対し不服する場合、再議却下処分書を受け取っ

てから 10 日以内に、弁護士を委任し理由状をもって、一審裁判所に交付審判を申

請することができる（刑事訴訟法第 258-1 条）。 
 

6-3 再審 

有罪判決が確定した後、原判決が根拠にした証拠物は偽造又は変造によるもの

だと証明されたという原因などで、判決を受ける者の利益のため、再審を申し立

てることができる（刑事訴訟法第 420 条）。有罪、無罪、免訴又は不受理の判決

が確定した後、原判決が根拠にした証拠物は偽造又は変造によるものだと証明さ

れたという原因などで、判決を受ける者の不利益のため、再審を申し立てること

ができる（刑事訴訟法第 422 条）。 
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**第Ⅲ編 知的財産権に関する諸問題 
 

近年、ドメインネーム、商号に関する紛争は絶えることがない。しかし、現在の行

政及び司法救済手順は効率性に欠けており、紛争を有効かつ迅速に解決することがで

きない。また、並行輸入が知的財産権の侵害を構成するか否かは、現在も議論されて

いる。さらに、偽薬問題は台湾を含め、世界的に広がっており、これに関連した健康

被害の拡大も懸念されている。以上の行為は、競争機能の原則に違反し、競争を阻害

し、取引きの秩序に影響を与えるおそれがある。本編では、台湾におけるドメインネ

ームの保護、商号の保護、並行輸入の規定及び偽薬問題につき、それぞれ論じる。 
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**第 1 章 ドメインネームの保護 
 
台湾のドメインネーム登録には「先願主義」（「先に申請したものが勝ち」という

原則）が採用されているが、ドメインネームが他人の商標、標章、氏名、会社又は商

号の名称と同一又は類似しているか否かについて、登録受理機関が審査を行うことは

ない。商標権者又は会社が、登録済みの商標又は会社名称が他人によってドメインネ

ームとして登録されているのを発見したとき、商標権者又は会社とドメインネーム所

有者との間で紛争となる。 
 

1. ドメインネームの登録手続き 

TWNIC（Taiwan Network Information Center、 中国語名称：財團法人台湾網路資

訊中心。ドメインネームの登録を主管する機関）はドメインネーム登録の権限を国

内における中華電信（Hinet）、台湾固網等（合計 9 社）、及び海外の登録受理機関

に授けており、これらの機関がドメインネーム登録業務を行なっている。出願人は

登録受理機関を自由に選択してドメインネーム登録を行うことができ、ドメインネ

ーム登録システムにアクセスして、申請しようとするドメインネーム及び関連登録

情報を入力し、ドメインネームの管理に係る費用（1 年目）が納付された後、ドメ

インネームの登録申請が完成する。 
ドメインネームの登録手続きについては、台湾に支社や子会社を持たない外国企

業であっても、台湾において<xxx.com.tw>又は<xxx.tw>の英文ドメインネーム、及

びそれに対応する<xxx〔Chinese Character(s)〕.tw>の中国語ドメインネームの登録が

できる[<xxx〔Chinese Character(s)〕.com.tw>の中国語ドメインネームはない]。ドメ

インネームの登録に要する費用については、設定登録料は要らない。ドメインネー

ムの登録を維持する場合、年ごとに管理費用として NT$800 又は NT$900〔ドメイ

ンネームの類型（<xxx.com.tw>又は<xxx.tw>）により違う〕を支払わなければなら

ない。オンライ出願から登録まで約 7-10 営業日を要する。 
 

2. ドメインネーム紛争に関する紛争 

2-1 ドメインネーム紛争の処理 

登録人が他人の商標、標章又は会社名を先取りで登録することは、最もよく見

られるドメインネーム紛争タイプで、とりわけ、悪意によるドメインネームの登

録は、他人の著名商標、標章又は会社名を先取りで登録することによって、商標

権者の知名度にただ乗りすること、或いは権利人への高額転売を目論む。 
また、TWNICの「ドメインネーム紛争の処理弁法」（中国語名称：「網域名稱

爭 議 處 理 辦 法 」 、 以 下 「 処 理 法 」 と 略 称 。 処 理 法 の 全 文

は http://www.twnic.net.tw/dn/dn_h_02.htm#1 からダウンロードできる）5 条の規定

http://www.twnic.net.tw/dn/dn_h_02.htm#1�
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によれば、紛争の対象になるドメインネームは下記の 3 つの要件がある。紛争申

立人が登録人に以下の情況を発見したとき、申立てを提出することができる。 
(1) ドメインネームと紛争申立人の商標、標章、氏名、事業者名称又はその他の

標識が同一又は類似しているため混同を生む。 
(2)  登録人がそのドメインネームについて、権利又は正当な利益がない。 
(3)  登録人が悪意でドメインネームを登録又は使用している。 
前項各号の事由の存否を認定する前に、双方の当事者の提出する証拠及びその他

すべての資料を参酌しなければならない。次に掲げる各号のいずれかの情況があ

る場合、登録人は該ドメインネームに係る権利又は正当な利益を有すると認定す

ることができる。 
(1) 登録人が、該ドメインネームの紛争に関する第三者又は紛争処理期間からの

通知を受け取る前に、該ドメインネーム又はそれと相当する名称を善意で使

用していた、或いは使用する準備をしていたことを証明できる場合。 
(2) 登録人が該ドメインネームを使用していることを、既に一般大衆が熟知して

いる場合。 
(3) 登録人が合法的に、非営利目的で又は正当に使用し、且つ消費者を混同、誤

導する、或いは商標、標章、氏名、事業者名称又はその他の標識を減損する

方法を以ってではなく、商業上の利益を獲得する場合。 
1 項 3 号の「悪意によるドメインネーム登録又は使用」の認定は、次に掲げる各

号の情況を参酌することができる。 
(1) 登録人が該ドメインネームを登録又は取得する主な目的が、ドメインネーム

の売却、貸し出し又はその他の方法によって、紛争申立人又はその競争者か

ら該ドメインネーム登録に必要な関連費用に係る利益を超えて獲得すること

にある。 
(2) 登録人が該ドメインネームを登録する目的が、紛争申立人が該商標、標章、

氏名、事業名称又はその他の標識を使用してドメインネームを登録するのを

妨害することにある。 
(3) 登録人が該ドメインネームを登録する主な目的が、競争者の商業活動を妨害

することにある。 
(4) 登録人が営利目的のために、意図的に、紛争申立人の商標、標章、氏名、事

業名称又はその他の標識と混同を生じ、ネットユーザーが登録人のウェブサ

イト又はその他の URL を閲覧するよう誘導、誤導する。 
 

2-2 ドメインネーム紛争の実例 

TWNIC により認可を受け、ドメインネーム紛争処理機間の資格を有する資策會

（資訊工業策進會、Institute for Information Industry）科技法律中心（科学技術法律

センター）は、TWNIC が 2001 年に定めたドメインネーム紛争の処理弁法及び実

施要点にもとづき、専門家チームは、ドメインネーム紛争処理案件に関する最初
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の判断（2001 年 8 月）を下した。申立人である米国企業 Mars Incorporated はドメ

インネーム＜http://www.m-ms.com.tw＞の使用権を取得した。 
米国企業 Mars Incorporated は＜m&m's＞チョコレート製品登録商標の所有者で

ある。Mars Incorporated は、＜m&m's＞は著名商標であり、ドメインネーム＜

http://www.m-ms.com.tw＞の主要部分である＜m-ms＞と当該商標は類似してお

り、かつ原登録者には当該ドメインネームを登録する権利又は正当な利益がない

と主張した。このほか申立人は、当該登録者は使用者に Mars Incorporated の登録

商標と混同を生じさせることによって使用者を誤誘導し、登録者のホームページ

にアクセスさせることを意図していると認めている。原登録者は上記の指摘を否

認し、並びに登録者が法に従って取得したドメインネーム登録であると主張し、

かつ登録者の会社営業項目と申立人の営業項目は異なるとして抗弁している。 
本案件専門家チームは、主要部分の総体的な観察及び比較という原則にもとづ

いて、＜m-ms＞と＜m&m's＞商標の主要文字部分は、読みと外観が極めて類似し

ていると認めた。また、登録者が当該ドメインネーム使用に関して自らが有する

権利又は正当な利益を積極的に証明しなかったこともあり、専門家チームは、＜

m&m's＞は著名商標であり、登録者はそれが他人の著名商標であることを明らか

に知りながら申立人の著名商標に類似する主要文字部分をもって当該ドメインネ

ームの登録を申請したものであり、こうした行為は申立人の著名商標が表彰する

商品品質及び会社の商業上の信用、グッドウィルに乗じる不当な便乗効果を生じ

るものであると認めた。 
また、一般的なインターネット使用にもとづけば、通常、会社名称又は商標の

主要部分をもって当該企業の登録するドメインネームとすることが期待される。

属性型英文ドメイン（Attributed English domain）の使用可能な文字には“&”と“'”
の記号が含まれておらず、消費者が＜m-ms＞を＜m&m's＞と誤認し、かつ当該ホ

ームページの内容が提供する商品及びサービスが申立人の提供するものであると

誤認する可能性は極めて高い。したがって、本案件について、原登録者が登録し

た当該ドメインネームは、インターネット使用者を誘引又は誤誘導することによ

って当該ホームページに目を通させる結果を招いているため、申立人に＜m-ms＞
のドメインネーム使用権取得を認めた。 

 

3. 救済手段 

3-1 紛争処理機関 

ドメインネームの紛争は、①伝統的な訴訟手続きにより救済を提起し、又は②

「公平交易委員会」に申立てを提出するほか、③「処理法」により TWNIC に申

立てを提出することができる。①及び②については、前述した章節を参照された

い。本章においては、現行実務で最も採用されている方法の③を説明する。 
処理法 5 条 3 項の規定によれば、紛争申立人が登録済みのドメインネームに前

述の情況があることを発見したとき、TWNIC が認可する紛争処理機関に訴え出る
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ことができる。現在、認可を受けた紛争処理機関には「情報工業策進会科学技術

法律センター」（中国語名称：資訊工業策進會科技法律中心）及び台北弁護士会

（中国語名称：台北律師公會）がある。 
 

3-2 紛争手続き 

紛争申立人が紛争処理機関に紛争申立書を提出し、紛争処理機関がもし紛争申

立書の内容に規定に合致しない情況を発見した場合、紛争処理期間は紛争申立人

に通知し並びに紛争申立人に通知送達後 5 日以内に補正するよう命じなければな

らず、もし紛争申立人が 5 日以内に補正しなかった場合、紛争申立ては取下げら

れたと見なさなければならない。但し、紛争申立人は依然として改めて紛争申立

てを提出することができる。 
また、紛争申立人は、紛争処理機関に紛争申立書を提出した後、10 日内に紛争

処理費用を納付しなければならず、期限内に費用を納付しなかった場合、申立て

は取下げられたものと見なされる。 
紛争処理機関は、紛争申立てを受理した後、TWNIC に紛争ドメインネームに係

る登録資料を問い合わせ、並びに紛争申立書を登録人及びTWNICに送付した後、

紛争処理手続きを開始しなければならない。登録人は手続き開始日後 20 日内に、

紛争処理機関に答弁書を提出することができ、紛争処理機関は答弁書受領後、す

ぐに答弁書を紛争申立人に送付し、並びに 5 日内に専門家チームを選定しなけれ

ばならない。紛争処理機関は、登録人、紛争申立人及び TWNIC の専門家チーム

に名簿及び決定を作成する予定の期日を通知しなければならない。 
専門家チームは双方の提出する紛争申立書及び答弁書に基づいて書面審理を行

い、14 営業日内に、決定を紛争処理機関に送付し、その後、紛争処理機関が登録

人、紛争申立人及び TWNIC に通知する。紛争処理機関は専門家チームの決定を

受領後 3 日内に、決定全文を双方の当事人及び TWNIC に通知し、TWNIC は決定

をウェブサイトに公布しなければならない。TWNIC は専門家の決定した結果によ

り、ドメインネームの譲渡又は取消を行い、或いは紛争申立人の申請を却下する。 
「処理法」9 条の規定により、紛争申立人が請求できる救済は、登録人のドメ

インネームの取消、又は該ドメインネームの紛争申立人への譲渡に限るものとす

る。 
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**第 2 章 商号（会社名）の保護 

 

1. 商号（会社名）の登録手続き 

台湾における商号との語は、独資若しくはパートナーにより設立された非法人組

織の営利主体に用い、会社組織ではない。「商号」の日本語の意義を考案し、本文

における商号は、会社名も指しまた、これに基づき以下の意見を提供する。 

台湾においては、会社の設立に先立ち、商号及び営業項目の登録審査について、

主務官庁である経済部商業司に申請する必要がある。商号の登録申請の必要書類、

処理時間及び費用は、以下のとおりである： 

書類：(1) 商号と営業項目調査登録申請書 

申請書には、希望の商号を 5個まで、その優先順位に従い記入すること

ができる。 

(2) 委任状 

他人に依頼し申請を提出する場合は、別途委任状の提出が必要である。

また、受任者は会計士と弁護士に限る。 

提出先：経済部商業司 

費用：NT300 元 
所要日数：1～2 週間 
 

主務官庁による会社名の審査は、基本的には「先願主義」原則、即ち、先に申請

した者がその商号を取得できるという原則に基づき行われる。なお、会社名称と業

務予査審理規則により、二会社の名称に異なる業務種類若しくは区別できる文字を

標記する場合は、たとえ両者の特取名称が同じであっても、両者の会社名称は異な

ると見なすので、実務上、例えば「国巨機械股份有限公司」と「国巨電腦股份有限

公司」が併存することが可能である。 

また、申請し登録を受けた商号は、基本的に 6ヶ月間留保される。上記の期間内

に、引続き会社の設立手続きを行わなければ、留保された商号は取り下げられたも

のと見なされる。ちなみに、台湾での商号登録は、会社設立に先立つ手続きに過ぎ

ず、商標のように登録して権利を受けるものではない。よって、台湾で実際に事業

を行わず、会社を設立する意向がない場合は、商号を登録する必要はない。 

 

2. 商号（会社名）に関する紛争 

商号に関する紛争は、登録しようとする名称が他人により先に登録されてしまっ

たこと、及び登録商号を他人により商標若しくは対外表示として使用されることの

二種類に分けることができる。前者については、我が国の主務官庁が商号を審査す

る際は、主に「先願主義」原則に基づき行うので、登録しようとする名称を他人に

先取り登録されてしまった場合、当該名称に対し、正当な権利を有する限り、商標
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法及び公正取引法にて対応することができる。つまり、他人に先取り登録された商

号が、我が国において商標権として登録された場合、商標法で対応することができ

る。また、我が国において商標を登録していない外国著名商標、若しくは商譽のた

だ乗りに該当する場合は、公正取引法で対応することもできる。 
登録商号を他人により商標若しくは対外表示として使用されることについては、

前述のとおり、商号はあくまでも営業主体の区別標識であり、商標のように一旦登

録して権利を受けるものではないが、登録商号が他人により無断で使用されたとき

は、場合により公正取引法で対応することができる。 
(1) 商号が先取り登録された場合 

A、商標法の規制 
商標法第 62 条により、商標権者の同意を得ず、次の事由のいずれかに該

当する場合は、商標権の侵害と見なす 
a. 他人の周知の登録商標であることを明らかに知りながら、同一又は類似

の商標を使用し、又は当該周知商標中の文字を自己の商号として使用し、

周知商標の識別性又は信用を損なった場合。 
ちなみに、台湾において、登録された周知性を有すると認められる商

標を他人が無断で商号として先登録した結果、当該周知商標の識別性又

は信用を損なえば、商標侵害と見なす。 
b. 他人の登録商標であることを明らかに知りながら、当該商標中の文字を

自己の商号として使用し、商品又は役務に関連する消費者に混同誤認を

生じさせる場合 
ちなみに、台湾において、登録商標が周知性を有するとは認められな

いものの、他人が無断でこれを先に商号として登録した結果、消費者に

混同誤認を生じさせた場合も、商標侵害と見なす。 

商標法第62条第1号及び第2号にいう、商標中の「文字」を商号とする侵

害形態は、現在の実務上の多くの見解によれば、商標中の文字と完全に同

じであるものを指している。商標中の文字と類似する文字がこの中に含ま

れるか否かについては依然として紛争がある。  
注意に値するのは台北地方裁判所2004年度智字第16号民事判決で、該判

決は「被告が『七星』又は『Seven Stars』と同一又は類似する文字を、会社

の中国語名称、英語名称の主要部分に使用することを禁止する」と判示し

ており、「類似」も商標法第62条第1号及び第2号の会社名称侵害形態の制限

範囲に属する、と認めている。また、台北地方裁判所2006年度智字第17号
民事判決も同じ見解を採用し、「被告は『黄金猫』と同一又は類似する文字

を、そのペット用品店の主要部分に使用することはできない」と判示して

いる。  
B、 公正取引法の規制 

他人が我が国に登録されていない外国商標を商号として先に登録した場
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合は、基本的に上記の商標法に適用する余地がない。この場合、仮に当該

外国商標が我が国の関連事業又は消費者に一般的に認知されている商標で

あり、若しくは他人の先取り商号登録行為が商譽の不正ただ乗りに該当す

る場合、公正取引法第 20 条第 1 項第 2 号若しくは第 24 条にて対応するこ

とが可能である。（関連する規定の詳細については、第 I 編第 7 章 2、2-1
（1）と（5）を参照） 

(2) 他人により、登録商号が商標若しくは対外表示として使用されること 
関連事業又は消費者に一般的に認知されている他人の商号と同一又は類似す

るものを使用し、それをもって他人の商品、営業、役務の施設又は活動と混同

を生じさせる場合、公正取引法第 20 条第 1 項第 1 号と第 2 号にて対応すること

ができる。（これに関する各要件の詳細については、第 I 編第 7 章 2、2-1（1）
を参照） 

 

3. 救済手段 

(1) 商標法第 62 条に違反する行為に対しては、商標法により、民事救済の手段を通

じ、差止め、損害賠償及び判決を新聞紙に掲載することなどを請求することが

できる。（詳細について、第 2 章の 2.と 8、8-2 を参照） 
(2) 公正取引法に違反する行為に対しては、公正取引法により、民事救済、刑事救

済及び行政救済の手段がある。（当該救済手段の詳細について、第 I 編第 7 章 2、
2-2 を参照） 

商号の審査主務官庁は、経済部商業司であるが、同商業司は基本的に形式的な審

査を行うのみで、実質的な審査は行わない。また、先取り登録された商号に関する

争議については、同商業司に申立てを提起するのではなく、民事訴訟若しくは公正

取引委員会に対する摘発により、判決若しくは処分書を取得してから、商号の廃止

を同商業司に請求することになる。 
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**第 3 章 並行輸入 
 
「並行輸入」とは、輸入者が国内の知的財産権者又はその許諾（ライセンス）を受

けた者の同意を得ず、輸出国で適法に販売された知的財産権に係わる商品（台湾での

俗称は「水貨」である）を第三者を介して直接輸入することであり、そしてそれによ

って輸入国の当該知的財産権の保持者又はその許諾を受けた輸入総代理店等と競争

を行うような輸入のあり方である。「並行輸入」という名称は、台湾では法律用語と

して「平行輸入」と呼ばれている。 
台湾における真正品の並行輸入に関する規制は明文化されており、著作権法上真正

著作物の並行輸入だけは例外的に禁止されているが、並行輸入は容認されている。以

下に、専利権（発明特許権、実用新案権、意匠権）、商標権及び著作権について、真

正商品の並行輸入に関する規定につき説明する。 
 

1. 専利製品の並行輸入 

台湾専利法には、特許権消尽の原則（下記の 1-1 をご参照）につき明文化されて

いる。発明特許権及び実用新案権については、専利法 57 条及び 108 条（57 条を準

用）により、並行輸入を容認している。また、専利法第 125 条は、意匠権を有する

真正品の並行輸入を容認している。 
 

1-1 「権利の消尽」原則 

並行輸入の行為は、私的利益と公的利益の衝突を引き起こす。つまり、真正商

品の並行輸入を認めると、知的財産権の権利者の利益（私的利益）が損害を受け

る。逆に、並行輸入の行為は合法ではないと認めると、市場における商品の自由

な流通（公的利益）を妨害する。このような私的利益と公的利益の衝突を解決す

るため、「権利の消尽」(Doctrine of exhaustion of Right)、又は「ファースト・セー

ル・ドクトリン」(first sale doctrine)という原則が作られた。 
「権利の消尽」原則は、「国内消尽原則」及び「国際消尽原則」に区分される。

発明特許権を例として説明する。 
「国内消尽原則」：台湾国内において、発明特許権者が合法的に製品を販売（フ

ァースト・セール）した後は、国内における他人による転売を禁止することがで

きないことをいう。つまり、発明特許製品が、権利者により適法に市場に販売さ

れた時点で、発明特許権はその目的を達成し、その効力は台湾国内で消耗し尽く

されたことを意味する。「国内消尽原則」により、製品の販売権は台湾国内にお

いてのみ消尽したが、国外での権利は消尽しない。よって、権利者は依然として

輸入権を有するので、権利者の同意を得ずに他人が国外から輸入した真正品は、

販売することができない。即ち、当該並行輸入は権利者の発明特許権侵害となる。 
「国際消尽原則」：台湾発明特許権を有する者が世界のいずれかの国・地域で合
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法的に商品を販売（ファースト・セール）した後は、すべての他人による転売を

禁止することができないことをいう。つまり、権利者はファースト・セール以降

の販売に対して権利を有しないということである。権利の消尽の区域は全世界に

及ぶものであり、発明特許権者は、自らが製造した物品及びその同意の下に製造

された物品に対して、世界各地の何処で販売されたかにかかわらず、権利を主張

することはできない。したがって、並行輸入された真正品は自由に販売すること

ができる。 
 

1-2 発明特許権及び実用新案権の保護に関する規定 

1-2-2 発明特許権 
発明特許権者の排他権及び輸入に関する規定は、専利法 56 条、57 条及び

専利法施行細則 39 条に定められている。 
 

56条 1項 
 
 
56条 2項 

物品の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他

人がその同意を得ずに、当該物品を製造、販売、販売の申し出、使

用をすること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権

利を専有する。 
方法の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他

人がその同意を得ずに、当該方法を使用及び当該方法をもって直接

製造した物品を使用、販売の申し出、販売をすること、又はこれら

を目的として輸入することを排除する権利を専有する。 
57条 1項 
 
 
 
57条 2項 

発明特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 
⑥専利権者が製造した専利製品又は特許権者の同意を得て製造し

た専利製品が販売された後、当該製品を使用又は再販売する行為。

前記の製造、販売行為は国内に限らない。 
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内においてのみ継続

して使用することができる。また、6 号における販売できる区域は、

裁判所が事実に基づいて認定する。 
細則 
39 条 

専利法 57 条 2 項及び 125 条 2 項が定める「販売できる区域」につ

いて、裁判所が契約の約定、当事者の真意、取引の習慣又はその他

客観的事実を参酌し認定する。 

 
上記 56 条の規定により、発明特許権者は商品輸入権を有する。なお、他

人が発明特許製品、又は当該発明特許権者からライセンスを受けた者が製造

した物品を、発明特許権者の同意を得ずに販売目的で台湾に輸入した場合、

発明特許権者はそれらを排除する権利を専有することになる。 
57 条 1 項 6 号の規定によれば、発明特許権の効力が及ばないものとは、「専

利権者が製造した専利製品又は特許権者の同意を得て製造した専利製品が
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販売された後、当該製品を使用又は再販売する行為をいう。前記の製造、販

売行為は国内に限らない。」と規定されている。57 条 1 項 6 号の規定は、権

利消尽の原則を明文化したものであると言われている。しかし、57 条 2 項後

段にある「販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて認定する」との規定

があるので、台湾における権利消尽原則は、果たして「国際消尽原則」を採

っているのか、又は「国内消尽原則」を採っているのか議論されている。並

行輸入についての通説としては、専利権者又はその同意を得た者が製造した

ものを、第三者が専利権者の同意を得ずに台湾に輸入した場合、57 条 1 項 6
号の規定によって特許権の効力が及ばないので、特許権の侵害にはならず、

したがってその輸入を差し止めることができない。つまり、並行輸入が認め

られている。 
実用新案権 
実用新案の並行輸入に関係する条文は、専利法 106 条 1 項及び 108 条であ

る。よって、専利 108 条により 57 条を準用し、並行輸入を容認している。 
 

106 条 
1 項 

新案権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人がその同意

を得ずに当該実用新案に係る物品を製造、販売の申し出、販売、使

用すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利

を専有する。 
108 条 25 条から 29 条、31 条から 34 条、35 条 2 項、42 条、45 条 2 項、

50 条、57 条、59 条から 62 条、64 条から 66 条、67 条 3 項・4 項、

68 条から 71 条、73 条から 75 条、78 条 1 項・2 項・4 項、79 条か

ら 86 条、88 条から 92 条までの規定は、実用新案に準用する。 

 

1-3 意匠権の保護に関する規定 

意匠の並行輸入に関係する条文は 123 条 1 項及び 125 条であり、これらは並行

輸入を容認している。 
 

123 条 
1 項 
 

意匠権者は、当該意匠が施された物品について、本法で別に規定がある

場合を除き、他人がその同意を得ずに当該意匠登録及び類似意匠登録を

受けた物品を製造、販売、販売の申し出、使用をしたり、又はこれらを

目的として輸入することを排除する権利を専有する。 
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125 条 
1 項 
 
 
 
125 条 
2 項 

意匠権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 
⑥意匠権者が製造した意匠権物品、又は意匠権者の同意を得て製造した

意匠権物品が販売された後、当該物品を使用又は再販する行為。前記の

製造、販売行為は国内に限らない。 
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する場

合に限る。第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づいて

これを認定する。 
細則 
39 条 

専利法 57 条 2 項及び 125 条 2 項が定める「販売できる区域」について

は、裁判所が契約の約定、当事者の真意、取引の習慣又はその他客観的

事実を参酌し認定する。 

 

1-4 実例「德霞貿易有限公司」vs「千松貿易股份有限公司」事件 

「タイル切断機」は、石井明憲（日本人）により発明されたものである。「德

霞貿易有限公司」は、台湾の貿易会社である（以下「徳霞社」という）。1989 年

に石井氏は台湾における実用新案権（13917 号）を台湾の徳霞社に譲渡した。徳

霞社は台湾で「タイル切断機」を製造、販売する独占的権利を有することになっ

た。被告「千松貿易股份有限公司」（以下「千松社」という）もまた台湾にある

貿易会社である。上述の実用新案権の有効期間内に、千松社の取締役張氏は別の

貿易会社を通じ、「シンガポールに輸出すること」を理由として、日本にある株

式会社超硬工具製作所（以下「石井社」という）からタイル切断機を買い付け、

台湾に輸入し、そして台湾で販売した。 
本件は民事事件、刑事事件（当時専利法には刑罰の規定はあったが、現行法に

は刑罰の規定はない）の両方で訴訟が提起された。民事訴訟については、千松社

から徳霞社に対し、民法により損害賠償を請求する件であったが、裁判所は並行

輸入に係る行為が違法であるか否かの争点につき判断しなかったので、本章では

民事訴訟の判決内容を省略する。刑事訴訟については、最終的に、最高裁におい

て、刑事最高裁は「旧専利法 43 条（現行 57 条の元条文）によって、並行輸入の

犯罪を構成しない」と判断した。 
 

2. 商標権に関する真正商品の並行輸入 

商標権は営業表示に関する権利であり、主として商品の出所表示機能を有する権

利である。専利の保護は専利製品を製造し拡布すべき排他的権利として具体化する

とともに、発明者に対し、資本回収と報酬の受け取りを可能とすることを意味する。

さらに、これらの機能によって産業の発達に寄与するという意味も有することにな

る。したがって、商標と専利の保護は、性質上異なっている。台湾の商標実務界及

び学界では、商標権に関する真正品の並行輸入は合法であるとの意見で一致してい

る。 
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2-1 商標権に関する真正商品の並行輸入に関する規定  

商標の並行輸入に関係する条文は商標法 30 条 2 項である。 
 

30 条 2 項 
 

商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者により市場で取引

きされ流通する場合、或いは関連機関が法により競売又は処置する場

合、商標権者は当該商品について商標権を主張することができない。但

し、商品の変質、毀損を防止するため、又はその他正当な事由がある場

合はこの限りでない。 
 

以上の規定により、商標の並行輸入は容認されている。商標権者又はその使用

権者は、商標を付した商品が市場で取引又は流通される場合につき、当該商標権

を再び主張することはできない。ただし、商標の変質、毀損を防止するため、又

はその他の正当な事由がある場合はこの限りでない。上記条文は並行輸入容認の

法律上の根拠されているが、同規定は権利の消尽原則に類似する理論に基づくも

のと言われている。 

 

2-2 実例 「台湾明治股份有限公司」vs 「三邦貿易有限会社」事件 

「台湾明治股份有限公司」（以下「台湾明治社」という）は商標「CHELSEA & 
Logo」（指定商品：菓子類）の登録を受けている。「三邦貿易有限会社」（以下

「三邦社」という）はインドネシアで製造され、シンガポールで販売されている

「CHELSEA & Logo」商標を付したキャンディー等を輸入し、台湾で販売した。

台湾明治社は三邦社に対し、その輸入・販売行為を停止するよう警告し、また裁

判所に訴訟を提出した。最高裁は「①輸入された商品は真正商品であり、その品

質は商標権者又はライセンスを受けた使用者が製造したものと同等であり、かつ

②輸入商品が権利者の商品であると消費者に誤認させないので、当該並行輸入は

合法である（最高裁 81 年度台上字第 2444 号民事判決、1992 年）」とし、商標機

能論を強調した。本件は最高裁の判決においてはじめて「真正商品の並行輸入」

という名称が使用され、最高裁ではじめて並行輸入が認められた事件でもある。 
 

3. 著作物の並行輸入 

3-1 著作権法上真正著作物の並行輸入に関する規定 

著作物の並行輸入に関係する条文には、著作権法 28 条の 1、87 条 4 号及び 87
条の 1 がある。これらの中で、最も並行輸入と関係が深い条文は 87 条 4 号である。

原則としては、著作物の並行輸入を禁止しており、例外的に、87 条の 1 に規定さ

れた事情がある場合は、並行輸入することを制限することはできない。 
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28 条の 1 著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、所有権移転の方式で、

その著作物を頒布する権利を専有する。 
実演家は録音著作に複製された実演について、所有権移転の方式で、そ

の著作を頒布する権利を専有する。 

87 条 4 号 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本法に別段の定めがある場合を

除き、著作権又は製版権を侵害するものとみなす。 
④著作財産権者又は製版権者の許諾なく複製された複製物又は製版物

を輸入する場合。 

87 条の 1 次のいずれかに該当する場合は、前条第 4 号の規定を適用しない。 
①国又は地方公共団体の機関の利用に供するために輸入する場合。但

し、視聴覚著作物のオリジナル又はその複製物を、学校又はその他教

育施設の利用に供するために輸入する場合、又は資料保存以外の目的

で輸入する場合は、この限りでない。 
②非営利の学術施設、教育施設又は宗教施設の資料保存に供する目的の

ために、視聴覚の著作物のオリジナル又は一定数量の複製物を輸入し

て 48 条の規定に従い利用する場合、又は図書館が貸与又は資料保存

の目的のために、視聴覚著作物以外の他の著作物のオリジナル又は一

定数量の複製物を輸入して 48 条の規定に従い利用する場合。 
③頒布を目的としない輸入者の個人的使用に供するため、又は入国者の

荷物の一部として、著作物のオリジナル又は一定数量の複製物を輸入

する場合。 
④貨物、機器又は設備に包含された著作物のオリジナル又はその複製物

が、当該貨物、機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された場合は、

当該著作物のオリジナル又はその複製物を、貨物、機器又は設備を使

用したり操作したりする際に複製してはならない。 
⑤貨物、機器又は設備に付属している取扱い説明書又はマニュアルが、

貨物、機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された場合。ただし、取

扱い説明書又は 操作 マニュアルが主要な輸入物品である場合は、こ

の限りでない。 
前項第 2 号及び第 3 号に規定する一定数量は、主務機関が別に定める。

 
3-2 実例 

被告は漫画店を経営し、漫画本のリース業務を行なってる。1997 年の年末に不

明のところから「H2」という漫画本の 21 巻を 2 冊、22 巻を 1 冊、及び「我們的

足球場」という漫画本の 21 巻を 1 冊、22 巻を 1 冊購入した。上述の漫画本は、

著作財権者が香港の出版社にライセンスして出版されたものである。被告は著作

財産権者又は台湾におけるライセンシーの同意を得ず、頒布の目的で香港から上
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記の漫画本を輸入し、当該漫画本を入手した後、漫画店に陳列し、不特定の顧客

にリース業務を行なった。台湾高裁はこの事件に対し、当該並行輸入は違法であ

るとし、「被告は著作財産権者の同意を得ずに、『著作物のオリジナル又はその

複製物』を輸入した。この事件には著作権法 87条の 1に規定している情況がなく、

87 条 4 号により著作権を侵害するものとみなす。（台湾高裁 89 年上易字 3529 号

判決）」とした。 
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**第 4 章 偽薬(ニセ薬)問題 

 

1. 薬品の管理 

台湾において、薬物（薬品及び医療器材を含む）、薬商、薬局の管理に関連する

事項は、「薬事法」（1993 年 2 月 5 日の法改正までは、「薬物薬商管理法」と称さ

れていた。現行法は 2006 年 5 月 30 日に改正されたものである）に定められている。

薬事の主務官庁については、中央においては行政院衛生署、直轄市（台北市、高雄

市）においては直轄市政府、県（市）においては県（市）政府を指す（薬事法 2 条）。 
薬品を製造又は輸入する際、中央主務官庁に検査登録を申請し、許可を経て薬品

許可証の発給を受けた後に初めて製造又は輸入することができる（薬事法 39 条）。

薬商、薬局になることを申請する者は、許可ライセンスを受領して初めて営業する

ことができる（薬事法 27、34 条）。 
 

1-1 偽薬(ニセ薬)の定義 

薬事法 20 条によると、「偽薬」とは、検査又は検証を経た薬品のうち、下記の

いずれかに該当するものを指す。①許可を経ず、勝手に製造したもの、②含有す

る有効成分の名称が許可されたものに合致しないもの、③他人の製品を入れ換え

又は混入したもの、又は④有効期間の表示の書き直し又は変更したもの。 
以上の法文内容から見ると、法律上における「偽薬」の定義は、模倣薬は勿論、

如何なる薬品も、薬事法 39 条の規定 1 項の規定に従わずに製造・輸入したものは

「偽薬」となる。つまり、許可を経て薬品許可証の発給を受ける前に、勝手に製

造又は輸入されたものは、たとえ当該薬品に高い治療効果があり、人体に傷害を

与えないとしても、法律上は依然として「偽薬」とされる。 
 

1-2 台湾における偽薬に関する現状 

偽薬問題が国際的に注目を浴びている。最近、国際的なタスクフォースである

IMPACT（International Medical products Anti-counterfeiting Taskforce）では、先進国

においても 1% 程度、開発途上国では 10~30% の医薬品が偽薬に侵食されている

との報告があった。台湾における 2006 年度の報告によると、台湾の偽薬は約 300
億台湾元程度の規模にもなったということで、大きな問題となっている。 
近年、偽薬の製造は、主に不法集団により行なわれており、その方法は「台湾

で注文→中国で製造→台湾に逆輸入」というものである。販売されている主な偽

薬は、男性用精力剤及び女性のダイエット薬であり、添付の図表 1 は行政院衛生

署の集計資料で、そのうち、台湾市場でよく見られる偽薬は 18 種類リストアップ

されている。模倣された薬名及びその用途については、図表 1 をご参照いただき

たい。偽薬の販売ルートは、主にインターネット販売、ラジオ放送局販売及びナ
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イトマーケットである。しかし、2006 年 11 月には、台湾南部にある嘉義県太保

市の「華済医院」で、高血圧症用の「ノルバスク」（NORVASC 脈優）の偽薬が

来院患者に渡したという事件があった。貴重な治療薬の供給は、品質管理責任者

により監督されるべきであるのに、なぜ一般の患者が公共の場で偽薬を掴まされ

たのか、実に不思議であり、偽薬問題はますます深刻化する一方である。このよ

うなこともあり、薬事主務官庁（行政院衛生署）、保智大隊（知的財産保護警察

隊）及び法務部等は、偽薬問題を更に重視するようになった。なお、法制におい

て、2007 年 3 月 21 日に修正して公布された薬師法 21 条に「禁制薬又は偽薬であ

ることを明確に知っていながらそれを販売している薬師に対し、薬師証及び営業

ライセンスを取消すことができる」旨規定されている。 
 

1-3 偽薬事例の紹介 

1-3-1 背景 
台中の警察・調査機関は 2004 年 5 月に「薬商の羅氏をはじめ数人が『リ

ダクティル』(REDUCTIL 諾美婷)、『バイアグラ』(VIAGRA 威而鋼)等の

偽薬を台中で不法製造し、台湾全島に販売している疑いがある」との通報を

受けた。調査機関が捜査を行なった結果、通報の内容は事実であるようなの

で、当該事件は検察官に送致され、捜査が進められた。 
1-3-2 事件の経緯 

羅氏はある化学薬品会社の元総経理であり、「薬品を製造する際、その成

分・規格・性能及び製造方法の要旨、検査実験の規格・方法及び関係資料又

は証書を、原文と中文のラベル、原文と中文の説明書及び見本を添え、かつ

費用を納付して中央衛生機関に検査登録を申請し、許可を経て薬品許可証

の発給を受けた後に初めて製造することができる」ことを明らかに知ってお

り、また同氏は「リダクティル」 (REDUCTIL 諾美婷)、「バイアグラ」 
(VIAGRA 威而鋼)、「シアリス」(CIALIS 犀利士)、「ゾルピテム」（STILNOX 

使蒂諾斯）等の薬品は海外の大手製薬メーカーにて製造されている製品で、

それらの薬品の台湾における著名性についても明らかに知っている。なお、

上記の薬品の商標はいずれも知的財産局に登録出願され登録を受けており、

有効期間内のものである。 
以前、羅氏は偽薬を販売していたことがあり、偽薬市場は非常に高い利益

を生む市場であることを身をもって体験していた。それゆえ、羅氏は自ら偽

薬の製造を始めたのである。偽薬の製造は分業体制になっており、不法行為

を行ったのは数人の偽造グループであった。 
手口としては、まず、羅氏は台商(中国にいる台湾人ビジネスマン)の鄭氏

に、「リダクティル」、「バイアグラ」、「シアリス」、「ゾルピテム」の

偽造薬の半製品に係る製造を委託し、その後当該半製品を台湾に分散して輸

入していた。偽造薬の半製品が輸入された後、薛氏は偽造パッケージ(カラ
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ー)及び中文・英文の説明書を製造し、陳氏はバイアグラのレーザラベルを

偽造していた。羅氏は包装された偽薬を薬局薬師の黄氏に販売していた。 
その後、羅氏と黄氏は共同で、台商(中国にいる台湾人ビジネスマン)の鄭

氏に大量の「リダクティル」、「バイアグラ」、「シアリス」、「ゾルピテ

ム」を注文した。羅氏は更に封かん機等の機械を購入し、許氏を雇って偽薬

の封かん作業を行なわせていた。 
以上の事件は九つの地点で同時に捜査が進められた。警察・調査機関は、

「バイアグラ」105 万粒、「リダクティル」11 万粒、「ゾルピテム」（STILNOX）・

「シアリス」は合計 143 万粒、の大量の偽薬、及び製造器具(総額 約 1 億

2,600 万元)を押収した。本件は台中地裁検察署検察官より公訴が提起された。 
1-3-3 刑罰 

a) 羅氏、黄氏、許氏は中国から大量の偽薬を輸入し、偽造のカラー・パッケ

ージを印刷し、偽薬を包装して薬商・薬局を通じ、偽薬を販売していた。

当該 3 人にそれぞれ薬事法 82 条 1 項偽薬の製造・輸入をした罪、83 条 1
項偽薬を販売した罪、86 条 1 項他人の薬名を冒用した罪、商標法 81 条 1
項 1 号商標侵害罪、刑法 210 条文書偽造罪、216 条偽造文書を行使した罪、

著作権法 91 条 1 項著作権(複製権)侵害罪が下された。 
b) 薛氏、陳氏は羅氏の委託を受け、偽造パッケージ(カラー)及び中文・英文

の説明書を製造し、バイアグラのレーザラベルを偽造していたので、商標

法 81 条 1 項 1 号商標侵害罪、刑法 210 条文書偽造罪、216 条偽造文書を

行使した罪、著作権法 91 条 1 項著作権(複製権)侵害罪を犯したことにな

る。 
 

1-4 薬品に関する知的財産権問題 

1-4-1 ジェネリック医薬品使用説明書の著作権侵害問題 
行政院衛生署が公布、施行した「薬品査験登記審査準則」（「薬品検査登

記審査準則」）4条2号の規定によれば、国内で既に承認されている医薬品と

同じ成分、剤型、効能・効果を有する薬剤をジェネリック医薬品（学名薬）

という。当該条項にいう「既に承認されている医薬品」とは、通常、これま

でに特許を受けたことがないか、又は特許権存続期間が既に終了しているた

め、ジェネリック医薬品には一般的に特許権侵害の問題は発生しないように

思われる。現行実務では、薬物の専利権の存続期間内に行政院衛生署が特許

権者以外の第三者からのジェネリック医薬品の申請を許可することがある。

（下記の1-4-2を参照)。しかし、実務上、ジェネリック医薬品の薬品使用説

明書は、著作権侵害の重大な危機に直面している。 
法律の優先順位からみれば、著作権法（法律）は「薬品検査登記審査準則」

（規則）より高い。2005年3月31日付93年（2004年）度智字第81号民事判
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決では、「『薬品検査登記審査準則』は行政規範にすぎず、著作権法の規定を

覆す効力を有さない」との判示が、台北地方裁判所により下されている。一

方、南投地裁の見解では、当該「薬品検査登記審査準則」を根拠に著作権侵

害を阻却することができるとしている。また、台北地裁も当該「薬品検査登

記審査準則」を引用し、被告は犯罪故意を有さないと認め、不起訴処分を下

した。 
このように、台湾においては、「ジェネリック医薬品使用説明書」が著作

物になるか否か、また「薬品査験登記審査準則」に従って薬品説明を記載し

た場合、著作権侵害を構成するか否かについて、肯定説（多数）及び否定説

が共に存在するので、今もなお議論されている。最近、高等裁判所にて「ジ

ェネリック医薬品使用説明書は著作権の侵害を構成しない」との判決が下さ

れ、注目を集めている。 
① 2007 年 2 月 13 日、台灣高等法院 94 年度智上字第 17 號民事判決 
② 2007 年 1 月 14 日、台灣高等法院台中分院 95 年度智上字第 9 號民事判決 
以上 2 件の高裁判決はいずれも上訴できるので、将来、最高裁の意見が各

級裁判所に影響を及ぼすことが予想される。 
1-4-2 ジェネリック医薬品の許可と特許権の衝突 

現行実務では、薬物に専利を与える主務官庁は知的財産局であり、ジェネ

リック医薬品を審査する官庁は行政院衛生署である。したがって、薬物の専

利権の存続期間内に行政院衛生署が特許権者以外の第三者からのジェネリ

ック医薬品の申請を許可することがある。 
発明特許権の効力に関しては、台湾特許法 56 条 1 項及び 2 項にそれぞれ

「物品の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人がそ

の同意を得ずに、当該物品を製造、販売、販売の申し出、使用をすること、

又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有する」、「方法

の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人がその同意

を得ずに、当該方法を使用及び当該方法をもって直接製造した物品を使用、

販売の申し出、販売をすること、又はこれらを目的として輸入することを排

除する権利を専有する」と規定されている。また、発明特許権効力の制限に

ついては、台湾特許法 57 条に各号事項が列挙されており、そのうち同条 1
項 1 号には、「研究、授業又は実験のためにその発明を実施し、営利上の行

為ではないものには、特許権の効力が及ばない」との規定がある。このほか、

2005 年 2 月 5 日に改正された台湾薬事法 40 条の 2 第 5 項にも、「新薬特許

権は、製薬業者が検査登記を申請する前に行なった研究、授業又は実験には

及ばない」と規定されている。台湾特許法又は台湾薬事法にいう特許権効力

の及ばない「研究、授業又は実験」に含まれるもの、及び免責範囲について

は、実務上多くの紛争がある。 
台北地方裁判所 2004 年度智字第 77 号薬品方法特許権侵害民事訴訟案件に
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おいて、被告は台湾薬事法 40 条の 2 第 5 項を引用して免責を主張する抗弁

を行なったが、裁判所はこれを採用しなかった。裁判所は当該案判決理由に

おいて初めて当該条項の適用条件について説明した。これは我が国の製薬産

業に大きな影響を及ぼすものである。 
裁判所は初めに「台湾薬事法 40 条の 2 第 5 項の特許権効力の制限規定は、

『新薬特許権』について言及しており、かかる規範は『製品』にのみ及び、

『製造方法』に及ばないことは明らかである。本件原告の主張する発明特許

は方法特許であるため、被告は当該条項を引用して免責を求める抗弁を行な

うことはできない」と認めたうえで、「『研究、授業又は実験』とは、薬品

を輸入した後、この薬品をそのまま直接使用するのではなく、分析や分解を

行ない、異なる製造方法で同様の効果を有する薬品を製造することを指し、

この種の分析や分解を行なう場合、かかる行為は研究又は実験行為と見なす

ことができ、特許権侵害行為とは認めない。但し、本件被告は原告の製造方

法を用いて製造した薬品に水を添加しただけにすぎず、かかる行為には何の

技術も要さない。したがって、本件被告の当該行為は、研究又は実験行為と

認めることはできない」と判示した。裁判所は本件被告の輸入及び使用行為

は共に特許権侵害を構成すると認めているが、「但し、いわゆる研究又は実

験行為に合致するのであれば、研究又は実験を目的として『輸入する』行為

についても免責とすることができる」旨、強調している。 
本件は、台湾薬事法 40 条の 2 第 5 項を過去に遡及して適用するか否かの

問題にからむものである。当該条項は 2005 年 2 月 5 日に改正されたが、本

件はそれよりも早く、2004 年に既に裁判所で審理されたものであり、民事案

件は刑法 2 条にいうような「従新従軽原則」（新しいもの、軽いものを選択

することができるとする原則）はまだ適用されていなかった。法律に明文規

範がある場合を除き、民事案件審理中に初めて発効し施行された民事関連規

定を引用又は適用できるか否かについては、おそらく今後も紛争があるもの

と思われる。 
 

2. 偽薬の取締り 

2-1 政府機関における偽薬の取締り 

偽造薬の種類は多く、パッケージも本物に酷似しており、社名や製造番号、製

造日などがすべて印刷されており、一般消費者が真偽を判別するのは難しいのが

状況である。したがって、偽薬による詐欺は世界的に広がっており、これに関連

した健康被害の拡大も懸念されている。国内の衛生保険の主務官庁である行政院

衛生署をはじめ、税関、内政部警政署、海岸巡防署、法務部調査局等関連機関は

偽薬の取締りをしており、これらの機関が 2003 年から 2006 年までの間に検察官

に送致した「禁制薬(法律で販売を禁止されている薬品)及び偽薬」の薬事事犯の

件数は合計 1114 件あり (図表 2 を参照)、2006 年度で事件の捜査を終えた件数は
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379 件、事件に関与した人数は 553 人である。(図表 3 を参照)。 
 

地方衛生局は常に管轄区内の「薬品を製造・輸入・販売する薬商」の薬物及び

化粧品を検査・調査している。検査不合格のものについては、法律により処分す

る。この他、行政院衛生署はその下級機関の各地方衛生局と共に、「連合取締り

グールプ」（中国語：「聯合緝査小組」）を設け、当該グールプは警察、消費者

代表の協力を受け、医療機構・薬局、及びナイトマーケット等に対し、不法薬物

の取締りを強化し、取締りの成果を上げ、有効に不法薬物の流通を食い止めてい

る。なお、不法薬物の取締りの専用アドレス drug@doh.gov.tw及びフリーダイヤル

0800-625-748 も設けており、消費者もそれらを利用して不法薬物の通報をするこ

とができる。この他、下記のような、通報するための専用電話及びホームページ

も利用できる。 
 

保智大隊：0800-016-597  
法務部調査局：(02)2918-8888 
刑事局：(02)2766-1919；(02)2766-8989 
薬物不良品通報システム：http://recall.doh.gov.tw Tel: (02)2396-0100  

 
さらに、上記署内の「連合取締りグールプ」のほか、行政院衛生署は不法薬物

の取締りを強化するため、衛生署は他部会の法務部、内政部警政署、行政院海岸

巡防署、財政部税関総局及び司法院と提携し、「打擊不法藥物專案會報（中国語）」

という不法薬物を取り締まる専門グループを設立している。 
 
2-2 薬品真偽の判別 

行政院衛生署のホームページには「不法薬物専区」のWebサイト

(http://www.doh.gov.tw/cht/medicine.htm)が設置されており、台湾でよく使われてい

る 18 種類の薬品の「本物と偽物とを対比させた図形」及び製薬メーカーのライセ

ンスを受けている販売店のリストを登載している。 
製造・輸入を許可された薬物（薬品及び医療器材）は、法律の規定により、商

品のラベル、説明書又パッケージに下記の事項を掲載しなければならない。消費

者は薬品のパッケージに完全な標示があるか否かを観察するほか、薬品の「許可

字号」より類型(例えば、「衛署成輸字第○○○○○○號」及「内衛成輸字第○○○○○○號」にある「衛

署」は衛生署、「成」は市販薬(中国語：「成薬」)、「輸」は輸入、を意味する。よって、前掲の「許

可字号」を見れば、それは「衛生署が薬品輸入を許可した第○○○○○○号の市販薬である」ことが分

かる。薬品の字号の類型は7つあり、詳しくは上記の「不法薬物専区」のWebサイトを参照)を判

別できる。なお、衛生署は許可された薬物の許可証内容に係るデータベースを構

築した。消費者は、使用している薬物が合法的薬物であるか否かを確認する際、

衛生署のデータベース（http://203.65.100.151/DO8180.asp）を利用できる。 

mailto:drug@doh.gov.tw�
http://recall.doh.gov.tw/�
http://www.doh.gov.tw/cht/medicine.htm�
http://203.65.100.151/DO8180.asp�
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記 
製造メーカーの名称及び住所、品名及び許可番号、薬品のグレード・類別、製造日、

主要成分の含量、用量、使用方法、適応病症又は効能、副作用、禁止事項及びその他

の注意事項、有効期間又は保存期間。 
消費者又は薬商等は、偽薬を発見した際、当該偽薬を密封して保存し、現地の衛生

局又は上記 2-1 に記載している電話等で関連機関に通報するよう努める。なお、薬商

等の権利者は、通報した後、検察、警察、調査機関と協力し、偽薬の出所の究明に協

力する。ご参考までに、権利者が為すべき事項について、次の頁に示す。 
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偽薬情報収集・

関連機関に通報

偽薬発見 

・衛生署 0800-625-748；

(02)2321-0151 
・保智大隊：0800-016-597  

查・法務部調 局：(02)2918-8888 

・刑事局：(02)2766-1919；

(02)2766-8989 

薬品鑑定 
 

警告状発送 
ライセンス交渉

行政救済

経済部知的

財産局 

税関の水際

措施 

経済部国際

貿易局 

公平交易委

員会 

無効審判

輸出入の差

止め 

輸出入の一時停止処分

ブラックリスト登載 
過料処分 

是正措置命令 
過料処分 

本案訴訟 
(地方裁判所) 

訴訟 

最高裁判所

公判 
略式起訴の場合、

公判なし 

犯罪とならない

告訴権なし 

嫌疑なし 

刑事 告訴・告発 捜査・押収

起訴 
略式起訴

不起訴 

民事 
仮処分 
仮差押 

起訴猶予

判決

高等裁判所

執行 
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3. 救済方法 

偽薬事件については、侵害されているのは殆ど大手製薬メーカーの有名なブラン

ト薬品である。したがって、通常、権利者は侵害者に対し、薬事法違反及び周知・

著名商標保護（商標法及び公平取引法）の違反を主張することができる。本章では、

薬事法を中心として、周知・著名商標の保護に係る商標法、公平取引法等における

救済方法を説明する。 
 

3-1 薬事法 

刑事救済はあるが、民事救済の規定はない。 
偽薬の製造・輸入をした罪 
偽薬又は禁制薬を製造又は輸入した者は、10 年以下の懲役に処し、台湾元 1000

万元以下の罰金を併科することができる。未遂犯も同様に罰する。（82 条 1 項、

4 項） 
なお、前項の罪を犯し、これにより人を死に至らしめた者は無期懲役又は 10 年

以上の懲役に処する。人に重傷を負わせた者は 7 年以上の懲役に処する。（82 条

2 項） 
過失により「偽薬の製造・輸入をした罪」を犯した者は、3 年以下の懲役、拘

留又は台湾元 50 万元以下の罰金に処する。（82 条 3 項） 
偽薬を販売した罪 
明らかに偽薬又は禁制薬であると知りながら、これを販売、供給、調剤、輸送、

委託保管、販売斡旋、譲渡又は販売を意図し陳列した者は、7 年以下の懲役に処

し、台湾元 500 万元以下の罰金を併科することができる。未遂犯も同様に罰する。

（83 条 1 項、83 条 4 項） 
前項の罪を犯し、これにより人を死に至らしめた者は 7 年以上の懲役に処する

が、人に重傷を負わせた者は 3 年以上、12 年以下の懲役に処する。（83 条 2 項） 
過失により第一項の罪を犯した者は、2 年以下の懲役、拘留又は台湾元 30 万元

以下の罰金に処する。（83 条 3 項） 
他人の薬名を冒用した罪 
他人の薬物の名称、添付文書又はラベルを無断で使用し、又は偽って使用した

者は、1 年以下の懲役、拘留若しくは台湾元 5 万元以下の罰金に処し、又はこれ

を併科する。（86 条 1 項） 
 

3-2 登録されている周知商標の保護 

(1) 商標法 61 条により、民事救済の手段を通じ、差止め、損害賠償及び判決を新

聞紙に掲載することなどを請求し、81 条により刑事救済を主張することがで

きる。〔第Ⅱ編第 2 章の 2-2 と 8-2（民事救済）を参照。第Ⅱ編第 3 章の 3-1
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を参照（刑事救済）〕 
(2) 公平取引法 20 条、24 条により、民事救済、刑事救済及び行政救済の手段がある。

（第 I 編第 7 章 2-2 を参照）。しかし、2003 年の商標法改正後、既登録の周知商標

が既に有している侵害救済の規定に対し、商標法及び公平取引法の規定に明確な

区別をし、公平取引法 20 条 1 項 1、2 号は、未登録の周知商標のみに適用できると

すべきであるとの学説がある。なお、公平取引委員会（中国語：公平交易委員会）の

現行実務では、登録されている商標の救済は商標法に属するとの理由をもって、公

平取引法による救済の申請を却下している。さらに、公平取引法改正草案及び商

標法改正草案は、「周知商標の保護」について、登録されているか否かを問わずに、

いずれも「商標法」の下で保護を受けるべきであるという方向で検討されている。 
 

3-3 その他 

偽造された薬品に専利権（通常は発明特許権の直接侵害）がある場合、専利法

84 条により民事救済の手段があり、損害賠償及び侵害の排除等を請求することが

できる（第Ⅱ編第 2 章の 2-1 を参照）。なお、ご参考までに、本章の 1-3-3 に言及

の刑法 210 条の文書偽造罪、216 条の偽造文書を行使した罪、著作権法 91 条 1 項

の著作権(複製権)侵害罪の刑罰につき、以下の通り示す。 
刑法 210 条 文書偽造罪 
私文書を偽造、変造し、それをもって公衆又は他人に損害を生じさせるに至っ

たときは、5 年以下の懲役に処する。 
刑法 216 条 偽造文書を行使した罪 

210 条乃至 215 条の文書を行使した者は、文書の偽造、変造の規定によって処

する。 
著作権法 91 条 1 項 著作権(複製権)侵害罪 
無断で複製の方法により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の懲役、

拘留に処し、もしくは 75 万台湾元以下の罰金を科し、又は併科する。 
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図表 1 
最もよく見られる偽薬の名称、用途一覧表 
（18 種類） 
番号 薬品名称 用途 
1 正露丸（大幸薬品） 下痢の治療 
2 百靈佳樂可舒腸溶糖衣錠５公絲 

ドゥルコラックス E.S.C タブレット 5MG 
（ベーリンガーインゲルハイム） 
DULCOLAX E.S.C. TABLETS 5MG (BISACODYL)
（Boehringer Ingelheim） 

緩下剤 

3 羅氏鮮膠囊 
ゼニカル・カプセル 
Xenical® Capsules 

所謂「ダイエット」医薬品 

4 亞培諾美婷膠囊 
リダクティル・カプセル（アボット） 
Reductil® Capsules（ABBOTT） 

所謂「ダイエット」医薬品 

5 使蒂諾斯１０公絲膜衣錠 
ゾルピテム 10mg のフィルムコート錠 
（日本での商品名はマイスリー） 
STILNOX 10MG FILM-COATED SCORED TABLETS

不眠症の治療薬 

6 威而鋼膜衣錠 
バイアグラ・フィルムコート錠 
（VIAGRA FILM-COATED TABLETS） 

勃起不全の治療に用いる（俗称「強精剤」）

7 犀利士膜衣錠 
シアリス・フィルムコート錠（CIALIS） 

勃起不全の治療に用いる（俗称「強精剤」）

8 柔沛膜衣錠 
プロペシア・フィルムコート錠 
（PROPECIA F.C. TABLETS） 

男性型脱毛症用薬 

9 脈優錠 
ノルバスク錠 
（NORVASC TABLETS） 

降圧剤 

10 善存膜衣錠 
セントラム・フィルムコート錠 
（CENTRUM F.C.TABLETS） 

総合ビタミン剤 

11 善胃得錠 
ザンタック錠（ZANTAC TABLETS） 

胃腸潰瘍治療薬 

12 銀寶善存膜衣錠 
セントラムシルバー・フィルムコート錠 
（CENTRUM SILVER F.C.TABLETS） 

総合ビタミン剤 

13 樂酸克膠囊２０公絲 
ロセック・カプセル 20 mg 
（LOSEC 20MG CAPSULES） 

胃腸潰瘍治療薬 

14 熱威樂素錠 
ゾビラックス錠 
（ZOVIRAX TABLETS 200MG） 

ヘルペス感染症の治療 

15 膚潤康益福軟膏 
フルコート F（FLUCORT-F OINTMENT） 

皮膚炎小児湿疹、蕁麻疹 

16 維骨力膠囊 
バイアートリル-S 錠（VIARTRIL-S CAPSULES） 

退化による関節炎の痛みの緩解 

17 骨力膠囊 
CASEAL カプセル（CASEAL CAPSULES） 

退化による関節炎の痛みの緩解 

18 樂威壯膜衣錠 
レビトラ・フィルムコート錠 
（LEVITRA® Film-Coated Tablets） 

勃起不全の治療に用いる（俗称「強精剤」）

出所：衛生署   
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図表 2 

取締官庁が地方裁判所検察署へ送致した偽薬・禁制薬の案件数統計 

年度 

関税総局 
（Directorate 

General of 
Customs） 

警政署
(National 

Police 
Agency) 

 

海岸巡防署(Coast 
Guard 

Adminstration)

衛生署
(Department of 

Health) 
 

法務部調査局
(Investigation 

Bureau ,Ministry of 
Justice) 合計 

2006 年 34 65 1 149 52 301 
2005 年 98 38 1 142 24 303 
2004 年 160  15  2  132  - 309 
2003 年 103  18  3  77  - 201 
合計 395 136 7 500 76 1114
出所：衛生署 
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図表 3  2006 年捜査終了案件統計 
合計 通常の手続

きによる起

訴 

簡易判決に

よる処刑の

申立て 

起訴猶予処分 不起訴処分 その他 

件数 人数 件数 人数 件数 人数 件数 人数 件

数 
人数 件数 人数 

379 553 138 202 45 51 77 92 67 110 52 98 
出所：法務部統計処   
 

 薬事法違反――偽薬案件の判決結果統計 
單位：件；人；日 

年度 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
1-2 月 

合計 

調査への移送 201 309 303 301 - 1114 
終了件数 113 116 110 184 27 550 
被告人数 165  151 154 241 32 743 
科刑合計 140  126 127 209 31 633 
有期懲役合計 125 118 118 199 30 590 
6 ヶ月以下 85 72 83 109 8 357 
6 ヶ月以上、 
二年以下 

38 40 31 84 20 213 

二年以上、 
七年以下 

2 6 4 6 2 20 

拘留罰金 15 8 9 10 1 43 
無罪免訴及び 
不受理 

19 17 22 29 1 88 

指名手配 6 5 4 3 - 18 
その他 - 3 1 - - 4 
案件一件を終

了するに当た

り必要な平均

日数 

169.91 142.75 156.95 149.32 124.59 - 

 
注： 
1. 懲役 7 年以上の者：0 人。懲役 5 年以上、7 年以下の者：2 人。懲役 3 年以上、5 年以下の者：6 人。

懲役 2 年以上、3 年以下の者：12 人。懲役 1 年以上、2 年以下の者：69 人。懲役 6 ヶ月以上、1 年
以下の者：144 人。 

2. 無罪判決：63 人。免訴 16 人。不受理 9 人。 
3. 「その他」は管轄間違い、取下げ、公訴棄却を含む。 
4. 本表は地方裁判所刑事第一審の案件判決結果に基づき統計した。 
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**第Ⅳ編 他者による出願・権利取得の監視、対抗手段 
 
ここまで、他者が法律上の権利を有さない場合の権利者の権利取得・保護及び模倣

対策につき説明した。一方、権利者が台湾知的財産権諸法に基づき登録出願を行い、

専利権、商標権などの権利を取得する前に、他者が台湾で権利者より先取りして権利

取得のための手続きを取った場合は、権利者は如何なる措置を取ればよいのであろう

か。本編では、かかる場合における権利者の採用可能な措置を説明していきたい。 
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1. 他者による出願・権利取得に関する情報の入手 

1-1 登録・出願情報の公開 

特許登録査定、実用新案登録査定、意匠登録査定又は商標登録査定について、

台湾専利法及び商標法には、それぞれ公告制度が設けられており、これは当該公

告制度により、登録査定の適否につき公衆の検討を経て、瑕疵ある場合には、そ

の是正を図るものである。2003 年「専利法」改正により、特許・実用新案及び意

匠については、特許異議申立手続きが廃止された。現在、特許登録査定、実用新

案登録査定、意匠登録査定につき不当であると主張する場合、又は特許権・実用

新案権・意匠権の取得につき「専利法」の規定に違反すると主張する場合には、

無効審判請求のみが可能である。また、商標の場合は、現在、権利付与後の異議

申立制度が採用されている。詳説すれば、登録査定を受けてから 2 ヶ月以内に登

録料を納付すれば、商標権の設定登録がされ、商標公報に公告されるとともに、

登録証書が発行されるが、当該商標登録が不適法であると認める場合は、何人も

商標登録査定が公告されてから 3 ヶ月以内であれば、利害関係の有無にかかわら

ず、異議申立てを行うことができる。 
また、出願中の案件について、商標案件は出願後全て公開されるのに対し、特

許・実用新案・意匠の場合、実用新案及び意匠は、出願中は公開されないが、特

許案件に限り、特許主務官庁が発明特許出願書類を受理し、審査を行なった結果、

手続きについて規定に合致しないところがなく、かつ公開すべきでないとする事

情がないと認めた場合、出願日（優先権を主張する場合は優先日）から 18 ヶ月後

に当該出願は公開される。なお、特許案件について、発明特許主務官庁は、出願

人の請求により、その出願を早期公開することができる。 
以下に、専利・商標登録・出願情報の公開有無等について表にまとめた。 

 
 出願公開 登録公告 瑕疵ある登録査定へ

の対処 有無 公開期間 
特許 ○ 出願日から 18 ヶ月

後。但し、請求によ

る早期公開制度あ

り。 

○ 無効審判請求 

実用新案 × × ○ 無効審判請求 
意匠 × × ○ 無効審判請求 
商標 ○ 出願後、常時 ○ 登録公告日の翌日か

ら３ヶ月以内：異議

申立て。 
登録公告日の翌日か

ら３ヶ月以降：無効

審判請求。 
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1-2 情報取得の方法 

特許、実用新案、意匠及び商標等に係る出願・登録情報のうち、公開されてい

るものについては、台湾知的財産局が構築したデータベース又は民間企業と共同

で構築したデータベースにより検索することができる。 
(1) 特許、実用新案、意匠の公報資料について 

台湾知的財産局のデータベース http://patentog.tipo.gov.tw/tipo/miscmain1.htm
（無料）に入力されている公告公報資料は 1950 年から現在まで、特許案件の

公開公報資料は 2003 年から現在までとなっている。公報資料以外の情報（ク

レ ー ム の 範 囲 、 権 利 の 変 動 資 料 、 図 面 、 明 細 書 ）

は、http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/essayQuery.aspx（会員登録が必要。会

費納付の有無により検索できる範囲が異なる。）にて検索することができる。 
前記データベースでの検索は中国語入力により行い、内容も中国語で記載

されている。費用を支払えば、インターネットから明細書をダウンロードす

る こ と も 可 能 で あ る 。 な お 、 英 文 に よ る 検 索 に つ い て

は、http://www.tipo.gov.tw/eng/howto/blsearch.asp（無料）にて行なうことが可

能であるが、その内容は中国語による検索結果より簡略なもので、図面、明

細書などの情報も含まれない。 
(2) 商標の公告資料について 

台湾知的財産局商標データベース http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp（無

料）での検索は中国語入力により行い、内容も中国語で記載されている。掲

載内容は、出願日、商標図案、指定商品・役務、出願人等である。英語によ

る検索システムは構築されていない。 
 

2. 対抗手段 

真正な権利者は、他者が権利者より先取りして出願をしたり、権利を取得したと

いう情報を入手した場合、他者から権利侵害で訴えられることを避けるために、次

の措置を取ることが考えられる。 
 

2-1 法的手段 

(1) 出願中の案件について 
台湾の商標異議制度では、商標が登録された日から三ヶ月以内に、何人も

登録商標に対し、異議を申立てることができるものの、出願中の商標に対し

ては、異議申立てをすることはできない。現行台湾商標法制度では、出願商

標が公開されていても、出願商標に登録できない事由がある旨の情報を商標

主務官庁に提供するような制度は設けられていない。商標出願が公開された

後、当該出願商標に登録できない事由があることを発見した場合、出願中の

商標の登録を阻止する試みとして、登録できない事由を説明した書簡を台湾

商標主務官庁の知的財産局に提出することが考えられる。しかし、提供され

http://patentog.tipo.gov.tw/tipo/miscmain1.htm�
http://free.twpat.com/Webpat/freeZone/essayQuery.aspx�
http://www.tipo.gov.tw/eng/howto/blsearch.asp�
http://203.69.69.28/TIPO_DR/index.jsp�
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た情報はあくまでも審査官の審査の参考資料に止まり、それを採用するか否

かは審査官の判断に委ねられる。なお、審査官には審査結果を情報提供者に

通知する義務はない。 
また、特許・実用新案・意匠の場合では、特許には出願公開制度があるの

に対し、実用新案及び意匠には出願公開制度はない。特許が専利法の規定に

違反することを発見した場合、前述出願中の商標と同様に、違反事情を記載

した書簡を特許主務官庁に提出することができるものの、専利法にも情報提

供制度が設けられていない。審査官はこのような情報を採用するか否かにつ

き裁量する権限があり、また審査結果を情報提供者に通知する義務はない。 
 

(2) 登録案件について 
① 商標 

異議申立て又は無効・取消審判の請求（積極的な方法） 
他者が真正な権利者の商標を台湾で先に登録させた場合、真正な権利者

は、台湾商標法第 40 条、第 50 条 1 項又は第 57 条 1 項に基づき、異議申立

て（詳細は第 1 編第 5 章 5-1 をご参照）、無効審判（詳細は第 1 編第 5 章

6-2 をご参照）又は取消審判（詳細は第 1 編 5 章 6-3 をご参照）を提起する

ことができる。これらの異議申立て又は審判において、よく援用される根

拠は以下のとおりである。 
・著名商標に基づく異議申立て又は無効審判（台湾商標法第 23 条 1 項 12
号） 
真正な権利者所有の商標が台湾において著名商標となっている場合、

著名商標に基づき無効審判を提起することができる。このような無効審

判においては、著名商標であることをまず証明しなければならない。証

明に当たる資料については、台湾国内のものとは限られていないが、外

国における資料を提出する場合、「台湾国内の消費者」もこれらの資料

に接触することが可能で、このマークの使用を認識することができるこ

とを証明できる資料でなければ認められない可能性が高い。 
・悪意襲用に基づく異議申立て又は無効審判（台湾商標法第 23 条 1 項 14
号） 
他者と真正な権利者との間に取引関係があり、他者が真正な権利者の

商標を盗用し、先に台湾で登録出願した場合、真正な権利者は、「当該商

標の登録は不法によるものであること」を主張し、台湾商標法第23条1

項14号の規定に基づき無効審判を請求することができる。このような審

判においては、取引関係を明らかにした上で、当該資料より他者が真正

な権利者の商標を知り得たことを示す書類の提出が要求される。
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・不使用による取消審判（台湾商標法第57条1項2号） 

台湾商標法第57条1項2号によると、正当な事由なく使用しないか又は

使用を停止し続けてすでに3年が経過した場合、商標主務官庁は職権又は

請求により、その登録を取り消すことができる。以前は、不使用取消審

判を請求できる人を、利害関係人に限定していたものの、現行台湾商標

法では、この制限規定が削除され、不使用の事実があれば、何人でも商

標主務官庁の台湾知的財産局に不使用取消審判を請求できるようになっ

た。 
不使用取消審判にかける場合、審査官に「登録商標は継続して三年間

使用されていない」という確信を持たせるほどの証拠を提出する必要は

ないものの、この「三年間不使用」に関し、「確からしい」という心証

を形成させる必要がある。それができれば、不使用取消審判請求が受理

されることになる。仮に、審査官にこの「確からしい」という心証を形

成させることができなければ、取消審判の請求は受理されない可能性が

ある。実務上、審査官に不使用という心証を形成させるために、興信所

による登録商標の使用状況に関する調査レポートを提出するのが一般的

であり、実際に受理されている。 
なお、登録商標が不使用により取り消されたとしても、台湾商標法は、

不使用取消審判の請求者に、第三者より優先して出願権を与えないこと

に注意されたい。 

 

先使用権の主張（消極的な方法） 
台湾商標法第30条1項3号は先使用権関連の規定であり、「他人の商標の

登録出願日よりも前に、善意で同一又は類似の商標を同一又は類似の商

品又は役務に使用していた場合は、他人の商標権の効力による拘束を受

けない」と定めている。当該条文を適用する要件として、「他人の商標の

登録出願日よりも前に、善意で商標を使用した」との要件だけが挙げら

れており、継続的な使用行為の有無は問われていない。また、使用の地

域、場所については、属地主義により、台湾国内の使用に限られる。し

たがって、真正な権利者による商標の使用時期が、他人所有の登録商標

の出願日よりも早い時期であれば、他人所有の登録商標の登録後に使用

したとしても、台湾商標法第30条1項3号の先使用権に基づき、前記先登

録の商標権の拘束を受けないと主張することができる。但し、先使用権

に基づく使用には、次の二つの制限がある。 
・使用できる商品又は役務は、他者所有の登録商標の出願日前にすでに使

用されていた商品又は役務に限られる。
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・登録商標の商標権者は先使用権者に対し適当な区別表示の付記を要求

することができる。 
② 特許・実用新案・意匠 

無効審判の請求（積極的な方法）- 
他者が真正な権利者に対し特許・実用新案・意匠侵害訴訟を起こした場

合、真正な権利者は権利主張の根拠となる特許権、実用新案権、意匠権に

対して無効審判を請求することによって、権利侵害事件の審理を中止させ

るといった対抗手段に訴えることができる。 
台湾専利法第67、107、128条は、以下のことを専利の無効事由とする。

（詳細は第1編第2章5、同第3章5をご参照）。 
・ 専利出願権が共有であるのに、共有者全員により出願が提出されなかっ

た場合 
・発明、考案、意匠が「専利法」に定める定義に違反し、産業上の利用性、

新規性、進歩性等の専利の基本 3 要件を備えていない、新規性の擬制喪

失、又は法定の専利を付与しない項目に属する場合 
・ 明細書又は図面が「専利法」の法定記載要件に違反する場合 
・ 発明、考案、意匠が先出願原則に違反する場合 
・ 明細書又は図面の補充、補正が出願時の原明細書又は図面に開示されて

いる範囲を超えている場合 
・ 専利権者の属する国が中華民国国民の専利出願を受理しない場合 
・ 専利権者が専利出願権者ではない場合 
ちなみに、現行台湾専利法では、実用新案について、形式審査のみが行

われ、実体審査は行われなくなった。これに伴い、実用新案権者が権利を

濫用して第三者による技術の利用及び開発に影響を与えるような弊害を避

けるため、台湾専利法第 104 条には、「実用新案権者が実用新案権を行使

する際には、実用新案技術報告書を提示して警告しなければならない」と

いう規定が設けられている。実用新案技術報告書の作成については、何人

でも請求することができ、特許主務官庁による実用新案技術報告書の作成

段階で、審査官に参考にしてもらうため、考案は専利法の規定に違反する

旨の書簡を証拠資料と共に特許主務官庁に提出することが考えられる。し

かし、出願中の商標及び発明と同様に、現行専利法には情報提供関連規定

が定められておらず、この情報は主務官庁の参考に止まり、主務官庁はこ

れにより拘束されたり、情報提供者に結果の通知を発送する義務が生じた

りすることはない。 
請求権時効の抗弁（消極的な方法）- 
台湾専利法第84条5項には「本条に規定する請求権（筆者注：専利権侵害

による損害賠償請求権、差し止め請求権）は、請求権者が当該侵害行為及

び賠償義務者の存在を知った時点から二年以内に行使しなければ消滅する。
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また、当該侵害行為があった時点から十年を超えた場合も同様とする」と

規定されている。この規定によれば、請求権者が侵害行為及び賠償義務者

を知った日から二年以内に損害賠償及び差し止めを請求しなかった場合に

は、その後、発見してから二年間が過ぎ去った侵害行為に対し、侵害の証

拠をいくら提示し、損害賠償及び差し止めを請求しても、被告から時効の

抗弁が提出されれば、かかる請求は認められないことになる。また、侵害

行為があった日から十年を経過した場合、損害賠償請求権も差し止め請求

権も消滅する。これが消滅時効に係る規定である。但し、侵害行為が継続

し、また発見してからまだ二年間を超えていない侵害行為に対し、依然と

して差止めと損害賠償を請求することができる。 
侵害実務においては、請求権者はこれらの消滅時効の規定をうっかり見

落としているケースが多く、侵害行為及び賠償義務者を特定して警告状ま

で送付したにもかかわらず、その後事件を放置し、損害賠償の請求、訴訟

の提起又は侵害容疑者からの承認の取得などの行動を採らなかったため、

損害賠償の訴訟において、侵害容疑者が、請求権者からの警告状受領から

すでに二年が経過しているため、かかる権利はすでに消滅している、と抗

弁される例がよく見られる。 
したがって、他者が取得した権利に基づき、台湾で権利を取得していな

い真正な権利者に対し、権利侵害訴訟を起こした場合、前述の無効審判の

提起と共に、他者の請求権は時効にかかったか否かについても、検討して

おく必要がある。 
 

2-3 法的手段以外の対策（警告状） 

現行「専利法」により、訴訟提起前に侵害者に対し侵害行為の停止を要求する

警告状を送付することは、訴訟提起の要件ではなく、過去にはあったその必要性

がなくなった。しかし、専利侵害事件や商標侵害事件において、権利侵害の成立

要件の一つとして「故意」又は「過失」が挙げられる。「故意」又は「過失」が

あったことを主張する際、警告状の送付は有効な根拠となるので、法的要件では

なくとも、立証責任軽減の観点から考えれば、警告状を送付する価値があると思

われる。また、直ちに訴訟を起こして権利侵害に対抗することができるものの、

訴訟の場合、訴訟費用を納める必要があるほか、判決が確定するまでにかなりの

時間が掛かる。警告状の送付を契機として、話し合いにより侵害行為をやめさせ、

問題解決に至るケースもしばしば見られる。ゆえに、侵害問題解決に費やす時間

及び費用の節約を図るのであれば、訴訟を起こす前に、警告状を送付することも

一案である。以下に、警告状発送の留意点について説明する。 
(1) 発送前の準備 

A、 侵害品、侵害資料の収集 
侵害事件への対応は、侵害物品及び侵害資料の収集から始まる。特に事
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件を訴訟に持ち込む場合、権利者には侵害物品の証拠を提出する義務があ

るので、警告状を発送する前に、必ず侵害物品及び侵害資料を入手してお

く必要がある。権利者の関連企業又は取引先を通じて侵害物品及び侵害資

料を収集することも可能であるが、台湾には権利侵害の実態調査及び侵害

物品の収集を専門に扱っている調査会社があるので、侵害物品の入手又は

侵害業者の摘発作業を調査会社に依頼するのも一つの方法である。侵害物

品の入手後、専利権侵害の場合、まず権利抵触の範囲を特定しなければな

らない。権利抵触範囲を特定するには、権利者自身が行う、鑑定専門機関、

当該特許物品関連技術分野の専門家、又は弁理士に依頼して、鑑定を行わ

せることが考えられる。 
B、 必要な書類の用意 

現行台湾専利法第104条の規定により、実用新案権行使時には「実用新

案技術報告」を提示しなければならない。よって、実用新案権に係わる権

利侵害事件において、権利者は警告状の発送前に、知的財産局に対し「実

用新案技術報告」を請求しておかなければならない。また、登録証など権

利を証明するための資料も、警告状の発送前に用意しておく必要がある。 
C、 保有している権利の有効性の確認 

警告状発送後、相手からの反撃策として、権利者の権利の有効性を争う

ことが多々見られる。よって、警告状の発送前に、権利主張の根拠となる

権利の有効性について検討しておく必要がある。すなわち、専利権に基づ

く場合は、それぞれの専利に無効審判請求事由（第Ⅱ編第1章1-1（1）③

を参照されたい）があるか否かを、商標権に基づく場合は、登録商標に無

効・取消審判請求事由（第Ⅰ編第5章6-2（2）、同6-3（1）を参照されたい）

があるか否かを検討しなければならない。 
(2) 警告状の形式及び発送方法 

形式に定めはないものの、後日の証明に備え、内容証明郵便による送付を

勧める。 
(3) 警告状の内容 

警告状を権利者自身又は代理人の弁護士などの名義にて送付するかは、法

律上規制はなく、法律上の効果にも差はない。いずれにするかは具体的な事

実又は警告状送付の目的に照らして検討すべきものだと思われる。一方、警

告状の送付対象については、権利侵害者の取引相手等、権利侵害者以外の者

への送付は、台湾公平交易法により規制されており、一定の手続きが行われ

ない場合、同法に違反する可能性がある。 
また、権利侵害者への警告状の内容については、最低限、「主張する権利

の内容、範囲、及び侵害を受けた具体的な事実」を記載する必要があると思

われる。侵害を受けた具体的な事実に関し、侵害と思われる物品の製造・使

用・販売の期間、場所を記載しておくことを勧める。 
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**第 V 編 公正取引委員会ライセンス準則 
 

行政院公平取引委員會は技術ライセンスに関する紛争を解決するため、従来の関連

事件の経験及び国内産業の発展状況に基づき、米国・日本・欧州共同体における技術

ライセンスの規定を参考とし、2001 年 1 月 18 日に「行政院公正取引委員会の技術ラ

イセンス協議案に関する処理原則」（中国語の名称は、もともと「行政院公平交易委

員會審理技術授權協議案件處理原則」であったが、2005 年 1 月 13 日の改正で「行政

院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」に変更された。）を公表し、そ

の後 3 回の改正が行なわれた。現行の処理原則は 2007 年 4 月 26 日に改正され、同年

5 月 8 日に公布されたものである。本編では、当該処理原則の内容及び関連テーマに

ついて説明する。 
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** 

1. ライセンス・技術移転契約―締結する際の規制 

1-1 内容 

特許権者若しくはノウハウ技術者が市場における優位を濫用し、不当に相手に

対しライセンス条件を承諾させることを防止するために、我が国の公正取引委員

会は「行政院公正取引委員会の技術ライセンス協議案に関する処理原則」（以下、

「ライセンス処理原則」と呼ぶ。）を頒布し、ノウハウ技術のライセンス契約に

ついて、約束してもよい事項、及び約束してはならない事項を例示している。 
 

1-2 適用対象 

上記原則の適用対象は、特許ライセンシング、ノウハウ・ライセンシング、又

は特許とノウハウのミックスライセンシングなどである（ライセンス処理原則第

2 点の（一））。 
ここで言う特許は、台湾の特許法に基づき取得した特許又は実用新案を指す。

台湾で特許（実用新案を含む）を取得しなかったものに関するライセンス協議の

うち、台湾の特定市場に対し競争制限又は不公正競争などの影響をもたらすもの

については、本処理原則の規定も準用する（ライセンス処理原則第 2 点の（二））。 
ここで言うノウハウは、営業秘密法上の「営業秘密」の定義と同一のものであ

る。即ち、方法、技術、製造過程、調合、プログラム、設計、又はその他の生産、

販売又は経営に用いられる情報であり、且つ（1）当該情報に関わる人が一般的に

知り得るものではないもの、（2）その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的

な価値を有するもの、及び（3）保有者が既に合理的な秘密保護措置をとっている

もの、など要件に合致するものである（ライセンス処理原則第 2 点の（三））。 
 

1-3 許可の行為 

以下に例示する約束につき、それらが合理的範囲を逸脱しない限り基本的に公

正取引法における競争の制限若しくは不正競争の規定に違反しないと公正取引委

員会はライセンス処理原則において例示している（ライセンス処理原則第 5 点）： 
(1) 実施範囲の制限： 

ライセンシーの実施範囲を製造、使用又は販売に限ると制限する約定 
(2) ライセンス期間の制限： 

特許の有効期間において、ライセンス期間の制限を協議すること。また、

ライセンサーの責に帰すべきではない事由により、ライセンシングしたノウ

ハウが営業秘密性を失った場合、ノウハウが公開される以前に行ったライセ

ンス期間の制限に関する協議も同様である。 
(3) 最終商品、必要な原料、部品の使用量による実施料の計算： 

ライセンス技術が製造過程の一部又は部品に存在するもので、ライセンス
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実施料計算のため、ライセンス技術の使用により生産された最終商品の製造、

販売量を以って、又はライセンス技術商品を製造するに必要な原料や部品の

使用量又は使用回数を以って、ライセンス実施料の計算ベースとする約定。 
(4) 期間満了後の実施料の支払い 

特許ライセンス実施料の支払いが分割払い又は実施後に後払い方式で支払

われる場合における、ライセンシーがその使用したライセンスの実施料を特

許期間満了後に支払うとする約定。また、ライセンサーに帰すべきでない事

由により専門技術が公開されたものの、ライセンシーが依然として、一定期

間内に一定の方法に従って、当事者の自由意志に基づき決められた実施料を

ライセンス協議が失効又は終了するまで継続して支払わなければならないと

する約定。 
(5) 改良技術の「非独占的」なグランドバック 

技術ライセンス協議において、ライセンシーが改良技術又は新しい応用方

法を「非独占的な」方法で原ライセンサーにグランドバックする条項を盛り

込むこと。 
(6) ライセンシーの努力義務 

技術ライセンス協議において、ライセンシーが最大限の努力を果たし、供

与されたライセンスによる商品の製造、販売に努める旨の条項を盛り込むこ

と。 
(7) ライセンシーの守秘義務 

ノウハウのライセンス協議において、ライセンシーがライセンス期間中又

はライセンス期間満了後においても、依然として営業機密性を有するノウハ

ウに対し守秘義務を負う旨の条項を盛り込むこと。 
(8) 最低限の実施料の確保 

ライセンサーがライセンス実施料の最低収入を確保するため、ライセンシ

ーに対し、ライセンス技術の利用により製造する商品の最低数量、ライセン

ス技術の最低使用回数、又は販売商品の最低数量を要求する旨の条項。 
(9) 品質の維持 

ライセンス技術の一定効果の達成、ライセンス商品の一定品質の維持を図

るため、必要な範囲内において、ライセンサーがライセンシーに対し、ライ

センス技術による商品、原材料、部品などにつき一定の品質を維持する義務

を負うよう要求する条項。 
(10) 技術移転・サブ・ライセンシングの禁止 

ライセンシーはライセンス供与を受けた技術につき、移転又はサブ・ライ

センシングを行ってはならないと制限する約束。ただし、ライセンサーとラ

イセンシーとの間に別途約定がある場合は、この限りではない。 
(11) 期間満了の実施禁止 

ライセンスを供与する特許が依然として有効である場合、又はライセンス
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を供与するノウハウが依然として営業秘密である場合、ライセンシーは、ラ

イセンス期間満了後は、ライセンス供与を受けた技術を継続して実施しては

ならないと制限する条項。 
 

1-4 禁止の行為 

以下に挙げた約束が特定市場の機能に影響をもたらすか、若しくは特定市場に

おいて競争に制限又は公正競争に妨害をもたらす場合、当事者は、これらを行な

ってはならないと、公正取引委員会はライセンス処理原則において例示している

（ライセンス処理原則第 6 点と第７点）： 
(1) 競争当事者間における事業活動の制限 

競争関係にある当事者が契約、協議又はその他の方法による合意を以って、

共同でライセンス商品の価格の決定、又は数量や取引対象、取引地域、研究

開発分野などの制限、又は当事者間の事業活動を互いに拘束すること。 
(2) 競争行為の制限 

当事者又はその関連事業者が競争商品の研究開発、製造、使用、販売など

につき競うことを制限する行為。 
(3) 取引対象と使用範囲の制限 

顧客を区分けするために、特定のマーケティング方法の使用を規定し、ラ

イセンス協議の相手方の技術使用範囲や取引対象を制限する行為。 
(4) 不要な技術を強制利用させる制限 

ライセンシーにとって不要な特許又はノウハウを購入、受諾又は使用する

ようライセンシーに強制する行為。 
(5) 改良技術の「独占的」グランドバック 

許諾を受けた特許又は専門技術につき、ライセンシーが行った改良を「独

占的」にライセンサーにグランドバックするよう強制すること。 
(6) 権利満了後の使用制限 

ライセンス供与した特許の権利期間満了後、又はノウハウがライセンシー

の責に帰すことのできない事由により公開された後において、ライセンサー

がライセンシーの係争技術の自由使用を制限し、又はライセンス実施料の支

払いをライセンシーに要求すること。 
(7) ライセンス期間満了後の競争制限 

ライセンシーに対し、技術ライセンス期間満了後における競争商品の製造、

使用、販売又は競争技術の採用につき制限を加えること。 
(8) 再販売価格の制限 

ライセンシーに対し、その製造、生産するライセンス商品の第三者に対する

販売価格を制限すること。 
(9) 技術有効性の争いの制限 

技術ライセンシングの協議において、許諾技術の有効性につきライセンシ
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ーが争うことを制限すること。 
(10) 特許内容の提示の拒否 

ライセンサーがライセンス供与した特許の内容、範囲又は特許有効期限な

どをライセンシーに提供することを拒否する行為。 
(11) 台湾におけるライセンスエリアの制限 

特許の有効期間中の特許ライセンス協議において、わが国の領域内にライ

センス供与のエリアを区分けする制限。ライセンサーの責に帰すことのでき

ない事由によりライセンシングしたノウハウが営業機密性を失った場合、当

該ノウハウが公開される以前に行ったエリアの制限に関するノウハウライセ

ンシングの協議も同様である。 
(12) 販売範囲の制限 

制限範囲と応用分野にかかわらず、ライセンシーの販売範囲又は取引対象

を制限すること。また、ライセンス供与を受けた技術をライセンシーが実施

し得る応用分野及び範囲を約定する制限条項。 
(13) 取引数量の上限の制限 

ライセンシーに対し、商品の製造量又は販売量の上限、又は特許、ノウハ

ウの使用回数の上限を設けること。 
(14) 販売者の指定 

ライセンシーに対し、ライセンサー又はその指定した者を通じて販売する

よう要求すること。 
(15) 技術使用の有無を問わず、商品の数量に基づく実施料支払いの要請 

ライセンシーがライセンス技術を使用したか否かを問わず、ライセンサー

が直接にある商品の製造量又は販売量に基づいてライセンシーに対し実施料

の支払いを要求すること。 
(16) 材料と部品の供給者の指定 

当事者がライセンシング技術により一定の効果を達成させるためではなく、

また、ライセンシング商品の商標信用の維持又はノウハウの機密性の保護を

図るために必要な合理的範囲内ではないにもかかわらず、技術ライセンス協

議において、ライセンサー又はその指定する者から原材料や部品などを購入

するようライセンサーがライセンシーに対し要求すること。 
(17) 差別待遇 

当事者が技術ライセンス協議において、正当な理由無く、取引条件や実施

料などにつきライセンシーに差別待遇を行うこと。 
 

1-5 違反の場合 

当事者が上記の原則に違反する場合、公正取引法における連合行為若しくは公

正競争を妨害する行為に該当し、公正取引委員会は期限を定め、当該行為の停止、

改善又は必要な更正措置をとるよう命じ、並びに 5 万台湾元以上 2 千 5 百万台湾
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元以下の過料に処すことができる。また、行為者が違反行為を停止、改善、若し

くは更正措置をとらない場合、公平交易委員会は 10 万台湾元以上 5 千万台湾元以

下の過料を連続して科すことができる（公正取引法第 41 条）。また、改善命令を

受けたにもかかわらず、改善しない場合については、刑事罰も設けられる。 
 

2. 国際契約上の不公正取引行為などの類型及び基準 

我が国においては、国際的な技術移転又はライセンス契約に対し、特別な法令又

は処理原則は設けられていない。但し、外国特許に関するライセンス協議につき、

台湾の特定市場に対する競争制限又は不公正競争などの影響をもたらす場合は、上

記のライセンス処理原則を準用する。 
 

3. 戦略物資の輸出入及び戦略技術の輸出統制 

3-1 内容 

貿易法第 13 条により、国家安全、国際協力及び協定のため、我が国の主務官庁

は戦略性高科技製品の輸出入を制限することができる。制限貨物の種類、制限国

及び輸出入の手続きについては、主務官庁が定期的に公告する。また、貿易法第

13 条に違反し、許可を得ずに制限国に輸出するか、若しくは輸入後、申請目的を

変更し使用するなどした場合、同法の第 27 条及び第 27 条の 1 により、2 年以下

の懲役、拘留若しくは NT30 万元以下の罰金、若しくはこれを併科されるか、又

は 1 ヶ月以上 1 年以下の輸出、輸入権の停止、若しくは輸出、輸入事業登記を取

り消すことができる。また、違反の行為者以外に、法人若しくは代理する自然人

若しくは使用者にも前記の罰金が科される。したがって、戦略性高科技製品を輸

出入しようとする場合は、制限条件及び関連手続きについて、主務官庁に確認す

る必要がある。 
また、現在、我が国の行政院は「敏感科学技術保護法」の審議中である（未だ

立法院により議決されていない）。将来「敏感科学技術保護法」が議決された場

合、敏感科学技術に指定される対象について、主務官庁の許可を得ずに、これら

を輸出若しくは公開してはならなくなる。 
 

3-2 問い合わせ先 

経済部国際貿易局 
住所：100-66 臺北市湖口街一號  
電話：（02）2351-0271 
FAX：（02）2351-7080 
E-Mail：boft@trade.gov.tw 

 

http://cweb.trade.gov.tw/public/Attachment/752917235671.doc�
http://cweb.trade.gov.tw/public/Attachment/752917235671.doc�
mailto:boft@trade.gov.tw�
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【付録】管轄官庁/担当機関などの所在地 
 
 
 
 
 

 
 
   台湾知的財産局所在地（台湾知的財産局 web より転載） 
 
台湾知的財産局： 住所 10637 台北市大安区辛亥路二段 185 号 3 階(中央百世ビル)

Intellectual Property Office（MOEA） 
185, Hsinhai Road, Sec. 2, 3F 
Taipei 10637, Taiwan, Republic of China 

 電話： 886-02-2738-0007 
 FAX： 886-02-2735-2656 
 http://www.tipo.gov.tw/ 
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   台湾経済部所在地（台湾経済部 web より転載） 
 
台湾経済部： 住所 10015 台北市福州街 15 号 

Ministry of Economic Affairs（IPO） 
15 Fuzhou St., Taipei, 10015, Taiwan, ROC. 

 電話： 886-02-2321-2200 
 http:// www.moea.gov.tw/ 
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   台北高等行政裁判所所在地（台北高等行政裁判所 web より転載） 
 
台北高等行政裁判所： 住所 10669 台北市和平東路三段一巷一号 

The Taipei High Administrative Court  
No. 1, Lane 1, He-ping E. Rd., Sec. 3 
Taipei 10669, Taiwan, Republic of China 

 電話： 886-02- 2702-7366 
 FAX： 886-02-2705-0197 
 http://tpb.judicial.gov.tw/ 
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   台中高等行政裁判所所在地（台中高等行政裁判所 web より転載） 
 
台中高等行政裁判所： 住所 40246 台中市五権南路 99 号 

Taichung High Administrative Court  
99,Wuchuan S. Rd., Taichung, Taiwan 

 電話： 886-04-2260-0800 
 http:// tcb.judicial.gov.tw / 
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   高雄高等行政裁判所所在地（高雄高等行政裁判所 web より転載） 
 
高雄高等行政裁判所： 住所 81167 高雄市楠梓区興楠路 180 号 

Kaohsiung High Administrative Court  
No. 180, Xing Nan Road, Nanzi District, 
Kaohsiung , Taiwan (R.O.C.)

 電話： 886-07-357-3700 
 http:// ksb.judicial.gov.tw / 
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最高行政裁判所： 住所 台北市重慶南路一段 126 巷 1 号 

The supreme administrative Court 
No.1, Lane 126, Sec. 1, Chongcing S. Rd., 
Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan 
(R.O.C.) 

 電話： 886-02-2311-3691 
 http:// tpa.judicial.gov.tw/ 
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添付資料 1  

 

台湾特許法 

2004年7月1日施行 

第一章 総 則 

第 1 条 本法は、発明及び創作を奨励、保護、利用し、産業の発展を促進する

ために制定される。 
第 2 条 本法で特許とは、次に掲げるものをいう。 

1. 発明特許 
2. 実用新案登録 
3. 意匠登録 

第 3 条 本法の主務官庁は経済部である。 
経済部は、専門機関を指定して特許業務を行わせる。 

第 4 条 外国人の属する国と中華民国が共同して特許保護に関する国際条約に

加盟していない場合、又は相互に特許を保護する条約や協定又は団体

や機構間で特許保護に関する主務官庁が認可した協議がない場合、又

は該外国人の本国が中華民国国民による特許出願を受理しない場合は、

該外国人の特許出願を受理しないことができる。 
第 5 条 特許出願権とは、本法により特許出願をする権利を指す。 

特許出願権者とは、本法で別に規定がある場合、又は契約で別段の約

定がある場合を除き、発明者、考案者、又はその譲受人や相続人を指

す。 
第 6 条 特許出願権及び特許権は、いずれも譲渡又は相続することができる。 

特許出願権は、質権の目的とすることができない。 
特許権を目的として質権を設定した場合、契約で別段の約定がある場

合を除き、質権者は該特許権を実施することができない。 
第 7 条 従業者が職務上完成した発明、実用新案又は意匠について、その特許

出願権及び特許権は使用者に帰属し、使用者は従業者に相当の対価を

支払わなければならない。但し、契約で別段の約定がある場合は、そ

れに従う。 
前項の職務上完成した発明、実用新案又は意匠とは、従業者が雇用関

係下の業務で完成した発明、実用新案又は意匠を指す。 
 一方が出資し、他人を招聘して研究開発に従事させる場合、その特許

出願権及び特許権の帰属は双方の契約の約定に従う。契約に約定がな
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い場合、特許権は発明者又は考案者に帰属する。但し、出資者は、そ

の発明、実用新案又は意匠を実施することができる。 
 第 1 項、前項の規定により、特許出願権及び特許権が使用者又は出資

者に帰属する場合、発明者又は創作者は氏名表示権を享有する。 
第 8 条 従業者が職務上完成したものではない発明、実用新案又は意匠につい

て、その特許出願権及び特許権は従業者に帰属する。但し、その発明、

実用新案又は意匠が使用者の資源又は経験を利用したものである場合、

使用者が従業者に相当の対価を支払えば、該事業者においてその発明、

実用新案又は意匠を実施することができる。 
 従業者が職務外で発明、実用新案又は意匠を完成した場合は、直ちに

書面で使用者に通知しなければならない。必要があれば、創作の過程

についても告知しなければならない。 
前項の書面通知送達後 6 ヶ月以内に、使用者が従業者に反対の意を示

さなければ、該発明、実用新案又は意匠が職務上の発明、実用新案又

は意匠であると主張することができない。  
第 9 条 前条の使用者と従業者の間で締結された契約で、従業者がその発明、

実用新案又は意匠の権益を享受できないように定めるものは、無効と

する。 
第 10 条 使用者又は従業者は、第 7 条及び第 8 条で定める権利の帰属に関し紛

争があり協議が成立した場合、証明書類を添付して、特許主務官庁に

権利者の名義変更を申請することができる。特許主務官庁が必要と認

めるときは、その他法令によって取得した調停、仲裁又は判決に関す

る書類を添付するよう当事者に通知することができる。 
第 11 条 出願人は、特許出願及び特許に関する事項の処理について、代理人に

委任してこれを行うことができる。 
中華民国国内に住所又は営業所がない者は、特許出願及び特許に関す

る事項の処理について、代理人に委任してこれを行わなければならな

い。 
代理人は、法令に別段の規定がある場合を除き、弁理士でなければな

らない。 
 弁理士の資格及び管理は別途法律で定める。法律が制定されるまで、

代理人資格の取得、取消、無効及びその管理規則は主務官庁が定める。 
第 12 条 特許出願権が共有である場合、共有者全員により出願が提出されなけ

ればならない。 
 2 人以上が共同で特許出願以外の特許に関する手続を行う場合、出願の

取下又は放棄、分割、出願変更又は本法の別段の約定により共同署名

しなければならない場合を除き、各自が単独でその他の手続を行うこ

とができる。但し、代表者を定めた場合、それに従う。 
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前 2 項のように共同署名しなければならない情況においては、そのう

ちの 1 人を送達を受けるべき者として指定しなければならない。送達

を受けるべき者の指定がない場合、特許主務官庁は、第 1 順位の出願

人を送達を受けるべき者に指定し、並びに送達事項をその他の者に通

知しなければならない。 
第 13 条 特許出願権が共有である場合は、各共有者は、他の共有者の同意を得

なければ、その持分を他人に譲渡することができない。 
第 14 条 特許出願権を継承した者は、出願時に継承人の名義で特許出願をしな

かったり、出願後特許主務官庁に名義変更を申請しなかった場合、第

三者に対抗することができない。 
前項の名義変更を申請する場合、譲受又は相続を問わず、証明書を添

付しなければならない。 
第 15 条 特許主務官庁の職員及び特許審査員は、その在職期間内において、相

続の場合を除き、特許出願をすることができず、かつ、直接又は間接

を問わず、特許に係るいかなる権益も受けることができない。 
第 16 条 特許主務官庁の職員及び特許審査員は、その職務上知り得た又は持ち

得た特許に係る発明、実用新案、意匠、又は出願人の事業上の秘密に

対し、守秘義務を負う。 
第 17 条 特許に関する出願及びその他の手続をなすべき者が、法定又は指定の

期間内に手続をしなかったり、費用を納付しなかった場合、その手続

を受理してはならない。但し、処分を受ける前に補正を行った者に対

しては、その手続を受理しなければならない。 
天災又は自らの責任に帰することのできない事由により法定期間を遅

延した場合、その原因が消滅した日から 30 日以内に書面をもって理由

を説明し、特許主務官庁に対し、現状回復を申請することができる。

但し、法定期間の遅延が 1 年を超えた場合は、この限りでない。 
現状回復を申請する場合、同時にその期間内になすべき手続を補完し

なければならない。 
第 18 条 査定書又はその他の書類を送達する方法がない場合、特許公報に掲載

しなければならない。公報掲載日から 30 日が経過した後、送達が完了

したものとみなす。 
第 19 条 特許に係る出願及びその他の手続は、電子方式で行うことができる。

その施行日及び規則は主務官庁が定める。 
第 20 条 本法の期間に関する計算には、その開始日を含まない。 

第 51 条第 3 項、第 101 条第 3 項及び第 113 条第 3 項でそれぞれ定める

発明特許権、実用新案権、意匠権の権利存続期間は、出願日当日から

起算する。 
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第二章 発 明 特 許 

第一節 特許要件 

第 21 条 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作を指す。 
第 22 条 産業上利用することのできる発明で、次の各号いずれかに該当しない

ものは、本法により出願し、特許を受けることができる。 
1. 出願前に既に刊行物に記載されたり、又は公然実施されたもの。 
2. 出願前に既に公然知られたもの。 
次のいずれかの事情により前項各号の事情に至った発明については、

その事実が生じた日から 6 ヶ月以内に特許出願をした場合、前項各号

の規定の制限を受けない。 
1． 研究又は実験のため。 
2． 政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され

たため。 
3． 出願人の意図に反して漏洩したもの。 

 出願人が前項第 1 号、第 2 号の事由を主張する場合、出願時に事実及

びその事実が生じた年月日を明記し、並びに特許主務官庁が指定した

期間内に証明書類を提出しなければならない。 
発明が第 1 項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術領域の

通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に完成できる

場合、本法により出願し、発明特許を受けることができない。 
第 23 条 特許を出願した発明が、その出願より先に出願され、かつその出願後

はじめて公開又は公告された発明特許若しくは実用新案登録出願に添

付される明細書又は図面に記載された内容と同一である場合、特許を

受けることができない。但し、該出願人と先に出願された発明又は実

用新案登録の出願人が同一である場合は、この限りでない。 
第 24 条 次の各号のいずれかに該当するものは、発明特許を受けることができ

ない。 
1. 動物、植物、及び動物や植物を生み出す主な生物学的方法。但し、

微生物学的方法はこの限りでない。 
2. 人体又は動物の病気の診断、治療又は外科手術の方法。 
3. 公序良俗又は公衆衛生を害するもの。 

第二節 出 願 

第 25 条 発明特許出願は、特許出願権者が願書、明細書、必要な図面を備えて、

特許主務官庁にこれを提出する。 
出願権者が使用者、譲受人又は相続人である場合、発明者の氏名を明

記し、かつ雇用、譲受又は相続を証明する書類を添付しなければなら
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ない。 
発明特許出願は、願書、明細書及び必要な図面が全て揃った日を出願

日とする。 
前項の明細書及び必要な図面が外国語で提出され、かつ特許主務官庁

が指定する期間内に中国語による翻訳文が補正された場合、該外国語

の明細書及び必要な図面が提出された日を出願日とする。指定された

期間内に補正しなかった場合、出願を受理しない。但し、処分前に補

正した場合、補正した日を出願日とする。 
第 26 条 前条の明細書には、発明の名称、発明の説明、要約及び特許請求の範

囲を記載しなければならない。 
発明の説明は、該発明が属する技術領域の通常知識を有する者が、そ

の内容を理解し、それに基づいて実施することができるように、明確

かつ十分に開示しなければならない。 
特許請求の範囲には特許を受けようとする発明について明確に記載し、

各請求項には簡潔な方式で記載し、かつ発明の説明及び図面で支持し

なければならない。 
発明の説明、特許請求の範囲及び図面の開示方式は、本法施行細則で

定める。 
第 27 条 出願人が、同一の発明について、WTO 加盟国において又は中華民国と

相互に優先権を承認する外国において、最初に法律に則って特許出願

し、かつ最初の特許出願の日から 12 ヶ月以内に、中華民国に特許出願

をする場合、優先権を主張することができる。 
出願人が前項の規定により 1 出願において 2 以上の優先権を主張する

場合、その優先権期間の起算日は最先の優先日の翌日とする。 
外国の出願人が WTO 加盟国の国民ではなく、かつその所属する国と中

華民国とが相互に優先権を承認していない場合、WTO 加盟国又は互恵

関係にある国の領域内に住所又は営業所を有していれば、第 1 項の規

定により優先権を主張することができる。 
優先権を主張した場合、その特許要件の審査は優先日を基準とする。 

第 28 条 前条の規定により優先権を主張しようとする者は、特許出願と同時に

申立てをし、かつ外国での出願日及びその出願を受理した国を願書に

記載しなければならない。 
出願人は、出願日から 4 ヶ月以内に、前項の外国政府が受理を証明し

た特許出願書類を提出しなければならない。 
前 2 項の規定に違反する場合は、優先権を失う。 

第 29 条 出願人が中華民国においてその先に出願した発明又は実用新案に基づ  
いて特許を出願する場合、先願出願当初の明細書又は図面に記載され

た発明若しくは創作に基づいて優先権を主張することができる。但し、
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次の各号のいずれかに該当する場合は、優先権を主張することができ

ない。 
1. 先願の出願日から既に 12 ヶ月を経過した場合。 
2. 先願に記載された発明又は創作において第27条又は本条の規定に

より既に優先権を主張した場合。 
3. 先願が第 33 条第 1 項規定の分割出願又は第 102 条規定の変更出願

である場合。 
4. 先願が既に査定又は処分された場合。 
前項の先願は、その出願日から 15 ヶ月を経過したときに取り下げたも

のとみなす。 
先願の出願日から 15 ヶ月を経過した後は、優先権の主張を取り下げる

ことができない。 
第 1項により優先権を主張した特許出願が先願の出願日から 15ヶ月以

内に取り下げられた場合、同時に優先権の主張も取り下げられたもの

とみなす。 
特許出願人が 1 出願について 2 以上の優先権を主張する場合、その優

先権期間の起算日は最先の優先日の翌日とする。 
優先権が主張された場合、その特許要件の審査は、優先日を基準とす

る。 
第 1 項により優先権を主張しようとする場合、特許出願と同時に申立

てを提出し、かつ先願の出願日及び出願番号を願書に明記しなければ

ならない。出願人が出願時に申立てをしなかったり、又は先願の出願

日及び出願番号を明記しなかった場合、優先権を失う。 
本条により主張する優先日は、2001 年 10 月 26 日より前に溯ることが

できない。 
第 30 条 生物材料又は生物材料を利用する発明特許を出願しようとする場合、

出願人は遅くとも出願日までに該生物材料を特許主務官庁指定の国内

寄託機関に寄託し、かつ寄託機関、寄託日及び寄託番号を願書に明記

しなければならない。但し、該生物材料が、それが属する技術領域の

通常知識を有する者により容易に取得できる場合、寄託する必要はな

い。 
出願人は出願日から 3 ヶ月以内に寄託証明書を提出しなければならな

い。期間が満了しても該証明書を提出しなかった場合、寄託しなかっ

たものとみなす。 
出願前に既に特許主務官庁が認可した外国寄託機関に寄託し、出願時

にその事実を申立て、かつ前項に規定する期間内に特許主務官庁指定

の国内寄託機関に寄託した旨の証明書類及び外国寄託機関発行の証明

書類を提出する場合には、遅くとも出願日までに国内寄託機関に寄託
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しなければならないとする第 1 項の制限を受けない。 
第 1 項の生物材料寄託の受理要件、種類、形態、数量、費用及びその

他の寄託執行に関わる規則は、主務官庁が定める。 
第 31 条 同一の発明について、2 以上の特許出願があった場合、最先に出願した

者のみが特許を受けることができる。但し、後から出願した者が主張

する優先日が先願の出願日より早い場合は、この限りでない。 
前項の出願日又は優先日が同日である場合は、これを協議により定め

るよう出願人に通知しなければならない。協議が成立しない場合、い

ずれの出願人も発明特許を受けることができない。その出願人が同一

人である場合、期限を指定していずれか 1 つの出願を選択するよう出

願人に通知しなければならない。該期限が過ぎてもいずれか 1 つの出

願を選択しなかった場合、いずれの出願も発明特許を受けることがで

きない。 
各出願人が協議する場合、特許主務官庁は適当な期間を指定して該協

議結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。該期限が過

ぎても報告がなかった場合、協議が成立しなかったものとみなす。 
前 3 項の規定は、同一の発明又は創作がそれぞれ発明特許及び実用新

案登録を出願する場合に準用する。 
第 32 条 発明特許出願は、1 つの発明ごとに出願を提出しなければならない。 

2 以上の発明が、1 つの広義の発明概念に属する場合、1 出願において

出願を提出することができる。 
第 33 条 特許を出願した発明が、実質上 2 以上の発明である場合、特許主務官

庁の通知又は出願人の請求により、出願を分割することができる。 
前項の分割出願は、原出願の再審査の査定前に行わなければならない。

分割出願が許可された場合にも、原出願の出願日を出願日とする。優

先権がある場合、優先権を主張することができ、かつ原出願で既に完

成した手続から審査を続行しなければならない。 
第 34 条 特許出願権者でない者が出願し、特許を受けた発明について、特許出

願権者が該発明特許の公告日から 2 年以内に無効審判を請求し、かつ

審決で無効が確定した日から 60 日以内に特許出願をした場合、該特許

出願権者でない者の出願日を該特許出願権者の出願日とする。 
発明特許権者が前項規定により出願した出願については、改めて公告

しない。 

第三節 審査及び再審査 

第 35 条 特許主務官庁は、発明特許出願の実体審査について、特許審査員を指

定して、これを審査させなければならない。 
特許審査員の資格は、法律で定める。 
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第 36 条 特許主務官庁が、発明特許出願書類を受理した後、審査の結果、手続

に規定に合致しない箇所がなく、かつ公開すべきでない事情がないと

認めた場合、出願日から18ヶ月後に該出願を公開しなければならない。 
特許主務官庁は、出願人の請求により、その出願を早期公開すること

ができる。 
発明特許の出願が、次の各号のいずれかに該当する場合、公開しない。 
1. 出願日から 15 ヶ月以内に取り下げられる場合。 
2. 国防上の機密又はその他の国家安全に関わる機密に及ぶ場合。 
1. 公序良俗を害する場合。 
第 1 項及び前項の期間は、優先権主張があった場合、その起算日は優

先日の翌日とする。2 以上の優先権を主張する場合、その起算日は最先

の優先日の翌日とする。 
第 37 条 何人も、発明特許出願日から 3 年以内に、特許主務官庁に対し、その

発明特許出願について実体審査の請求をすることができる。 
第 33 条第 1 項の規定による分割出願、又は第 102 条の規定による発明

特許への出願変更は、前項の期間を過ぎた場合、分割出願又は出願変

更を行った日から 30 日以内に、特許主務官庁に実体審査の請求をする

ことができる。 
前二項の規定により行った審査の請求は取り下げることができない。 
第 1 項又は第 2 項に規定される期間内に実体審査を請求しなかった場

合、該発明特許出願は取り下げられたものとみなす。 
第 38 条 前条の審査を請求する場合、申請書を提出しなければならない。 

特許主務官庁は、審査請求の事実を、特許公報に掲載しなければなら

ない。 
発明特許出願人以外の者から審査が請求された場合、特許主務官庁は、

その事実を発明特許出願人に通知しなければならない。 
生物材料に関する発明特許又は生物材料を利用する発明特許の出願人

は、審査請求時に、寄託機関発行の生存確認証明書類を提出しなけれ

ばならない。発明特許出願人以外の者から審査が請求された場合、特

許主務官庁は、3 ヶ月以内に生存確認証明書類を提出するよう発明特許

出願人に通知しなければならない。 
第 39 条 発明特許出願の公開後、特許出願人でない者が業として特許出願に係

る発明を実施している場合、特許主務官庁は、請求により、該特許出

願を優先的に審査することができる。 
前項の請求をする場合、関係証明書類を提出しなければならない。 

第 40 条 発明特許出願人は、その出願の公開後、かつて発明特許出願内容につ

いて書面による通知を行ったにもかかわらず、通知後かつ公告前に依

然として該発明を業として実施し続けた者に対し、該発明特許出願の
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公告後、適当な補償金の支払いを請求することができる。 
既に公開された発明特許出願であることを明らかに知りながら、公告

前に業として該発明を実施し続けた者に対しても、前項の請求をする

ことができる。 
前二項の規定による請求権は、その他の権利の行使を妨げない。 
第 1 項、第 2 項による補償金の請求権は、公告日から 2 年以内に行使

しなければ、消滅する。 
第 41 条 前 5 条の規定は、2002 年 10 月 26 日以降に提出された発明特許出願か

ら適用する。 
第 42 条 特許審査員が次の各号のいずれかに該当する場合、自ら特許審査員を

辞退しなければならない。 
1. 本人又はその配偶者が、該特許出願の出願人、代理人、代理人の

共同事業者、又は代理人と雇用関係にある者である場合。 
2. 該特許の出願人又は代理人の四親等内の血族、若しくは三親等内

の姻族である場合。 
3. 本人又はその配偶者が、該特許出願について特許出願人と共同権

利人、共同義務人又は償還義務人の関係にある場合。 
4. 該特許出願の出願人の法定代理人、家長、家族である場合、又は

かつてこれらの関係にあった場合。 
5. 該特許出願の出願人の訴訟代理人、補佐人である場合、又はかつ

てこれらの関係にあった場合。 
6. 該特許出願の証人、鑑定人、異議申立人、無効審判の請求人であ

る場合、又はかつてこれらの関係にあった場合。 
 特許審査員が除斥されるべきであるにもかかわらず、除斥されなかっ

た場合、特許主務官庁は、職権で又は請求により、その処分を取り消

した後、別に適当な処分をすることができる。 
第 43 条 出願について審査した後、査定書を作成し、特許出願人又はその代理

人に送達しなければならない。 
拒絶査定する際は、査定書に理由を記さなければならない。 
査定書には特許審査員が署名しなければならない。再審査、無効審判

の審査及び権利存続期間の延長審査の査定書も同様とする。 
第 44 条 発明特許出願が第 21 条から第 24 条、第 26 条、第 30 条第 1 項、第 2

項、第 31 条、第 32 条又は第 49 条第 4 項の規定に違反する場合、特許

を付与しない旨の査定を下さなければならない。 
第 45 条 審査の結果、拒絶すべき理由がないと認めた発明については、特許を

許可し、その特許請求の範囲及び図面を公告しなければならない。 
公告された特許について、何人も、その査定書、明細書、図面及び全

ファイル資料の閲覧、抄録、撮影又はコピーを請求することができる。
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但し、特許主務官庁が法により秘密を保持しなければならない場合は、

この限りでない。 
第 46 条 発明特許出願人は、拒絶査定に不服がある場合、査定書送達の日から

60 日以内に理由書を添付して再審査を請求することができる。但し、

出願手続の不適法又は出願人不適格の理由で受理されなかった場合、

又は却下された場合は、法律により行政救済を提起することができる。 
再審査の結果、拒絶理由があると認めた場合、査定前に、期限を指定

して意見書を提出するよう出願人に通知しなければならない。 
第 47 条 再審査時、特許主務官庁は、原審査に参与しなかった特許審査員を指

定して、これを審査させ、査定書を作成させなければならない。 
前項の再審査の査定書は、出願人に送達しなければならない。 

第 48 条 特許主務官庁は、発明特許の審査の際、請求により又は職権で、期限

を指定して次の各号の事項を行うよう出願人に通知することができる。 
1. 特許主務官庁に出頭して面談に応じる。 
2. 必要な実験を行い、模型又は見本を追加する。 

 前項第 2 号の実験、追加された模型又は見本について、特許主務官庁

は必要であれば、現場又は指定した場所で実地検証を行うことができ

る。 
第 49 条 特許主務官庁は、発明特許の審査の際、職権により、期限を指定して

明細書又は図面を補足・補正するよう出願人に通知することができる。 
出願人は、発明特許を出願した日から 15 ヶ月以内に、明細書又は図面

を補足・補正することができる。15 ヶ月以後に明細書又は図面の補足・

補正を申請した場合、原出願により公開する。 
出願人は発明特許を出願した日から 15 ヶ月以降も、次の各号の期日又

は期間内に限り、明細書又は図面を補足・補正することができる。 
1. 実体審査を請求するとき。 
2. 出願人以外の者が実体審査を請求した場合、該出願について実体

審査を行う旨の通知送達後 3 ヶ月以内。 
3. 特許主務官庁が査定前に通知した意見書提出期間内。 
4. 再審査請求時、又は再審査理由書を補充提出することができる期

間内。 
前三項による補足・補正は、出願当初の明細書又は図面が開示する範

囲を超えてはならない。 
 第 2 項、第 3 項の期間は、優先権の主張がある場合、その起算日は優

先日の翌日とする。 
第 50 条 発明を審査した結果、国の安全を脅かすおそれがあるとき、その明細

書を国防部又は国家安全関連機関に移して意見を聴取しなければなら

ない。秘密にする必要があると認められた場合、その発明は公告せず、
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出願書類は封緘して閲覧させず、また、その旨を記した査定書を作成

して、出願人、代理人及び発明者に送達しなければならない。 
出願人、代理人及び発明者は、前項の発明について秘密を保持しなけ

ればならない。これに違反した場合、該特許出願権を放棄したものと

みなす。 
該秘密保持の期間は、査定書を出願人に送達した日から 1 年間とし、1
年ごとにそれを延長することができる。特許主務官庁は期間満了の 1
ヶ月前に国防部又は国家安全関連機関に問い合わせ、秘密保持の必要

がないと認められた場合は、直ちに公告しなければならない。 
秘密保持期間に出願人が受けた損失について、政府はそれ相当の補償

を与えなければならない。 

第四節 特許権 

第 51 条 特許出願された発明は、許可査定後、出願人は査定書送達後 3 ヶ月以

内に証書料及び 1 年目の特許料を納付しなければならず、前記の費用

が納付された後はじめて公告される。期間が満了しても前記費用を納

付しなかった場合、公告を行わず、その特許権は最初から存在しなか

ったものとする。 
特許出願された発明は、公告の日より発明特許権を付与し、証書を交

付する。 
発明特許権の存続期間は、出願日から起算して 20 年をもって満了とす

る。 
第 52 条 医薬品、農薬又はその製造方法に係る発明特許権の実施が、他の法律

の規定により、許可証を取得しなければならず、かつその取得に特許

出願の公告日から 2 年以上の期間を要する場合、特許権者は特許権の

存続期間を、1 回に限り、2 年から 5 年までの延長を申請することがで

きる。但し、延長を許可する期間は、中央目的事業主務官庁から許可

証を取得するために必要な期間を超えてはならない。許可証を取得す

るための期間が 5 年を超える場合も、その延長期間は 5 年までとする。 
前項の申請は、最初に許可証を取得した日から 3 ヶ月以内に、申請書

に証明書類を添付し、特許主務官庁に提出しなければならない。但し、

特許権の存続期間の満了する 6 ヶ月以上前に、これを行わなければな

らない。 
主務官庁は、前項出願の期間延長に関する審査、決定について、国民

の健康への影響を考慮し、中央目的事業主務官庁と共同で審査及び決

定の方法を定めなければならない。 
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第 53 条 特許主務官庁は、発明特許権存続期間の延長申請について、特許審査

員を指定して、これを審査させ、査定書を作成して特許権者又はその

代理人に送達しなければならない。 
第 54 条 何人も、延長が許可された発明特許権存続期間が、次の各号のいずれ

かに該当すると認める場合、証拠を添付して、特許主務官庁に無効審

判を請求することができる。 
1. 発明特許の実施について許可証を取得する必要がない場合。 
2. 特許権者又は実施権者が許可証を取得していない場合。 
3. 延長を許可された期間が実施することができなかった期間を超え

ている場合。 
4. 特許権存続期間の延長を申請した者が特許権者でない場合。 
5. 特許権が共有であって、共有者全員により申請されたものではな

い場合。 
6. 取得した許可証により承認された外国での試験期間に基づいて特

許権存続期間の延長を申請した場合、その許可された延長期間が、

該外国の特許主務官庁が認可した期間を超えている場合。 
7. 許可証の取得に必要な期間が 2 年未満である場合。 
特許権の延長が無効審判によって無効にすべき旨の審決が確定した場

合、その延長を許可された期間は、最初から存在しなかったものとみ

なす。但し、前項第 3 号、第 6 号の規定の違反に対する無効審判につ

いて無効にすべき旨の決定が確定した場合、該超過期間については延

長されなかったものとみなす。 
第 55 条 特許主務官庁が前条第 1 項各号のいずれかに該当すると認める場合、

職権で、延長した発明特許権存続期間を取り消すことができる。 
特許権存続期間の延長を取り消すべき旨の審決が確定した場合、その

許可された延長期間は、最初から存在しなかったものとみなす。但し、

前条第 1 項第 3 号、第 6 号の規定に違反する場合において、その取消

が確定した場合、該超過期間については延長されなかったものとみな

す。 
第 56 条 物品の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人

がその同意を得ずに、該物品を製造、販売、販売の申し出、使用をす

ること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専有

する。 
方法の発明の特許権者は、本法で別段の規定がある場合を除き、他人

がその同意を得ずに、該方法を使用及び該方法をもって直接製造した

物品を使用、販売の申し出、販売をすること、又はこれらを目的とし

て輸入することを排除する権利を専有する。 
発明特許権の範囲は、明細書に記載された特許請求の範囲を基準とし、
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特許請求の範囲の解釈時には、発明の説明及び図面を参酌することが

できる。 
第 57 条 発明特許権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1. 研究、授業又は試験のためにその発明を実施し、営利上の行為で

はないもの。 
2. 出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を

既に完了していたもの。但し、出願前の 6 ヶ月以内に特許出願権

者からその製造方法を知らされ、かつ特許出願権者がその特許権

を留保する旨の表明をした場合は、この限りでない。 
3. 出願前、既に国内に存在していた物品。 
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5. 特許出願権者ではない者が受けた特許権が、特許権者による無効

審判請求のために無効になった場合、その実施権者が無効審判請

求前に善意で国内で使用していたもの、又はその必要な準備を既

に完了していたもの。 
6. 特許権者が製造した又は特許権者の同意を得て製造した特許物品

が販売された後、該物品を使用する又は再販売する行為。前記の

製造、販売行為は国内に限らない。 
 前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内においてのみ継続し

て使用することができる。また、前項第 6 号における販売できる区域

は、裁判所が事実に基づいて認定する。 
第 1 項第 5 号の実施権者は、該特許権が無効審判請求により取り消さ

れた後も、依然として実施を継続する場合、特許権者による書面通知

を受領した日から、特許権者に合理的な特許権使用料を支払わなけれ

ばならない。 
第 58 条 2 種類以上の医薬品を混合して製造された医薬品又は方法は、その特許

権の効力は、医師の処方又は処方により調製された医薬品には及ばな

い。 
第 59 条 発明特許権者が、その発明特許権を他人に譲渡、信託、実施権を設定

したり、又は質権を設定する場合、特許主務官庁に登録しなければ、

第三者に対抗することができない。 
第 60 条 発明特許権の譲渡又は実施許諾について、契約に次のいずれかに該当

する約定があることにより、不正競争が生じた場合、その約定は無効

とする。 
1. 譲受人に対し、特定の物品、又は譲渡人や実施権者でない者が提

供する方法を使用することを制限又は禁止するもの。 
2. 譲受人に対し、特許の保護を受けていない製品又は原料を、譲渡

人から購入するよう要求するもの。 
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第 61 条 発明特許権が共有である場合、共有者が自ら実施する場合を除き、共

有者全員の同意を得なければ、他人にこれを譲渡したり又は実施許諾

することはできない。但し、契約に別段の約定がある場合は、その約

定に従う。 
第 62 条 発明特許の共有者は、共有者全員の同意を得なければ、その持分を他

人に譲渡、信託したり、又は質権を設定することができない。 
第 63 条 発明特許権者が中華民国と外国の間で発生した戦争により損失を受け

た場合、1 回に限り、5 年から 10 年までの特許権存続期間の延期を請

求することができる。但し、交戦国の国民の特許権は、延期を請求す

ることができない。 
第 64 条 発明特許権者は、次の各号のいずれかの事項についてのみ、特許明細

書又は図面の訂正を請求することができる。 
1. 特許請求の範囲の縮減。 
2. 誤記の事項の訂正。 
3. 不明瞭な記載の釈明。 

 前項の訂正は、出願当初の明細書又は図面に開示されている範囲を超

えてはならず、かつ特許請求の範囲の実質を拡大又は変更してはなら

ない。 
特許主務官庁は、訂正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しな

ければならない。 
 明細書、図面が訂正公告された場合、出願日に遡って発効する。 
第 65 条 発明特許権者は、実施権者又は質権者の同意を得なければ、特許権の

放棄又は前条による請求をすることができない。 
第 66 条 次の各号のいずれかに該当する場合、発明特許権は当然消滅する。 

1. 特許権の存続期間が満了したとき、期間満了の日の翌日から消滅

する。 
2. 特許権者が死亡し、該特許権の相続人であることを主張する者が

いない場合、該特許権が民法第 1185 条の規定により国に帰属すべ

き日から消滅する。 
3. 2 年目以降の特許料が追納期間が満了するまでに納付されなかっ

た場合、該特許権は、本来の納付期間満了日の翌日より消滅する。

但し、第 17 条第 2 項の規定により現状回復された場合は、この限

りでない。 
4. 特許権者が自ら特許権を放棄する場合、その書面に示された日か

ら特許権は消滅する。  
第 67 条 次の各号のいずれかに該当する場合、特許主務官庁は、無効審判請求

により又は職権で、その発明特許権を取り消し、並びに期限を指定し

 - 196 - 



 

て特許証を返還させなければならない。返還することができない場合

には、特許証の取消を公告しなければならない。 
1. 第 12 条第 1 項、第 21 条から第 24 条まで、第 26 条、第 31 条又は

第 49 条第 4 項の規定に違反する場合。 
2. 特許権者の属する国が中華民国国民の特許出願を受理しない場合。 
3. 発明特許権者が発明特許出願権者ではない場合。 
利害関係者に限り、第 12 条第 1 項の規定に違反すること又は前項第 3
号の事情を有することを理由に、無効審判を提起することができる。

その他の事情については、何人も、証拠を添付して、特許主務官庁に

無効審判を請求することができる。 
無効審判請求者は、無効審判請求日から 1 ヶ月以内に、無効審判理由

及び証拠を補充提出しなければならない。但し、無効審判審定前に提

出された場合には、依然としてこれを参酌しなければならない。 
審査の結果、無効審判が成立しなかった場合、何人も、同一の事実及

び同一の証拠をもって、無効審判を再請求することはできない。 
第 68 条 利害関係者は、特許権の取消により回復できる法律上の利益がある場

合、特許権の存続期間満了後又は消滅後も、無効審判を請求すること

ができる。 
第 69 条 特許主務官庁は、無効審判請求書を受理した後、無効審判請求書の副

本を特許権者に送達しなければならない。 
特許権者は副本送達後 1 ヶ月以内に答弁しなければならない。予め理

由を説明して延期が許可された場合を除き、期限を過ぎても答弁がな

い場合は直ちに審査する。 
第 70 条 特許主務官庁は、無効審判を審査する際、原審査に関与しなかった審

査官を指定し審査させ、査定書を作成させ、これを特許権者及び無効

審判請求者に送達しなければならない。 
第 71 条 特許主務官庁は、無効審判を審査する際、請求により又は職権で、期

限を指定して、特許権者に次の各号の事項を行うよう通知することが

できる。 
1． 特許主務官庁に出頭し面談する。 
2． 必要な実験を行ったり、模型又は見本を補充提出する。 
3． 第 64 条第 1 項及び第 2 項の規定により補正する。 
前項第 2 号の実験、模型又は見本の補充提出について、特許主務官庁

は必要であれば現場又は指定した場所で実地検証することができる。 
第 1 項第 3 号の規定により特許明細書又は図面を補正する場合、特許

主務官庁は無効審判請求者に通知しなければならない。 
第 72 条 第 54 条の発明特許権存続期間延長の無効審判に関する処理は、第 67

条第 3 項、第 4 項及び前四条の規定を準用する。 
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第 67 条の職権での特許権取消に関する処理は、前三条の規定を準用す

る。 
第 73 条 発明特許権が取り消された後、次のいずれかに該当する場合は、その

取消が確定したものとする。 
1. 法により行政救済を提起しなかった場合。 
2. 行政救済を提起したものの、却下が確定した場合。 

 発明特許権が取り消された場合、その特許権の効力は最初から存在し

なかったものとみなす。 
第 74 条 特許主務官庁は、発明特許権の付与、変更、存続期間の延長及び延期、

譲渡、信託、実施許諾、強制実施、取消、消滅、質権設定及びその他

の公告すべき事項を、特許公報に掲載しなければならない。 
第 75 条 特許主務官庁は特許権原簿を備え置き、それに特許の付与、特許権の

変更及び法令に定める全ての事項を記載しなければならない。 
前項の特許権原簿は、電子方式で作成することができ、国民の、閲覧、

抄録、撮影又はコピーに供さなければならない。 

第五節 実 施 

第 76 条 国家の緊急事態に対応するため、又は公益を増進するための非営利目

的の使用、或は申請者が合理的な商業条件を提示したにもかかわらず、

相当期間内に実施許諾について協議できなかった場合、特許主務官庁

は請求により、該申請者に特許権の強制実施を許可することができる。

その実施は国内市場の需要に供給することを主としなければならない。

但し、半導体技術に係る特許について強制実施許諾を請求する場合は、

公益の増進を目的とする非営利的使用に限る。 
特許権者に関して、競争制限又は不正競争の理由で裁判所による判決

又は公正取引委員会による処分が確定した場合、前項に該当しなくて

も、特許主務官庁は請求により、該申請者に特許権の強制実施を許可

することができる。 
特許主務官庁は、強制実施の請求書を受理した後、その副本を特許権

者に送達し、3 ヶ月以内に答弁させなければならない。期間が満了して

も答弁しなかった場合には、直ちにこれを処理することができる。 
特許の強制実施権は、他人が同一の発明特許について別に実施権を取

得することを妨げない。 
強制実施権者は特許権者に適当な補償金を支払わなければならない。

紛争がある場合、特許主務官庁がこれを裁定する。 
強制実施権は、強制実施に関する営業と共に譲渡、信託、承継、授権、

又は質権の設定をしなければならない。 

 - 198 - 



 

強制実施の原因が消滅した場合、特許主務官庁は、請求により強制実

施を廃止させることができる。 
第 77 条 前条の規定により強制実施権を取得した者が、強制実施の目的に違反

した場合、特許主務官庁は、特許権者の請求により、又は職権で、そ

の強制実施を廃止することができる。 
第 78 条 再発明とは、他人の発明又は実用新案の主な技術内容を利用して完成

した発明を指す。 
再発明の特許権者は、原特許権者の同意を得なければ、その発明を実

施することができない。 
製造方法の特許権者は、その製造方法により作成した物品が他人の特

許に係るものである場合、該他人の同意を得なければ、該発明を実施

することができない。 
前二項の再発明の特許権者と原特許権者、又は製造方法の特許権者と

物品の特許権者は、協議により交互に実施許諾することができる。 
前項の協議が成立しない場合、再発明の特許権者及び原特許権者又は

製造方法特許権者及び物品特許権者は、第 76 条の規定により強制実施

を請求することができる。但し、再発明又は製造方法発明に係る技術

は、原発明又は物品の発明と比べて明らかに経済的意義を有する重要

な技術上の改良であるものに限り、再発明又は製造方法の特許権者が

強制実施を請求することができる。 
再発明又は製造方法の特許権者が取得した強制実施権は、その特許権

と共に譲渡、信託、相続、実施許諾又は質権の設定をしなければなら

ない。 
第 79 条 発明特許権者は、特許に係る物品又はその包装に特許証の番号を表示

しなければならず、並びに、実施権者又は強制実施権者にも該特許証

番号の表示を要求することができる。特許証番号を表示しなかった場

合、損害賠償を請求することができない。但し、特許権侵害者が、該

物品が特許に係るものであることを明らかに知っていた場合、又はそ

れを知り得ることを証明できる事実がある場合は、この限りでない。 

第六節 料金の納付 

第 80 条 発明特許に関する各種申請について、申請人は申請時に、申請手数料

を納付しなければならない。 
特許を受けた場合、発明特許権者は、証書料及び特許料を納付しなけ

ればならない。特許権存続期間の延長、延期が許可された場合、延長

又は延期が許可された期間内においても、特許料を納付しなければな

らない。 
申請手数料、証書料及び特許料の金額は、主務官庁が定める。 
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第 81 条 発明特許料は公告の日から起算する。1 年目の特許料は、第 51 条第 1
項の規定により納付し、2 年目以降の特許料は、それぞれの期間が満了

する前に納付しなければならない。 
前項の特許料は、数年分を一括して納付することができる。一括払い

後、特許料の改定があった場合にも、その差額を追納する必要はない。 
第 82 条 発明特許の 2 年目以降の特許料を、特許料を納付すべき期間内に納付

しなかった場合、期間満了後の 6 ヶ月以内に追納することができる。

但し、その納付金額は規定特許料の倍額とする。 
第 83 条 発明特許権者が自然人、学校又は中小企業である場合、特許主務官庁

に特許料の減免を申請することができる。その減免の条件、期間、金

額及びその他行うべき事項に関する規則は、主務官庁が定める。 

第七節 損害賠償及び訴訟 

第 84 条 発明特許権が侵害を受けた場合、特許権者は損害賠償を請求すること

ができるほか、侵害の排除も請求することができる。侵害のおそれが

ある場合、その防止を請求することができる。 
専用実施権者も前項の請求をすることができる。但し、契約に別の約

定がある場合には、その約定に従う。 
発明特許権者又は専用実施権者は、前2項の規定により請求するとき、

特許権侵害に係る物品又は侵害行為に用いた原料或は設備について、

廃棄処分又はその他の必要とされる処置を請求することができる。 
発明者は氏名表示権が侵害された場合、発明者の氏名表示又はその他

名誉回復のために必要な処分を請求することができる。 
本条に規定する請求権は、請求権者が該侵害行為及び賠償義務者の存

在を知った時点から 2 年以内に行使しなければ消滅する。該侵害行為

があった時点から 10 年を超えた場合も同様とする。 
第 85 条 前条により損害賠償を請求する際は、次の各号のいずれかの方法によ

りその損害額を算定することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証

拠や方法を提供することができない場合、発明特許権者は、その

特許権の実施により通常得られる利益から、損害を受けた後に同

一の特許権の実施により得られる利益を差し引いた差額をその損

害額とすることができる。 
2. 侵害者が侵害行為により得た利益による。侵害者がそのコスト又

は必要経費について立証できない場合、該物品の販売により得た

全収入をその得た利益とする。 
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前項の規定のほか、発明特許権者の業務上の信用が侵害行為により損

われた場合には、別途、それに相当する金額の賠償を請求することが

できる。 
前二項の規定により、侵害行為が故意である場合、裁判所は侵害状況

により損害額以上の賠償額を定めることができる。但し、損害額の 3
倍を超えてはならない。 

第 86 条 他人の発明特許権を侵害する行為に用いた物、又は該侵害行為により

生じた物は、侵害された者の請求により、仮差押えをし、賠償の判決

後、賠償金の全部又は一部に充当することができる。 
当事者が前条の起訴及び本条の仮差押えの申立てをした場合、裁判所

は民事訴訟法の規定により訴訟による救済を許可しなければならない。 
第 87 条 製造方法の特許により製造された物品が、その製造方法の特許出願前

に国内又は国外に見られなかった場合、他人が製造した同一の物品は、

その方法特許により製造されたものと推定する。 
前項の推定は、反証を提出してこれを覆すことができる。被告が、該

同一の物品を製造した方法と製造方法特許とが異なることを証明した

ときは、反証を提出したものとみなす。被告が立証時に開示した製造

上及び営業上の秘密の合法的権益は、十分に保障されなければならな

い。 
第 88 条 発明特許に係る訴訟事件について、裁判所は、判決書の正本を一部、

特許主務官庁に送達しなければならない。 
第 89 条 侵害を受けた者は、勝訴判決確定後、裁判所に対し、敗訴者の負担で

判決書の全文又は一部を新聞に掲載すべき旨の裁定を下すよう請求す

ることができる。これに係る費用は、敗訴者の負担とする。 
第 90 条 発明特許権に関する民事訴訟について、出願、無効審判、又は取消が

確定するまで、審判を中止させることができる。 
裁判所は、前項の規定により審判中止の裁定を下すとき、無効審判提

起の正当性に留意しなければならない。 
無効審判が権利侵害訴訟の審理に関連する場合、特許主務官庁は、優

先的にこれを審査することができる。 
第 91 条 認可を得ていない外国法人又は団体は、本法が規定する事項について、

民事訴訟を提起することができる。但し、条約又はその本国の法令や

慣例により、中華民国の国民又は団体が同国において同等の権利を享

受することができる場合に限る。団体又は機構が相互に特許を保護す

る協議を締結し、主務官庁の許可を受けた場合も、同様とする。 
第 92 条 裁判所は、発明特許訴訟事件を審理する専門法廷を設けたり、又は専

門の担当者を指定して審理させることができる。 
司法院は、特許侵害鑑定専門機関を指定することができる。 

 - 201 - 



 

裁判所は、発明特許訴訟を受理し、前項の機関に委託して鑑定させる

ことができる。 

第三章 実用新案登録 

第 93 条 実用新案とは、自然法則を利用した技術的思想のうち、物品の形状、

構造又は組み合わせに係る創作を指す。 
第 94 条 産業上利用することのできる実用新案で、次の各号のいずれかに該当

しないものは、本法により出願し、実用新案登録を受けることができ

る。 
1. 出願前に既に刊行物に記載されたり、又は公然実施されたもの。 
2. 出願前に既に公然知られたもの。 
実用新案が次のいずれかの事由により、前項各号の事情に至った実用

新案については、その事実が生じた日から6ヶ月以内に出願した場合、

前項各号の規定の制限を受けない。 
1. 研究、実験のため。 
2. 政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され   

たため。 
3. 出願人の意図に反して漏洩したもの。 
出願人が前項第 1 号、第 2 号の事由を主張する場合、出願時に事実及

びその事実が生じた年月日を明記し、並びに特許主務官庁が指定する

期間内に証明書類を提出しなければならない。 
実用新案が第 1 項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術領

域の通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて明らかに容易

に完成することができる場合には、本法により出願し、実用新案登録

を受けることができない。 
第 95 条 実用新案登録を出願した実用新案が、その出願より先に出願され、か

つその出願後はじめて公開又は公告された発明若しくは実用新案の明

細書又は図面に記載された内容と同一である場合には、実用新案登録

を受けることができない。但し、該実用新案登録出願人と先に出願さ

れた発明又は実用新案の出願人が同一である場合には、この限りでな

い。 
第 96 条 実用新案が、公序良俗又は公衆衛生を害する場合には、実用新案登録

を受けることができない。 
第 97 条 実用新案登録を出願した実用新案について、方式審査の結果、次の各

号のいずれかの事情を有すると認めた場合、拒絶査定を下さなければ

ならない。 
1． 実用新案が物品の形状、構造又は組み合わせに属さない場合。 
2． 前条の規定に違反する場合。 
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3．  第 108 条が準用する第 26 条第 1 項、第 4 項に規定する開示方式に

違反する場合。 
4．  第 108 条が準用する第 32 条の規定に違反する場合。 
5．  明細書及び図面に必要事項が開示されていない場合、又はその開

示内容が明らかに明確でない場合。 
前項の処分を下す前に、期限を指定して意見陳述又は明細書又は図面

を補充・補正するよう出願人に通知しなければならない。 
第 98 条 実用新案登録を出願した実用新案について、方式審査の結果、前条の

規定する事情を有すると認めた場合、理由を明記した処分書を作成し、

出願人又はその代理人に送達しなければならない。 
第 99 条 実用新案登録を出願した実用新案について、方式審査の結果、第 97 条

に規定する拒絶査定すべき事情がないと認めた場合、登録を許可し、

請求の範囲及び図面を公告しなければならない。 
第 100 条 出願人が明細書又は図面の補充、補正を申請する場合、出願日から 2

ヶ月以内にこれを行わなければならない。 
前項により行う補充、補正は、出願当初の明細書又は図面が開示する

範囲を超えてはならない。 
第 101 条 登録出願された実用新案は、出願者が、実用新案権を付与する旨の処

分書送達後 3 ヶ月以内に証書料及び 1 年目の年金を納付した後、はじ

めて公告される。期間が満了しても前記費用を納付しない場合、公告

せず、その実用新案権は最初から存在しなかったものとする。 
実用新案登録出願に係る実用新案は、公告日より実用新案権を付与し、

証書を交付する。 
実用新案権の存続期間は、出願日から起算して 10 年をもって満了とす

る。 
第 102 条 発明特許又は意匠登録を出願した後、これを実用新案の出願に変更す

る場合、又は実用新案登録を出願した後、これを発明特許の出願に変

更する場合は、原出願の出願日をその変更後の出願の出願日とする。

但し、原出願について許可査定書又は処分書が送達された後、或は原

出願の拒絶査定書又は処分書が送達された日から60日以上経っている

場合には、出願変更を申請することはできない。 
第 103 条 実用新案登録出願に係る実用新案の公告後、何人も、第 94 条第 1 項第

1 号、第 2 号、第 4 項、第 95 条又は第 108 条に準用する第 31 条に規定

する事情について、特許主務官庁に対し、該実用新案の実用新案技術

報告を請求することができる。 
特許主務官庁は、前項の実用新案技術報告請求の事実を、特許公報に

掲載しなければならない。 
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特許主務官庁は、第 1 項の請求において、特許審査員を指定して実用

新案技術報告を作成させなければならず、並びに該特許審査員は該報

告に署名しなければならない。 
第 1 項の規定によりなされた実用新案技術報告請求に、特許権者でな

い者が業として該実用新案を実施していることが明記され、かつ関連

証明書類を添付する場合、特許主務官庁は 6 ヶ月以内に実用新案技術

報告を完成しなければならない。 
実用新案権消滅後も実用新案技術報告を請求することができる。 
第 1 項の規定により行った請求は、取り下げることができない。 

第 104 条 実用新案権者が実用新案権を行使する際には、実用新案技術報告を提

示して警告しなければならない。 
第 105 条 実用新案権者の実用新案権が取り消される場合、それが取り消される

前に、該実用新案権を行使することによって他人に与えた損害につい

て、賠償責任を負わなければならない。 
前項の情況は、実用新案技術報告の内容に基づいて、又は可能な限り

の注意を払った上で権利を行使した場合には、過失がなかったものと

推定する。 
第 106 条 実用新案権者は、本法に別段の規定がある場合を除き、他人がその同

意を得ずに該実用新案に係る物品を製造、販売の申し出、販売、使用

すること、又はこれらを目的として輸入することを排除する権利を専

有する。 
実用新案権の範囲は、明細書に記載された請求の範囲を基準とし、請

求の範囲を解釈する際には、創作説明及び図面を参酌することができ

る。 
第 107 条 次の各号のいずれかに該当する場合、特許主務官庁は、無効審判請求

により、その実用新案権を取り消し、並びに期限を指定して証書を返

還させなければならない。返還することができない場合には、証書の

無効を公告しなければならない。 
1. 第 12 条第 1 項、第 93 条から第 96 条、第 100 条第 2 項、第 108 条

に準用する第 26 条又は第 108 条に準用する第 31 条の規定に違反

する場合。 
2. 特許権者が属する国が中華民国国民の特許出願を受理しない場合。 
3. 実用新案権者が実用新案登録出願権者でない場合。 
利害関係者に限り、第 12 条第 1 項の規定に違反すること、又は前項第

3 号の事情を有することを理由に、無効審判を提起することができる。

その他の事情については、何人も、証拠を添付して､特許主務官庁に無

効審判を提起することができる。 
無効審判査定書には、特許審査員が署名しなければならない。 
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第 108 条 第 25 条から第 29 条、第 31 条から第 34 条、第 35 条第 2 項、第 42 条、

第 45 条第 2 項、第 50 条、第 57 条、第 59 条から第 62 条、第 64 条か

ら第 66 条、第 67 条第 3 項、第 4 項、第 68 条から第 71 条、第 73 条か

ら第 75 条、第 78 条第 1 項、第 2 項、第 4 項、第 79 条から第 86 条、

第 88 条から第 92 条までの規定は、実用新案に準用する。 

第四章 意匠登録 

第 109 条 意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚

に訴える創作を指す。 
類似意匠とは、同一人がその所有する別の意匠に基づいて創作したも

のであって、その構成が類似しているものを指す。 
第 110 条 産業上利用することのできる意匠で、次の各号のいずれかに該当しな

ければ、本法により出願し、意匠登録を受けることができる。 
1. 出願前に既に同一又は類似の意匠が刊行物に記載されたり又は公

然実施されたもの。 
2. 出願前に既に公然知られたもの。 
次のいずれかの事由により、前項各号の事情に至った意匠については、

その事実が生じた日から 6 ヶ月以内に出願した場合、前項各号の規定

の制限を受けない。 
1. 政府が主催する展覧会又は政府の認可を受けた展覧会で展示され

たため。 
2. 出願人の意図に反して漏洩したもの。 
出願人が前項第 1 号の事情を有すると主張する場合、出願時に事実及

びその事実が生じた年月日を明記し、並びに特許主務官庁が指定する

期間内に証明書類を提出しなければならない。 
意匠が、第 1 項各号の事情に該当しなくても、それが属する技術領域

の通常知識を有する者が出願前の従来技術に基づいて容易に思いつく

場合には、本法により出願し、意匠登録を受けることができない。 
同一人が類似の意匠について意匠登録を出願する際は、類似意匠とし

て出願しなければならず、第 1 項及び前項の規定の制限を受けない。

但し、原意匠の出願前に類似意匠と同一又は類似である意匠が既に刊

行物に記載されたり、公然使用されたり、若しくは一般の人によく知

られていた場合には、本法により出願し、類似意匠登録を受けること

ができない。 
同一人が、類似意匠に類似する意匠について、類似意匠登録を出願す

ることはできない。 
第 111 条 意匠登録出願に係る意匠が、その出願より先に出願され、かつその出

願後はじめて公告された意匠登録出願に添付されている図面説明書の
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内容と同一又は類似である場合には、意匠登録を受けることができな

い。 
但し、該意匠登録出願人と先に出願された意匠登録の出願人が同一で

ある場合には、この限りでない。 
第 112 条 次の各号のいずれかに該当するものは、意匠登録を受けることができ

ない。 
1. 単に機能上不可欠な設計からなる物品造形。 
2. 単なる芸術的創作又は美術工芸品。 
3. 集積回路の回路配置及び電子回路の配置。 
4. 公序良俗、又は公衆衛生を害する物品。 
5. 党旗、国旗、國父（孫文）の肖像、国の紋章、軍旗、印章、勲章

と同一又は類似である物品。 
第 113 条 意匠登録出願に係る意匠は、許可査定後、出願人は査定書送達後 3 ヶ

月以内に証書料及び 1 年目の特許料を納付しなければならず、前記費

用が納付されてからはじめて公告される。期限が満了しても納付しな

い場合、その意匠権は最初から存在しなかったものとする。 
意匠登録出願に係る意匠は、公告日より意匠権を付与し、証書を交付

する。 
意匠権の存続期間は、出願日から起算して 12 年をもって満了とする。

類似意匠権の存続期間は、原意匠権の存続期間と同時に満了とする。 
第 114 条 発明特許又は実用新案登録を出願した後、これを意匠登録の出願に変

更する場合、原出願の出願日をその変更後の出願の出願日とする。但

し、原出願について許可査定書又は処分書が送達された後、或は原出

願の拒絶査定書又は処分書が送達された日から60日以上経っている場

合には、出願変更を申請することはできない。 
第 115 条 独立意匠登録を出願した後、これを類似意匠登録の出願に変更する場

合、又は類似意匠登録を出願した後、これを独立意匠登録の出願に変

更する場合は、原出願の出願日をその変更後の出願の出願日とする。

但し、原出願の許可査定書送達後、又は原出願の拒絶査定書が送達さ

れた日から 60 日以上経っている場合には、出願変更を申請することは

できない。 
第 116 条 意匠登録の出願は、意匠登録出願権者が願書、図面説明書を備えて、

特許主務官庁にこれを提出しなければならない。 
出願権者が使用者、譲受人又は相続人である場合、創作者の氏名を明

記し、雇用、譲受又は相続を証明する書類を添付しなければならない。 
意匠登録の出願は、願書、図面説明書が全て揃った日を出願日とする。 
前項の図面説明書が外国語で提出され、かつ特許主務官庁が指定する

期間内に中国語訳による翻訳文が補正された場合、該外国語の図面説
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明書が提出された日を出願日とする。指定された期間内に補正しなか

った場合、出願を受理しない。但し、処分前に補正した場合には、補

正した日を出願日とする。 
第 117 条 前条の図面説明書には、意匠を施す物品の名称、創作の説明、図面の

説明及び図面を記載しなければならない。 
図面説明書は、該意匠が属する技術領域の通常知識を有する者がその

内容を理解し、それに基づいて実施することができるよう、明確かつ

十分に開示しなくてはならない。 
意匠の図面説明書の開示方式は、本法施行細則で定める。 

第 118 条 同一又は類似の意匠について、2 以上の意匠登録出願があった場合、そ

の最先の出願人のみが、意匠登録を受けることができる。但し、後願

の出願人が主張する優先日が先願の出願日より早い場合は、この限り

でない。 
前項の出願日又は優先日が同日である場合は、これを協議により定め

るよう出願人に通知しなければならない。協議が成立しない場合には、

いずれの出願人も意匠登録を受けることができない。その出願人が同

一人である場合、期限を指定していずれか 1 つの出願を選択するよう

出願人に通知しなければならない。該期限が過ぎてもいずれか 1 つを

選択しない場合は、いずれの出願も意匠登録を受けることができない。 
各出願人が協議する場合、特許主務官庁は適当な期間を指定して該協

議結果を報告するよう出願人に通知しなければならない。該期限が過

ぎても報告がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなす。 
第 119 条 意匠登録出願は、1 つの意匠ごとに出願を提出しなければならない。 

意匠登録を出願する際は、その意匠を施す物品を指定しなければなら

ない。 
第 120 条 意匠登録出願が第 109 条から第 112 条、第 117 条、第 118 条、第 119

条第 1 項又は第 122 条第 3 項の規定に違反する場合、拒絶査定を行わ

なければならない。 
第 121 条 審査の結果、拒絶すべき理由がないと認めた意匠については、意匠登

録を許可し、その図面を公告しなければならない。 
第 122 条 特許主務官庁は、意匠登録の審査の際、請求により又は職権で、期限

を指定して出願人に次の各号の事項を行うよう通知することができる。 
1. 特許主務官庁に出頭して面談に応じる。 
2. 模型又は見本を追加する。 
3. 図面説明書を補足・補正する。 
前項第 2 号の追加された模型又は見本について、特許主務官庁は必要

であれば、現場又は指定した場所で実地検証を行うことができる。 
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第 1 項第 3 号による補足‧補正は、出願当初の図面説明書が開示する範

囲を超えてはならない。 
第 123 条 意匠権者は、該意匠が施された物品について、本法で別に規定がある

場合を除き、他人がその同意を得ずに該意匠登録及び類似意匠登録を

受けた物品を製造、販売、販売の申し出、使用をしたり、又はこれら

を目的として輸入することを排除する権利を専有する。 
意匠権の範囲は、図面を基準とし、並びに創作発明を参酌することが

できる。 
第 124 条 類似意匠権は原意匠権に従属するものであり、単独で主張することは

できず、かつ類似の範囲には及ばない。 
原意匠権が取り消された又は消滅した場合、類似意匠権も共に取り消

される又は消滅する。 
第 125 条 意匠権の効力は、次の各号の事項には及ばない。 

1. 研究、授業又は試験のためにその意匠を実施し、営利上の行為で

はないもの。 
2. 出願前、既に国内で使用されていたもの、又はその必要な準備を

既に完了していたもの。但し、出願前の 6 ヶ月以内に意匠登録出

願権者からその意匠を知らされ、意匠登録出願権者がその意匠権

を留保する旨の表明をした場合には、この限りでない。 
3. 出願前、既に国内に存在していたもの。 
4. 単に国境を通過するにすぎない交通手段又はその装置。 
5. 意匠登録出願権者でない者が受けた意匠権が意匠登録出願権者に

よる無効審判請求のために取り消された場合、その使用許諾を受

けた者が無効審判の請求前に善意で国内で使用していたもの、又

は既にその必要な準備を完了していたもの。 
6. 意匠権者が製造した、又は意匠権者の同意を得て製造した意匠権

物品が販売された後、該物品を使用する、又は再販する行為。前

記の製造、販売行為は国内に限らない。 
前項第 2 号及び第 5 号の使用者は、その原事業内で継続して使用する

場合に限る。第 6 号における販売できる区域は、裁判所が事実に基づ

いてこれを認定する。 
第 1 項第 5 号の使用者は、該意匠権が無効審判により取り消された後

も、依然として使用している場合、意匠権者による書面通知を受領し

た日から、意匠権者に合理的な使用料を支払わなくてはならない。 
第 126 条 意匠権者は、意匠を施すものとして指定した物品について、その意匠

権を他人に譲渡、信託、使用許諾、又は質権を設定することができる

が、その際、特許主務官庁に登録しなければ、第三者に対抗すること
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はできない。但し、類似意匠を単独で譲渡、信託、使用許諾、又は質

権を設定することはできない。 
第 127 条 意匠権者は、意匠登録を受けた図面説明書について、誤記又は不明瞭

な事項についてのみ、特許主務官庁に補正を請求することができる。 
特許主務官庁は、補正を許可した後、その事由を特許公報に掲載しな

ければならない。 
図面説明が補正公告された場合、出願日に溯って発効する。 

第 128 条 次の各号のいずれかに該当する場合、特許主務官庁は、無効審判請求

により又は職権で、その意匠権を取り消し、かつ期限を指定して証書

を返還させなければならない。返還することができない場合には、証

書の無効を公告しなければならない。 
1. 第 12 条第 1 項、第 109 条から第 112 条、第 117 条、第 118 条又は

第 122 条第 3 項の規定に違反する場合。 
2. 意匠権者の属する国が中華民国国民の意匠登録出願を受理しない

場合。 
3. 意匠権者が意匠登録出願権者ではない場合。 
利害関係者に限り、第 12 条第 1 項の規定に違反すること、又は前項第

3 号を有することを理由に、無効審判を提起することができる。その他

の事情については、何人も、証拠を添付して、特許主務官庁に対し無

効審判を提起することができる。 
第 129 条 第 27 条、第 28 条、第 33 条から第 35 条、第 42 条、第 43 条、第 45 條

第 2 項、第 46 条、第 47 条、第 60 条から第 62 条、第 65 条、第 66 条、

第 67 条第 3 項、第 4 項、第 68 条から第 71 条、第 73 条から第 75 条、

第 79 条から第 86 条、第 88 条から第 92 条の規定は、意匠に準用する。 
第 27 条第 1 項が規定する期間は、意匠登録において 6 ヶ月とする。 

第五章 付 則 

第 130 条 特許主務官庁は、特許ファイルの出願書類、明細書、図面及び図面説

明を、永久に保存しなければならない。その他書類のファイルは、少

なくとも 30 年間保存しなければならない。 
前項の特許ファイルは、マイクロフィルム、磁気ディスク、磁気テー

プ、光ディスクなどで保存することができる。前項の保存記録は、特

許主務官庁が確認したものに限り、原ファイルと同一とみなし、元の

ペーパーファイルを廃棄することができる。保存記録の複製品は、特

許主務官庁の確認を得た場合、それが真正品であると推定する。 
前項の保存代用物の確認、管理、使用上の規則は、主務官庁が定める。 

第 131 条 主務官庁は、発明、創作を奨励するために、奨励補助制度を定めるこ

とができる。 

 - 209 - 



 

第 132 条 1994 年 1 月 23 日より前に提出された出願は、第 52 条の規定により特

許存続期間の延長を申請することができない。 
第 133 条 本法 2001 年 10 月 24 日改正法の施行前（理律注：2001 年 10 月 26 日前）

に提出された追加特許出願で、いまだに査定が確定していないもの、

又は該追加特許出願の特許権がまだ存続しているものは、改正前の追

加特許に関する規定により取り扱う。 
第 134 条 本法 1994 年 1 月 21 日改正法の施行前（理律注：1994 年 1 月 23 日前）

に公告された特許の特許権存続期間は、改正施行前の規定を適用する。

但し、WTO 協定が中華民国国内で発効した日に特許権がまだ存続して

いる発明特許の特許権存続期間については、改正施行後の規定を適用

する。 
本法 2003 年 1 月 3 日改正法の施行前（理律注：2004 年 7 月 1 日前）に

公告された実用新案権の存続期間は、改正施行前の規定を適用する。 
WTO 協定が中華民国国内で発効した日（理律注：2002 年 1 月 1 日）に

権利がまだ存続している意匠の意匠権存続期間については、1997 年 5
月 7 日改正法施行後の本法規定を適用する。 

第 135 条 本法 2003 年 1 月 3 日改正法の施行前（理律注：2004 年 7 月 1 日前）に

まだ登録査定されていなかった発明特許出願、実用新案登録出願、意

匠登録出願は、改正施行後の規定を適用する。 
第 136 条 本法 2003 年 1 月 3 日改正法の施行前（理律注：2004 年 7 月 1 日前）に

既に提出されていた異議申立は、改正施行前の規定を適用する。 
本法 2003 年 1 月 3 日改正法の施行前（理律注：2004 年 7 月 1 日前）に

既に公告されていた特許は、改正施行後も改正施行前の規定により異

議申立を提起することができる。 
第 137 条 本法の施行規則は、主務官庁が定める。 
第 138 条 本法は、第 11 条が公布日から施行される以外、その他の条文の施行日

は行政院が定める。 
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添付資料 2 

 

台湾商標法 

2003年04月29日改正 

2003年05月28日公布 

2003年11月28日施行 

第一章 総 則 

第 1 条 商標権及び消費者の利益を保証し、市場の公正な競争を維持し、商工

業の健全な発展を促進するため、本法を制定する。 
第 2 条 自己の商品又は役務を表彰するために、商標権を取得しようとする者

は、本法の規定により商標登録を出願しなければならない。 
第 3 条 外国人の所属する国が、台湾と商標に関する相互保護条約又は協定を

締結しておらず、又はその国の法令により台湾国民による商標登録出

願を受理しない場合は、該外国人の商標登録の出願を不受理とするこ

とができる。 
第 4 条 台湾と相互に優先権を承認している国において合法的に登録出願した

商標を、その出願人が該外国における最初の出願日の翌日から 6 ヶ月

以内に台湾に登録出願した場合、該外国の出願に基づく優先権を主張

することができる。 
前項の規定に基づき優先権を主張する者は、出願と同時に優先権を主

張する旨の声明を提出し、且つ願書に該商標の外国での出願日及び該

出願を受理した国名を記載しなければならない。 
出願人は、出願日から３ヶ月以内に、前項の該外国政府が出願受理を

証明した出願書類を提出しなければならない。 
前二項の規定に違反した場合、優先権を失う。 
優先権を主張する場合、その登録出願日は優先日を基準とする。 

第 5 条 商標は文字、図形、記号、色彩、音、立体形状又はこれらの結合で構

成することができる。 
前項の商標は、その商品又は役務の関連消費者にそれが該商品又は役務

を表彰する標識であると認識させることができ、且つそれによって他

人の商品と区別できるものでなければならない。 
第 6 条 本法において商標の使用とは、販売の目的で商標を商品、役務又はそ

の関連物件に用いたり、若しくは平面画像、デジタルマルチメディア、

電子メディア又はその他媒介物を利用して、関連消費者にそれが商標

であると認識させることができるものをいう。 
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第 7 条 本法において主務官庁とは、経済部をいう。 
商標業務は、経済部が指定する専門機関が執り行うものとする。 

第 8 条 商標登録出願及びその関連事務は、商標代理人に委任してこれを行わ

せることができる。但し、台湾内に住所又は営業所を有していない者

は、商標代理人に委任してこれを行わせなければならない。 
 商標代理人は国内に住所を有していなければならない。それが専業で

ある場合は、法律に別段の規定がある場合を除き、商標師に限る。商

標師の資格及び管理は、法律で定める。 
第 9 条 出願人の為す商標に関する出願及びその他の手続が、法定期間を遅延

した場合、又は法定手続に合致せず補正することができない場合、又

は補正期限を過ぎても補正しない場合は、却下しなければならない。 
 出願人が災害又は自己の責任に帰すことのできない事由により法定期

間を遅延した場合、その原因が消滅した後 30 日以内に書面で理由を説

明し、商標主務官庁に原状回復を申請することができる｡但し、法定期

間を遅延してすでに 1 年が経過しているものは、前記の原状回復を申

請することができない。 
原状回復の申請は、それと同時に期間内にしかるべき手続を補完しなけ

ればならない。 
第 10 条 商標に関する出願及びその他の手続は、書類又は物件が主務官庁に送

達された日を基準としなければならない。郵送の場合は、郵送地の消

印の日付を基準とする。 
郵送地の消印の日付が明瞭でないものは、当事者が証拠を挙げる場合

を除き、商標主務官庁に送達された日を基準とする。 
第 11 条 商標登録及びその他商標に関する各申請をするときは、官納料を納付

しなければならない。 
 商標の官納料の金額は、主務官庁が命令を以ってこれを定める。 
第 12 条 商標主務官庁は、公報を発行し、登録商標及びそれに関する必要事項

を掲載しなければならない。 
第 13 条 商標主務官庁は商標登録簿を備え、商標登録、商標権の変動及び法令

に定める一切の事項を掲載しなければならず、且つ、これを外部に公

開しなければならない。 
前項の商標登録簿は、電子方式でこれを為すことができる。 

第 14 条 商標に関する出願及びその他手続は、電子方式でこれを為すことがで

きる。その実施日、出願手続及びその他行うべき事項に係る方法は、

主務官庁がこれを定める。 
第 15 条 商標主務官庁は、商標登録の出願、異議､無効審判及び撤回案件に係る

審査について、審査官を指定して、これを審査させなければならない。 
前項の審査官の資格は、法律で定める。 
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第 16 条 商標主務官庁は、前条第 1 項の案件に係る審査について、理由を記載

した処分書を作成し、出願人に送達しなければならない。 
前項の処分書には審査官が署名しなければならない。 

第二章 登録出願 

第 17 条 商標登録の出願は、出願人が、商標、使用を指定する商品又は役務及

びその区分を明記した願書を備えて、商標主務官庁にこれを出願しな

ければならない。 
前項の商標は、視覚で感知することのできる図案でこれを表示しなけ

ればならない。 
商標登録の出願は、出願人、商標図案及び使用を指定する商品又は役

務を明記した願書を以って出願を提出した日を出願日とする。 
出願人は、1 つの商標登録出願を以って、2 以上の区分の商品又は役務

への使用を指定することができる。 
商品又は役務の分類は、本法施行細則でこれを定める。 
類似する商品又は役務の認定は、前項の商品又は役務の区分の制限を

受けない。 
第 18 条 2 人以上の者が同日に同一又は類似の商標を以って、同一又は類似の商

品又は役務についてそれぞれ個別に登録を出願した結果、関連する消

費者に混同誤認を生じさせる虞があり、また時間の前後を判断するこ

とができない場合、各出願人の協議によりこれを定める。協議が成立

しない場合は、抽選によりこれを定める。 
第 19 条 説明的な又は識別性のない文字、図形、記号、色彩又は立体形状を含

む商標が、該部分を削除することにより、その商標の完全性を喪失す

る場合、該部分の専用権を放棄する旨の出願人の声明により、該商標

の登録を受けることができる。 
第 20 条 商標登録の出願事項の変更は、商標主務官庁にその許可を申請しなけ

ればならない。 
 商標及びその使用を指定する商品又は役務は、出願後、変更すること

ができない。但し、使用を指定する商品又は役務の縮減は、この限り

でない。 
第 1 項の変更は、1 商標ごとにそれぞれ個別に申請しなければならな

い。但し、同一人が 2 以上の出願案を有し、その変更事項が同一であ

る場合には、1 つの変更申請で同時にこの変更を申請することができる。 
第 21 条 出願人は使用を指定した商品又は役務について、商標主務官庁に対し、

2 以上の登録出願への分割を請求し、原登録出願日を出願日とすること

ができる。 
第 22 条 商標登録出願により生じた権利は、他人に移転することができる。 
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前項の権利を譲り受ける者は、原出願人の名義変更の許可を受けなけ

れば、第三者に対抗することができない。 

第三章 審査及び許可 

 
第 23 条 次の各号のいずれかの事情に該当する商標は、登録することができな

い。 
1. 第 5 条の規定に合致しないもの。 
2. 商品又は役務の形状、品質、用途又はその他の説明を表示するも

の。 
3. 指定する商品又は役務の慣用標章又は名称であるもの。 
4. 商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要であ

るもの。 
5. 台湾の国旗、国の紋章、国璽、軍旗、軍の徽章、印章、勲章又は

外国の国旗と同一又は類似のもの。 
6. 国父（孫文）又は国家元首の肖像又は氏名と同一のもの。 
7. 台湾の政府機関、又は展覧的な性質を有する集会の標章又はこれ

らが授与する表彰状等と同一又は類似のもの。 
8. 国際的な組織又は国内外の著名な組織の名称、記章、徽章、標章

と同一又は類似のもの。 
9. 正マーク（日本のＧマークに相当）又はこれと同じ性質を有する

国内外の査証マークと同一又は類似のもの。 
10. 公序良俗を害するもの。 
11. 公衆にその商品又は役務の性質、品質又は産地について誤認、誤

信させるおそれがあるもの。 
12. 他人の著名な商標又は標章と同一又は類似のもので、関連する公

衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、或は著名な商標又

は標章の識別性又は信用を損なうおそれがあるもの。但し、出願

人が商標又は標章の所有者の同意を得て登録出願する場合は、こ

の限りでない。 
13. 同一又は類似の商品又は役務についての他人の登録商標或はそれ

らについて他人が先に出願した商標と同一又は類似のもので、関

連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの。但し、

該登録商標又は先に登録出願された商標の所有者の同意を得て登

録出願する場合は、これら両者の商標及び指定商品又は指定役務

が同一である場合を除き、この限りでない。 
14. 同一又は類似の商品又は役務について他人が先に使用している商

標と同一又は類似のものであって、出願人が当該他人との間に契
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約、地縁、業務上の取引又はその他の関係を有することにより、

該他人の商標の存在を知っている場合。但し、該他人の同意を得

て登録出願した場合は、この限りでない。 
15. 他人の肖像又は著名な氏名、芸名、ペンネームを有するもの。但

し、該他人の同意を得て登録出願したものはこの限りでない。 
16. 著名な法人、商号又はその他の団体の名称を有し、関連する公衆

に混同誤認を生じさせるおそれのあるもの。 
17. 商標が他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、判決に

よりそれが確定したもの。但し、該他人の同意を得て登録出願し

た場合は、この限りでない。 
18. 台湾又は台湾と商標の保護を相互に承認する国家又は地区に係る

酒類の産地表示と同一又は類似のもので、酒類商品への使用を指

定するもの。 
前項第 12 号、第 14 号から第 16 号及び第 18 号に規定する情況は、出

願時を基準とする。 
第 1 項第 7 号及び第 8 号の規定は、政府機関又は関連機関が出願人で

あるとき、これを適用しない。 
第 1 項第 2 号に規定する情況を有する又は第 5 条第 2 項に規定する情

況に合致しないものであって、出願人により使用され、且つ取引上す

でに該出願人の商品又は役務を識別する標識となっている場合は、こ

れを適用しない。 
第 24 条 商標登録出願について審査の結果、前条第 1 項又は第 59 条第 4 項に規

定する情況を有し登録することができないと認めた場合は、拒絶査定

をしなければならない。 
前項の拒絶査定の前に、拒絶査定理由を出願人に書面で通知し、且つ

それが送達された翌日から30日以内に意見を陳述するよう指定しなけ

ればならない。 
第 25 条 商標登録出願について審査した結果、前条第 1 項の規定する情況がな

い場合には許可査定をしなければならない。 
許可査定を受けた商標につき、出願人は査定書送達の翌日から 2 ヶ月

以内に登録料を納付しなければならず、登録料納付後、はじめて登録

公告され、且つ商標登録証が交付される。期間が満了しても登録料を

納付しない場合、登録公告せず、原許可査定は、その効力を失う。 
第 26 条 前条第 2 項の登録料は 2 期に分けて納付することができる。登録料を

２期に分けて納付する場合、第 2 期目の登録料は、登録公告日から起

算して満 3 年になる前の 3 ヶ月以内に納付しなければならない。 
第 2 期目の登録料を前項の期間内に納付しなかった場合、期間が満了

してから 6 ヶ月以内に規定の登録料の倍額を納付することができる。 
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前項の規定により納付しなかった場合、商標権は該倍額の登録料の納

付期限の翌日から消滅する。 

第四章 商標権 

第 27 条 商標は登録公告の日から登録者が商標権を取得し、商標権の存続期間

は 10 年とする。 
 商標の存続期間は更新登録することができ、一回ごとの更新期間は 10

年とする。 
第 28 条 商標権の存続期間の更新登録を申請する場合、期間満了 6 ヶ月前から

期間終了後 6 ヶ月以内の間に申請しなければならない。期間終了後 6
ヶ月以内に申請する場合は、倍額の登録料を納付しなければならない。 

 前項の延長許可を受けた期間は、商標権の存続期間が満了した翌日か

ら起算する。 
第 29 条 商標権者は登録された指定商品又は指定役務において、その登録商標

を専用する権利を取得する。 
本法第 30 条に別段の規定がある場合を除き、次に掲げる情況について

は、商標権者の同意を得なければならない。 
1． 同一の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用

する場合。 
2． 類似の商品又は役務において、その登録商標と同一の商標を使用

することにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれ

がある場合。 
3． 同一又は類似の商品又は役務において、その登録商標と類似の商

標を使用することにより、関連する消費者に混同誤認を生じさせ

るおそれがある場合。 
第 30 条 次に掲げる情況は、他人の商標権の効力による拘束を受けない。 

1． 善意且つ合理的に使用する方法で、自己の氏名、名称又はその商

品又は役務の名称、形状、品質、用途、産地又はその他商品又は

役務自体に関する説明を表示し、商標として使用しない場合。 
2． 商品又は包装の立体形状が、その機能を確保するために必要であ

る場合。 
3． 他人の商標の登録出願日前に、善意で同一又は類似の商標を同一

又は類似の商品又は役務に使用する場合。但し、それは原使用の

商品又は役務に限る。その場合、商標権者は、該商標を使用する

者に対して、適当な区別表示の付記を要求することができる。 
登録商標を付した商品が、商標権者又はその同意を得た者により市場

で取引きされ流通する場合、或は関連機関が法により競売又は処置す

る場合、商標権者は該商品について商標権を主張することができない。
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第 31 条 商標権者は、登録商標の使用を指定した商品又は役務について、商標

主務官庁に対し、商標権の分割を申請することができる。 
 前項の商標権の分割申請は、商標の異議又は無効審判案件が確定する

前でも、これを為すことができる。 
第 32 条 商標の登録事項の変更は、商標主務官庁に登記しなければならない。

未登記の場合は、第三者に対抗することができない。 
商標及びその使用を指定する商品又は役務は、登録後、変更すること

ができない。但し、指定商品又は役務の縮減は、この限りでない。 
第 20 条第 3 項及び前条第 2 項の規定は、商標登録事項の変更に、これ

を準用する。 
第 33 条 商標権者は、その登録商標の使用を指定した商品又は役務の全部又は

一部について、その商標の使用を他人に許諾することができる。 
前項の使用許諾は、商標主務官庁に登記しなければならない。未登記

の場合は、第三者に対抗することができない。使用許諾を受けた者が

商標権者の同意を得て他人に使用権を再許諾する場合も、同様とする。 
使用許諾の登記後、商標権を移転する場合、その使用許諾契約は譲受

人に対しても継続して効力を有する。 
使用許諾を受けた者は、その商品、包装、容器上に又は営業上の物品、

書類に、明らか且つ容易に識別できるよう、商標の使用許諾を受けた

旨の標示をしなければならない。標示することが明らかに難しい場合

には、営業場所又はその他の関連物品上に、使用許諾を受けた旨の標

示をすることができる。 
第 34 条 使用許諾を受けた者が前条第 4 項の規定に違反し、商標主務官庁が職

権で又は請求により、一定期間内に改善すべき旨の通達をしたにもか

かわらず、その期間が満了しても改善しない場合、その商標使用許諾

は取り消されなければならない。 
商標の使用許諾期間が満了する前に、次の各号のいずれかの事情に該

当する場合、当事者又は利害関係人は関連証拠を提出して商標の使用

許諾登記の撤回を申請することができる。 
1． 商標権者及び使用許諾を受けた者双方が終了に同意する場合。そ

れが再使用許諾された場合も同様とする。 
2． 使用許諾契約に、商標権者又は使用許諾を受けた者が任意にその

使用許諾関係を終了することができる旨明確に規定されており、

当事者が終了を表明する場合。 
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3． 商標権者が、使用許諾を受けた者が使用許諾契約の約定に違反し

たことを以って、使用許諾を受けた者に使用許諾契約の解除又は

終了を通知し、使用許諾を受けた者に異議がない場合。 
第 35 条 商標権の移転は、商標主務官庁に登記しなければならない。未登記の

場合は第三者に対抗することができない。 
第 36 条 商標権を移転した結果、2 以上の商標権者が類似の商品又は役務に同一

の商標を使用し、或は同一又は類似の商品又は役務に類似の商標を使

用して、関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれのある場合、

各商標権者は使用時に適当な区別表示を付さなければならない。 
第 37 条 商標権者は、質権の設定、及び質権の変更、消滅について、商標主務

官庁に登記しなければならない。未登録の場合は第三者に対抗するこ

とができない。 
商標権者が複数の債権の担保とするために商標権について複数の質権

を設定する場合、その順序は登記の後先によりこれを定める。 
質権の存続期間において、質権者が商標権者の許諾を得ずに該商標を

使用することはできない。 
第 38 条 商標権者は商標権を放棄することができる。但し、使用許諾登記又は

質権登記のある場合は、使用許諾を受けた者又は質権者の同意を得な

ければならない。 
 前項の放棄は、書面で商標主務官庁に対しこれを行わなければならな

い。 
第 39 条 次の各号のいずれかの事情に該当する場合、その商標権は消滅する。 

1. 第 28 条の規定により更新登録をしなかった場合。 
2． 商標権者が死亡し、且つ相続人がいない場合。 

第五章 異 議 

第 40 条 商標の登録が第 23 条第 1 項又は第 59 条第 4 項の規定する情況に違反

する場合、何人も、商標登録公告の日から 3 ヶ月以内に、商標主務官

庁に対して異議を申し立てることができる。 
前項の異議は、登録商標の使用を指定する一部の商品又は役務につい

てこれを行うことができる。 
異議は 1 登録商標ごとにそれぞれ個別にこれを申請しなければならな

い。 
第 41 条 異議を申し立てる者は、事実及び理由を明記した異議申立書に副本を

添えなければならない。異議申立書に添付書類がある場合、副本にも

それを添付しなければならない。 
商標主務官庁が異議申立が書式に合わず補正可能と認める場合、期限

を定めて補正するよう通知しなければならない。 
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商標主務官庁は、第 1 項の副本及び添付書類を商標権者に送達し、期

限を定めて答弁させなければならない。 
第 42 条 異議申立ては、かつて原案を審査したことのない審査官を指定して、こ

れを審査させなければならない。 
第 43 条 異議申立て人又は商標権者は、市場調査報告を証拠として提出するこ

とができる。 
商標主務官庁は、異義申立て人又は商標権者に、市場調査報告につい

て意見を陳述する機会を与えなければならない。 
商標主務官庁は、当事者の陳述した意見及び市場調査報告結果につい

て、総合的にこれを判断しなければならない。 
第 44 条 異議申立て手続が進行中に、異議申立てを受けた商標権が移転した場

合、異議申立て手続は影響を受けない。 
前項の商標権譲受人は異議申立てを受けた者の地位を引き継ぐことを

表明し、異議申立て手続を続行することができる。 
第 45 条 異議申立て人は異議審決書送達前に、その異議申立てを取り下げるこ

とができる。 
異議申立て人が異議申立てを取り下げた場合、同一の事実、同一の証

拠及び同一の理由を以って、再度、異議申立て又は無効審判を提起す

ることはできない。 
第 46 条 異議申立て案件について審決で異議が成立した場合、その

登録を取り消さなければならない。 
第 47 条 前条の取消の事由が、登録商標がその使用を指定する一部の商品又は

役務にある場合、該一部の商品又は役務についてのみその登録を取り

消すことができる。 
第 48 条 異議確定後の登録商標については、何人も、同一の事実、同一の証拠

及び同一の理由に基づいて無効審判を請求することはできない。 
第 49 条 異議申立て手続進行中、商標権に関する民事又は刑事訴訟が提出され

た場合、異議審決の確定前に、その訴訟手続の進行を停止することが

できる。 

第六章 無効審判及び撤回 

第一節 無効審判 

第 50 条 商標の登録が第 23 条第 1 項又は第 59 条第 4 項の規定する情況に違反

して為された場合、利害関係人又は審査官は、商標主務官庁に対し、

その登録の無効審判請求を提出することができる。 
商標登録前に、他人の著作権、特許権又はその他の権利を侵害し、登

録後に裁判所の判決で侵害が確定した場合、前項の規定を準用する。 
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第 51 条 商標の登録が第 23 第 1 項第 1 号、第 2 号、第 12 号から第 17 号、又は

第 59 条第 4 項の規定する情況に違反してなされた場合、登録公告の日

から 5 年を経過したものについては、無効審判を請求又は提起するこ

とができない。 
前条第 2 項の規定する情況は、その判決が確定した日から 5 年が経過

している場合には、出願又は無効審判請求を提出することができない。 
商標の登録に第 23 条第 1 項第 12 号の情況があり、それが悪意で為さ

れたものである場合、第 1 項の期間の制限を受けない。 
第 52 条 無効審判に係る商標の登録に関する違法の事由の有無は、その登録公

告時の規定による。 
第 53 条 商標の無効審判案件は、商標主務官庁の長官が無効審判審査委員とし

て 3 名以上の審査官を指定して、これを審査させる。 
第 54 条 無効審判案件につき審決により無効審判が成立した場合、その登録を

取り消さなければならない。但し、審決時に、該情況がすでに存在し

ない場合、公益及び当事者の利益を参酌した後、不成立の審決を下す

ことができる。 
第 55 条 無効審判案件の審決が確定した後は、何人も、同一の事実、同一の証

拠及び同一の理由に基づいて無効審判を請求することはできない。 
第 56 条 第 40 条第 2 項、第 3 項、第 41 条第 1 項、第 2 項、第 42 条から第 45

条、第 47 条及び第 49 条の規定は、商標の無効審判にこれを準用する。 

第二節 撤 回 

第 57 条 商標登録後、次の各号のいずれかの情況に該当する場合、商標主務官

庁は、職権で又は利害関係人の請求により、その登録を撤回すること

ができる。 
1. 勝手に登録商標を変更し又は付記を加え、他人が同一又は類似の

商品又は役務において使用している登録商標と同一又は類似させ、

関連消費者に混同誤認を生じさせるおそれのある場合。 
2. 正当な事由なく使用せず又は使用を停止し続けて、すでに３年が

経過した場合。但し、使用許諾を受けた者が使用する場合は、こ

の限りでない。 
3. 第 36 条の規定により適当な区別表示を付していない場合。但し、

商標主務官庁の処分前に区別表示を付し、且つ混同誤認を生じる

おそれがない場合は、この限りでない。 
4. 商標がすでにその指定商品又は指定役務に係る慣用標章、名称又

は形状となっている場合。 
5. 商標が実際に使用されると、公衆がその商品又は役務の性質、品

質又は産地を誤認誤信するおそれがある場合。 

 - 220 - 



 

6. 商標を使用した結果、他人の著作権、特許権又はその他の権利を

侵害し、裁判所の判決で侵害が確定した場合。 
 使用許諾を受けた者が前項第 1 号の行為を為し、商標権者は該行為を

明らかに知っていた、又は知っていたはずであるにもかかわらず、反

対を表明しなかった場合も同様とする。 
第 1 項第 2 号に規定する情況があり、撤回申請時に該登録商標がすで

に使用されていた場合、他人の撤回申請を知って、該撤回申請前の 3
ヶ月内に使用を開始した場合を除き、その登録を撤回しない。 
撤回の事由が、登録商標の使用を指定する一部の商品又は役務にのみ

存在する場合、該一部の商品又は役務についてその登録を取り消すこ

とができる。  
第 58 条 商標権者が、次の各号のいずれかの行為を為した場合、その登録商標

を使用したと認めなければならない。 
1. 実際に使用した商標とその登録商標が異なっているものの、社会

の一般通念によれば決して同一性を失していない場合。 
2. 輸出を目的とする商品又はその関連物件上に、登録商標を標示す

る場合。 
第 59 条 商標主務官庁は撤回申請の事情を商標権者に通知し、並びに期限を定

めて答弁させなければならない。但し、出願人の申請が具体的な証拠

を欠き、又はその主張に明らかに理由がない場合には、直接却下する

ことができる。 
第 57 条第 1 項第 2 号に規定する情況は、その答弁通知が送達された場

合、商標権者はその使用の事実を証明しなければならず、期間が満了

しても答弁しなかった場合、その登録を直接撤回することができる。 
前項の商標権者が証明するその使用の事実は、商業取引きの習慣に合

致しなければならない。 
登録商標に第 57 条第 1 項第 1 号、第 6 号に規定する事情があり、その

登録が撤回された場合、原商標権者は撤回の日から 3 年間、原登録図

案と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務において登録

し、又は譲受けし、又は使用許諾を受けることができない。それが商

標主務官庁の処分前に、商標権の放棄を声明した場合も、同様である。 
第 60 条 第 40 条第 2 項、第 3 項、第 41 条第 1 項、第 2 項、第 42 条から第 44

条の規定は、撤回案の審査にこれを準用する。 

第七章 権利侵害の救済 

第 61 条 商標権者は、その商標権を侵害した者に対し、損害賠償及びその侵害

の排除を請求することができる。侵害のおそれがある場合、侵害の防

止を請求することができる。 
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商標権者の同意を得ずに、第 29 条第 2 項の各号のいずれかの事情を有

する場合、商標権の侵害とする。 
商標権者が第1項の規定により請求するとき、商標権侵害に係る物品、

又は侵害行為に利用される原料又は器具について、廃棄又はその他の

必要な処置を請求することができる。 
第 62 条 商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかの情況を有する場合、

商標権の侵害と見なす。 
1． 他人の著名な登録商標であることを明らかに知りながら、同一又

は類似の商標を使用し、又は該著名商標中の文字を自己の会社名

称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の営業主体又は供給

元を表彰する標識とし、著名商標の識別性又は信用を損なう場合。 
2． 他人の登録商標であることを明らかに知りながら、該商標中の文

字を自己の会社名称、商号名称、ドメインネーム、或はその他の

営業主体又は供給元を表彰する標識とし、商品又は役務に関連す

る消費者に混同誤認を生じさせる場合。 
第 63 条 商標権者が損害賠償を請求する場合、次の各号のいずれかの方法によ

り、その損害を計算することができる。 
1. 民法第 216 条の規定による。但し、その損害を証明するための証

拠、方法を提供することができない場合、商標権者は、その登録

商標を使用することによって通常得られる利益から、侵害された

後同一商標の使用によって得た利益を控除した差額を、その受け

た損害とすることができる。 
2. 商標権侵害者がその侵害行為によって得た利益による。商標権侵

害者がそのコスト又は必要経費について立証できない場合は、該

商品を販売して得た収入の全部を侵害者の受けた利益とする。 
3. 押収した商標権侵害に係る商品の小売り単価の 500 倍から 1500 倍

までの金額による。但し、押収した商品が1500個を超える場合は、

その総額を賠償額とする。 
前項の賠償額が明らかに不適当である場合、裁判所はこれを減額する

ことができる。 
商標権者の業務上の信用が侵害によって損われた場合、第 1 項の規定

以外にも、相当する金額の賠償を別途請求することができる。 
第 64 条 商標権者は、商標権侵害者の費用負担で、商標権侵害の事実に係る判

決書の内容の全部又は一部を新聞に掲載することができる。 
第 65 条 商標権者は、その商標権を侵害する物品の輸出入に対して、税関でひ

とまず差し止めるよう申請することができる。 
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前項の申請は、書面で行い、並びに侵害の事実を釈明し、且つ税関が

見積った該輸入貨物税価格又は輸出貨物 FOB価格に相当する保証金を

提供しなければならない。 
税関は、差止め申請を受理した場合、即刻、申請人に通知しなければ

ならない。前項の規定に合致すると認めて差止めを実施するとき、書

面で申請人及び差止めを受ける者に通知しなければならない。 
差止めを受ける者は、第 2 項の保証金の 2 倍の保証金又は相当の担保

を提供し、税関に差止めの撤回を請求することができ、並びに輸出入

貨物に関連する通関規定により取扱う。 
税関は、差止め物の機密資料保護を損なわないという状況下において、

申請人又は押収を受ける者の申請により、それに対し差止め物の検視

を許可することができる。 
差止め物につき、商標権侵害であるとする確定判決を申請人が取得し

た場合、第 66 条第 4 項規定の情況を除き、差止めを受ける者が差止め

物のコンテナ延滞料、倉敷料、積み下ろし費用などの関連費用を負担

しなければならない。 
第 66 条 次の各号のいずれかの情況に該当する場合、税関は差止めを撤回しな

ければならない。 
1． 申請人が税関から差止め受理を通知された日から 12 日以内に、第

61条の規定により差止め物である侵害物について訴訟を提起せず、

並びに税関に通知しなかった場合。 
2． 申請人が差止め物である侵害物について提起した訴訟につき、裁判

所より却下確定の裁定が下された場合。 
3． 差止め物につき、商標権を侵害する物ではないとする確定判決が裁

判所より下された場合。 
4． 申請人が差止めの撤回を申請した場合。 
5． 前条第 4 項の規定に合致する場合。 
前項第 1 号に規定する期限につき、税関は必要に応じて 12 日間延長す

ることができる。 
税関が第 1 項の規定により差止めを撤回する場合、輸出入貨物に関連

する通関規定により行わなければならない。 
差止めが第 1 項第 1 号から第 4 号の事由により撤回された場合、申請

人が差止め物のコンテナ延滞料、倉敷料、積み下ろし費用などの関連

費用を負担しなければならない。 
第 67 条 差止め物につき商標権を侵害する物ではないとする確定判決が裁判所

より下された場合、申請人は、差止めを受けた者が差止め又は第 65 条

第 4 項規定の保証金の提供により受けた損害を賠償しなければならな

い。 
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申請人は第 65 条第 4 項規定の保証金につき、差止めを受けた者は第 65
条第 2 項規定の保証金につき、質権者と同一の権利を有する。但し、

前条第 4 項及び第 65 条第 6 項が規定するコンテナ延滞料、倉敷料、積

み下ろし費用などの関連費用は、申請人又は差止めを受けた者の損害

補償に優先する。 
次の各号のいずれかの情況に該当する場合、税関は申請人の申請によ

り、第 65 条第 2 項規定の保証金を返還しなければならない。 
1． 申請人が勝訴の確定判決を受け、又は差止めを受けた者と和解し、

すでに保証金を提供し続ける必要がない場合。 
2． 前条第 1 項第 1 号から第 4 号が規定する事由により差止めが撤回

され、差止めを受けた者が損害を受けた後、又は差止めを受けた

者が勝訴の確定判決を受けた後、申請人が、すでに 20 日以上の期

間を定めて、差止めを受けた者に権利を行使するよう催告したに

もかかわらず、行使しなかった場合。 
3． 差止めを受けた者が返還に同意した場合。 
次の各号のいずれかの情況に該当する場合、税関は差止めを受けた者

の申請により、第 65 条第 4 項規定の保証金を返還しなければならない。 
1． 前条第 1 項第 1 号から第 4 号が規定する事由により差止めが撤回

され、又は差止めを受けた者が申請人と和解し、すでに保証金を

提供し続ける必要がない場合。 
2． 申請人が勝訴の確定判決を受けた後、差止めを受けた者が、すで

に 20 日以上の期間を定めて、申請人に権利を行使するよう催告し

たにもかかわらず、行使しなかった場合。 
3． 申請人が返還に同意した場合。 

第 68 条 前三条が規定する、差止め請求、差止めの撤回、差止め物の検視、保

証金又は担保の納付、提供、返還の手続、備えるべき書類及びその他

の遂行すべき事項に係る規則は、主務官庁が財政部と合同でこれを定

める。 
第 69 条 第 33 条の規定により使用許諾を受けて商標を使用する者が、その使用

権を侵害された場合、本章の規定を準用する。 
第 70 条 外国法人又は団体は認可・許可を受けた者に限らず、本法に規定され

ている事項について、告訴、自訴又は民事訴訟を提起することができ

る 
第 71 条 裁判所は、商標に係る訴訟事件について、専門法廷を設置して又は専

門の担当者を指定して、審理を行わせることができる。 
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第八章 証明標章、団体標章及び団体商標 

第 72 条 標章を以って他人の商品又は役務の特性、品質、精密度、産地又はそ

の他の事項に証明を与える者が、その標章を専用しようとする場合、

証明標章の登録出願をしなければならない。 
証明標章の出願人は、他人の商品又は役務を証明する能力を有する法

人、団体又は政府機関に限る。 
前項の出願人が、それが証明しようとする商品又は役務に係る業務に

従事している場合、登録出願することはできない。 
第 73 条 証明標章の使用とは、証明標章権者が他人の商品又は役務の特性、品

質、精密度、産地又はその他の事項を証明する意味で、それが商品又

は役務に関連する物品又は書類上に該証明標章を表示することに同意

することを指す。 
第 74 条 法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、その組織又は会員

籍を表彰するために、標章を専用しようとする場合は、団体標章の登

録出願をしなければならない。 
前項の団体標章登録の出願は、関連事項を明記した出願書を以って、

並びに団体標章の使用規範を添付して、商標主務官庁に対しこれを出

願しなければならない。 
第 75 条 団体標章の使用とは、団体又はその会員身分を表彰するために、団体

又はその会員が関連する物品又は書類上に標章を標示することを指す。 
第 76 条 法人資格を有する組合、協会又はその他の団体が、該団体の構成員が

提供する商品又は役務を表彰しようとし、並びにそれによって他人の

提供する商品又は役務と互いに区別することができるように表彰を専

用しようとする場合、団体商標として登録出願することができる。 
前項の団体商標登録に係る出願は、商品又は役務の区分及び名称を記

載した出願書をもって、並びに団体商標の使用規範を添付して、商標

主務官庁に対しこれを行うことができる。 
第 77 条 団体商標の使用とは、団体の構成員が提供する商品又は役務を表彰す

るために、団体の構成員が団体商標を商品又は役務上に使用し、並び

にそれをもって他人の商品又は役務と互いに区別することができる場

合を指す。 
第 78 条 証明標章権、団体標章権又は団体商標権は、移転、他人への使用許諾、

質権の設定をすることができない。但し、その移転又は他人への使用

許諾が、消費者の利益に損害を与えず、且つ公正な競争に違反するお

それがなく、商標主務官庁の許可を受けた場合は、この限りでない。 
第 79 条 標章権者又は使用許諾を受けた者が、証明標章、団体標章又は団体商

標を不当に使用し、他人又は公衆に損害が生じた場合、商標主務官庁
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は、何人を問わずその請求により又は職権でその登録を撤回すること

ができる。 
前項にいう不当な使用とは、次の各号のいずれかの情況を指す。 
1． 証明標章を商標として使用する、或は証明標章権者の商品又は役

務に関連する物品又は書類上に標示する。 
2． 団体標章又は団体商標の使用が、社会公衆に該団体の性質を誤認

させる。 
3． 前条の規定に違反して、移転、使用許諾、又は質権の設定をする。 
4． 標章の使用規範に違反する。 
5． その他の不当な方法による使用。 

第 80 条 証明標章、団体標章又は団体商標は、本章に別段の規定がある場合を

除き、その性質により本法の商標に関する規定を準用する。 

第九章 罰 則 

第 81 条 商標権者、又は団体商標権者の同意を得ずに、次の各号のいずれかの

行為を為した場合、3 年以下の懲役、拘留又は NT$200,000 以下の罰金

に処する又は併処する。 
1. 同一の商品又は役務に、同一の商標又は団体商標を使用する。 
2. 類似の商品又は役務に、同一の登録商標又は団体商標を使用し、

関連する消費者に混同誤認を生じさせるおそれがある場合。 
3． 同一又は類似の商品又は役務に、その登録商標又は団体商標と類

似する商標を使用して、関連消費者に誤認を生じさせるおそれが

ある場合。 
第 82 条 前条に該当する商品であることを明らかに知りながら、該商品を販売、

又は販売を意図して展示、輸出又は輸入した者は、1 年以下の懲役、拘

留又は NT$50,000 以下の罰金に処する又は併処する。 
第 83 条 前二条の罪を犯して製造、販売、展示、輸出又は輸入した商品、或は

提供した役務において使用された物品又は書類は、犯人の所有に属す

るか否かを問わず、これを没収する。 

第十章 附 則 

第 84 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに登録されていた商標又は標

章には、第 26 条の規定を適用しない。 
第 85 条 本法2003年4月29日改正施行前にすでに登録されていた役務標章は、

本法改正施行日から商標と見なす。 
本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にまだ登録されていなかった役務標

章出願案は、本法改正施行日から商標登録出願案と見なす。 
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第 86 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに登録されていた連合商標、

連合役務標章、連合団体標章又は連合証明標章は、本法の改正施行日

から、独立した登録商標又は標章と見なす。その権利存続期間は、原

許可を基準とする。 
本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にまだ登録されていなかった連合商

標、連合役務標章、連合団体標章又は連合証明標章出願案は、本法改

正施行日から、独立した商標又は標章登録出願案と見なす。 
前項の出願人は、許可査定が送達される前に取り下げを請求すること

ができ、並びに費用の返還を請求することができる。 
第 87 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに登録されていた防護商標、

防護役務標章、防護団体標章又は防護証明標章は、その登録時の規定

に従う。その専用期間満了前に、独立した登録商標又は標章への変更

を申請しなければならない。期間が満了しても変更を申請していない

場合、商標権は消滅する。 
本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にまだ登録されていなかった防護商

標、防護役務標章、防護団体標章又は防護証明標章出願案は、本法 2003
年 4 月 29 日改正施行日から、独立した商標又は標章登録出願案と見な

す。 
前項の出願人は、許可査定が送達される前に取り下げを請求すること

ができ、並びに費用の返還を請求することができる。 
第 88 条 第 86 条第 1 項の規定により独立した登録商標又は標章と見なされた場

合、第 57 条第 1 項第 2 号が規定する 3 年間の期間に関しては、本法 2003
年 4 月 29 日改正施行日から起算する。 
前条第1項により独立した登録商標又は標章として変更申請した場合、

第 57 条第 1 項第 2 号が規定する 3 年間の期間に関しては、変更日から

起算する。 
第 89 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに許可査定されていた登録出

願案が、本法改正施行時にまだ原査定が取り消されていなかった場合、

改正後の規定により、直接登録することができる。それが納付すべき

第 1 期目の登録料は、すでに納付したものと見なす。 
本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前に許可査定が取り消され、本法施行

後に行政訴訟で原処分の取り消しが確定し登録が認められた場合、改

正後の規定により直接登録することができる。その納付すべき第 1 期

目の登録料は、すでに納付したものと見なす。 
第 90 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに異議が申し立てられ、まだ

異議審定が出されていない案件は、本法改正施行前及び本法改正施行

後の規定のいずれにも違法する場合にのみ、その登録を取り消す。そ

の手続は改正後の規定により行う。 
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第 91 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にすでに無効審判が請求又は提起さ

れ、まだ審決が下されていない無効審判案件は、本法改正施行前及び

本法改正施行後の規定のいずれにも違法する場合にのみ、その登録を

取り消す。その手続は改正後の規定により行う。 
本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前に登録されていた商標、証明標章及

び団体標章について、本法 2003 年 4 月 29 日改正施行後に無効審判を

請求又は提起する場合、その登録時及び本法改正施行後の規定のいず

れにも違法する事由に限る。 
第 92 条 本法 2003 年 4 月 29 日改正施行前にまだ処分されていなかった商標取

り消し案件は、本法改正施行後の商標撤回案件の規定を適用し処理す

る。 
第 93 条 本法の施行細則は主務官庁が定める。 
第 94 条 本法は、公布の日から 6 ヶ月後（理律注：2003 年 11 月 28 日）に施行

する。 
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添付資料 3 

台湾著作権法 

公布 1928年05月14日 

改正 1944年04月27日 

 1949年01月13日 

 1964年07月10日 

 1985年07月10日 

 1990年01月24日 

 1992年06月10日 

 1992年07月06日 

 1993年04月24日 

1998年01月21日 

2001年11月12日 

2003年07月09日 

2004年09月01日 

2006年05月30日 

2007年07月11日 

 

第一章  総 則 

 
第 1 条 著作者の著作権益を保障し、社会の公共利益の調和を図り、国家の文

化発展を促すために、特に本法を制定する。本法に規定がないものに

は、その他の法律の規定を適用する。 
第 2 条 本法において主務機関とは、経済部をいう。 

経済部は、主務機関を指定して著作権業務を行わせる。 
第 3 条 本法における用語の定義は、以下に示す通りである。 

1. 著作物：文学、科学、芸術又はその他学術の範囲に属する創作を

いう。 
2. 著作者：著作物を創作した者をいう。 
3. 著作権：著作物の完成により生じた著作者人格権及び著作財産権

をいう。 
4. 公衆：不特定の者又は特定多数の者をいう。但し、家庭内及びそ

の通常の社会的交際範囲における多数の者はこの限りでない。 
5. 複製：印刷、複写、録音、録画、撮影、筆記録又はその他の方法

により、直接、間接的、永久的又は一時的に再製することをいう。
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脚本、音楽の著作物又はその他これに類する著作物の上演或は放

送時にそれを録音又は録画する行為、或は建築著作物については、

建築設計図又は建築模型に従って建築物を建築する行為もこれに

含むものとする。 
6. 公開口述：著作物の内容を口頭又はその他これに類する方法で公

衆に伝達することをいう。 
7. 公開放送：公衆に直接視聴又は聴取されることを目的として、有

線、無線又はその他器材などの放送システムで情報を伝送する方

法を用いて、音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達す

ることをいう。原放送者以外の者が有線、無線又はその他の器材

などの放送システムで情報を伝送する方法を用いて原放送の音声

又は映像を公衆に伝達することもこれに含むものとする。 
8. 公開上映：単一又は複数の視聴覚機器或はその他の映像を伝達す

る方法を用いて、同一の時間に現場又は現場以外の特定の場所の

公衆に著作物の内容を伝達することをいう。 
9. 公開上演：演技、舞踊、歌唱、楽器の演奏又はその他の方法によ

り現場の公衆に著作物の内容を伝達することをいう。拡声器又は

その他の器材を用いて原放送の音声又は映像を公衆に向けて伝達

することもこれに含むものとする。 
10. 公開伝送：有線、無線のインターネット又はその他の情報通信方

法を用いて音声又は映像を通じて著作物の内容を公衆に伝達する

ことをいい、公衆が自ら選定した時間又は場所において以上の方

法で著作物の内容を受信させることができることもこれに含むも

のとする。 
11. 改作：翻訳、編曲、翻案、映画化又はその他の方法により原著作

物を新たな創作物となすことをいう。 
12. 頒布：有償又は無償を問わず、著作物のオリジナル又は複製物を

公衆の取引又は流通に提供することをいう。 
13. 公開展示：公衆に著作物の内容を展示することをいう。 
14. 公に発行：権利を有する者が公衆の合理的な需要を満たすことが

できる相当程度の部数の複製物を頒布することをいう。 
15. 公表：権利を有する者が発行、放送、上映、口述、上演、展示又

はその他の方法により公衆に著作物の内容を公開提示することを

いう。 
16. オリジナル：最初に創作が附着されたものをいう。 
17. 権利管理電子情報：著作物のオリジナル又はその複製物、或は著

作物を公衆に伝達する際に、著作物、著作物の名称、著作者、著

作財産権者又はその使用許諾を受けた者及びその利用期間又は条
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件を確認することのできる関連電子情報。数字、記号でこの種の

情報を表示する場合もこれに属すものとする。 
18. 無断複製防止措置：著作権者が著作物に対する他人による無断侵

入又は無断利用を有効的に禁止、制限するために採用する設備、

部材、部品、技術若しくは他の科学方法をいう。 
前項第8号において現場又は現場以外の特定の場所とは、映画館、

クラブ、ビデオテープ又は映像ディスクの放映場所、ホテルの部

屋、公衆の使用に供する交通手段又はその他不特定の者が出入り

する場所をいう。 
第 4 条 外国人の著作物であって、次の各号のいずれかに該当するものは、本

法により著作権を享有することができる。但し、条約又は協定にて別

段の定めがあり、それが立法院により批准された場合は、その定めに

従う。 
1. 最初に中華民国の管轄区域において最初に発行されたもの、又は

中華民国の管轄区域外において最初に発行されたが、その発行の

日から 30 日以内に中華民国の管轄区域において発行されたもの。

但し、当該外国人の母国が同一の条件の下で中華民国国民の著作

物を保護し、且つこれが事実であることが調査により確認された

場合に限る。 
2. 条約、協定又はその母国の法令、慣例により、中華民国国民の著

作物が当該国において著作権を享有できる場合。 

第二章 著作物 

第 5 条 本法における著作物とは、次のとおりである。 
1. 文字著作物。 
2. 音楽著作物。 
3. 演劇、舞踊著作物。 
4. 美術著作物。 
5. 写真著作物。 
6. 図形著作物。 
7. 映画著作物。 
8. 録音著作物。 
9. 建築著作物。 
10. コンピュータープログラム著作物。 
前項各号に例示される著作物の内容は、主務機関がこれを定める。 

第 6 条 原著作物を改作した創作は派生著作物（二次著作物）であり、独立し

た著作物として保護を受ける。 

 - 231 - 



 

派生著作物（二次著作物）の保護は、その原著作物の著作権に影響を

及ぼさない。 
第 7 条 資料の選択及び編集配列につき創作性を有するものは編集著作物であ

り、独立した著作物として保護を受ける。 
編集著作物の保護は、その編集対象となった著作物の著作権に影響を

及ぼさない。 
第 7 条の 1 実演家により行われた既存の著作物又は民族創作の実演は、独立した

著作物として保護を受ける。 
実演に対する保護は、原著作物の著作権に影響を及ぼさない。 

第 8 条 2 人以上の者が共同して完成した著作物であって、その各人の創作を分

離して利用することができないものは、共同著作物という。 
第 9 条 次に掲げるものは、著作権の目的とすることができない。 

1. 憲法、法律、命令又は公文書。 
2. 中央又は地方の官庁が作成した、前号に掲げるものの翻訳物及び

編集物。 
3. 標語、通用の記号、名詞、公式、数表・図表、帳簿、及び暦。 
4. 単に事実を伝達するための新聞報道からなる文字著作物。 
5. 法令により行われる各種試験問題及びその予備用の試験問題。 
前項第 1 号にいう公文書は、公務員が職務上書き上げた告示文書の原

稿、講演の原稿、新聞の原稿、及びその他の文書を含む。 

第三章 著作者及び著作権 

第一節 総 則 

第 10 条 著作者は、著作物を完成したときからその著作権を享有する。但し、

本法に別の規定がある場合は、その規定に従う。 
第 10 条の 1 本法により取得した著作権に対する保護は、当該著作物の表現に限ら

れ、それが表現する思想、プロセス、製造過程、システム、操作方法、

概念、原理、発見には及ばない。 

第二節 著作者 

第 11 条 従業員が職務上作成した著作物は、当該従業員を著作者とする。但し、

契約に使用者を著作者とする旨の約定がある場合は、その約定に従う。 
 前項の規定により従業員を著作者とする場合、その著作財産権は使用

者に帰属する。但し、契約にその著作財産権は従業員が享有する旨の

規定がある場合は、その約定に従う。 
 前二項にいう従業員は、公務員を含む。 

 - 232 - 



 

第 12 条 出資し他人を招聘して完成させた著作物は、前条に事由を除き、当該

招聘を受けた者を著作者とする。但し、契約に出資者を著作者とする

旨の約定がある場合は、その約定に従う。 
 前項の規定により招聘を受けた者を著作者とする場合、その著作財産

権は契約の約定により、招聘を受けた者又は出資者が享有する。著作

財産権の帰属について約定がない場合、その著作財産権は招聘を受け

た者が享有する。 
前項の規定により著作財産権が招聘を受けた者に帰属する場合、出資

者は当該著作物を利用することができる。 
第 13 条 著作物のオリジナル又は既に発行された複製物に、或は著作物を公表

する際に、著作者の本名又は周知の別名が通常の方法により表示され

ている者を、当該著作物の著作者と推定する。 
前項の規定は、著作物の発行日、場所及び著作財産権者の推定にこれ

を準用する。 
第 14 条 （削除） 

第三節 著作者人格権 

第 15 条 著作者は、その著作物を公表する権利を有する。但し、公務員が第 11
条及び第 12 条の規定により著作者となり、著作財産権が当該公務員の

所属する法人に帰属する場合は、これを適用しない。 
 次のいずれかに該当する場合は、著作者がその著作物を公表すること

に同意したものと推定する。 
1. 著作者が他人に対し未公表の著作物の著作財産権を譲渡、又はそ

の使用を許諾した場合において、当該著作物がその著作財産権の

行使又は使用により公表された場合。 
2. 著作者が未公表の美術著作物又は写真著作物のオリジナル或は複

製物を他人に譲渡し、譲受人がこれらの著作物のオリジナル又は

複製物を公開展示する場合。 
3. 学位授与法により著述した修士論文、博士論文で著作者が既に学

位を取得した場合。 
第 11 条第 2 項及び第 12 条第 2 項の規定により使用者又は出資者がは

じめから未公表の著作物の著作財産権を取得する場合、著作者は著作

物がその著作財産権の譲渡、行使又は利用により公表されることにつ

いて同意したものとみなす。 
前項の規定は、第 12 条第 3 項に準用する。 

第 16 条 著作者は、その著作物のオリジナル又は複製物に、又はその著作物の

公表に際し、本名、別名を表示する権利を有し、又は著作者名を表示
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しない権利を有する。著作者は、その著作物から派生した著作物につ

いても、同様の権利を有する。 
前条第 1 項但し書きの規定は、前項に準用する。 
著作物の利用者は、自らデザインした装丁を使用し、且つ装丁者又は

編集主幹の氏名又は名称を付加することができる。但し、著作者に別

段の意思表示がある場合、又は社会の使用慣例に反する場合は、この

限りでない。 
著作者の氏名又は名称の表示は、著作物の利用目的及び方法に照らし

著作者の利益を害する恐れがなく、且つ社会の使用慣例に反さないと

き、省略することができる。 
第 17 条 著作者は、他人に対し、著作物を歪曲、切り裂き、改ざん又はその他

の方法で、その内容、形式又は名目を改変し、その名誉を毀損するこ

とを禁止する権利を有する。 
第 18 条 著作者が死亡又は消滅した場合、その著作者人格権に対する保護に関

しては、当該著作者が生存又は存続しているとみなし、何人も、それ

を侵害することができない。但し、利用行為の性質及び程度、社会的

事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意に反さないと認め

られる場合は、侵害に該当しないものとする。 
第 19 条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の同意を得なければ、行使

することができない。各著作者は、正当な理由がなければ、同意を拒

否することができない。 
共同著作物の著作者は、著作者の中から代表者を選定して著作者人格

権を行使することができる。 
前項の代表者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗する

ことができない。 
第 20 条 公表されていない著作物のオリジナル及びその著作財産権は、売買の

目的となった場合又は本人の許諾を得た場合を除き、強制執行の目的

物とすることができない。 
第 21 条 著作者人格権は著作者本人に専属し、譲渡又は継承することができな

い。 

第四節 著作財産権 

第一款 著作財産権の種類 

第 22 条 著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作物を複製す

る権利を専有する。 
実演者は、録音、録画又は撮影の方法を用いてその実演を複製する権

利を専有する。 

 - 234 - 



 

前 2 項の規定は、専らインターネットでの合法的中継的転送、又は著

作物の合法的使用で、技術操作の過程に必要な、暫定的、付属的であ

る、独立した経済価値を持たない一時的な複製物にはこれを適用しな

い。但し、コンピュータープログラムの著作物は、この限りでない。 
前項のインターネットでの合法的中継的転送の一時的な複製には、イ

ンターネットにおける閲覧、クイックアクセス又はその他伝送機能を

達成するためのコンピュータ又は機械本体の技術上不可避のすべての

現象を含むものとする。 
第 23 条 著作者は、その文字著作物を公開口述する権利を専有する。 
第 24 条 著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開放

送する権利を専有する。 
実演者がその複製後又は公開放送後の実演について、再度公開放送す

る場合、前項の規定を適用しない。 
第 25 条 著作者は、その映画著作物を公開上映する権利を専有する。 
第 26 条 著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その文字言語、音楽

又は演劇、舞踊の著作物を公開実演する権利を専有する。 
実演者は、拡声器又はその他の器材を用いてその実演を公に演じる権

利を専有する。但し、その実演を複製し又は公開放送した後に再び拡

声器又はその他の器材を用いて公に演じるものは、この限りでない。 
録音著作物が公開実演された場合、著作者は公開実演者に対し使用料

の支払いを請求することができる。 
第 26 条の 1 著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作物を公開伝

送する権利を専有する。 
実演者はその複製された録音著作物の実演について、公開伝送権を専

有する。 
第 27 条 著作者は、その未発行の美術著作物又は写真著作物を公開展示する権

利を専有する。 
第 28 条 著作者は、その著作物を派生著作物に改作し、又は編集著作物に編集

する権利を専有する。但し、実演にはこれを適用しない。 
第 28 条の 1 著作権者は、本法に別段の定めがある場合を除き、所有権移転の方式

で、その著作物を頒布する権利を専有する。 
実演家は録音著作に複製された実演について、所有権移転の方式で、

その著作を頒布する権利を専有する。 
第 29 条 著作者は、本法に別段の定めがある場合を除き、その著作物を貸与す

る権利を専有する。 
実演者はその複製された録音著作物の実演について、貸与権を専有す

る。 
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第 29 条の 1 第 11 条第 2 項又は第 12 条第 2 項の規定により著作財産権を取得する

使用者又は出資者は、第 22 条から第 29 条に定めるところの権利を専

有する。 

第二款 著作財産権の存続期間 

第 30 条 著作財産権は、本法に別段の定めがある場合を除き、著作者の生存期

間、及び著作者の死後 50 年を経過するまでの間、存続する。 
著作物が著作者の死後 40 年から 50 年の間に初めて公表された場合、

著作財産権の期間は公表時から 10 年間存続する。 
第 31 条 共同著作物の著作財産権は、最後に死亡した著作者の死後 50 年を経過

するまでの間、存続する。 
第 32 条 別名又は無記名の著作物の著作財産権は、その著作物の公表後 50 年を

経過するまでの間、存続する。但し、著作者の死後 50 年を経過してい

ることを立証できる場合は、その著作財産権は消滅したものとする。 
前項の規定は、著作者の変名が周知のものである場合には、適用しな

い。 
第 33 条 法人が著作者である著作物の著作財産権は、その著作物の公表後 50 年

を経過するまでの間、存続する。但し、著作物が創作後 50 年以内に公

表されなかった場合は、その著作財産権は創作後 50 年を経過するまで

の間、存続する。 
第 34 条 写真、映画、録音及び実演の著作財産権は著作物の公表後 50 年を経過

するまでの間、存続する。 
前条但し書の規定は、前項に準用する。 

第 35 条 第 30 条から第 34 条に定められた存続期間は、当該期間が満了する当

年の末日を以って期間の終了とする。 
継続的に又は逐次に公表した著作物について、公表日に基づいて著作

財産権の存続期間を計算する場合、著作財産権の存続期間は、各回の

公表が独立した 1 つの著作物となり得るものについては、それぞれの

公表日から起算し、各回の公表が独立した 1 つの著作物となり得ない

ものについては、独立した 1 つの著作物と成すことができるときの公

表日を以って起算する。 
前項の場合において、継続すべき部分が前回の公表日から 3 年を経過

しても公表されない場合は、著作財産権の存続期間は前回の公表日か

ら起算する。 

第三款 著作財産権の譲渡、行使及び消滅 

第 36 条 著作財産権は、その全部又は一部を他人に譲渡し、又は他人と共有す

ることができる。 
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著作財産権の譲受人は、その譲り受ける範囲内において著作財産権を

取得する。 
著作財産権の譲渡範囲は、当事者の約定による。その約定が不明な部

分については、譲渡していないものと推定する。 
第 37 条 著作財産権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することがで

きる。その使用許諾の地域、時間、内容、方法又はその他の事項は、

当事者の約定による。その約定が不明な部分については、使用許諾し

ていないものと推定する。 
前項の許諾は、著作財産権者のその後のいかなる著作権に係る譲渡又

は再許諾によっても影響を受けないものとする。 
非専用実施権の許諾を受けた者は、著作財産権者の承諾を得ない限り、

その著作物の利用を第三者に再許諾することができない。 
専用実施権の許諾を受けた者は、その許諾を受けた範囲内において、

著作財産権者の立場で権利を行使することができ、並びに自分の名義

で訴訟上の行為を為すことができる。著作財産権者は、当該専用実施

権の範囲内において、権利を行使することはできない。 
第 2 項から前項までの規定は、中華民国 90 年（西暦 2001 年）11 月 12
日の本法改正施行前に許諾された実施権には適用しない。 
音楽著作物が実施許諾を受けてコンピュータカラオケ機器を用いて複

製される場合、当該コンピュータカラオケ機器を用いて公に実演する

音楽著作物には、第 7 章の規定を準用しない。但し、著作権仲介団体

が管理する音楽著作物である場合は、この限りでない。 
第 38 条 （削除） 
第 39 条 著作財産権を目的として質権を設定した場合、設定時に別段の定がな

い限り、著作財産権者は、その著作財産権を行使することができる。 
第 40 条 共同著作物の各著作者の持分は、共同著作者間の約定によりこれを定

める。約定がない場合は、各著作者が創作に関与する度合いによりこ

れを定める。各著作者が創作に関与する度合いが不明な場合は、均等

と推定する。 
共同著作物の著作者の 1 人がその持分を放棄した場合、その持分は他

の著作者にそれぞれの持分の比例に応じて割り当てる。 
前項の規定は共同著作物の著作者が死亡または消滅、相続人或いは継

承人がいない場合に準用する。 
第 40 条の 1 共有の著作財産権は、著作財産権者全員の同意を得なければ、行使す

ることができない。各著作財産権者は、他の共有著作財産権者の同意

を得ない限り、その持分を他人に譲渡し、又は他人のためにその持分

を目的として質権を設定することができない。各著作財産権者は、正

当な理由なく、同意を拒否することができない。 
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共有著作財産権者は、著作財産権者の中から著作財産権を代表して行

使する者を定めることができる。代表者の代表権に加えられた制限を

以って、善意の第三者に対抗することはできない。 
前条第 2 項及び第 3 項の規定は、共有著作財産権にこれを準用する。 

第 41 条 著作財産権者が新聞や雑誌に投稿し、又は著作物の公開放送を許諾す

る場合は、別段の定がある場合を除き、1 回限りの掲載又は公開放送の

権利を許諾したものと推定し、著作財産権者の他の権利には影響を及

ぼさない。 
第 42 条 著作財産権は存続期間の満了により消滅する。存続期間内において次

のいずれかに該当する場合も同様とする。 
1. 著作財産権者が死亡し、その著作財産権が法の規定により国に帰

属すべき場合。 
2. 著作財産権者である法人が消滅した後、その著作財産権が法の規

定により地方自治団体に帰属すべき場合。 
第 43 条 著作財産権が消滅した著作物については、本法に別段の定めがある場

合を除き、何人も自由に利用することができる。 

第四款 著作財産権の制限 

第 44 条 国又は地方公共団体の機関は、立法又は行政上の目的のために、他人

の著作物を内部参考資料とする必要があると認める場合には、合理的

な範囲内において、当該他人の著作物を複製することができる。但し、

当該著作物の種類、用途及びその複製物の数量、方法に照らし、著作

財産権者の利益を害することとなる場合は、この限りでない。 
第 45 条 専ら司法手続きで使用する必要がある場合に限り、合理的範囲内にお

いて、他人の著作物を複製することができる。 
前条但し書の規定は、前項に準用する。 

第 46 条 法の規定により設立された各学校並びにその教育を担当する者は、授

業のために必要な場合には、合理的な範囲内において、既に公表され

た他人の著作物を複製することができる。 
第 44 条但し書の規定は、前項に準用する。 

第 47 条 法令に従って教育行政機関による検定が必要とされる教科用図書を編

集・製作する、又は教育行政機関が教科用図書を編集・製作する場合

は、合理的な範囲内において、既に公表された他人の著作物を複製、

改作又は編集することができる。 
前項の規定は、当該教科用図書に付随する、教育担当者が専ら教育の

場で使用する補助用品を編集する場合にも準用する。但し、当該教科

用図書と同一の編集者により編集されるものに限る。 
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法の規定により設立された学校又は教育機関は、教育の目的上必要な

場合には、合理的な範囲内において、既に公表された他人の著作物を

公に放送することができる。 
前三項の場合において、利用者はその使用状況を著作財産権者に通知

し、且つ使用料を支払わなければならない。当該使用料の金額は、主

務機関がこれを定める。 
第 48 条 公衆の使用に供する図書館、博物館、歴史館、科学館、芸術館、その

他の文教施設は、次に掲げるいずれかの場合には、その収蔵する著作

物を複製することができる。 
1. 閲覧者の個人的研究に供する要求に応じるために、公表された著

作物の一部分、若しくは定期刊行物又は既に公表された研究討論

会論文集の単一著作物を、1 人につき 1 部に限り複製することがで

きる。 
2. 資料保存のために必要がある場合。 
3. 絶版の著作物又は一般に入手することが困難な著作物につき、同

じ性質を有する機関の要求に応じる場合。 
第 48 条の 1 国又は地方公共団体の機関、法の規定により設立された教育施設、又

は公衆の使用に供する図書館は、既に公表された下記の著作物に添付

された要約書を複製することができる。 
1. 学位授与法により著述された修士、博士論文で、著作者が既に学

位を取得しているもの。 
2. 既に定期刊行物に掲載された学術論文。 
3. 既に公表された研究討論会の論文集又は研究報告。 

第 49 条 放送、撮影、録画、新聞、インターネット又はその他の方法によって

時事を報道する者は、報道に必要な範囲内において、その報道過程に

おいて接触した著作物を利用することができる。 
第 50 条 国又は地方公共団体の機関、又は公益法人の名義で公表した著作物は、

合理的な範囲内において、複製、公開放送又は公開伝送することがで

きる。 
第 51 条 個人的に又は家庭内において営利を目的としない使用をする場合には

合理的な範囲において、図書館に設置されている機器、及び公衆の使

用に供されていない機器を用いて、既に公表された著作物を複製する

ことができる。 
第 52 条 報道、評論、教育、研究又はその他の正当な目的のために必要がある

場合には、合理的な範囲内において、既に公表された著作物を引用す

ることができる。 
第 53 条 既に公表された著作物は、視覚障害者、聴覚機能障害者のために点字、

手話通訳添付又は文字により複製することができる。 
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視覚障害者、聴覚機能障害者の福祉の増進を目的とし、法により立案

された非営利目的機関又は団体は、専ら視覚障害者、聴覚機能障害者

の使用に供するために、録音、コンピュータ、口述映像、手話通訳付

加又はその他の方法を用いて、公表された著作物を利用することがで

きる。 
第 54 条 国又は地方公共団体の機関、法の規定により設立された学校、又は教

育施設により行われた各種の試験において、当該試験の問題として、

公表された著作物を複製することができる。但し、公表された著作物

が試験問題の場合には、これを適用しない。 
第 55 条 営利を目的とせず、観衆又は聴衆から直接又は間接的にいかなる料金

をも徴収せず、且つ出演者に報酬を支払わない場合には、活動中、既

に公表された他人の著作物を公開口述、公開放送、公開上映又は公開

上演することができる。 
第 56 条 ラジオ局又はテレビ局は、公開放送の目的のために当該著作物を自己

の設備を用いて録音又は録画することができる。但し、その公開放送

行為が著作財産権者の許諾を得たもの又は本法の規定に適合するもの

に限る。 
前項の録音物又は録画物は、著作権主務機関の許可を得て、指定され

た場所に保存される場合を除き、録音又は録画後 6 ヶ月以内にこれを

焼却廃棄しなければならない。 
第 56 条の 1 受信効果を高めるために法の規定に従い設置された集合住宅のアンテ

ナを用いて受信した場合、法令に従って設立された無線テレビ放送局

が放送した著作物は、その形式及び内容の変更をしない限り、これを

転送することができる。  
第 57 条 美術著作物又は写真著作物のオリジナル又は合法的に複製されたその

複製物の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物のオリジナ

ル又は合法的な複製物を公開展示することができる。 
前項の公開展示をする者は、参観者に著作物を解説するために、説明

書に当該著作物を複製することができる。 
第 58 条 街道、公園、建築物の外壁又はその他一般公衆に開放されている屋外

の場所において、長期的に展示されている美術著作物又は建築著作物

は、次に掲げる場合を除き、いかなる方法を以ってもこれを利用する

ことができる。 
1. 建築の方法で建築物を複製する。 
2. 彫刻の方法で彫刻物を複製する。 
3. 本条が規定する場所に長期的に展示する目的で為した複製。 
4. 専ら美術著作物の複製品の販売を目的として為した複製。 
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第 59 条 合法的なコンピュータープログラム著作物の複製物の所有者は、自ら

使用している機器の必要に応じて当該プログラムを修正し、又はバッ

クアップのため当該プログラムを複製することができる。但し、当該

修正物又は複製物の使用は当該所有者に限る。 
 前項所有者が滅失以外の事由により原複製物の所有権を失った場合、

著作財産権者の同意を得ない限り、その修正又は複製したプログラム

を廃棄しなければならない。 
第 59 条の 1 中華民国管轄区域内で著作権を取得した著作物オリジナル又はその合

法的な複製物の所有権者は、所有権移転の方式でこれを頒布すること

ができる。 
第 60 条 著作物オリジナル又はその合法的な複製物の所有者は当該オリジナル

又は複製物を貸与することができる。但し、この規定は、録音及びコ

ンピュータプログラムの著作物の複製物については適用しない。 
 貨物、機器又は設備に附属したコンピュータープログラム著作物の複

製物で、当該貨物、機器又は設備に付随して合法的に貸与し、且つ当

該貸与の主要な目的物でないものは、前項の但し書の規定を適用しな

い。 
第 61 条 新聞、雑誌に掲載された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関す

る論説は、他の新聞又は雑誌に転載したり、ラジオ又はテレビで公開

放送し、又はインターネット上で公開伝送することができる。但し、

転載、公開放送又は公開伝送を禁止する旨の表示がある場合は、この

限りでない。 
第 62 条 政治上又は宗教上の公開演説、裁判手続及び国又は地方公共団体の機

関における公開陳述は、何人もこれを利用することができる。但し、

特定の人の演説又は陳述を編集著作物に編集しようとする場合は、著

作財産権者の同意を得なければならない。 
第 63 条 第 44 条、第 45 条、第 48 条第 1 号、第 48 条の 1 から第 50 条まで、第

52 条から第 55 条まで、第 61 条及び第 62 条の規定により他人の著作物

を利用することができる場合には、当該著作物を翻訳することができ

る。 
第 46 条及び第 51 条の規定により他人の著作物を利用することができ

る場合には、当該著作物を改作することができる。 
第 46 条から第 50 条まで、第 52 条から第 54 条まで、第 57 条第 2 項、

第 58 条、第 61 条及び第 62 条の規定により他人の著作物を利用するこ

とができる場合には、当該著作物を頒布することができる。 
第 64 条 第 44 条から第 47 条まで、第 48 条の 1 から第 50 条まで、第 52 条、第

53 条、第 55 条、第 57 条、第 58 条、第 60 条から第 63 条までの規定に
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より他人の著作物を利用する場合には、著作物の所出を明示しなけれ

ばならない。 
前項の所出の明示にあたっては、無記名著作物又は著作者が不明な著

作物を除き、著作者の氏名又は名称を合理的な方法により表示しなけ

ればならない。 
第 65 条 著作物の合理的使用は、著作財産権の侵害に該当しないものとする。 
 著作物の利用が第 44 条から第 63 条までの規定又はその他合理的な使

用情況に該当するか否かは、一切の事情を審査勘酌しなければならず、

特に判断の基準として次に掲げる事項に留意しなければならない。 
1. 利用の目的及び性質。商業目的又は非営利の教育目的であるかを

含む。 
2. 著作物の性質。 
3. 利用する分量及びそれが著作物全体に占める割合。 
4. 利用の結果が著作物の潜在的な市場と現在の価値に及ぼす影響。 
著作権者団体と利用者団体が著作物の合理的な使用範囲について協議

を行う場合には、前項の判断の参考とすることができる。 
前項の協議過程において、著作権主務機関の意見を聴取することがで

きる。 
第 66 条 第 44 条から第 63 条まで、及び第 65 条の規定は、著作者の著作者人格

権に影響を及ぼさない。 

第五款 著作物利用の強制使用許諾 

第 67 条 （削除） 
第 68 条 （削除） 
第 69 条 音楽著作物が録音されている商業用録音著作物が発行後 6 ヶ月を経過

した場合において、当該音楽著作物を利用して他の販売用録音著作物

を製作しようとする者は、著作権主務機関の強制使用許諾の許可を受

け、使用料を支払った上で、当該音楽著作物を利用し、録音・製作す

ることができる。 
前項に規定する音楽著作物強制使用許諾の許可、使用料の計算方法及

びその他遵守すべき事項に係る規則は、主務機関がこれを定める。 
第 70 条 前条の規定により音楽著作物を利用する者は、その録音著作物の複製

物を中華民国管轄外区域において販売してはならない。 
第 71 条 第 69 条の規定により強制使用許諾の許可を受けた後、その申請に虚偽

の事実があると認められる場合、著作権主務機関はその許可を取り消

さなければならない。 
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第 69 条の規定により強制使用許諾の許可を受けた後、著作権主務機関

が許可した方法で当該著作物を利用しない場合、著作権主務機関はそ

の許可を取り消さなければならない。 
第 72 条 （削除） 
第 73 条 （削除） 
第 74 条 （削除） 
第 75 条 （削除） 
第 76 条 （削除） 
第 77 条 （削除） 
第 78 条 （削除） 

第四章 製版権 

第 79 条 著作財産権のない、又は著作財産権が消滅した文字著作物又は美術著

作物について、製版者が当該文字著作物を整理して印刷したもの、又

は当該美術著作物のオリジナルをコピー、印刷その他類似の方法を用

いて複製し初版発行したもの、法に従い登録が為された場合は、製版

者はその版面について、コピー、印刷その他類似の方法を用いて複製

する権利を専有する。 
製版者の権利は、製版完成時から 10 年間存続する。 
前項の保護期間は、当該期間の満了する年の末日を以って期間の終了

とする。 
製版権の譲渡又は信託は、登記しなければ、第三者に対抗することが

できない。 
製版権登記、譲渡登記、信託登記及びその他遵守すべき事項に係る規

則は、主務機関がこれを定める。 
 

第 80 条 第 42 条及び第 43 条に定める著作財産権の消滅に関する規定、第 44 条

から第 48 条まで、第 49 条、第 51 条、第 52 条、第 54 条、第 64 条及

び第 65 条に定める著作財産権の制限に関する規定は、製版権にこれを

準用する。 
第四章の一権利管理電子情報及び無断複製防止措置 

 
第 80 条の 1 著作権者が付した権利管理電子情報は、削除又は改ざんすることがで

きない。但し、次に掲げるいずれかの事情に該当する場合には、この

限りでない。 
1. 行為当時の技術的な制限により、著作物の権利管理電子情報を削

除又は改ざんしなければ当該著作物を合法的に使用することがで

きない場合。 
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2. 録音録画製造又は伝送システム転換時、その転換技術上必要な削

除又は改ざんである場合。 
著作権管理電子情報が不法に削除又は改ざんされたものであることを

明らかに知りながら、当該著作物のオリジナル又はその複製物を頒布

し或は頒布を意図して輸入又は所持することはできず、また公開放送、

公開実演又は公開伝送することもできない。 
第 80 条の 2 著作権者は著作物を他人の無断侵入又は利用することを禁止又は制限

するために採用した無断複製防止措置は、合法的な許諾を得ずに、解

読、破壊又は他の方法で回避することができない。 
合法的な許諾を得ずに、無断複製防止措置を解読、破壊又は回避する

ための設備、部材、部品、技術若しくは情報を製造、輸入、公衆に提

供する若しくは、これらのものをもって役務を提供することができな

い。 
前述二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 
1. 国家安全を確保ための場合。 
2. 中央又は地方公共団体が行う場合。 
3. 資料取得の有無を確認するために、資料保存施設、教育施設又は

公衆の使用する図書館が行う場合。 
4. 未成年者を保護するための場合。 
5. 個人の資料を保護するための場合。 
6. コンピュータ又はインタネットの安全性を検査する場合。 
7. 暗号化の研究を行う場合。 
8. リバーサルエンジニアリングを行う場合。 
9. 他に主務機関が定めた場合。 
前項の各号の内容は、主務機関がこれを定め、定期的に検討する。 

第五章 著作権仲介団体並びに著作権の審議及び調停委員会 

 
第 81 条 著作財産権者は、権利の行使、使用料の受領及び配分につき、著作権

主務機関の許可を得て著作権仲介団体を組織することができる。 
専用実施権の許諾を受けた者も当該著作権の仲介団体に加入すること

ができる。 
第 1 項の団体の設立、組織、職権及びそれに対する監督、指導に関す

る事項は、別途法律で定める。 
第 82 条 著作権主務機関は、著作権の審議及び調停委員会を設置して、次に掲

げる各事項を処理しなければならない。 
1. 第 47 条第 4 項に規定する使用料率についての審議。 
2. 著作権仲介団体と利用者との使用料に関する紛争の調停。 
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3. 著作権又は製版権をめぐる紛争の調停。 
4. その他著作権の審議及び調停に関する相談。 
前項第 3 号に規定する紛争の調停のうち刑事に係るものは、親告罪の

事件に限られる。 
第 82 条の 1 著作権主務機関は調停成立後 7 日以内に、該調停書を管轄裁判所に送

付して審査確定を受けなければならない。 
前項の調停書につき、裁判所は迅速に審査確定を行い、法令、公序良

俗に違反し又は強制執行できない場合を除き、裁判官が署名するとと

もに裁判所印を押した上で、一部保管し、それ以外は全て著作権主務

機関に返還し当事者に送達しなければならない。 
裁判所は審査確定していない事件について、その理由を著作権主務機

関に通知しなければならない。 
第 82 条の 2 調停が裁判所の審査承認を受けた後、当事者は該事件について再度起

訴、告訴又は自訴することができない。 
前項の裁判所による審査承認を受けた調停は、民事確定判決と同一の

効力を有する。裁判所が審査承認した刑事調停は、金銭又はその他代

替物の給付又は有価証券の一定数量を標的とする場合、その調停書は

債務名義としての効力を有する。 
第 82 条の 3 民事事件がすでに裁判所に係属しており、判決確定前に調停が成立し、

且つ裁判所の審査確定を受けた場合、調停成立時に起訴が撤回された

ものと見なす。 
刑事事件の捜査中又は第 1 審弁論終了前に調停が成立し、裁判所の審

査確定を受けるとともに当事者の同意を得て撤回する場合、調停成立

時に告訴又は自訴が撤回されたものと見なす。 
第 82 条の 4 民事調停が裁判所の審査確定を受けた後、無効又は取り消しうる事由

がある場合には、当事者は原審査確定の裁判所に対し、調停の無効又

は調停取消しを宣告するよう求める訴えを提起することができる。 
前項の訴訟につき、当事者は裁判所が審査確定した調停書の送達後 30
日以内にこれを提起しなければならない。 

第 83 条 前条の著作権の審議及び調停委員会の組織規程並びに紛争の調停方法

は、主務機関が起草して行政院の認可を経てこれを公布する。 

第六章 権利侵害の救済 

第 84 条 著作権者又は製版権者は、その権利を侵害する者に対し、その侵害の

排除を請求することができる。また、侵害するおそれがある場合には、

その防止を請求することができる。 
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第 85 条 著作者人格権を侵害する者は、損害賠償の責任を負わなければならな

い。この場合、財産上の損害でなくても、被害者は相当の金額の賠償

を請求することができる。 
前項の侵害につき、被害者は、著作者の氏名又は名称の表示、内容の

訂正その他名誉を回復するために適当な措置を請求することができる。 
第 86 条 著作者の死後においては、遺言に別段の定めがある場合を除き、次に

掲げる者は、その順位に従って第 18 条に違反する者又は違反する虞が

ある者に対し、第 84 条及び前条第 2 項の規定により、救済を請求する

ことができる。 
1. 配偶者。 
2. 子女。 
3. 父母。 
4. 孫。 
5. 兄弟姉妹。 
6. 祖父母。 

第 87 条 次に掲げるいずれかに該当する場合、本法に別段の定めがある場合を

除き、著作権又は製版権を侵害するものとみなす。 
1. 著作者の名誉を害する方法をもってその著作物を利用する場合。 
2. 製版権を侵害するものと明らかに知っていながらそれを頒布し、

又は頒布する意図で展示又は所持する場合。 
3. 著作財産権者又は製版権者の許諾なく複製された複製物又は製版

物を輸入する場合。 
4. 著作財産権者の同意なく、著作物のオリジナル又はその複製物を

輸入する場合。 
5. コンピュータープログラムの著作財産権の侵害する複製物をもっ

て業として行う場合。 
6. 著作財産権を侵害する物品であることを明らかに知りながら所有

権移転又は貸与以外の方法で頒布する場合、或は著作財産権を侵

害する物品であることを明らかに知りながら頒布を意図して公開

展示又は所持する場合。 
7. 著作財産権者の同意又は許諾なく、公衆にインターネットを通じ

て他人の著作を公開輸送又は複製させることを意図し、著作財産

権を侵害し、公衆に公開公輸送もしくは複製できるコンピュータ

ープログラム又はその他の技術を提供し、それによって利益を受

けている者。 
前項第 7 号の行為者が、広告もしくはその他の積極的な措置をとり、

公衆を教唆、誘致、煽動、説得し、コンピュータープログラム又はそ
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の他の技術を利用させ、著作財産権を侵害する者は、該号の意図を具

えるとする。 
第 87 条の 1 次のいずれかに該当する場合は、前条第 4 号の規定を適用しない。 

1. 国又は地方公共団体の機関の利用に供するために輸入する場合。

但し、視聴覚著作物のオリジナル又はその複製物を、学校又はそ

の他教育施設の利用に供するために輸入する場合、又は資料保存

以外の目的で輸入する場合は、この限りでない。 
2. 非営利の学術施設、教育施設又は宗教施設の資料保存に供する目

的のために、視聴覚の著作物のオリジナル又は一定数量の複製物

を輸入して第 48 条の規定に従い利用する場合、又は図書館が貸与

又は資料保存の目的のために、視聴覚著作物以外の他の著作物の

オリジナル又は一定数量の複製物を輸入して第48条の規定に従い

利用する場合。 
3. 頒布を目的としない輸入者の個人的使用に供するため、又は入国

者の荷物の一部として、著作物のオリジナル又は一定数量の複製

物を輸入する場合。 
4. 貨物、機器又は設備に包含された著作物のオリジナル又はその複

製物が、当該貨物、機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された

場合。この場合、当該著作物のオリジナル又はその複製物を、貨

物、機器又は設備を使用したり操作する際に複製してはならない。 
5. 貨物、機器又は設備に付属した取扱い説明書又はマニュアルが、

貨物、機器又は設備の合法的輸入に伴い輸入された場合。但し、

取扱い説明書又はマニュアルを目的に輸入する場合は、この限り

でない。 
前項第 2 号及び第 3 号に規定する一定数量は、主務機関が別に定める。 

第 88 条 故意又は過失により、他人の著作財産権又は製版権を不法に侵害する

者は、損害賠償の責任を負う。複数の者が共同して不法侵害行為を為

した場合は、連帯して賠償責任を負う。 
前項の損害賠償につき、被害者は次に掲げるいずれか 1 つの規定を選

択して請求することができる。 
1. 民法第 216 条の規定により請求する。但し、被害者がその損害を

立証できない場合は、その著作権又は製版権の行使により通常の

情況から予期できる利益から、権利侵害後に同一権利を行使して

得た利益を差し引いた額を、その受けた侵害の額とする。 
2. 侵害行為により侵害者が実際に得た利益を請求する。但し、侵害

者がそのコスト又は必要費用を立証できない場合は、その侵害行

為により得た全収入を、その得た利益とみなす。 
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前項の規定により被害者がその実際の損害額を証明することが困難な

場合、裁判所に対し、その侵害の情況により、NT$10,000．以上

NT$1,000,000．以下の賠償額を算定するよう請求することができる。

侵害行為が故意による場合で、且つその侵害情況がひどい場合は、賠

償額を NT$5,000,000．まで引き上げることができる。 
第 88 条の 1 第 84 条又は前条第 1 項の規定により請求する場合、侵害行為により作

成されたもの又は主に侵害に用いられたものについて、焼却廃棄又は

その他必要な措置を請求することができる。 
第 89 条 被害者は、侵害者の費用負担で判決書の全部又は一部の内容を、新聞、

雑誌に掲載することを請求することができる。 
第 89 条の 1 第 85 條及び第 88 条の損害賠償請求権は、請求権者が損害の存在及び

賠償義務者を知った時点から 2 年間これを行使しない場合は、消滅す

る。権利侵害行為のあった時点から10年を経過した場合も同様とする。 
第 90 条 共同著作物の各著作権者は、それぞれその著作権を侵害する者に対し、

本章の規定により救済を求め、且つ持分に応じて損害賠償を請求する

ことができる。 
前項の規定は、その他の関係により成立した共有著作財産権又は製版

権の共有者においても準用する。 
第 90 条の 1 著作権者又は製版権者は、税関に対し、その著作権又は製版権の侵害

となった輸入品又は輸出品の留置を申請することができる。 
前項申請は、侵害の事実を記載した書面の提出、及び留置のため留置

物の所有者が受けた損害の担保を担保するため、税関が算定した当該

輸入品の税込み価額(CIF)又は輸出品の本船渡し価額(FOB)に相当する

保証金の供託を以って、行うものとする。 
税関は留置の申請を受理次第、申請者に通知しなければならない。前

項の規定に合致すると認めて留置を行う際、書面で申請者及び留置物

の所有者に通知しなければならない。 
申請者又は留置物の所有者は、税関に留置物の検査を行うよう申請す

ることができる。 
留置物が、裁判所の確定判決を経て著作権又は製版権の侵害にあたる

と認められた場合、税関によりこれを没収する。没収物のコンテナ延

滞料金、倉庫賃貸料金、積み卸し費用等の関連費用及び焼却廃棄処分

に要する費用は、留置物の所有者が負担する。 
前項の焼却廃棄処分に要する費用は、税関が期限を設けて該期間内に

納付するよう通知したにもかかわらず納付しない場合、法律により裁

判所に移送して強制執行をする。 
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次に掲げるいずれかに該当する場合は、税関は留置処分を取り消し、

留置物を輸出入貨物に関する通関規定により処理するほか、申請者は

留置のため留置物の所有者が受けた損害を賠償しなければならない。 
1. 留置物が、裁判所の確定判決を経て著作権又は製版権の侵害にあ

たらないと認められた場合。 
2. 税関が申請者に留置申請の受理を通知した日から 12 日以内に、留

置物を侵害物とする訴訟が提起されたことにつき、告知を受けな

かった場合。 
3. 申請者が、留置処分の取り消しを申請した場合。 
前項第 2 号に規定する期限は、税関が必要と認めた場合、12 日間これ

を延長することができる。 
次の各号のいずれかに該当する場合は、税関は申請者の申請により保

証金を返還するものとする。 
1. 裁判所の判決を経て申請者の勝訴が確定し、又は留置物の所有者

との和解が成立し、引き続き保証金の供託が必要と認められない

場合。 
2. 留置処分の取り消し後、申請者が留置物の所有者に対し、20 日以

上の期間を定め、権利行使の旨を催告したにもかかわらず、それ

を行使しないことが証明された場合。 
3. 留置物の所有者が、返還に同意した場合。 
留置物の所有者は、第 2 項に規定する保証金に対し、質権者と同一の

権利を有する。 
税関は勤務の執行により外観が明らかに著作権侵害の虞のある輸出入

品を発見した場合、勤務日の一日内に権利者に通知し、輸出入者に許

諾資料の提供を通知することができる。権利者は通知を受け、空運に

よる輸出の場合は 4 時間、空運による輸入及び海運による輸出入の場

合は勤務日の一日内に税関に到着して認定の協力をしなければならな

い。権利者が不明又は通知不能の場合、権利者が通知を受けて期限内

に到着しない場合、若しくは権利者の認定により、係争標的物が権利

侵害がないと判断した場合は、他の通関規定に違反する事情がある場

合を除き、通関させなければならない。 
権利侵害物と認定された貨物は、一時的に通関禁止とする。 
通関禁止となされた貨物に対し、権利者が三日の勤務日内に第 1 項な

いし第 10 項の規定に従って税関に留置申請をしないとき、又は権利を

保護するための民事、刑事訴訟手続きを行わないとき、他の通関規定

に違反する事情場合を除き、通関させなければならない。 
第 90 条の 2 前条の施行規則は、主務機関と財政部が共同でこれを定める。 
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第 90 条の 3 第 80 条の 1 又は第 80 条の 2 の規定に違反し、著作権者が損害を受け

た場合、賠償責任を負う。2 以上の者が共同で違反した場合、連帯賠償

責任を負う。 
第 84 条、第 88 条の 1、第 89 条の 1 及び第 90 条の 1 の規定は、第 80
条の 1 又は第 80 条の 2 の規定に違反した場合に準用する。 

第七章 罰 則 

第 91 条 無断で複製の方法により他人の著作財産権を侵害した者は、3 年以下の

懲役、拘留に処し、又は 75 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
販売又は貸与の目的をもって無断で複製の方法により他人の著作財産

権を侵害した者は、6 ヶ月以上 5 年以下の懲役、拘留に処し、又は 20
万台湾元以上 200 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
光ディスクで複製する方法で第 1 項の罪を犯した場合、6 ヶ月以上 5
年以下の懲役、拘留に処し、又は 50 万台湾元以上 500 万台湾元以下の

罰金を科し又は併科する。 
著作物を私的参考又は合理的な使用に供する場合、著作権の侵害を構

成しない。 
第 91 条の 1 無断で所有権移転の方法を以って著作物のオリジナル又はその複製物

を頒布し他人の著作財産権を侵害した場合、3 年以下の懲役、拘留に処

し、又は 50 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
著作財産権を侵害する行為によって作成された複製物を知悉してこれ

を頒布し、又は頒布の目的とし公開展示又は所持する場合、3 年以下の

懲役に処し、又は 7 万台湾元以上 75 万台湾元以下の罰金を併科する。 
前項の罪を犯し、その複製物が光ディスクである場合、6 ヶ月以上 3
年以下の懲役に処し、又は 20 万台湾元以上 200 万台湾元以下の罰金を

併科する。但し、第 87 条 4 号の規定に違反して輸入した光ディスクは、

この限りでない。 
前二項の罪を犯し、その物品の供給元の情報を提供した結果、当該供

給元が逮捕された場合、当該情報提供者の刑を軽減することができる。 
第 92 条 無断で公開口述、公開放送、公開上映、公開実演、公開伝送、公開展

示、改作、編集又は貸与の方法により他人の著作財産権を侵害した者

は、3 年以下の懲役、拘留に処し、又は 75 万台湾元以下の罰金を科し

又は併科する。 
第 93 条 次の各号のいずれかに該当する者は、2 年以下の懲役、拘留に処し、又

は 50 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
1. 第 15 条乃至第 17 条に規定する著作人格権を侵害した者。 
2. 第 70 条の規定に違反した者。 
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3. 第 87 条第 1 項第 2 款、第 3 款、第 5 款又は第 6 款に定めるいずれ

かの方法により他人の著作権を侵害した者。但し、第 91 条の 1 の

第 2 項及び第 3 項に定める場合は、この限りではない。 
4. 第 87 条 1 項 7 号の規定に違反した者。 

第 94 条 削除。 
第 95 条 第 112 条の規定に違反した者は、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は 2

万台湾元以上 25 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
第 96 条 第 59 条第 2 項又は第 64 条の規定に違反した者は、NT$50,000．以下の

罰金に処する。 
第 96 条の 1 次のいずれかに該当する者は、1 年以下の懲役、拘留に処し、又は 2

万台湾元以上 25 万台湾元以下の罰金を科し又は併科する。 
1. 第 80 条の 1 に違反した者。 
2. 第 80 条の 2 の第 2 項に違反した者。 

第 96 条の 2 本章により罰金を科す場合、犯人の資金力及び犯罪で得た利益を斟酌

しなければならない。犯罪で得た利益が罰金の最高額を上回っている

場合には、当該得た利益の範囲内で追徴を酌量することができる。 
第 97 条 （削除） 
第 97 条の 1 事業者が公開伝送の方法により、第 91 条､第 92 条及び第 93

条 4 号の罪を犯し、裁判所から有罪の判決を受けたものは、

その行為を直ちに中止しなければならない。中止せず、また

主務官庁が専門家･学識経験者及び関連業者を召喚し審理し

た上で、当該侵害の情状が重大かつ著作権者の権益に厳重に

影響していると認定したものについては、主務官庁は当該事

業者に対し、一ヶ月の期限を設けてその行為を改めるよう命

じなければならない。期限を過ぎても改めなかった者につい

ては、営業停止を命令するか休業を強制することができる。 
第 98 条 第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条の 1 までの罪を犯し、

犯罪に使用し又は犯罪によって得た物は、これを没収することができ

る。但し、第 91 条第 3 項及び第 91 条の 1 第 3 項の罪を犯した場合、

それが没収できる物は犯人に属するものに限らない。 
第 98 条の 1 第 91 条第 3 項又は第 91 条の 1 第 3 項の罪を犯し、その行為者が逃亡

し行方がわからない場合には、犯罪に使用し又は犯罪で得た物は、司

法警察機関が直接没収することができる。 
前項の没収した物は、没収金を国庫に納める以外、これを焼却するも

のとする。その焼却又は没収金の処理手続は、社会秩序維持法の関連

規定を準用し処理するものとする。 
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第 99 条 第 91 条から第 93 条まで、第 95 条までの罪を犯した場合は、被害者そ

の他告訴権を有する者の請求により、判決書の全部又は一部を新聞に

掲載することを命じることができ、その費用は被告が負担する。 
第 100 条 本章の罪は、告訴を待ってこれを論ずる。但し、第 91 条第 3 項、第 91

条の 1 第 3 項の罪はこの限りでない。 
第 101 条 法人の代表者、法人又は自然人の代理人、使用人その他の従業者が、

業務遂行により第 91 条から第 93 条まで、第 95 条から第 96 条の 1 ま

での罪を犯した場合は、当該各条の規定により行為者を罰するほか、

当該法人又は自然人に対し、当該各条の罰金を科する。 
前項の行為者、法人又は自然人の一方に対してした告訴又は告訴の取

り消しは、他方にもその効力が及ぶ。 
第 102 条 認可を受けていない外国法人は、第 91 条から第 93 条まで、第 95 条か

ら第 96 条の 1 までの罪に対し、告訴又は自訴を提起することができる。 
第 103 条 司法警察官又は司法警察は、他人の著作権又は製版権を侵害したとし

て告訴又は告発を受けた者に対し、法によりその侵害物を差し押さえ

た上、送検することができる。 
第 104 条 （削除） 

第八章 附 則 

第 105 条 本法の規定に基づき強制使用許諾、製版権の登記、製版権の譲渡登記、

製版権の信託登記、調停、製版権登記簿の閲覧又は謄本の交付を請求

する場合は、手数料を支払わなければならない。 
前項手数料の料金基準は、主務機関がこれを定める。 

第 106 条 中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付本法改正法の施行前に完成

された著作物であって、且つ中華民国 87 年（西暦 1998 年）1 月 21 日

付本法改正施行前の本法第 106 条から第 109 条までのいずれかの規定

に該当するものは、本章に別段の定めがある場合を除き、本法（新法）

の規定を適用する。 
中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付本法改正法の施行後に完成

された著作物は、本法の規定を適用する。 
第 106 条の 1 世界貿易機関（WTO）において為された協定が中華民国管轄区域にお

いて効力を生ずる日より前に完成された著作物であって、改正前の著

作権法により著作権を取得しておらず、且つ、本法に定めるところの

著作財産権期間の計算規定によって、それがなお存続する場合、本章

に別段の定めのある場合を除き、本法を適用する。但し、外国人の著

作物であって、その最初の発行国において保護期間が満了したものは、

これを適用しない。 
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前項但し書に規定する最初の発行国は、西暦 1971 年文学及び美術著作

物の保護に関するベルヌ条約第 5 条の規定により定める。 
第 106 条の 2 前項の規定により保護を受ける著作物の利用者は、世界貿易機関にお

いて為された協定が中華民国管轄区域で効力を生ずる日より前に既に

当該著作物の利用に着手し、又は当該著作物を利用するために既に莫

大な投資をした場合は、本章に別段の定めのある場合を除き、同協定

の中華民国における発効日から 2 年間継続して当該著作物を利用する

ことができ、第 6 章及び第 7 章の規定を適用しない。 
中華民国 92 年（西暦 2003 年）6 月 6 日付本法改正施行前から利用者が

前項規定により著作物を利用していた場合、貸与又は貸借の情況を除

き、当該著作物について合理的な使用料を通常自由交渉により取決め、

利用される著作物の著作財産権者に支払わなければならない。 
前条の規定により保護を受ける著作物につき、利用者が使用許諾を受

けずに完成した複製物は、本法改正公布の 1 年後から、販売すること

はできない。 
前条の規定により保護を受ける著作物を利用して新たに創作した著作

物の複製物は、前項の規定を適用しない。但し、第 44 条から第 65 条

までの規定以外に、当該著作物について合理的な使用料を通常自由交

渉により取決め、利用される著作物の著作財産権者に支払わなければ

ならない。 
第 106 条の 3 世界貿易機関において為された協定が中華民国管轄区域で効力を生ず

る日より前に第 106 条の 1 に規定する著作物を改作して完成された二

次的著作物であって、これまでの旧法により保護を受けているものは、

同協定が中華民国において効力を生じた後、継続して利用することが

でき、第 6 章及び第 7 章の規定を適用しない。 
中華民国 92 年（西暦 2003 年）6 月 6 日付本法改正施行前から、前項の

規定により著作物を利用していた者は、当該著作物について合理的な

使用料を通常自由交渉により取り決め、原著作物の著作財産権者に支

払わなければならない。 
前二項の規定は、二次的著作物の保護に影響を及ぼさない。 

第 107 条 （削除） 
第 108 条 （削除） 
第 109 条 （削除） 
第 110 条 第 13 条の規定は、中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付本法の改

正施行前に既に登録された著作物には適用しない。 
第 111 条 第 11 条及び第 12 条の規定は、次のいずれかに該当するものについて

は、適用しない。 
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1. 中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付改正施行前の本法第 10
条及び第 11 条の規定により著作権を取得した場合。 

2. 中華民国 87 年（西暦 1998 年）1 月 21 日付改正施行前の本法第 11
条及び第 12 条の規定により著作権を取得した場合。 

第 112 条 中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月 10 日付本法改正施行前に、同改正

法施行前の旧法の保護を受けている外国人の著作物を翻訳し、その著

作権者の同意を得ていない場合、中華民国 81 年（西暦 1992 年）6 月

10 日付本法改正施行後、第 44 条から第 65 条の規定に該当する場合を

除き、当該翻訳物を複製することはできない。 
前項に規定する翻訳物の複製物は、中華民国 81 年（西暦 1992 年）6
月 10 日付本法改正法の施行日から 2 年を経過した後、販売してはなら

ない。 
第 113 条 中華民国 92 年（西暦 2003 年）6 月 6 日付本法改正施行前取得した製版

権は、本法に定める権利期間の計算により依然として存続中である場

合、本法（新法）の規定を適用する。 
第 114 条 （削除） 
第 115 条 本国が著作権の保護につき外国の団体又は機構と相互に締結した協議

であって、行政院の認可を経たものは、第 4 条にいう協定とみなす。 
第 115 条の 1 製版権登記原簿、登録台帳又は製版物の見本は、一般大衆の閲覧、抄

録に提供しなければならない。 
中華民国 87 年（西暦 1998 年）1 月 21 日付本法改正施行前の著作権の

登録台帳、登記原簿又は著作物の見本は、一般大衆の閲覧、抄録に提

供することができる。 
第 115 条の 2 裁判所は、著作権に係る訴訟事件につき、専門の法廷を開き、又は担

当者を指定して、審理を行わせることができる。 
裁判所は、著作権の訴訟事件につき、判決書の正本一部を著作権主務

機関に送付しなければならない。 
第 116 条 （削除） 
第 117 条 本法は、中華民国 87 年（西暦 1998 年）1 月 21 日に改正公布された第

106 条の 1 から第 106 条の 3 までの規定が、世界貿易機関において為さ

れた協定が中華民国で効力を生じる日より施行され、また中華民国 95
年（西暦 2006 年）5 月 5 日に改正公布された条文は、同年 7 月 1 日よ

り施行されるのを除き、公布の日より施行する。 
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添付資料 4 

台湾公平取引法 

公布・施行   1991年02月04日 

改正   1999年02月03日 

2000年04月26日 

2002年02月06日 

第一章 総 則 

（本法制定の目的） 
第 1 条 本法は、取引秩序及び消費者利益を保護し、公正な競争を確保し、国

民経済の安定及び繁栄を促進するために制定されたものである。本法

に規定されていないものについては、他の関連する法律の規定を適用

する。 
（事業者の定義） 

第 2 条 本法において事業者とは、次のものをいう。 
1. 会社。 
2. 自営業又はパートナーシップ形式による工業又は商業の事業体。 
3. 同業組合。 
4. その他商品又は役務の提供により取引に従事する個人又は団体。 

（取引相手の定義） 

第 3 条 本法において取引相手とは、事業者と取引を行う又は取引を成立する

供給者又は需要者をいう。 
（競争の定義） 

第 4 条 本法において競争とは、2 つ以上の事業者が取引市場で、より有利な価

格、数量、品質、サービス又はその他の条件をもって、取引の機会を

獲得するための行為をいう。 
（独占、独占とみなす情況、特定市場の定義） 

第 5 条 本法において独占とは、事業者が特定の市場において無競争状態、又

は競争を排除できる能力がある圧倒的地位を占める状態をいう。 
 2 つ以上の事業者が実際に価格競争を行わず、その全体の対外的な関係

が前項規定のような場合、独占とみなす。 

第 1 項において特定の市場とは、事業者が一定の商品又は役務に関し

て従事する競争の区域又は範囲をいう。 

（独占事業者の認定標準） 
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第 5 条の 1 次のいずれの情況にも該当しない事業者は、前条において独占事業の

認定対象とならない。 

1 つの事業者の特定市場における市場占有率が 2 分の 1 に達する場

合。 
2 つの事業者全体の特定市場における市場占有率が 3 分の 2 に達す

る場合。 
3 つの事業者全体の特定市場における市場占有率が 4 分の 3 に達す

る場合。 
前項各号のいずれかの情況に該当し、その個別事業者の該特定市場に

おける占有率が 10 分の 1 に達しない場合、又はその個別事業者の前会

計年度の総売上高が 10 億台湾元に達しない場合、該事業者は独占事業

の認定対象とならない。 
事業の設立、又は事業者が提供する商品又は役務の特定市場への参入

が、法令又は技術的な制限を受ける、或はその他市場の需要と供給に

影響を与え市場競争を阻害しうる事情がある場合には、前 2 項の認定

対象とならないものであっても、中央主務官庁はこれを独占事業者と

認定することができる。 
（事業結合の定義） 

第 6 条 本法において結合とは、事業者に次のいずれかの事情がある場合をい

う。 
1. 他の事業者と合併する場合。 
2. 他の事業者の株式を保有又は取得し場合、又は出資額が当該他の

事業者において議決権がある株式総数又は資本総額の 3 分の 1 以

上に達する場合。 
3. 他の事業者の営業又は財産の全部又は主要部分を譲り受け又は借

り受ける場合。 
4. 他の事業者と経常的に共同経営する場合、又は他の事業者の委託

を受けて経営する場合。 
5. 他の事業者の業務・経営又は人事任免を直接又は間接的にコント

ロールする場合。 
前項第 2 号の株式又は出資額を算定する際、該事業が支配する事業及

び該事業に従属する事業者が保有又は取得する他の事業者の株式又は

当該他の事業への出資額を含まなければならない。 
（連合行為の定義） 

第 7 条 本法において連合行為とは、事業者が契約、協議又はその他の形式の

合意をもって競争関係にある他の事業者と共同して商品又は役務の価
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格を決定したり、又は数量、技術、製品、設備、取引対象、取引の地

区等を制限することにより相互に事業活動を拘束する行為をいう。 
前項において連合行為とは、同一の生産販売段階にある事業者の水平

連合が、生産、商品取引き又は役務の需要と供給といった市場機能に

影響を与えうる場合に限る。 
第 1 項において「その他の形式で合意」とは、契約、協議以外の意思

疎通が、法的な拘束力の有無を問わず、実際に共同行為に至らすこと

ができるものをいう。 
同業組合が規程又は会員大会、取締役会、監査役会の決議又はその他

の方法によって事業活動について取決める行為も第 2 項の水平連合と

する。 
（マルチ商法、マルチ事業者及び参加者の定義） 

第 8 条 本法においてマルチ商法とは、商品又は役務の販売促進又は販売に係

る計画又は組織において、入会者が一定の対価を支払うことにより、

商品又は役務を販売促進する権利、及び他人を紹介し入会させる権利

を取得し、これらをもって手数料や奨励金、その他経済利益を得るこ

とをいう。 
前項において一定の対価の支払いとは、金銭の支払い、商品の購入、

役務の提供又は債務の負担をいう。 
本法においてマルチ事業とは、マルチ商法の運営計画又は組織を取り

決めて、マルチ行為を統一的に計画する事業をいう。 
外国事業の参加者又は第三者が、該事業のマルチ商法の計画又は組織

を導入する場合、前項のマルチ事業者とみなす。 
本法において参加者とは、次の者をいう。 
1. マルチ事業の計画又は組織に加入して、商品又は役務を販売促進

又は販売し、並びに他人を紹介して、入会させる者。 
2. 一定の対価の支払いが蓄積されてはじめて商品又は役務を販売促

進又は販売する権利、及び他人を紹介して入会させる権利を取得

できることについて、マルチ事業と取決めを交わす者。 
（主務官庁） 

第 9 条 本法において主務官庁とは、中央政府においては行政院公平交易委員

会を、直轄市（台北市、高雄市）においては直轄市庁を、県(市)におい

ては県(市)庁をいう。 
本法に定めた事項が他の機関の所管と係わりがある場合、行政院公平

交易委員会が当該機関と協議して取り扱う。 

第二章 独占、結合、連合行為 

（独占事業の禁止行為） 
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第 10 条 独占的事業者は、次に掲げる行為を行ってはならない。 
1. 不公正な方法をもって、直接的又は間接に他事業の競争参入を阻

害すること。 
2. 商品の価格又は役務の報酬を不正の決定、維持又は変更をなさる

こと。 
3. 正当な理由がないにもかかわらず、取引相手に特別な優遇を求め

てこれをさせること。 
4. その他、市場における自己の地位を濫用する行為。  

（事業結合の申請基準、待受け期間及びその例外）  

第 11 条 事業者の結合について、次のいずれかに該当する場合、中央主務官庁

に結合の認可を申請しなければならない。 
1. 事業者が結合することによって、その市場占有率が 3 分の 1 に達

する場合。 
2. 結合に参加する 1 つの事業者の市場占有率が、4 分の 1 に達する場

合。 
3. 結合に参加する事業者の前会計年度の売上高が、中央主務官庁に

より公告された金額を超える場合。 
前項第 3 号の売上高は、中央主務官庁が金融機関事業及び非金融機関

事業についてそれぞれ公告することができる。 
事業者は、中央主務官庁が事業者より提出された申請資料を全て受理

した日から 30 日以内に、結合を行ってはならない。但し、中央主務官

庁は、必要があると認めれば、該期間を短縮又は延長し、並びに申請

を提出した事業者に書面にて通知することができる。 
中央主務官庁が前項の但書により延長した期間は、30 日を超えてはな

らない。延長された期間において結果の認可を申請する案件に対し、

第 12 条の規定により、決定を行わなければならない。 
中央主務官庁が、上記の期間を過ぎても第 3 項の但書の延長通知、又

は前項の決定を行わなかった場合、事業者が直ちに結合することがで

きる。但し、次のいずれかの情況に該当する場合、直ちに結合するこ

とはできない。 
1. 結合の認可を申請した事業者の同意を得て、期間が再延長される

場合。 
2. 事業者が申請した事項に虚偽不実がある場合。 

（事前申請の適用除外） 

第 11 条の 1 前項第 1 項の規定は、次の情況に適用しない。 
1. 結合に参加する 1 つの事業者が他の事業者の株式を保有し、又は

これに出資し、且つその数が該事業において議決権がある株式総
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数又は資本総額の 50%以上に達しているにもかかわらず、当該他

の事業者と結合する場合。 
2. 同一事業において保有する株式又は出資額が議決権がある株式総

数又は資本総額の 50%以上に達している事業者間の結合である場

合。 
3. 事業者がその全て又は主要部分の営業、財産、又は独立して運営

することのできる業務の全部又は一部を、その独自に新設した他

の事業者に譲渡する場合。 
4. 事業者が会社法第 167 条第 1 項の但書又は証券法第 28 条の 2 の規

定により株主が保有する株式を回収したことによって、該原株主

が第 6 条第 1 項第 2 号の情況に合致する場合。 

（申請案の決定及び附属条項） 

第 12 条 事業結合の申請に対して、その結合が経済全体にもたらす利益が競争

制限により生じる不利益より大きい場合、中央主務官庁は該結合を禁

止してはならない。 
中央主務官庁は、第 11 条第 4 項の申請案に対して行う決定について、

該結合の経済全体にもたらす利益が競争制限により生じる不利益より

小さくならないよう条件又は負担を付け加えることができる。 
（不正な結合及び附属条項の未履行に関する処罰） 

第 13 条 事業者が第 11 条第 1 項、第 3 項の規定に違反して結合した場合、又は

申請後、中央主務官庁がその結合を禁止したにもかかわらず結合した

場合、又は前条第 2 項の結合に付け加えた負担を、履行しない場合、

中央主務官庁は、該結合を禁止し、期限を定めて、事業の分設、全て

又は一部の株式の処分、業務の一部譲渡、職務の解任、又はその他必

要な処分を命じることができる。 
事業者が中央主務官庁の前項による処分に違反した場合、中央主務官

庁は事業者に対し、解散、営業停止又は中止を命じることができる。 

（連合行為の禁止、例外的な許可及びその査定期限） 

第 14 条 事業者は連合行為をしてはならない。但し、連合行為が次のいずれか

に該当し、且つ経済全体及び公共の利益に有益なものであり、中央主

務官庁の許可を受けた場合は、この限りでない。 
1. コストの引下げ、品質の改善又は効率の向上のために、商品の規

格又は形式を統一すること。 
2. 技術の向上、品質の改善、コストの引き下げ又は効率向上のため

に、共同して商品又は市場の研究開発をすること。 
3. 事業の合理的経営を促進するために、専門化された分野に従事す

ること。 
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4. 輸出の確保又は促進のために、専ら海外市場における競争に関し

て取り決めをすること。 
5. 貿易機能を強化するために、外国製品の輸入に関して共同行為を

すること。 
6. 経済が不景気な期間において、商品の市場価格が平均的な生産コ

ストを下まわり、該業種の事業を継続して維持することが困難と

なり、又は生産過剰に至る場合において、計画的に需要に合わせ

るため、生産・販売数量、設備又は価格の制限に係る共同行為を

すること。 
7. 中小企業の経営効率又は競争力を高めるために、共同行為をする

こと。 
中央主務官庁が前項の申請を受理した後、3 ヶ月以内に査定を作成しな

ければならない。必要がある場合、一回に延長することができる。 
 

（連合行為許可の附属条項及び許可期限） 

第 15 条 中央主務官庁は、前条の許可を為さる際、条件、制限又は負担を付す

ることができる。 
認可には期限をつけなければならず、その期間は 3 年を超えないもの

とする。事業者に正当な理由がある場合、期間満了前 3 ヶ月以内に書

面をもって中央主務官庁に延長を申請することができる。該延長期間

は 3 年を超えないものとする。 

（連合行為許可の取り消し及び変更） 

第 16 条 連合行為は許可を受けた後、許可事由が消滅したり、経済状況が変化

した場合、又は事業者に認可範囲を超える行為がある場合、中央主務

官庁は、許可の取り消し、許可の内容変更、該行為の停止や改善の命

令、又は必要な訂正措施を採ることができる。 

（連合行為許可に係る事項の登録及び公報掲載） 

第 17 条 中央主務官庁は、前三条に定める許可、条件、制限、負担、期限及び

関連処分に対して、専用の登記簿を備え、これらの事項を登記して、

並びに政府公報に掲載しなければならない。 

第三章 不正競争 

（再販価格の取決め） 

第 18 条 事業者は取引相手に対して、該取引相手が事業者の供給された商品を

第三者に再販売する場合、又は第三者が再び該商品を再販売する場合、
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自由に再販売価格を決定させなければならない。この規定に反する取

決めは無効とする。 

（競争を制限する又は公正な競争を阻害するおそれがある行為） 

第 19 条 次のいずれかに該当する行為で、競争を制限又は公正な競争を阻害す

るおそれがある場合、事業者はこれをしてはならない。 
1. 特定の事業者に損害を与える目的で、他の事業者に、該特定事業

に対して商品の供給、購入、又はその他取引行為を断絶させる行

為。 
2. 正当な理由なく、他の事業者に対して差別的に遇する行為。 
3. 脅迫、利益で誘い、又はその他不正の方法をもって、競争者の取

引相手に、自己と取引させる行為。 
4. 脅迫、利益で誘い、又はその他不正の方法をもって、他の事業者

に、価格の競争をさせず、結合又は連合行為に参加させる行為。 
5. 脅迫、利益で誘い、又はその他不正の方法をもって、他の事業者

の生産販売上の秘密、取引相手の資料、又はその他関連技術上の

秘密を取得する行為。 
6. 取引相手の事業活動を不正に制限する条件をもって、当該取引相

手と取引する行為。 

（模倣の表徴又は外国の著名商標） 

第 20 条 事業者は、その営業において提供する商品又は役務につき、次に掲げ

る行為をしてはならない。 
1. 関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号

又は会社の名称、商標、商品容器、包装、外観又はそのほかに、

他人の商品を示す表徴と同一又は類似するものを使用し、それを

もって他人の商品と混同を生じさせること、又は当該表徴を使用

する商品を販売、運送、輸出或は輸入すること。 
2. 関連事業又は消費者に一般的に認識されている他人の氏名、商号

又は会社の名称、標章又はそのほかに、他人の営業、役務を示す

表徴と同一又は類似するものを使用し、それをもって他人の営業

又は役務の施設又は活動と混同を生じさせること。 
3. 同一又は類似の商品について、未登録の外国の著名な商標と同一

又は類似するものを使用すること、又は該商標を使用する商品を

販売、運送、輸出又は輸入すること。 
前項の規定は、次の各号に掲げる行為に適用しない。 
1. 普通の使用方法で、商品自体の慣用名称又は取引上同類の商品の

慣用表徴を使用すること、又は該名称又は表徴を使用する商品を

販売、運送、輸出又は輸入すること。 
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2. 普通の使用方法で、取引上同種の営業又は役務の慣用名称、又は

その他表徴を使用すること。 
3. 自己の氏名を善意的に使用すること、又は該氏名を使用する商品

を販売、運送、輸出又は輸入をすること。 
4. 前項第 1 号又は第 2 号に定める表徴について、関連事業又は消費

者に一般的に認識されてない前に、それと同一又は類似するもの

を善意的に使用し、又は該表徴を用いる善意使用者からその営業

と共に該表徴を譲り受けて使用し、又は該表徴を用いる商品を販

売、運送、輸出又は輸入すること。 
事業者は、他の事業者が前項第 3 号又は第 4 号の行為により、自己の

営業、商品、施設又は活動が損害を受け、又は混同を生じるおそれが

ある場合、他の事業者に対し、適当な表徴をつけるよう要請すること

ができる。但し、これは商品の運送しか行わない事業者に適用しない。 
（虚偽不実又は誤解を生じさせる表示又は表徴） 

第 21 条 事業者は、商品又は商品に係る広告において、又はそのほか公衆に知

らせる方法によって、商品の価格、数量、品質、内容、製造方法、製

造期日、有効期限、使用方法、用途、原産地、製造者、製造地、加工

者、加工地等につき、虚偽又は不実で、又は誤解を生じさせる表示又

は表徴をすることはできない。 

事業者は、前項の虚偽又は不実で、又は誤解を生じさせる表示を掲載

する商品を販売、運送、輸出又は輸入することはできない。 

事業者が提供する役務について、前二項の規定に準用する。 

広告代理業者は、事実を明らかに知りながら、又は知り得べき情況で

あるにもかかわらず、誤解を引き起こす広告を製作又は設計した場合、

広告主と共に損害賠償の連帯責任を負う。広告メディア業者は、その

放送又は刊行する広告が誤解を生じさせるおそれがあるものであるこ

とを知りながら、又は知り得べき情況であるにもかかわらず、当該広

告を放送又は刊行する場合、広告主と共に損害賠償の連帯責任を負う。 

（営業誹謗の禁止） 

第 22 条 事業者は、競争の目的をもって、他人の営業上の信用損害を与えるに

足る不実の事柄を陳述又は流布することはできない。 

（変質なマルチ商法の禁止） 

第 23 条 マルチ商法は、加入者が商品又は労務の普及又は販売促進において適

正な価格に基づいたものでなく、主として他人の入会の紹介に基づい

て手数料、奨励金その他経済的利益を得る場合は、これをしてはなら

ない。 
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（マルチ商法の加入者の契約解除） 

第 23 条の 1 マルチ商法の加入者は、契約した日より 14 日以内に、書面をもって、

当該マルチ商法事業者に契約を解除する旨を通知することができる。 
マルチ商法事業者は、契約が解除された後 30 日以内に、加入者による

返品の請求を受け入れ、当該商品を回収して、又は加入者自身に当該

商品を返送させて、並びに契約解除時に全ての商品の購入代金、及び

その他加入者が入会時に支払った費用を加入者に返金しなければなら

ない。 
マルチ商法事業者は、前項の規定に従って加入者に返金する際、当該

商品の返品時に、加入者の責任に帰すべき事由で商品が毀損され価値

が滅少した際の損害額及び商品購入によって加入者に支払った奨励金

又は報酬を、控除することができる。 
前項の返品が当該事業者の回収によりなされた場合、当該商品の回収

に要した運送費も控除することができる。 

（マルチ商法加入者の契約終了） 

第 23 条の 2 前条第 1 項の解除権期間過ぎても、加入者は、いつでも書面をもって

契約を終止させて、マルチ商法の計画又は組織から退出することがで

きる。 
加入者が前項の規定により契約を終止させた後 30 日以内に、マルチ商

法事業者は、加入者が当該商品を購入した際の 90%の価格で、所持さ

れた商品を買い戻さなければならない。但し、当該取引により加入者

に支払った奨励金又は報酬、及び回収した商品の価値が損われていた

場合、その損害額を控除することができる。 

（マルチ商法事業が請求する損害賠償又は違約金に対する制限） 

第 23 条の 3 加入者が前 2 条により契約解除権又は契約終止権を行使する際、マル

チ商法事業者は、当該契約の解除又は終止によって受けた損害賠償又

は違約金を加入者に対して請求するこはできない。 
前2条における商品に関する規定は、労務の提供の場合にも準用する。 

（マルチ商法の管理規則） 

第 23 条の 4 マルチ商法事業に関する報告、業務検査、会計士による監査を受けて

外部に開示すべき財務諸表、加入者への告知、契約参加の内容、加入

者の権益保障、加入者の権益に重大な影響を与える禁止行為、及び加

入者に対する管理義務等に関連する事項は、中央主務官庁がその方法

を定める。 
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（その他の欺瞞又は明らかに公正ではない行為） 

第 24 条 本法に別に規定がある場合を除き、事業者はその他取り引きの秩序に

影響を与えるに足る欺瞞的な又は著しく公正を欠く行為をしてはなら

ない。 

第四章 公平交易委員会 

（公平交易委員会の職権） 

第 25 条 本法における公正取引に係る事項を取り扱うため、行政院は公平交易

委員会を設置しなければならない。公平交易委員会の所掌事務は、下

記の通りとする。 
1. 公正取引政策及び法規の作成及び制定に関する事項。 
2. 本法における公正取引に係る審議に関する事項。 
3. 事業活動及び経済情況の調査に関する事項。 
4. 本法に違反する事件の調査及び処分に関する事項。 
5. 公正取引に関するその他の事項 

（摘発又は職権による調査） 

第 26 条 公平交易委員会は、本法の規定に違反し公共利益を害する事情に対し

て、摘発又は職権により調査を行うことができる。 

（調査の手続） 

第 27 条 公平交易委員会は、本法に基づき調査を行う場合、下に掲げる手続に

従って行うきとができる。 
1. 当事者及び関係者に、出頭して、意見陳述する旨を通知する。 
2. 関連する機関、団体、事業者又は個人に、帳簿、書類及びその他

の必要な資料又は証拠物を提出する旨を通知する。 
3. 関連する団体又は事業者の事務所、営業所、又はその他の場所に、

職員を派遣して必要な調査を行う。 
調査を行う職員は、法により公務を執行する際、職務の執行に関する

証明書類を提示しなければならない。その提示をしない場合、調査を

受ける者は調査を拒否することができる。 

（ファイル閲覧及びファイル閲覧方法） 

第 27 条の 1 当事者又は関係者は前条の調査手順を進める際、下記のいずれに該当

するものを除き、その法律上の利益を主張又は保護する必要のために、

関連資料又はファイルの閲覧、書写、コピー、撮影を請求することが

できる。 

1. 行政決定前の草稿又はその他の準備作業書類。 
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2. 国防、軍事、外交及び一般的な公務の機密に関わり、法の規定に

より秘密保持の必要があるもの。 
3. 個人のプライバシー、職業秘密、営業秘密に関わり、法に規定に

より秘密保持の必要があるもの。 
4. 第三者の権利を侵害するおそれのある場合。 
5. 社会治安、公共安全又はその他公共利益に関わる職務の正常な進

行を著しく妨げるおそれのあるもの。 
前項請求者の資格、請求期間、資料又はファイルの閲覧範囲、進行方

法等関連手続事項及びその制限は、中央主務機関がこれを定める。 

（職権の独立行使） 

第 28 条 公平交易委員会は、法により独立して職権を行使する。公正取引に関

する事件の処分は、公平交易委員会の名義においてすることができる。 
  
（公平交易委員会の組織） 

第 29 条 公平交易委員会の組織は、別に法律でこれを定める。 

第五章 損害賠償 

（侵害排除の請求権及び侵害予防の請求権） 

第 30 条 事業者が本法の規定に違反し他人の権益を侵害するに致った場合は、

被害者はその侵害の排除を請求することができる。侵害のおそれがあ

る場合も侵害の予防を請求することができる。 

（損害賠償責任） 

第 31 条 事業者は、本法の規定に違反し他人の権益を侵害するに致った場合は、

損害賠償の責任を負う。 

（賠償額の斟酌と裁定） 

第 32 条 裁判所は、前条に定めた通り被害者からの請求に対して、事業者の行

為が故意によるものと認める場合、侵害の情況により、実際に被った

損害の額以上の賠償を定めることができる。但し、その額は証明され

た損害額の 3 倍を超えることはできない。 
侵害者がその侵害行為により利益を得た場合、被害者は、当該利益に

基づいて損害額を算定することを請求することができる。 

（消滅時効） 

第 33 条 本章に定めた請求権は、請求権者が侵害行為及び賠償義務者を知った

時点より 2 年間これを行わない場合、消滅する。また、侵害行為がな

された時点より 10 年を経過した場合も同様する。 
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（判決書の新聞掲載） 

第 34 条 被害者は、本法の規定により裁判所に訴訟を提起する際、侵害者の費

用で判決書の内容を新聞に掲載することを請求することができる。 

第六章 罰  則 

（罰則 1） 

第 35 条 第 10 条、第 14 条、第 20 条第 1 項の規定に違反して、中央主務官庁が

第 41 条の規定により期限を定めて、その違法行為の停止、改善、又は

必要な更正措置を採るよう命じたにもかがわらず、指定された期限を

過ぎても当該違反行為が停止、改善されず又は必要な更正措置が採ら

れない場合、又は一旦停止後再び同様又は類似の違法行為がなされた

場合、当該行為者は 3 年以下の懲役、拘留又は 1 億台湾元以下の罰金

又はその併科に処す。 

第 23 条の規定に違反した場合、行為者は 3 年以下の懲役、拘留又は 1
億台湾元以下の罰金又はその併科に処す。 

（罰則 2） 

第 36 条 第 19 条の規定に違反して、中央主務官庁が第 41 条の規定により当該

違反行為の停止、改正又は必要な更正措置を採るよう命じたにもかか

わらず、指定された期限を過ぎても当該違反行為が停止、改正されず

又は必要な更正措置が採られない場合、又は一旦停止後、再び同様又

は類似の違法行為がなされた場合、行為者は 2 年以下の懲役、拘留又

は 5 千万台湾元以下の罰金又はその併科に処す。 

（罰則 3） 

第 37 条 第 22 条の規定に違反する場合、行為者は、2 年以下の懲役、拘留又は

5 千万台湾元以下の罰金又はその併科に処す。 
 前項の罪は、親告罪である。 

（法人に対する罰金刑） 

第 38 条 法人が前 3 条に違反する場合、前 3 条の規定により行為者を罰するほ

か、その法人に対しても、当該各条に定める罰金に処す。 

（法律が競合する際、条項の適用） 

第 39 条 その他の法律は、前4条に定めた処罰より重い刑罰の規定がある場合、

その法律の規定に従う。 

（罰則 4） 
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第 40 条 事業者が第 11 条第 1 項、第 3 項に違反して結合する場合、又は申請後

中央主務機関からその結合を禁止されたにもかかわらず結合する場合、

又は第 12 条第 2 項の結合に付加された負担を履行しない場合、第 13
条の規定により処分するほか、10 万台湾元以上 5 千万台湾元以下の過

料に処す。 

事業結合が第 11 条第 5 項の但書第 2 号の規定する情況がある場合、5
万台湾元以上 50 万台湾元以下の過料に処す。 

（罰則 5） 

第 41 条 公正交易委員会は、本法の規定に違反する事業者に対して、期限を定

め、当該行為の停止、改正又は必要な更正措置を採るよう命じ、並び

に 5 万台湾元以上 2 千 5 百万台湾元以下の過料に処すことができる。

また、所定の期間内に、当該違反行為が停止、改正されず又は必要な

更正措置が採られない場合、公平交易委員会は引続き期限を定め、当

該行為の停止、改正、又は必要な更正措置を採るよう命じ、並びに当

該行為を停止、改正、又は必要な更正措置を採るまで回数に照らして

10 万台湾元以上 5 千万台湾元以下の過料を連続して科すことができる。 

（罰則 6） 

第 42 条 第 23 条の規定に違反した場合、第 41 条の規定により処分するほか、

その違反状況が重大である場合には、解散、営業停止又は休業を命じ

ることができる。 
第 23 条の 1 第 2 項、第 23 条の 2 第 2 項又は第 23 条の 3 の規定に違反

した場合、期限を定めて当該行為の停止、改正又は必要な更正措置を

採るよう命じることができ、並びに 5 万台湾元以上 2 千 5 百万台湾元

以下の過料に処すことができる。指定した期限を過ぎても、当該違反

行為が停止、改正されず又は必要な更正措置が採られない場合、引続

き期限を定め、当該行為の停止、改正又は必要な更正措置を採るよう

命じ、当該行為を停止、改正、又は必要な更正措置が採られるまで回

数に照らして 10 万台湾元以上、5 千万台湾元以下の過料を連続して科

すことができる。その違反状況が重大である場合、解散、営業停止又

は休業を命じることができる。 
中央主務官庁が第 23 条の 4 により定めた管理方法に違反した場合、公

平交易委員会は第 41 条の規定に基づき処分することができる。 

（営業停止の期間） 

第 42 条の 1 本法により営業停止を処された期間は、その営業停止期間に１回につ

き 6 ヶ月とする。 

（罰則 7） 
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第 43 条 公平交易委員会が第 27 条の規定に基づき調査を行う際、調査対象者が

期限内において正当な理由がなく、調査、意見陳述のための出頭又は

関連する帳簿、書類などの資料又は物証の提出を拒絶した場合は、2
万台湾元以上 25 万台湾元以下の過料に処する。再通知を受けた調査対

象者が正当な理由なく依然的に調査を拒絶する場合、公平交易委員会

は調査対象者に引続き調査を通知を行い、調査対象者が調査を受け入

れ、意見の陳述に出頭し又は帳簿、書類などの資料又は物証を提出す

るまで、回数に照らして 5 万台湾元以上 50 万台湾元以下の過料を連続

して科すことができる。 

（強制執行） 

第 44 条 前 4 条の規定により科された過料に対して納付を拒否する者は、裁判

所による強制執行に服するものとする。 
  

第七章 附 則 

（本法適用除外の情況） 

第 45 条 本法の規定は、著作権法、商標法又は特許法に基づき権利を行使する

正当行為には適用しない。 

（本法とその他の法律との競合適用の情況） 

第 46 条 事業の競争に関する行為は、その他の法律に定める場合、本法の立法

の主旨に反さない範囲内で、当該その他法律の規定を優先的に適用す

る。 

（未許可・未認可の外国法人又は団体） 

第 47 条 認可又は許可を受けていない外国法人又は団体は、本法に規定する事

項について、告訴、自訴又は民事訴訟を提起することができる。但し、

条約又は当該外国の法令、慣例に基づき、中華民国の国民又は団体が

当該外国において同等の権利を享受することを条件とする。団体又は

機関により締結された相互保護の協議が、中央主務官庁によって認可

された場合も同様とする。 
（本法の施行細則） 

第 48 条 本法の施行細則は、中央主務官庁が定める。 

（施行日） 

第 49 条 本法は、公布の 1 年後から施行する。 
本法の修正条文は公布の日より施行する。 
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添付資料 5 

中華民国（台湾）営業秘密法 

1996年1月17日公布 

第 1 条 本法は、営業秘密を保障し、産業倫理及び競争秩序を維持し、社会の

公共利益を調和させるために制定された。本法に規定していないもの

については、その他の法律の規定を適用する。 

第 2 条 本法において営業秘密とは、方法、技術、製造過程、調合、プログラ

ム、設計、又はその他の生産、販売又は経営に用いられる情報であり、

且つ次の要件に符合するものをいう。 
1. 一般的に当該情報に関わる人の知るところではないもの。 
2. その秘密性のため、実際に又は潜在的に経済的な価値を有するも

の。 
3. 保有者が既に合理的な秘密保護措置を採っているもの。 

第 3 条 被雇用者が職務上、研究又は開発した営業秘密は、雇用者に帰属する。

但し契約に別段の定がある場合は、これに従う。 
被雇用者が職務上、研究又は開発したものではない営業秘密は、被雇

用者に帰属する。但し、その営業秘密が雇用者の資源や経験を利用し

たものである場合、雇用者は合理的な報酬を支払った後、当該事業に

おいてその営業秘密を使用することができる。 

第 4 条 他人を出資招聘して営業秘密の研究又は開発に従事させた場合、その

営業秘密の帰属は契約の定に従う。契約に定のない場合は、受任者に

帰属する。但し、出資者は業務上その営業秘密を使用することができ

る。 

第 5 条 数人が共同で研究又は開発した営業秘密の持分は、契約の定による。

定のない場合は、均等と推定する。 

第 6 条 営業秘密の全部又は一部を他人に譲渡する又は他人と共有することが

できる。 
営業秘密を共有する際、営業秘密の使用又は処分につき契約に定のな

い場合は、共有者全体の同意を得なければならない。但し、各共有者

は、正当な理由なく、同意を拒否することはできない。 

各共有者は、その他の共有者の同意を得ず、その持分を他人に譲渡す

ることはできない。但し契約に別段の定がある場合は、これに従う。 
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第 7 条 営業秘密の所有者は、他人にその営業秘密の使用権を設定することが

できる。その使用許諾の地域、時間、内容、使用方法又その他の事項

は、当事者間で定める。 
前項の使用権を設定された者は、営業秘密所有者の同意を得ず、第三

者に当該営業秘密の使用を再許諾することはできない。 

営業秘密の共有者は、共有者全体の同意を得ず、他人に当該営業秘密

の使用権を設定することはできない。但し、各共有者は、正当な理由

なく、同意を拒否することはできない。 

第 8 条 営業秘密を、質権及び強制執行の対象とすることはできない。 

第 9 条 公務員が公務執行の過程で知り得た又は持ち得た他人の営業秘密は、

これを使用又は理由なく漏洩してはならない。 
当事者、代理人、弁護人、鑑定人、証人及びその他の関係者は、司法

機関の調査や審理のために知り得た又は持ち得た他人の営業秘密を使

用又は理由なく漏洩してはならない。 

仲裁人及びその他の関係者が処理する仲裁事件においても、前項の規

定を準用する。 

第 10 条 次に掲げるものは、営業秘密の侵害とみなす。 
1. 不正な手段により営業秘密を取得する行為。 
2. それが前号に該当する営業秘密であることを知って又は重大な過

失によりそのことを知らず、その営業秘密を取得し、使用又は漏

洩する行為。 
3. 営業秘密を取得した後に、それが第 1 号の営業秘密であることを

知って又は重大な過失により知らず、それを使用又は漏洩する行

為。 
4. 法律行為によって取得した営業秘密を、不正な手段で使用又は漏

洩する行為。 
5. 法令により営業秘密を守る義務がありながら、それを使用又は理

由なく漏洩する行為。 
前項の不正な手段とは、窃取、詐欺、脅迫、賄賂、許可なき複製、秘

密保持義務違反、他人を誘引し秘密保持義務に違反させる行為、又は

その他類似の手段をいう。 

第 11 条 営業秘密が侵害された際、被害者は、その侵害の排除を請求すること

ができる。又、侵害のおそれがある場合は、その予防を請求すること

がきる。 
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被害者は、前項の請求をする際、侵害行為によって作成されたもの又

は専ら侵害行為をなすために使われたものの廃棄、又はその他必要な

処置を請求することができる。 

第 12 条 故意又は過失により不法に他人の営業秘密を侵害した者は、損害賠償

の責任を負う。数人が共同して不法に侵害した場合は、連帯して賠償

責任を負う。 
前項の損害賠償請求権は、請求権者がその行為及び賠償義務を負う者

の存在を知った時点から 2 年間行使しない場合は、消滅する。その行

為の開始から 10 年を経過した場合も同様とする。 

第 13 条 前条に従って損害賠償を請求する際、被害者は、次のいずれかを選択

し、請求することができる。 
1. 民法第 216 条の規定によって請求する。但し、被害者がその損害

を証明できない場合は、当該営業秘密を通常の状況で使用した際

に得られるであろう利益から、侵害後に同一の営業秘密を使用し

て得られた利益を差し引いた額を、その損害とみなすことができ

る。 
2. 侵害者が当該侵害行為によって得た利益を請求する。但し、侵害

者がそのコスト又は必要経費を証明できない場合は、当該侵害行

為によって得た収入の全部を、その得た利益とみなす。 
前項の規定により、侵害行為が故意による場合、裁判所は被害者の請

求によって、侵害状況により、損害額以上の賠償を斟酌し決定するこ

とができる。但し、その額は、既に証明された損害額の 3 倍を超える

ことはできない。 

第 14 条 裁判所は、営業秘密に係る訴訟において、専門法廷を設け又は担当者

を指定して処理することができる。 
当事者の裁判に関する攻防が営業秘密に関わる場合、当事者からの申

立を経て、裁判所が適当と認める場合は、審判を非公開とする又は訴

訟資料の閲覧を制限することができる。 

第 15 条 外国人の属する国が、中華民国との間で営業秘密の相互保護に関する

条約あるいは協定を締結していない場合、又は当該外国の法令が中華

民国国民の営業秘密を保護していない場合、その営業秘密を保護しな

いことができる。 

第16条 本法は公布の日から施行する。 
 
 
 
本和訳は理律法律事務所による。中国語原文と日本語訳文に何らかの相違がある場合は、中国語原文に準ずる。 
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添付資料 6 

薬 事 法 
2006 年 5 月 30 日改正・公布 

 

 
総則 

 
第 1 条 

薬事の管理は本法の規定に基づくものとする。本法に規定がない場合は、その他の関

連法律の規定に基づくものとする。ただし、「管制（規制）薬品管理条例」に規定が

あるものは、当該条例の規定を優先的に適用する。 

前項にいう「薬事」とは、薬物、薬商、薬局及びその関連事項を言う。 

 
第 2 条 

本法にいう「衛生主務官庁」とは、中央においては行政院衛生署、直轄市においては

直轄市政府、県（市）においては県（市）政府を指す。 

 
第 3 条 

中央衛生主務官庁は専門の薬物管理機関を設けることができる。直轄市及び県（市）

衛生主務官庁も必要があるときは許可を得た上で設置することができる。 

 
第 4 条 

本法にいう「薬物」とは、薬品及び医療器材を指す。 

 
第 5 条 

本法にいう「試験用薬物」とは、医療効果及び安全性が実証されていない薬物で、専

ら動物に使用され、その毒性薬理を評価する薬物、又は臨床試験用の薬物を指す。 

 
第 6 条 

本法にいう「薬品」とは、次の各号のいずれかの原料薬及び製剤を指す。 

1. 中華薬局方（Chinese Pharmacopoeia）又は中央衛生主務官庁に認められた、その他

各国薬局方、公定の国家処方集、又は各当該補充薬局方集に記載される薬品を指

す。 

2. 前号に記載されないものの、人間の疾病の診断、治療、軽減又は予防に使用され
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る薬品。 

3. その他、人間の身体構造及び生理機能に影響を及ぼすに足る薬品。 

4. 前三号に掲げる薬品を配合し製造する薬品。 

 
第 7 条 

本法にいう「新薬」とは、中央衛生主務官庁の審査を経て、新成分、新治療効果複方

又は新用途向け製剤であると認定された薬品を指す。 

 
第 8 条 

本法にいう「製剤」とは、原料薬を以って加工調製を行い、一定の剤形及び薬剤量に

製造した薬品を指す。 

製剤は医師が処方した薬品、医師・薬剤師・准薬剤師（Assistant Pharmacists）が指示

した薬品、一般用医薬品及び固有処方の製剤に分けられる。 

前号にいう一般用医薬品の分類や審査、固有処方製剤の製造販売の申請、一般用医薬

品及び固有処方製剤の販売に対する管理、及びその他の遵守すべき事項に係る規則は、

中央衛生主務官庁がこれを定めるものとする。 

 
第 9 条 

本法にいう「一般用医薬品」とは、原料薬を加工調製し、その元の名称を使用せず、

またその混入した薬品が中央衛生主務官庁に規定される制限量を超えず、且つ作用が

緩やかで蓄積性がなく、長期保存に耐え、使用が簡便で、且つその効能、用量、使用

法が明示され、「一般用医薬品許可証番号」が明記され、医師の指示なく疾病の治療

に使用されるものを指す。 

 
第 10 条 

本法にいう「固有処方の製剤」とは、中央衛生主務官庁が選定、公告した、治療効能

のある伝統的漢方薬の処方に基づき調製（調剤）した薬箋を指す。 

 
第 11 条 

本法にいう「規制薬品」とは、「管制（規制）薬品管理条例」第三条規定にいう規制

薬品を指す。 

 
第 12 条 

本法にいう「毒劇薬品」とは、中華薬局方の毒劇薬表に記載される薬品を指す。同表

に記載されていないものは、中央衛生主務官庁がこれを定める。 
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第 13 条 

本法にいう「医療器材」とは、人間の疾病を診断、治療、軽減又は直接に予防する、

又は人間の身体構造及び機能に影響を及ぼすに足る器具（instrument）、器械、道具及

びその付属品、アクセサリ、部品を指す。前述医療器材につき、中央衛生主務官庁は

実際の必要に応じ、その範囲、種類、管理及びその他の管理を要する事項について、

医療器材管理規則を定め、これを規制する。 

 
第 14 条 

本法にいう「薬商」とは、次の各号規定の業者を指す。 

1. 薬品又は医療器材の販売業者。 

2. 薬品又は医療器材の製造業者。 

 
第 15 条 

本法にいう「薬品販売業者」とは、次の各号規定の業者を指す。 

1. 西洋薬の卸売り、小売、輸入及び輸出を経営する業者。 

2. 漢方薬の卸売り、小売、調剤、輸入及び輸出を経営する業者。 

 
第 16 条 

本法にいう「薬品製造業者」とは、薬品の製造、加工及びその製品の卸売り、輸出及

び自家用原料の輸入を行う業者を指す。 

前項にいう「薬品製造業者」は、自家用原料の輸入につき、毎回輸入する前に、中央

衛生主務官庁に対し許可を申請し、許可を得た上で、輸入することができる。輸入済

みの自家用原料につき、中央衛生主務官庁の許可を得なければ、転売又は譲渡を行っ

てはならない。 

薬品製造業者は、自家製製品の小売業務を兼営することができる。 

 
第 17 条 

本法にいう「医療器材販売業者」とは、医療器材の卸売り、小売、輸入及び輸出を経

営する業者を指す。 

医療器材の賃貸を経営する業者には、本法における医療器材販売業者に係る規定を準

用する。 

 
第 18 条 

本法にいう「医療器材製造業者」とは、医療器材の製造、組立て、及びその製品の卸
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売り、輸出及び自家用原料の輸入を行う業者を指す。 

前項にいう「医療器材製造業者」は、自家製製品の小売業務を兼営することができる。 

 
第 19 条 

本法にいう「薬局」とは、薬剤師又は准薬剤師が自ら運営し、法に基づき薬品の調剤、

供給業務を行う場所を指す。 

前項にいう「薬局」は、薬品の小売業務を兼営することができる。 

 
第 20 条 

本法にいう「ニセ薬」とは、調査又は検証を経た薬品のうち、次の各号のいずれかに

該当するものを指す。 

1. 許可を経ず、勝手に製造したもの。 

2. 含有する有効成分の名称が許可されたものに合致しないもの。 

3. 他人の製品を入れ換え又は混入したもの。 

4. 有効期間の表示を書き直し又は変更したもの。 

 
第 21 条 

本法にいう「粗悪薬」とは、許可を受けた薬品につき、調査又は検証を経た上で、次

の各号のいずれかに該当するものを指す。 

1. 非法定着色剤、防腐剤、香辛料、矯味剤及び賦形剤を勝手に添加したもの。 

2. 含有する有効成分の質、量又は強度が許可されたものに合致しないもの。 

3. 薬品の一部又は全部が汚れ又は異物を含んだもの。 

4. 顕著な変色、混濁、沈殿、潮解があり、または腐って分解したもの。 

5. 主な治療効能が、許可されたものに合致しなかったもの。 

6. 有効期間又は保存期限を過ぎたもの。 

7. 貯蔵期間が長すぎ、又は貯蔵方法が不適当であるため変質したもの。 

8. 有害物質で製造した容器に収められたもの、又は再生容器を使用したもの。 

 
第 22 条 

本法にいう「禁制薬」とは、次の各号のいずれかに該当する薬品をいう。 

1. 中央衛生主務官庁が、その製造、調剤、輸入、輸出、販売又は陳列の禁止を明確

に命令し公告した毒害薬品を指す。 

2. 許可を受けずに勝手に輸入した薬品。ただし、旅客又は交通手段の服務人員が携

帯し輸入した個人用薬品は､この限りではない。 

前項第二号にいう個人用薬品の数量制限は、中央衛生主務官庁が財政部と共同でこれ
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を公告する。 

 
第 23 条 

本法にいう「不良医療器材」とは、調査又は検証を経た医療器材が、次の各号のいず

れかに該当するものを指す。 

1. 使用時、容易に危険が発生し、又は人の身体を傷つける可能性があり、又は診断

に誤りを生じさせるもの。 

2. 毒質又は有害物質を含有し、使用時に人の健康を損なうことのあるもの。 

3. 有効期間又は保存期限を過ぎたもの。 

4. 許可された性能又は有効成分の質、量又は強度に合致しないもの。 

 
第 24 条 

本法にいう「薬物広告」とは、流布の方法をもって医療効能を宣伝し、販売の促進を

達成することを目的とする行為を指す。 

 
第 25 条 

本法にいう「ラベル」とは、薬品又は医療器材の容器若しくは包装において、文字、

図画又は記号を記載する標示用のものを指す。 

 
第 26 条 

本法にいう「添付文書」（package insert）とは、薬品又は医療器材に添付された説明

書を指す。 

 
第二章 薬商の管理 

 
第 27 条 

薬商となることを申請する者は、直轄市又は県（市）の衛生主務官庁に対し登記の許

可を申請したうえで、ライセンス料を納付し、許可証を受領して初めて営業すること

ができる。その登記事項に変更が生じた場合は、登記変更を行わなければならない。 

前述登記事項は、中央衛生主務官庁がこれを定めるものとする。 

薬商が営業支店又は工場を分設する場合は、依然として第一項規定に基づき、個別に

薬商登記を行わなければならない。 

 
第 27 条の 1 

薬商は、営業中止を申請する際、営業中止の理由及び期限を許可証に明記した上で、
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薬商許可証及び薬物許可証を所在地の衛生主務官庁に返納しなければならない。営業

再開が許可されたときには、これらが返還される。営業中止期間は一回につき一年間

を超えてはならない。営業中止期間が満了となっても、所在地の衛生主務官庁から営

業中止継続の許可を受けなかった場合は、営業中止期間が満了となる三十日前までに

営業再開を申請しなければならない。 

薬商は、廃業を申請する際、その受領した薬商許可証及び薬物許可証を取り消すため

に返納しなければならない。返納しなかった場合は、原許可証の発行衛生主務官庁が

その登記事項を取り消す。 

薬商が期間満了になっても営業中止、廃業又は営業再開の登記を申請せず、直轄市又

は県（市）の衛生主務官庁が調査した上で原所在地に既に営業事実がないことを発見

した場合は、原許可証の発行衛生主務官庁が、その関連する許可証を取り消すものと

する。 

本法の規定に違反し、衛生主務官庁に営業停止処分を下された者は、その許可証を第

1 項の規定に基づき処理しなければならない。 

 
第 28 条 

西洋薬販売業者の薬品及びその販売は、専任の薬剤師が店に常駐し管理する。ただし、

麻酔薬品を販売しないものは、専任の准薬剤師がこれを行うことができる。 

漢方薬販売業者の薬品及びその販売は、専任の漢方医師又は漢方薬課程を学び、適切

な基準に達した薬剤師又は准薬剤師が店に常駐し管理する。 

西洋薬や漢方薬の販売業者が営業所を分設する場合も、依然として第一項及び第二項

の規定に従わなければならない。 

 
第 29 条 

西洋薬製造業者は、専任の薬剤師が工場に常駐し製造を監督する。漢方薬製造業者は、

専任の漢方医師又は漢方薬課程を学び、適切な基準に達した薬剤師が工場に常駐し製

造を監督する。 

漢方薬製造業者が西洋薬の剤形で漢方薬を製造する場合、又は西洋薬を混入して漢方

薬を製造する場合は、前項規定に従うほか、専任薬剤師がその製造を監督しなければ

ならない。 

西洋薬や漢方薬の製造業者が工場を分設する際も、依然として前二項の規定に従って

これを行わなければならない。 

 
第 30 条 

薬商は、招聘した薬剤師や准薬剤師、漢方医師に解雇又は招聘の辞退があった場合は、
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直ちに新たに招聘しなければならない。 

 
第 31 条 

人間用生物薬品の製造業者は、国内外の大学以上の医薬学又は生物学などの学科を卒

業し、微生物学や免疫学の薬品製造の専門知識を有し且つ五年以上の製造経験を有す

る技術者を招聘して、工場に常駐させて製造を担当させるものとする。 

 
第 32 条 

医療器材の販売又は製造業者は、その類別に応じて技術者を招聘しなければならない。 

前項医療器材の類別及び技術者の資格は、中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 33 条 

薬商が雇用する訪問販売員は、当該業者がその所在する直轄市、県（市）の衛生主務

官庁に登記して初めて訪問販売を行うことができる。 

前項訪問販売員は、薬局、薬商、衛生医療機関、医学研究機関及び衛生主務官庁の承

認を経て薬物販売兼営者として登記されたものに対し、その雇用主である薬商が製造

販売又は代理販売する薬物に限り訪問販売することができる。その途上での訪問販売、

コーナーを設けての販売、又は勝手な薬物の開封、改装、違法広告の行為があっては

ならない。 

 
第三章 薬局の管理及び薬品の調剤 

 
第 34 条 

薬局は、薬局許可証を申請し、見やすい場所に経営者の身分や氏名を標示しなければ

ならない。薬局の開設及び登記変更は第 27 条第 1 項の規定を準用する。 

薬局が薬品の小売業務を兼営する場合は、薬商に関する規定を適用する。ただし、別

途薬商許可証を申請する必要はない。 

 
第 35 条 

漢方薬学課程を修め、適切な基準に達した薬剤師が自ら運営する薬局は、漢方薬の調

剤、供給又は小売業務を兼営することができる。 

 
第 36 条 

薬剤師が自ら運営する薬局で、鑑定設備を備えるものは、薬品の鑑定業務を行うこと

ができる。 
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第 37 条 

薬品の調剤は、一定の作業手順に従うものでなければ、これを行ってはならない。そ

の作業準則は、中央衛生主務官庁がこれを定める。 

前項にいう調剤は薬剤師がこれを行うものとする。ただし、麻酔薬品を含まないもの

は、准薬剤師がこれを行うことができる。 

病院における薬品の調剤は、薬剤師がこれを行うものとする。ただし、本法が 1993

年 2 月 5 日付で改正施行された以前に、既に病院に勤めていた准薬剤師は、前項規定

を適用し、且つ継続して又は病院を替えて勤めることができる。 

漢方薬の調剤は、法に別途規定がある場合を除き、漢方医師の監督のもとでこれを行

うものとする。 

 
第 38 条 

准薬剤師が薬品を調剤する時は、薬剤師法第 12 条、及び第 16 条から第 20 条までの

規定を準用する。 

 
第四章 薬物の検査登録 

 
第 39 条 

薬品の製造及び輸入は、その成分や規格、性能、製造方法の要旨、及び検証規格と方

法、関連資料又は証明書に原文及び中国語のラベル、原文及び中国語の添付文書、並

びにサンプルを揃え、費用を納付した上で、中央衛生主務官庁による検査登録を申請

し、承認を経て薬品許可証の発行を受けて初めてこれを行うことができる。 

中央衛生主務官庁に対し薬品の試作を申請し、原料薬の輸入を許可された者は、前項

規定を適用しない。その申請条件及び納付すべき費用は、中央衛生主務官庁がこれを

定める。 

第一項にいう薬品の輸入は、薬品許可証の所有者及びその受諾者が行う。 

第一項にいう薬品の検査登録の申請、第 46 条規定に基づく薬品許可証変更や移転登

録の処理、及び第 47 条規定に基づく薬品許可証の登録期間延長、更新及び再発行に

つき、その申請条件、審査手続き、承認基準、及びその他の遵守すべき事項は、中央

衛生主務官庁が「薬品査験登記審査準則」（薬品の検査試験登録に係る審査準則）を

以ってこれを定める。 

 
第 40 条 

医療器材の製造、輸入は、中央衛生主務官庁に対し検査登録を申請し、且つ費用を納
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付し、承認を経て医療器材許可証の発行を受けて初めてこれを行うことができる。 

前項にいう医療器材の輸入は、医療器材許可証の所有者又はその受諾者が輸入を行う。 

医療器材の検査登録、許可証の変更、移転、登録期間の延長、更新及び再発行の申請

につき、その申請条件、審査手続き、承認基準及びその他の遵守すべき事項は、中央

衛生主務官庁がこれを行う。 

 
第 40－1 条 

中央衛生主務官庁は、公益を守るために必要なとき、その所有及び保管している資料、

即ち薬商が薬物の製造又は輸入を申請する際に添付した薬物成分、添付文書などの関

連資料を公開することができる。ただし、薬商が新薬の検査登録の申請に当たり提出

した営業機密に該当する資料については、その秘密を保持しなければならない。 

前項に定める、公開し得る事項の範囲及び方式に関する規定は、中央衛生主務官庁が

これを定める。 

 
第 40－2 条 

中央衛生主務官庁は、新薬許可証の発行を許可するに際して、申請者が添付した開示

済みの特許番号又は出願番号を公開しなければならない。 

新成分新薬の許可証が発行された日から起算して五年間、その他の薬商は許可証の所

有者の同意を得なければ、その申請資料を引用し検査登録を申請することはできない。 

新成分新薬の許可証が発行された日から三年が経過した後は、その他の薬商は、本法

及び関連法規の薬品検査登録審査に関する規定に従い、同成分、同剤形、同剤量及び

同単位含有量の薬品の検査登録申請を提出することができる。規定に合致したものは、

当該新成分新薬の許可証の発行後満五年となった翌日から、薬品許可証が発行される

ことができる。 

新成分新薬は、外国において公開販売許可を取得してから三年以内に、中央衛生主務

官庁に対し検査登録を申請して初めて第二項の規定を準用することができる。 

新薬の特許権は、薬商が検査登録を申請する以前に進めた研究、教育、又は試験には

及ばない。 

 
第 41 条 

薬物製造に係る工業の水準向上を図るため、薬物技術の研究発展につき、中央衛生主

務官庁は中央工業主務官庁と共同でこれを奨励することができる。 

前項にいう奨励の資格条件、審査手続き及びその他の遵守すべき事項に係る規則は、

中央衛生主務官庁が中央工業主務官庁と共同でこれを定めるものとする。 
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第 42 条 

中央衛生主務官庁は、製造、輸入される薬物につき、作業準則を定め、これを薬物許

可証の許可･発行、変更及び期間延長の基準とする。前項にいう作業規則は、中央衛

生主務官庁がこれを定める。 

 
第 43 条 

製造、輸入される薬物に係る検査登記申請書、及び輸出薬物に係る申請書につき、そ

の様式、サンプル数、関連資料、又は証書費、検査費に係る金額は、中央衛生主務官

庁がこれを定める。 

 
第 44 条 

試験用薬物は、中央衛生主務官庁の承認を経て、初めてその安全性及び医療効能の確

認のため、許可された大学病院の臨床試験に提供することができる。 

 
第 45 条 

製造又は輸入を許可された薬物につき、中央衛生主務官庁は、期間を指定して、その

安全性を監視することができる。 

前項にいう安全性監視期間における薬商の遵守すべき事項は、中央衛生主務官庁がこ

れを定める。 

 
第 45－1 条 

薬物により引き起こされた深刻な不良反応につき、医療機関、薬局及び薬商はこれを

通報しなければならない。通報の方法、内容及びその他遵守すべき事項に係る規則は、

中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 46 条 

製造、輸入を許可された薬物は、中央衛生主務官庁の承認を得なければ、その原登記

事項を変更してはならない。 

製造、輸入を許可された薬物の許可証は、移転があった場合、移転登録を行わなけれ

ばならない。 

 
第 47 条 

薬物の製造、輸入の許可証の有効期間は五年である。有効期間満了となっても継続し

て製造や輸入を行う場合は、事前に中央衛生主務官庁に申請し、その期間延長の許可

を得なければならない。ただし、期間延長は一回につき五年を超えてはならない。期
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間満了となっても申請しなかったもの、又はその延長が許可されなかったものは、そ

の許可証を取り消すものとする。 

前項にいう許可証に汚損又は紛失が生じた場合は、その理由を説明した上で、原発行

許可機関に対し更新又は再発行を申請しなければならず、且つ同時に原許可証を返納

し取消しを行うか、又は発行許可機関がその取消しを公告しなければならない。 

 
第 48 条 

薬物の製造、輸入許可証の有効期間内において、中央衛生主務官庁の新たな評価を経

た上で、安全性や医療効能に疑いがあると確定された薬物については、薬商に対し所

定期限内に改善するよう命じることができ、期限が過ぎても改善しなかった場合はそ

の許可証を取り消すものとする。ただし、安全性に関する疑いが強いものは、直接に

これを取り消すことができる。 

 
第 48－1 条 

第 39 条第 1 項にいう薬品の製造、輸入は、中国語ラベルの標示、添付文書の添付又

は包装を行って初めて、売買や卸売り、小売を行うことができる。ただし、それらの

実行に困難があると中央衛生主務官庁に認定されたものは、この限りではない。 

 
第五章 薬物の販売及び製造 

 
第 49 条 

薬商は、出所不明又は薬商許可証を有しない者の薬品又は医療器材を販売してはなら

ない。 

 
第 50 条 

医師の処方を要する薬品は、医師の処方を経なければ、これを調剤し供給してはなら

ない。ただし、次の各号はこの限りではない。 

同業薬商間の卸売り、販売。 

病院や診療所、及び機関や団体、学校の医療機構、又は検証及び学術研究機構の購買。 

中華薬局方、国民処方集の処方に基づく調剤。 

前項に定める医師処方が必要の薬品は、中央衛生主務官庁が漢方薬品、西洋薬品につ

いて個別に定める。 

 
第 51 条 

西洋薬の販売業者は、同時に漢方薬の販売を行なってはならず、漢方薬の販売業者は、
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同時に西洋薬の販売を行なってはならない。ただし、一般用医薬品はこの限りではな

い。 

 
第 52 条 

薬品販売業者は、農薬、動物用薬品又はその他の毒性化学物質の兼営販売を行っては

ならない。 

 
第 53 条 

薬品販売業者は、輸入した薬品につき、これを小分包装（分けて包装すること）して

から販売することができる。その小分包装は、次の規定に従って処理しなければなら

ない。 

一、 製剤：中央衛生主務官庁に申請し許可を得てから、薬品優良製造規定を満たす

薬品製造業者により小分包装する。 

二、 原料薬：薬品優良製造規定を満たす薬品製造業者により小分包装する。小分包

装した後は、中央衛生主務官庁にこれを届け出なければならない。 

前項に言う小分包装の申請条件や手続き、届け出の期限や手続き、及びその他の小分

包装販売に関する遵守すべき事項は、中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 54 条 

薬品又は医療器材が許可を経て薬物輸入許可証の発行交付を受けた後も、中央衛生主

務官庁は、国の権益を保護するため、それらの輸入を規制することができる。ただし、

規制する前に、既に為替の取組が許可されたものは、この限りではない。 

 
第 55 条 

製造又は輸入が許可された薬物の見本又は景品を販売してはならない。 

前項に言う見本、景品の管理方法は中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 56 条 

製造販売が許可された薬物を海外に輸出販売する場合、輸出対象国の要求に応じ証明

書を必要とするものは、輸出前に製造メーカーが中央衛生主務官庁に対し輸出証明書

の発行交付を申請しなければならない。 

前項に言う薬物につき、中央衛生主務官庁が国内需要に対する供給が不足するおそれ

があると認めた場合、その輸出を制限することができる。 

 
第 57 条 
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工場登記証を受けなければ薬物を製造することはできない。ただし、中央衛生主務官

庁から研究開発のための製造許可を受けた薬物は、この限りではない。 

薬物製造工場又は場所の設備及び衛生条件は、薬物製造工場の工場設置基準に合致し

なければならず、また衛生及び工業の主務官庁の検査を経て合格と認められて初めて

登記を許可される。その工場所在地又は場所を移転した場合は、登記変更を申請しな

ければならない。 

薬物の製造が中央衛生主務官庁の規定に合致した場合、薬商は費用を納付し、中央衛

生主務官庁に対して証明書の発行を申請することができる。 

薬物の海外製造工場には、前二項の規定を適用する。また、中央衛生主務官庁が定期

的に、又は実際の必要に応じて工場へ赴きこれを検査する。 

前四項に言う申請条件、審査手続き、許可基準及びその他の遵守すべき事項は、中央

衛生主務官庁が中央工業主務官庁と共同でこれを定める。 

 
第 57－1 条 

薬物の研究開発に従事する機構又は企業は、その研究開発用薬物を中央衛生主務官庁

の規定に合致する工場又は場所で製造しなければならない。 

前項に言う工場又は場所では、中央衛生主務官庁の許可を得なければ、同時にその他

の製品を製造してはならない。その製造した研究開発に使われる薬物は、中央衛生主

務官庁の許可を得なければ、人体に使用してはならない。 

 
第 58 条 

薬物工場は、中央衛生主務官庁の許可を得なければ、他工場に薬物の製造を依頼し、

又は製造依頼を受けてはならない。 

 
第六章 規制薬品及び毒薬・劇薬の管理 

 
第 59 条 

西洋薬販売業者及び西洋薬製造業者が規制薬品及び毒薬･劇薬を購入保存又は販売す

る場合は、その薬品の名称、数量を記録簿に詳しく記載し、検査に備えなければなら

ない。規制薬品は専用の戸棚を設けてこれを施錠した上で貯蔵しなければならない。

規制薬品及び毒薬･劇薬のラベルには、警告及び十分に目立つ図案又は色彩を明記し

なければならない。 

 
第 60 条 

規制薬品及び毒薬・劇薬は、医師の処方がなければ調剤、交付してはならない。 
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前項に言う規制薬品は、受領者の身分証明書により当該受領者に交付し、且つその氏

名、住所、会社登記番号及び受領量を記録簿に詳しく明記し、処方箋とともに保存し

て検査に備える。 

規制薬品の処方及び調剤は、中央衛生主務官庁がこれを規制することができる。 

 
第 61 条（削除） 

 
第 62 条 

第 59 条及び第 60 条に規定する処方箋、記録簿の保存期間は五年間とする。 

 
第 63 条（削除） 

 
第 64 条 

漢方薬の販売業者及び製造業者は、中央衛生主務官庁の許可を得なければ、規制薬品

の販売又は使用を行ってはならない。 

漢方薬の販売業者及び製造業者が毒劇の漢方薬を販売する場合は、漢方医師の署名、

捺印が記載された処方箋がなければ、これを販売してはならない。その毒劇漢方薬の

購入保存又は販売は、第 59 条の規定を準用する。 

 
第七章 薬物広告の管理 

 
第 65 条 

薬商でない者は薬物広告を行ってはならない。 

 
第 66 条 

薬商が薬物広告を掲載又は放送する場合、その全ての文字、図画又は文言につき、事

前に中央又は直轄市の衛生主務官庁に許可を申請し、且つ媒体業者に許可を得た書類

を提示しなければならない。原許可機関は、許可した薬物広告の内容又は掲載放送方

法が民衆の健康を害し若しくは重大な危害を与えるおそれがあることを発見した場

合、薬商に直ちに掲載放送を中止し、且つ期限内に改善するよう命じなければならず、

期限が過ぎても改善しなかった場合は、許可を取り消す。 

薬物広告は、許可された掲載放送期間内において、原許可事項を変更してはならない。 

媒体業者は、中央又は直轄市の衛生主務官庁の許可を得なかった薬物広告、許可事項

に合致しない薬物広告、廃止された薬物広告、又は直ちに掲載放送を中止し且つ期限

内に改善するよう命じられたものの改善しなかった薬物広告を掲載放送してはなら
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ない。 

掲載放送を受託した媒体業者は、委託者の氏名（法人又は団体の名称）、身分証明書

又は事業登記証番号、住居所（事務所又は営業所）及び電話などの資料を、広告の日

から起算して 6 ヶ月間保存しなければならず、また、主務官庁がこれらの提供を要求

したときは、回避、妨害又は拒絶してはならない。 

 
第 66－1 条 

中央又は直轄市の衛生主務官庁に許可された薬物広告につき、その有効期間は、証明

書類の発行が許可された日から起算して一年間とする。有効期間満了となっても広告

を継続して行う場合は、許可を下した原衛生主務官庁に対し、その期間延長の許可を

申請することができる。延長期間は一回につき一年を超えてはならない。 

前項に言う有効期間は、当該広告が許可された証明書類に記載しなければならない。 

 
第 67 条 

医師の処方を要する薬物、又は中央衛生主務官庁に公告指定された薬物の広告は、学

術的な医療刊行物における掲載に限る。 

 
第 68 条 

薬物広告は、次の方法で行ってはならない。 

一、 他人の名義を借りて宣伝を行う。 

二、 書籍･刊行物の資料を用いてその効能又は性能を保証する。 

三、 取材又は報道により宣伝を行う。 

四、 その他の不正な方法をもって宣伝を行う。 

 
第 69 条 

本法に言う薬物ではないものについては、医療効能の標示又は宣伝を行ってはならな

い。 

 
第 70 条 

取材、報道又は宣伝につき、その内容が医療効能を暗示する又は投影するものは、薬

物広告と見なす。 

 
第八章 調査及び取締り 

 
第 71 条 
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衛生主務官庁は人員を派遣し、薬物製造業者や販売業者の所在地施設及び関連業務を

検査することができる。また、証明書を提出したうえで、その薬物に対する抜取検査

を行うことができ、業者は理由なくこれを拒絶してはならない。ただし、抜取検査の

数量は、検証試験に使用される分に限る。 

薬物製造業者の検査につき、衛生主務官庁は必要のあるとき、工業主務官庁と共同で

これを行うことができる。 

本条に挙げる検査の実施方法につき、中央衛生主務官庁は中央工業主務官庁と共同で

これを定める。 

 
第 72 条 

衛生主務官庁は、人員を派遣し、医療機構又は薬局の関連業務を検査することができ

る。また、証明書を提出したうえで、その薬物に対する抜取検査を行うことができ、

検査を受ける者は、理由なくこれを拒絶してはならない。ただし、抜取検査の数量は

検査試験に使用される分に限る。 

 
第 73 条 

直轄市、県（市）の衛生主務官庁は、毎年定期的に薬商及び薬局に対する全面調査を

行わなければならない。 

前項に言う全面調査につき、薬商又は薬局はこれを拒絶、回避又は妨害してはならな

い。 

 
第 74 条 

微生物学、免疫学の学理に基づき製造した血清、抗毒素、ワクチン、類毒素及び菌液

などにつき、ロット毎の製品の輸入後又は製造後に、中央衛生主務官庁が人員を派遣

し見本を抜き取り、検査試験に合格し、且つ検査済みのラベルを貼って封をしなけれ

ば、販売してはならない。検証試験・封印の作業方法は、中央衛生主務官庁がこれを

定める。 

前項に言う生物薬品の原液については、生物薬品の製造業者のみがそれを輸入するこ

とができる。 

 
第 75 条 

薬物のラベル、添付文書又は包装は、許可されたとおり、それぞれ次の事項を明記し

なければならない。 

一、 メーカーの名称及び住所。 

二、 品名及び許可証番号。 
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三、 ロットナンバー。 

四、 製造日及び有効期間又は保存期限。 

五、 主要成分の含有量、用量及び用法。 

六、 主治効能、性能又は適応症。 

七、 副作用、禁忌及びその他の注意事項。 

八、 規定に基づき明記しなければならないその他の事項。 

前項第四号につき、中央衛生主務官庁が明記の必要がない旨明確に命じ公告したもの

は、この限りではない。 

 
第 76 条 

製造、輸入が許可された薬物につき、重大な危害を有することが発見された場合、中

央衛生主務官庁は随時、その製造、輸入の禁止を公告するほか、その薬物許可証も取

り消さなければならない。既に製造又は輸入したものは、期限を設けて、その輸出、

調剤、販売、供給、輸送、委託保管、売買斡旋、譲渡、又は販売を意図した陳列を禁

止しなければならず、必要があるときは、それを没収し焼却することができる。 

 
第 77 条 

直轄市又は県（市）の衛生主務官庁は、ニセ薬、粗悪薬、禁制薬又は不良医療器材に

つき、ニセ薬、禁制薬に関しては、まずその場で差押え、且つ見本を抜き取り、検査

試験を行った後に、更なる処理を行うものとする。粗悪薬、不良医療器材に関しては、

まずその場で差押え、且つ見本を抜き取り、検査試験を行った後に、更なる処理を行

うことができる。衛生に重大な危害をもたらすものに関しては、中央衛生主務官庁に

届け出て承認を得た後、これを没収し焼却する。 

前項規定は、許可を経ずに製造、輸入された医療器材に対してもこれを準用する。 

 
第 78 条 

調査又は検証試験を経て、ニセ薬、粗悪薬、禁制薬又は不良医療器材と判定されたも

のは、本法の関連規定に基づき処理するほか、次の処分も行わなければならない。 

一、 ニセ薬、粗悪薬の製造又は輸入を行った者、及び他人の許可証を使用した者に

つき、許可証を発行した原機関は、その全ての製造、輸入許可証、工場登記証

及び営業許可証を取り消さなければならない。 

二、 ニセ薬、禁制薬を販売又は販売を意図し陳列した者につき、直轄市又は県（市）

の衛生主務官庁は、新聞掲載により、その商号、住所、代表人氏名、薬物名称

及び犯行の情状を公告する。再度違反した者については、その営業を中止させ

ることができる。 
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三、 粗悪薬、不良医療器材の製造、輸入、販売を行った者、又は販売を意図し陳列

した者につき、直轄市又は県（市）の衛生主務官庁は、新聞掲載により、その

商号、住所、代表人氏名、薬物名称及び犯行の情状を公告する。その情状が重

大である者又は再度違反した者については、そのぞれぞれの許可証の取消し及

びその営業の中止をさせることができる。 

前項規定は、許可を経ずに製造、輸入された医療器材に対しても、これを準用する。 

 
第 79 条 

発見押収したニセ薬又は禁制薬は、没収し焼却する。 

発見押収した粗悪薬又は不良医療器材のうち、本国で製造したもので、検証試験を行

った後もなお改造して使用できるものは、直轄市又は県（市）の衛生主務官庁が原製

造メーカーに対し、人員を派遣して所定の期限内に改造させるよう監督する。改造不

能、又は期間満了になっても改造しなかった場合は、これを没収し焼却する。輸入を

許可されたものについては、直ちにこれを差押え、且つ直轄市又は県（市）の衛生主

務官庁が原輸入業者に対し所定の期限内に輸入先に返品し輸出することを命じる。期

限が過ぎても返品できないものは、それを没収し焼却する。 

前項規定は、許可を経ずに製造、輸入された医療器材であると認定されたものに対し

ても、これを準用する。 

 
第 80 条 

薬物は次に掲げる各号のいずれかを有するものにつき、その製造又は輸入した業者は、

直ちに医療機構、薬局及び薬商に通知するものとし、且つ所定の期限内に市販品を回

収して、これを在庫品とともに、本法の関連規定に基づき処理する。 

一、 許可証を受けているものの、製造又は輸入の禁止を公告されたもの。 

二、 法に基づき、ニセ薬、粗悪薬又は禁制薬であると認定されたもの。 

三、 法に基づき、不良医療器材であると認定されたもの、又は許可されなかったに

もかかわらず、製造や輸入を行った医療器材。 

四、 薬物の製造、輸入許可証の期間延長を申請しなかったもの、又は期間延長を許

可されなかったもの。 

五、 包装、ラベル、添付文書の登記変更を許可されたもの。 

六、 その他回収すべきであると中央衛生主務官庁により公告されたもの。 

製造、輸入業者が前項各号の薬物を回収する際には、医療機構及び薬商はこれに協力

しなければならない。 

 
第 81 条 
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ニセ薬、粗悪薬、禁制薬及び不良医療器材の摘発又は発見押収を奨励しなければなら

ない。 

 
第九章 罰則 

 
第 82 条 

ニセ薬又は禁制薬を製造又は輸入した者は、10 年以下の懲役に処し、台湾元 1000 万

元以下の罰金を併科することができる。 

前項の罪を犯し、これにより人を死にいたらしめた者は無期懲役又は 10 年以上の懲

役に処する。人に重傷を負わせた者は 7 年以上の懲役に処する。 

過失により第一項の罪を犯した者は、3 年以下の懲役、拘留又は台湾元 50 万元以下の

罰金に処する。 

第一項の未遂犯は、これを罰する。 

 
第 83 条 

明らかにニセ薬又は禁制薬と知りながら、これを販売、供給、調剤、輸送、委託保管、

販売斡旋、譲渡又は販売を意図し陳列した者は、7 年以下の懲役に処し、台湾元 500

万元以下の罰金を併科することができる。 

前項の罪を犯し、これにより人に死にいたらしめた者は 7 年以上の懲役に処するが、

人に重傷を負わせた者は 3 年以上、12 年以下の懲役に処する。 

過失により第一項の罪を犯した者は、2 年以下の懲役、拘留又は台湾元 30 万元以下の

罰金に処する。 

第一項の未遂犯は、これを罰する。 

 
第 84 条 

許可なく独断で医療器材を製造又は輸入した者は、3 年以下の懲役に処し、台湾元 10

万元以下の罰金を併科することができる。 

前項に言う医療器材であることを明らかに知りながら、これを販売、供給、輸送、委

託保管、販売斡旋、譲渡又は販売を意図し陳列した者は、前項規定に従い処罰する。 

過失により前項の罪を犯した者は、6 ヶ月以下の懲役、拘留又は台湾元 5 万元以下の

罰金に処する。 

 
第 85 条 

第 21条第 1号に言う粗悪薬又は第 23条第 1号、第 2号に言う不良医療器材をにつき、

これを製造又は輸入した者は、1 年以下の懲役又は拘留に処し、台湾元 3 万元以下の
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罰金を併科することができる。 

過失により前項の罪を犯し、又は前項に言う粗悪薬又は不良医療器材であることを明

らかに知りながら、これを販売、供給、調剤、輸送、委託保管、販売斡旋、譲渡又は

販売を意図し陳列した者は、6 ヶ月以下の懲役又は拘留に処し、台湾元 1 万元以下の

罰金を併科することができる。 

過失により第一項に言う粗悪薬又は不良医療器材を販売、供給、調剤、輸送、委託保

管、販売斡旋、譲渡又は販売を意図し陳列した者は、拘留又は台湾元 1 万元以下の罰

金に処する。 

 
第 86 条 

他人の薬物の名称、添付文書又はラベルを無断で使用し、又は偽って使用した者は、

1 年以下の懲役、拘留若しくは台湾元 5 万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

前項に言う薬物であることを明らかに知りながら、これを輸入、販売、供給、調剤、

輸送、委託保管、販売斡旋、譲渡又は販売を意図し陳列した者は、6 ヶ月以下の懲役、

拘留若しくは台湾元 3 万元以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 

 
第 87 条 

法人の代表者、法人又は自然人の代理人、雇用された者、又はその他の従業員が業務

執行により、第 82 条から第 86 条までの罪を犯した場合は、各当該条項の規定に従い

その行為者を処罰するほか、当該法人又は自然人に対しても当該各条項に規定する罰

金を科する。 

 
第 88 条 

本法に基づき発見押収したニセ薬、禁制薬の製造や調剤に用いられる器材は、それが

犯人に属するか否かを問わず、没収する。 

 
第 89 条 

公務員は、職務上の権限、機会又は方法をもって、本章各条の罪を犯し、又は本章各

条の罪を犯した他人を庇った場合、各当該条項の規定に従ってその刑の二分の一を加

える。 

 
第 90 条 

第 21 条第 2 号から第 8 号までに言う粗悪薬又は第 23 条第 3 号、第 4 号に言う不良医

療器材を製造又は輸入した者は、台湾元 6 万元以上、30 万元以下の罰金に処する。 

前項に言う粗悪薬又は不良医療器材を販売、供給、調剤、輸送、委託保管、販売斡旋、
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譲渡又は販売を意図し陳列した者は、台湾元 3 万元以上、15 万元以下の罰金に処する。 

前二項規定のいずれかを犯した場合は、その薬物管理人、製造監督者に対しても、各

当該項に規定する罰金を科する。 

 
第 91 条 

第 65 条又は第 80 条第 1 項第 1 号から第 3 号の規定のいずれかに違反した者は、台湾

元 20 万元以上、500 万元以下の罰金に処する。 

第 69 条の規定に違反した者は、台湾元 60 万元以上、2500 万元以下の罰金に処し、そ

の違法物品は没収し焼却する。 

 
第 92 条 

第 27 条第 1 項、第 3 項、第 29 条、第 31 条、第 36 条、第 37 条第 2 項、第 3 項、第

39 条第 1 項、第 40 条第 1 項、第 44 条、第 45 条の 1、第 46 条、第 49 条、第 50 条第

1 項、第 51 条から第 53 条まで、第 55 条第 1 項、第 57 条第 1 項から第 4 項まで、第

57 条の 1、第 58 条、第 59 条、第 60 条、第 64 条、第 71 条第 1 項、第 72 条、第 74

条、第 75 条規定のいずれかに違反した者は、台湾元 3 万元以上、15 万元以下の罰金

に処する。 

第 59 条規定に違反した場合、又は毒薬･劇薬の調剤や供給により第 60 条第 1 項規定

に違反した場合は、その薬品管理人、製造監督人に対しても前項に定める罰金を科す

る。 

第 57 条第 2 項から第 4 項までの規定に違反した者につき、第 1 項の規定に基づいて

処罰するほか、所在地の衛生主務官庁は、薬品工場又は薬商の名称を公表することが

でき、また所定期限内に改善するよう命じることができる。期限になっても改善しな

かった者は、その営業を中止させることができる。また、その薬物許可証に対する期

間延長を許可せず、又はその製造メーカーのその他の薬物に係る新申請案を受理しな

い。情状の重大な者については、その許可証を取り消すことができる。 

第 66 条第 1 項、第 2 項、第 67 条、第 68 条規定のいずれかに違反した者は、台湾元

20 万元以上、500 万元以下の罰金に処する。 

 
第 93 条 

第 16 条第 2 項、第 28 条、第 30 条、第 32 条第 1 項、第 33 条、第 37 条第 1 項、第 38

条又は第 62 条規定のいずれかに違反した者、又は次の各号のいずれかの状況を有す

る者は、台湾元 3 万元以上、15 万元以下の罰金に処する。 

一、 一般用医薬品、固有処方製剤の製造、標示及び販売が、中央衛生主務官庁の第 8

条第 3 項規定に基づき定めた規則に違反した場合。 
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二、 医療器材の等級分け及び管理が、中央衛生主務官庁の第 13 条第 2 項規定に基づ

き定めた規則に違反した場合。 

三、 薬物の見本、景品の使用及び包装が、中央衛生主務官庁の第 55 条第 2 項規定に

基づき定めた規則に違反した場合。 

第 16 条第 2 項又は第 30 条規定に違反した者は、前項規定に基づき処罰するほか、衛

生主務官庁はその営業を中止させることができる。 

 
第 94 条 

第 34 条第 1 項、第 73 条第 2 項、第 80 条第 1 項第 4 号から第 6 号又は第 2 項規定の

いずれかに違反した者は、台湾元 2 万元以上、10 万元以下の罰金に処する。 

 
第 95 条 

媒体業者が第 66 条第 3 項規定に違反した場合は、台湾元 20 万元以上、500 万元以下

の罰金に処する。衛生主務官庁から所定の期間内に中止するよう通知されても、なお

継続して掲載放送した場合は、台湾元 60 万元以上、2500 万元以下の罰金に処し、且

つ、その掲載放送が中止されるまで、その回数に基づき連続して処罰しなければなら

ない。 

媒体業者が第 66 条第 4 項規定に違反した場合は、台湾元 6 万元以上、30 万元以下の

罰金に処し、且つその回数に基づき連続して処罰する。 

 
第 96 条 

第七章に規定する薬物広告に違反した場合、本章規定に基づき処罰するほか、衛生主

務官庁は、新聞掲載により、その代表者の氏名、薬物名称及び違反の情状を公表する

ことができ、また、情状の重大な者については、当該薬物許可証を取り消すことがで

き、その元の薬品名は二年以内に使用の申請をしてはならない。 

前項に言う、薬物許可証が取り消された違法薬物広告につき、許可した原衛生主務官

庁は、当該業者に対し、所定の期限までに、原媒体の同一時間帯において、及び同一

の版面を以って掲載放送し、謝罪声明を行うよう命じなければならない。期限になっ

ても掲載放送しなかった場合は、翌日から当該業者の全ての薬物広告を中止させ、且

つその広告申請を二度と受理しない。 

 
第 96－1 条 

薬商が第 48 条の 1 の規定に違反した場合は、台湾元 6 万元以上、30 万元以下の罰金

に処する。衛生主務官庁から所定の期限内に改善するよう通知されてもなお改善しな

かった場合は、処罰を倍にし、且つ改善されるまで、その回数に基づき連続して処罰
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する。 

 
第 97 条 

薬商が不実の資料又は証明書を以って、薬物許可証の検証試験登記、期間延長登記又

は登記変更の申請を行なった場合は、当該薬物許可証を取り消すほか、二年以内に、

当該薬物許可証の検証試験登記を申請してはならない。また、その刑事責任に係るも

のは、司法機関へ移送する。 

 
第 97－1 条 

「薬品査験登記審査準則」（薬品の検証試験登記に係る審査準則）及び「医療器材査

験登記審査準則」（医療器材の検証試験登記に係る審査準則）に基づき、申請を提出

する案件につき、その試験のために提出された薬物が検証試験の結果、申請資料と一

致しなかった場合、中央衛生主務官庁は、検証試験結果が確定した日から起算して 6

ヶ月間は、その製造メーカーのその他の薬物に係る新申請案件を受理しない。 

前項情況を有し、再検査の申請期間に新たに申請された検証試験になおも合格しなか

った場合、中央衛生主務官庁は、新たな検証試験結果が確定した日から起算して一年

間は、その製造メーカーのその他薬物の新申請案件を受理しない。 

 
第 98 条（削除） 

 
第 99 条 

処罰を受けた者が本法規定に基づく科料に不服な場合は、処罰通知が送達された日か

ら起算して 15 日以内に書面を以って異議を提出し、再審査を申請する。ただし、申

請は一回に限る。 

罰金を科した機関は、前項に言う異議申立書の受領から 15 日以内に、当該案件を改

めて審査しなければならず、理由があると認める場合は、原処罰を変更又は取り消さ

なければならない。 

処罰を受けた者が前項の再審査に不服な場合は、法に基づき訴願及び行政訴訟を提起

することができる。 

 
第 99－1 条 

本法に基づき薬物検証試験登記、許可証変更、移転及び期間延長を申請した案件が許

可を得なかった場合、申請者は処分書が送達された日から起算して 4 ヶ月以内に、理

由を明確に述べた上で再審査の申請を提出する。ただし、申請は一回に限る。 

中央衛生主務官庁が前項に言う再審査の申請につき理由があると認める場合、原処分
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を変更又は取り消さなければならない。 

再審査を申請する者が前項に言う再審査の決定に不服な場合は、法に基づき訴願及び

行政訴訟を提起することができる。 

 
第 100 条 

本法に言う罰金は、直轄市、県（市）の衛生主務官庁が科す。 

 
第 101 条 

本法に基づき処罰を受ける者は、本法に従って処罰されるほか、犯罪の疑いのある者

は、司法機関へ移送するものとする。 

 
第十章 附則 

 
第 102 条 

医師が診療を目的とし、且つ本法に規定する調剤設備を備える場合は、自らの処方に

基づき自ら薬品の調剤を行うことができる。 

前項規定は、全民健康保険が実施され二年間経過した後においては、中央又は直轄市

の衛生主務官庁が公告した開業する薬事人員がいない僻地又は緊急な医療情況に限

って行うことができる。 

 
第 103 条 

本法の公布後、1974 年 5 月 31 日までに、規定に基づき漢方薬販売業の薬商許可証を

変更受領した者は、継続して第 15 条の漢方薬販売業務を経営することができる。 

1993 年 2 月 5 日までに、中央衛生主務官庁の審査を経て登記されている者、又は漢方

薬の経営証明に係る書類を受領した漢方薬業の従事者で、且つ漢方薬学課程を適切な

基準に達するまで修めた者は、継続して漢方薬の販売業務を経営することができる。 

前項に言う漢方薬の販売業務の範囲は、漢方薬材及び漢方薬製剤の輸入、輸出及び卸

売り、並びに漢方薬材及び漢方医師の処方に属さない薬品の小売を含む。毒劇漢方薬

材、又は固有処方に従って配合した伝統的な丸（丸薬）、散（粉薬）、膏（膏薬）、

丹（練り薬）、及び煎薬（煎じ薬）は含まない。 

上述人員、漢方医師検定試験に合格した者、又は漢方薬剤師が設けられる以前に、漢

方医師、薬剤師及び准薬剤師を招聘して店に常駐させ管理させる漢方薬商において責

任者を務めて満３年以上、漢方薬学課程を修めて適切な基準に達し、地方の衛生主務

官庁が発行した証明書類を受け、且つ国家試験に合格した者の業務範囲は次のとおり

である。 
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一、 漢方薬材及び漢方薬製剤の輸入、輸出及び卸売り。 

二、 漢方薬材及び漢方医師の処方に属さない薬品の小売。 

三、 毒劇漢方薬材、又は固有処方に従って調合した伝統的な丸（丸薬）、散（粉薬）、

膏（膏薬）、丹（練り薬）、及び煎薬（煎じ薬）を含まない。 

四、 漢方医師が処方した薬品の調剤。 

前述試験は、「考試院」が「行政院」とともにこれを定める。 

 
第 104 条 

1989 年 12 月 31 日までに、既に登記を許可され許可証を受け営業している西洋薬販売

業者、西洋薬種商が招聘した管理専任の薬剤師又は准薬剤師は、第 28 条第 1 項に定

められた、店に常駐して管理するとの制限を受ける必要はない。 

 
第 104－1 条 

前条に言う「1989 年 12 月 31 日までに、既に登記を許可され許可証を受けて営業して

いる西洋薬販売業者、西洋薬種商」とは、その薬商の責任者が 1990 年 1 月 1 日以降、

変更なく且つ継続して営業しているものを指す。ただし、登記された営業項目が小売

の薬商であり、責任者の死亡によりその配偶者が責任者になり営業を継続しているも

のは、この限りではない。 

 
第 104－2 条 

本法に基づき、許可証又は事項を申請し、又は書簡を以って「薬品査験登記審査準則」

（薬品の検査試験登記に係る審査準則）及び「医療器材査験登記審査準則」（医療器

材の検査試験登記に係る審査準則）などに関連する規定を問い合わせる際は、費用を

納付しなければならない。 

前項に言う納付すべき費用の種類及び金額は、中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 105 条 

本法の施行細則は、中央衛生主務官庁がこれを定める。 

 
第 106 条 

本法は公布日から施行する。 

本法における、1997 年 5 月 7 日に改正公布された第 53 条の施行日は、行政院がこれ

を定める。2006 年 5 月 5 日に改正した条文は、2006 年 7 月 1 日から施行する。 
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添付資料 7 

 
立法院第６期第４会期第14回会議議案関係文書 

 

「智慧財産案件審理法」（「知的財産案件審理法」）案審査報告 

 
一、 本法立法理由 

21世紀は知識経済（knowledge economy)の時代であり、知識を生み出す能

力を基礎として形成された専利（※日本の発明特許、実用新案、意匠に相当）、

商標及び著作権等の知的財産権は既に国家産業のレベルアップ及び経済発展を

促進するための利器となっている。しかし、知的財産権は実態のない存在であ

るため、その権利の獲得及び維持等はいずれも健全な知的財産法制に頼ってお

り、また完全な知的財産権訴訟手続きも鍵となる。 
知的財産案件の審理は、一般の訴訟に比べると少々特殊であり、かつ知的

財産関連製品の市場でのライフサイクルは短いため、迅速な審理と正確な裁判

が等しく重要となる。先進国の多くでは、かかる知的財産案件の審理に求めら

れるニーズに対応すべく、知的財産案件の審理を専門に扱う専門裁判所を設置

し、ならびに知的財産訴訟について特別な手続規定を設けている。我が国の専

利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）、商標法等の知的財産関

連法にも権利の取得及び権利侵害関連訴訟について若干の特別規定が設けられ

てはいるが、実際にはまだ十分とはいえず、知的財産案件審理のニーズに十分

応えることができていない。そこで、我が国の知的財産訴訟手続きを改善し、

権利を有効に救済する機能を十二分に発揮させるべく、「智慧財産案件審理法」

（「知的財産案件審理法」）草案を作成した。 
 
二、 本法の重要な内容 

本法は全5章、計39条から成っており、その重点は以下のとおりである。  
（一） 裁判官をサポートする技術審査官を設置 

知的財産案件はしばしば複数分野の科学技術専門問題に関わり、知的財

産裁判所は専門技術スタッフを配置して、裁判官が専門技術問題を判断

する際にこれをサポートさせなければならない。そこで、知的財産裁判

所には技術審査官を設置し、裁判所が知的財産案件審理につき必要と認

める場合には、技術審査官に職務執行を命じ、裁判官の案件審理をサポ

ートさせることができる。 
（二） 審理手続きを部分的に改変することで、双方の権益を保障 

1． 知的財産民事及び行政訴訟審理中、裁判長又は受命裁判官は当事人

に争点を論告し、ならびに心証を適時公開しなければならない。 
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2． 知的財産案件審理中、営業秘密に関する事項は、非公開で審判する

ことができ、ならびに訴訟資料及びファイル証拠の閲覧、抄録又は

撮影を制限することができる。 
3． 知的財産民事又は行政訴訟中、書類又は検証物を所有する当事人又

は第三者が、正当な理由なく、裁判所からの証拠提出命令に従わな

い場合、罰金を課すことができる。必要時には、強制処分執行を命

じることもできる。 
4． 知的財産民事又は刑事訴訟中、裁判所は知的財産権に取消又は廃止

すべき理由があるか否かといった争点につき、自ら認定しなければ

ならず、行政訴訟判決結果を待つ必要はない。 
5． 日本法の規定を参照し、知的財産民事訴訟審理中、裁判所が知的財

産権に取消又は廃止すべき理由があるか否かを判断するため必要で

あると認める場合には知的財産主務官庁に訴訟参加を命じる裁定を

下すことができる旨明確に定めるとともに、その効果も明確に定め

た。 
6． 専利権（※日本の発明特許権、実用新案権、意匠権に相当）の取消

又は廃止に関する行政訴訟中、当事人が口頭弁論終了前に同一の取

消又は廃止理由につき新たな証拠を提出した場合、裁判所は依然と

してこれを斟酌しなければならない旨明確に定めた。 
（三） 秘密保持命令制度の導入 

知的財産権に関する訴訟は、その最も秘密を保持しなければならない対

象が往々にして競争相手の同業者であるもう一方の当事者であり、この

場合には関連規定によりその閲覧又は開示を許可しない又は制限するこ

とができるものの、もう一方の当事者の権利もまた法律による保障を受

けており、訴訟資料が当事者又は第三者の営業秘密に属するという理由

だけで、もう一方の当事者の弁論を妨害すべきではない。上記の双方の

利害衝突を考慮し、日本法の規定を参照して、裁判所は、知的財産案件

について、請求により秘密保持命令を発することができ、ならびに違反

者に対し刑事制裁を加えることができる旨明確に規定し、これによって、

訴訟の促進及び営業秘密の保護の両者に配慮する。 
（四） 証拠保全手続きの強化 

「知的財産民事又は行政訴訟の証拠保全手続き中、相手人が正当な理由

なく、保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強制的にこれを排除するこ

とができる。但し、必要な程度を超えることはできず、必要時には警察

機関に協力を求めることができる」旨明確に定める。 
（五） 請求人は暫定状態を定める仮処分の要件を説明しなければならない 

知的財産権に係る製品の市場におけるライフサイクルは非常に短く、ビ

ジネスチャンスはごく短い期間に限られる。いったん裁判所が製造、販
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売等の行為の停止を命じれば、製品は、通常、本案判決の確定を待たず

に淘汰されてしまい、メーカーは市場からの撤退を迫られるという不利

な結果に至り、その影響は極めて重大であるため、暫定状態を定める仮

処分を申し立てる要件は厳しくなければならない。本法では、知的財産

民事及び行政訴訟事件に対し、暫定状態を定める仮処分の請求を申立て

る場合、たとえば保全の必要を有する事実につき、これを説明しなけれ

ばならず、十分に説明がなされなかった場合には、裁判所はその申立て

を却下しなければならない旨規定されている。 
（六） 刑事附帯民事訴訟案件の裁判 

裁判所は知的財産権侵害刑事附帯民事訴訟案件を審理する場合、第三審

裁判所を除き、自ら審理して判決しなければならず、ならびに刑事案件

と同時に判決しなければならない。但し、簡易手続きで提起する附帯民

事訴訟は、必要時には刑事訴訟判決後60日以内にこれを裁判することが

できる。 
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立法院第６期第４会期第15回会議議案関係文書 
 

「智慧財産法院組織法草案」（「知的財産裁判所組織法草案」）案審査

報告 

 
一、 立法理由 

国際経済、貿易が各国の政治、社会の発展を主導する昨今の趨勢において、

貿易自由化及び科学技術の発展は各国の基本構造調整に影響を及ぼす２大要素

となっている。また、科学技術の不断の進歩刷新により生じる知的財産権保護

の問題は、近年、各国が経済発展及び貿易自由化を推進する過程においてます

ます重視するようになってきた課題であり、さらには国家の競争力の指標とさ

え見なされている。知的財産権競争によりもたらされるビジネスチャンス及び

巨大な経済的利益は、次から次へと紛争をまねき、このことは我が国の訴訟コ

ストを増大させたばかりでなく、甚だしきに至っては先進国から貿易の障害と

見なされるようになっている。たとえ、国際組織に加盟し国際条約を締結した

ことで、各国の知的財産権に関する法律規範が、実体上又は手続き上を問わず、

ある程度の一致をみることができたとはいえ、法律規範の実践においては依然

として司法機関を最終的な仲裁者及び執行者として頼っている。凡そ全ての先

進法治国家のみならず発展途上国もまた、知的財産保護及び関連訴訟制度の確

立に力を尽くしている。たとえば、ドイツでは1961年には既に連邦特許裁判所

（Bundespatentgericht）が設置されており、アメリカでは1982年に連邦巡回控訴

裁判所（CAFC）が、イギリスでは1990年に特許群裁判所が、タイでは1997年に

中央知的財産及び国際貿易裁判所が、韓国では1998年に特許裁判所が、日本で

は2005年4月1日に東京高等裁判所に知的財産案件を専門に審理する支部即ち知

的財産高等裁判所がそれぞれ設置されており、またフランスでは2006年にパリ

に知的財産案件訴訟を専門に審理する法廷が設立される予定であり、EUも2010
年にはEU特許裁判所を設立する予定である。 

我が国は2002年1月1日に世界貿易機関（WTO）に加盟して該組織の第144
番目の加盟国となったため、WTO協定の付属書の1つである「知的所有権の貿易

関連の側面に関する協定」（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights，TRIPS）））） の拘束を受けることとなった。実際には、WTO
に正式に加盟する以前に既に、我が国では知的財産権関連法律の改正に次々に

着手しており、我が国の知的財産の実体的な関連法律は、基本的に、世界の主

要な条約又は協定の基準を満たしていた。但し、我が国の現行の訴訟制度には

民事、刑事及び行政訴訟がそれぞれ違う制度により運用されており、知的財産

権訴訟に関しては、依然として訴訟特性により、それぞれ普通裁判所の民事、
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刑事法廷又は行政裁判所が審理を担当しており、知的財産権紛争を統一して処

理する専門裁判所はまだ設置されていない。その結果、同一の権利客体（たと

えば、専利権又は商標権）において紛争が発生した場合、異なる訴訟で重複し

て審理しなければならず、当事者の時間的労力及び司法資源を浪費し、司法救

済時効を遅らせ、甚だしきに至っては我が国の産業の国際競争力に悪影響を及

ぼす結果となっている。したがって、知的財産専門裁判所の設立は既に、知的

財産権保護を確実に実行するうえでの急務となっているのである。該専門裁判

所設立に際しては、法律及び科学技術の知識を兼ね備えた専門裁判官を選任し

て審理に当たらせるほか、裁判官が知的財産訴訟に関わる科学技術問題を正確

に判断できるようサポートさせるべく、適当な技術審査官を配置する。 
司法院は2004年2月下旬から知的財産専門裁判所設置計画に積極的に取り

組み始め、何度も検討会を開いて入念な検討を行うとともに各界の専門家の意

見を集め、本草案を作成した。 
 

二、 本法の重要な内容 
本草案の条文は計46条であり、「総則」、「裁判官の任用資格」、「技術

審査官の配置」、「書記官及びその他職員の配置」、「司法年度及び事務の分

配」、「法廷の開閉及び秩序」、「司法行政の監督」及び「附則」の計8章に分

けられ、その要旨は以下のとおりである。 
（一） 知的財産裁判所が管轄する審判事務には、知的財産権と関係のある民事

訴訟事件、刑事訴訟案件及び行政訴訟事件が含まれる。 
1． 民事訴訟事件とは、専利法（※日本の特許法、実用新案法、意匠法

に相当）、商標法、著作権法、光ディスク管理條例、営業秘密法、

集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、又は公平交易法（※

日本の不正競争防止法、独占禁止法の要素が含まれている）で保護

される知的財産権に関して生じた民事訴訟事件を指し、本案と関連

する証拠保全、保全手続きもこれに含まれる。 
2． 刑事訴訟案件とは、刑法第253条～255条の商標や商号の妨害し又は

虚偽不実の表示をする罪、第317条、第318条の商工業上の秘密を漏

洩する罪、或いは商標法、著作権法、公平交易法第第20条第1項、第

19条第5号に違反する案件を指す。但し、少年が被告である場合、少

年案件の審理は少年事件裁判所（法廷）が「少年事件処理法」の規

定に基づいて処理しなければならず、知的財産裁判所が審理するこ

とはできないので、排除する。 
3． 行政訴訟事件とは、専利法、商標法、著作権法、光ディスク管理條

例、集積回路回路配置保護法、植物品種及び種苗法、又は公平交易

法における知的財産権に関する出願、取消又は廃止手続き、不正競

爭及びその他公法上の紛争によって生じた行政訴訟事件、及び強制
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執行事件を指す。 
（二） 知的財産裁判所の審級管轄には、前記知的財産案件の民事第一審、民事

第二審の訴訟事件、第一審行政訴訟事件及び地方裁判所の通常の裁判、

略式裁判又は協議手続きの第一審判決を不服として上訴又は抗告した刑

事事件が含まれる。民事第一審訴訟手続き及び行政訴訟簡易手続きは裁

判官が単独で審判を行い、民事、刑事第二審上訴、抗告手続き及び行政

訴訟の通常手続きは、裁判官3名が合議制で審判を行う。 
（三） 裁判官の供給源を多様化し、知的財産裁判所裁判官経験者が当然該裁判

所裁判官の任用資格を有する以外に、「実任」裁判官、「実任」検察官

経験者は選抜試験および研修方式により、また弁護士、学者又はかつて

知的財産業務を行ったことのある「簡任」公務員も選抜試験及び研修方

式により、該裁判所裁判官の任用資格を取得する。ならびに司法院に選

抜又は選抜試験審査委員会の組織及び審査、研修等関連事項の制定する

権限を授ける。 
（四） 知的財産案件は往々にして科学技術専門問題に関わるため、技術審査官

を配置し、裁判官が科学技術問題を判断する際にこれをサポートさせる。 
（五） 裁判官の人材不足と増大し続ける裁判所機能の問題は、近年、司法実務

が直面している最も困難な課題である。司法資源の有限性に基づき司法

資源を有効に分配して最大限の効果を得るために、ならびに国民の訴訟

権益の保障にも配慮するために、ドイツ、オーストリアの裁判官制度を

模して、知的財産裁判所に司法事務官を設置し、強制執行事務を行わせ

る。 
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添付資料 8 

 
「智慧財産案件審理法」（「知的財産案件審理法」）制定 
中華民国96年（西暦2007年）１月９日 
立法院第６期第４会期第15回会議通過（公報初稿資料、正確な条文は総統が公布する

条文を基準とする） 
  
 
智慧財産案件審理法（知的財産案件審理法） 
 

第一章 総 則 
 
第1条 知的財産案件の審理は本法の規定によるものとし、本法に規定のない

場合、それぞれ民事、刑事又は行政訴訟手続きが適用すべき法律によ

るものとする。 
第2条 本法で営業秘密とは、営業秘密法第2条に定める営業秘密を指すものと

する。 
第3条 当事者、代表人、代理人、弁護人、補佐人、証人、鑑定人又はその他

の訴訟関係人の住居所と裁判所との間に音声及び映像を相互に伝送す

る科学技術設備があり直接審理できる場合、裁判所は申立てにより又

は職権で該設備を以ってこれを為すことができる。 
前項の情況は、裁判所が当事者の意見を求めなければならない。 
第1項の情況につき、その期日通知書又は召喚状に記載する出頭場所は

該設備の設置場所とする。 
第1項により手続きを進めた際の筆録及びその他文書に尋問を受けた

者が署名しなければならない場合、尋問した裁判所から尋問を受けた

者の住居所に該筆録及びその他文書を伝送し、尋問を受けた者が内容

を確認し並びに署名した後、筆録を電信ファクシミリ又はその他の科

学技術設備を以って尋問した裁判所に送り返す。 
第1項の審理及び前項の書類伝送作業規則は、裁判所が定めるものとす

る。 
第4条 裁判所は必要なときに、技術審査官に対し、以下に掲げる職務の執行

を命ずることができる。 
1. 訴訟関係を明確にするため、事実上及び法律上の事項について、

専門知識に基づき当事者に説明又は質問する。 
2. 証人又は鑑定人に直接質問する。 
3. 本案について裁判官に意見陳述を行う。 
4. 証拠保全時に証拠の調査に協力する。 
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第5条 技術審査官の忌避は、それが審判に参与した手続きにより、それぞれ

民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法の裁判官忌避に関する規定を準

用する。 
 

第二章 民事訴訟 
 
第6条 民事訴訟法第二編第三章、第四章の規定は、知的財産の民事訴訟に適

用しないものとする。 
第7条 智慧財産法院組織法（知的財産裁判所組織法）第3条第1号、第4号に定

める民事事件は、知的財産裁判所の管轄とする。 
第8条 裁判所が既に知っている特別な専門知識は、当事者に弁論の機会を与

えなければ、判決の基礎として採用することができない。 
裁判長又は命令を受けた裁判官は、事件の法律関係について、当事者

によく説明しなければならず、並びに適時その法律上の見解を表明す

ることができ且つ適度に心証を開示することができる。 
第9条 当事者の提出する攻撃又は防御方法が、当事者又は第三者の営業秘密

に及び、当事者が申立てし、裁判所が適当であると認める場合、非公

開裁判とすることができる。双方の当事者が非公開裁判に合意した場

合にも同様とする。 
訴訟資料が営業秘密に及ぶ場合、裁判所は申立てにより又は職権で、

訴訟資料の閲覧、抄録又は撮影を許可しない又は制限する旨の裁定を

下すことができる。 
第10条 文書又は検証物の保有者が、該文書又は検証物の提出を求める裁判所

の命令に、正当な理由なく従わない場合、裁判所はNT$30,000以下の罰

金に処する旨の裁定を下すことができる。必要なときには強制処分を

命じる旨の裁定を下すこともできる。 
前項の強制処分の執行は、強制執行法の物品の交付要求権執行に関す

る規定を準用する。 
第1項の裁定は、抗告することができる。罰金に処する旨の裁定の執行

は、抗告中は停止しなければならない。 
裁判所は、第1項の文書又は検証物の保有者が提出を拒否する正当な理

由を有するか否かを判断し、必要なときには依然として提出を命ずる

ことができ、並びに非公開の方式でこれを行う。 
前項の情況につき、裁判所は該文書及び検証物を開示することはでき

ない。但し、訴訟関係人の意見を聴取するため、該訴訟関係人に開示

する必要がある場合には、この限りでない。 
前項の但し書の情況につき、裁判所は、開示前に、文書又は検証物の

保有者に通知しなければならず、保有者が、該通知を受領した日から
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14日内に、開示を受ける者に秘密保持命令を出すよう申立てた場合、

該申立ての裁定が確定するまで開示することはできない。 
第11条 当事者又は第三者が、その保有する営業秘密につき、次に掲げる情況

に該当することを釈明する場合、裁判所は該当事者又は第三者の申立

てにより、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他訴訟関係人

に対し、秘密保持命令を出すことができる。 
1. 当事者の書面の内容に当事者又は第三者の営業秘密が記載され、

或いは既に取り調べられ又は取り調べられるべき証拠の内容に当

事者又は第三者の営業秘密が含まれている。 
2. 前号の営業秘密が開示され、或いは該訴訟追行以外の目的で使用

されることにより、該当事者又は第三者の該営業秘密に基づく事

業活動が妨害される虞があり、これを防ぐため、その開示又は使

用を制限する必要がある。 
前項の規定は、もう一方の当事者、代理人、補佐人又はその他の訴訟

関係人が、申立て前に、既に前項第1号に規定される書面の閲覧又は証

拠の取調べ以外の方法により、該営業秘密を取得し、或いは保有して

いる場合、これを適用しない。 
秘密保持命令を受けた者は、該営業秘密について、該訴訟以外の目的

を実施するためにこれを使用することはできず、或いは秘密保持命令

を受けていない者に対し開示することはできない。 
第12条 秘密保持命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面で行わなけ

ればならない。 
1. 秘密保持命令を受けるべき者。 
2. 保護命令を受けるべき営業秘密。 
3. 前条第1項各号に掲げる事由に該当する事実。 

第13条 秘密保持命令を許可する裁定は、保護を受ける営業秘密、保護理由、

及びその禁止内容を明記しなければならない。 
秘密保持命令の申立てを許可するとき、その決定書を、申立て人及び

秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。 
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に決定書が送達されてから、

効力を生ずる。 
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、抗告することがで

きる。 
第14条 秘密保持命令を受けた者は、その命令の申立てが、第11条第1項の要件

を欠く、或いは同条第2項の情況を有し、或いはその原因が既に消滅し

ていることを以って、訴訟係属裁判所に対し、秘密保持命令の取消し

を申立てることができる。但し、本案裁判確定後は、秘密保持命令を

発した裁判所に対し、申立てなければならない。 
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秘密保持命令の申立て人は、該命令の取消しを申立てることができる。 
秘密保持命令の取消し申立てについての裁定は、申立て人及び相手方

に、その決定書を送達しなければならない。 
前項の裁定に対しては、抗告することができる。 
秘密保持命令は裁定によって取消しが確定したとき、その効力を失う。 
秘密保持命令を取り消す裁定が確定したとき、申立て人及び相手方以

外にも、該営業秘密について秘密保持命令を受けている者がいれば、

裁判所は該秘密保持命令の取消しを通知しなければならない。 
第15条 秘密保持命令が発せられた訴訟につき、閲覧を制限又は禁止されず且

つ秘密保持命令を受けていない者から、ファイル内文書の閲覧、抄録、

撮影の請求があったとき、裁判所書記官は、直ちに、命令申立て人に

通知しなければならない。但し、秘密保持命令の取消しが確定した場

合、この限りではない。 
前項の情況につき、裁判所書記官は、命令の申立てをした当事者又は

第三者が通知を受けた日から14日内は、ファイル内文書を閲覧、抄録、

撮影のために交付してはならない。命令の申立てをした当事者又は第

三者が、通知を受けた日から14日内に、閲覧請求者に対して秘密保持

命令を発する旨の申立てをするとき、或いはその閲覧を制限する又は

許可しないとき、裁判所書記官は、その請求の裁定が確定するまで、

ファイル内文書を交付してはならない。 
秘密保持命令の申立てをした者が、第1項の申立てに同意するとき、第

2項の規定はこれに適用しない。 
第16条 当事者が知的財産権に取消し、廃止すべき理由があると主

張又は抗弁する場合、裁判所はその主張又は抗弁の理由の有無につき

自ら判断しなければならず、民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、専利

法（�日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当）、植物品種及種苗法

（植物及び種苗法）、又はその他の法律の訴訟手続き停止に関する規

定を適用しない。 
前項の情況につき、裁判所が取消し、廃止すべき理由があると認めた

とき、知的財産権人は、該民事訴訟において、相手方に権利を主張す

ることができない。 
第17条 裁判所は、当事者が前条第1項により為す主張又は抗弁について、判断

するため、必要なときには、知的財産主務官庁に対し、訴訟参加を命

ずる裁定を下すことができる。 
知的財産主務官庁が前項の規定により訴訟に参加するとき、前条第1項
に関する主張又は抗弁の理由の有無に限り、民事訴訟法第61条の規定

を適用する。 
民事訴訟法第63条第1項前段、第64条の規定は、知的財産主務官庁が訴
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訟に参加するとき、これを適用しない。 
知的財産主務官庁の訴訟参加後、当事者が前条第1項の主張又は抗弁に

ついて既に争わないとき、裁判所は参加を命じる裁定を取り消すこと

ができる。 
第18条 保全証拠の申立ては、起訴前は、係属すべき裁判所に対して行い、起

訴後は、既に係属している裁判所に対して行う。 
裁判所が証拠保全を実施するとき、書類証拠を鑑定、実地検証及び保

全することができる。 
裁判所が証拠保全を実施するとき、技術審査官に、現場に赴いて職務

を執行するよう命ずることができる。 
相手方が正当な理由なく証拠保全の実施を拒絶するとき、裁判所は強

制的にこれを排除することができるが、但し、必要な程度を超えては

ならない。必要なときには、警察に協力を求めることができる。 
裁判所は、証拠保全が相手方又は第三者の営業秘密を妨害する虞があ

るとき、申立て人、相手方又は第三者の申立てにより、保全実施時に

立会う者を制限し、又は立会いを禁止することができ、並びに保全に

より得る証拠資料につき、別途保管を命じ、且つ閲覧を許可しない、

又は制限することができる。 
前項の営業秘密を妨害する虞のある情況は、第11条～第15条の規定を

準用する。 
裁判所が必要であると認めるとき、尋問を受けた者の住居所又は証拠

物の所在地の地方裁判所に、保全の実施を委託することができる。委

託を受けた裁判所が保全を実施するとき、第2項～第6項の規定を適用

する。 
第19条 第一審知的財産事件は、裁判官が1人で審判を担当する。 

知的財産事件についての第一審裁判は、知的財産裁判所において上訴

又は抗告することができ、その審判は合議で行う。 
第20条 知的財産事件についての第二審裁判は、別に規定がある場合を除き、

第三審裁判所において上訴又は抗告することができる。 
第21条 知的財産事件の支払い命令の申立てと処理は、民事訴訟法第六編の規

定による。 
債務人が、支払い命令に対し、適法な異議を提出する場合、支払い命

令を発した裁判所がファイル及び書類証拠を知的財産裁判所に移送し

て処理しなければならない。 
第22条 仮差押、仮処分又は暫定状態を定める処分の申立ては、起訴前は、係

属すべき裁判所に対して行い、起訴後は、既に係属している裁判所に

対して行う。 
暫定状態を定める処分の申立てをするとき、申立て人は、その紛争の
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法律関係、重大な損害の発生を防止するため或いは差し迫った危険を

回避するため或いはその他類似の情況を有するために必要を有する事

実について、釈明しなければならない。その釈明に不足がある場合、

裁判所は申立てを却下しなければならない。 
申立ての理由が釈明されても、裁判所は依然として申立て人に担保の

提供を命ずることができ、かかる担保が供出された後に仮の状態を定

める処分を為す。 
裁判所は仮の状態を定める処分を為す前に、双方に意見陳述の機会を

与えなければならない。但し、申立て人が、処分前に相手方に陳述で

きない特殊な事情を有する旨主張し、並びに確実な証拠を提出し、裁

判所が適当と認めた場合には、この限りでない。 
仮の状態を定める処分は、申立て人に処分書が送達された日から30日
内に起訴されなかった場合、裁判所は申立てにより又は職権でこれを

取り消すことができる。 
前項の取消し処分の裁定は公告しなければならず、公告時に発効する。 
仮の状態を定める裁定は、はじめから不当であったこと、債権者の申

立、或いは第5項の情況により、裁判所が取り消したとき、申立て人は

相手方が処分によって受けた損害を賠償しなければならない。 
 

第三章 刑事訴訟 
 
第23条 刑法第253条～第255条、第317条、第318条の罪、或いは商標法、著作

権法違反、或いは公平交易法第35条第1項の第20条第1項に関する案件

及び同法第36条の第19条第5号に関する案件の起訴は、管轄の地方裁判

所に対し行わなければならない。検察官の申立てにより簡易判決によ

って刑に処する場合も同様とする。 
第24条 訴訟資料に営業秘密が含まれている場合、裁判所は申立てにより非公

開で審判することができる。申立てにより又は職権で、ファイル内文

書又は証拠物の検閲、抄録又は撮影を制限することもできる。 
第25条 地方裁判所が第23条の案件に関して行った、通常、簡易審判又は協議

手続きによる第一審裁判に不服で、上訴又は抗告する場合、少年刑事

案件を除き、管轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければなら

ない。 
第23条の案件と刑事訴訟法第７条第１号に定める互いに関連する関係

を有するその他の刑事案件は、地方裁判所が併せて裁判し、並びに併

せて上訴又は抗告する場合も同様とする。但し、その他の刑事案件が

比較的重い罪で、且つ案件の情況が複雑である場合、知的財産裁判所

は、該管轄高等裁判所に併せて移送して審判させる旨の裁定を下すこ
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とができる。 
前項の但し書の裁定は、別に規定がある場合を除き、抗告することが

できる。 
第26条 知的財産裁判所が第23条の案件に関して行った裁判に対し、別に規定

がある場合を除き、第三審裁判所に上訴又は抗告することができる。 
第27条 第23条の案件の附帶民事訴訟の審理は、原告の訴えが適法ではないと

認めた場合、或いは刑事訴訟が無罪、免訴となった場合又は受理され

なかった場合、判決を以ってこれを却下しなければならない。その刑

事訴訟が裁定によって却下された場合、裁定を以って原告の訴えを却

下しなければならない。 
第23条の案件の附帶民事訴訟の審理は、第三審裁判所が刑事訴訟法第

508条～第511条の規定により裁判する場合を除き、自ら裁判しなけれ

ばならず、刑事訴訟法第504条第1項、第511条第1項前段の規定を適用

しない。但し、刑事訴訟法第489条第2項の規定により管轄違の判決を

言い渡して移送する場合には、この限りでない。 
第28条 地方裁判所が第23条の案件に関し、通常又は簡易審判手続きの附帶民

事訴訟により行った裁判に不服で、上訴又は抗告を提起する場合、管

轄の知的財産裁判所に対し、これを為さなければならない。 
第29条 第23条の案件について簡易手続きを行うとき、その附帯民

事訴訟は刑事訴訟と同時に裁判しなければならない。但し、必要のあ

るとき、刑事訴訟裁判後60日内に、これを裁判することができる。 
簡易手続きの附帶民事訴訟第二審裁判について、第三審裁判所に上訴

又は抗告する場合、民事訴訟法第436条の2～第436条の5の規定を準用

する。 
第30条 第8条第1項、第11条～第15条、第16条第1項の規定は、第23条の案件又

はその附帯民事訴訟を審理するとき、これを準用する。 
 

第四章 行政訴訟 
 
第31条 次に掲げる行政訴訟案件は、知的財産裁判所が管轄する。 

1. 専利法、商標法、著作権法、光碟管理条例（光ディスク管理条例）、

積體電路電路布局保護法（集積回路回路配置保護法、植物品種及

種苗法（植物品種及び種苗法）、或いは公平交易法により知的財

産権に関して生ずる第一審行政訴訟案件及び強制執行案件。 
2. その他の法律の規定により知的財産裁判所が管轄する行政訴訟案

件。 
その他の行政訴訟を前項各号の訴訟と併せて起訴又は訴えの追加をす

るとき、知的財産裁判所に対してこれを為さなければならない。 
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知的財産裁判所は第1項第1号の強制執行事務を処理するため、執行処

を設けて、或いは地方裁判所民事執行処又は行政機関に委託して、代

理で執行させることができる。 
債務人が、知的財産裁判所が前項により執行を委託された債務名義に

ついて、異議のある場合、知的財産裁判所が、これを裁定する。 
第32条 知的財産裁判所の裁判について、法律に別に規定がある場合を除き、

最終審行政裁判所において上訴又は抗告することができる。 
第33条 商標登録の取消し、廃止、或いは専利権（発明特許権、実用新案権、

意匠権を含む）の取消しに関する行政訴訟中、当事者が口頭弁論終了

前に、同一の取消し又は廃止理由について提出した新たな証拠につき、

知的財産裁判所は依然として斟酌しなければならない。 
知的財産主務官庁は、前項の新証拠について答弁書を提出し、この新

証拠に関し他方当事者の主張に理由があるか否かにつき開示しなけれ

ばならない。 
第34条 第8条～第15条、第18条及び第22条の規定は、知的財産権に関する行政

訴訟に準用する。 
知的財産民事訴訟又は刑事訴訟を処理する裁判官は、該訴訟事件に互

いに関連する知的財産行政訴訟の審判に参与することができ、行政訴

訟法第19条第3号の規定を適用しない。 
 

第五章 附 則 
 
第35条 本法の秘密保持命令に違反する場合、3年以下の懲役、拘留、又は

NT$100,000以下の罰金に処する又は併処する。 
前項の罪は、告訴を以って論じなければならない。 

第36条 法人の責任者、法人又は自然人の代理人、雇用を受けた者又はその他

の従業員が、業務執行により、前条第1項の罪を犯した場合、その行為

者を処罰する以外に、該法人又は自然人もまた前条第1項の罰金に処す。 
前項の行為者に対して告訴し又は告訴を取消す場合、その效力は、法

人又は自然人に及ぶ。前項の法人又は自然人に対し、告訴する又は告

訴を取消す場合、その效力は行為者に及ぶ。 
第37条 本法施行前に地方裁判所及び高等裁判所に既に係属している知的財産

民事事件につき、その裁判所の管轄及び審理手続きは、次に掲げる規

定による。 
1. その進行程度に応じて、該裁判所が本法に定める手続きによりこ

れを終結し、既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについて

は、その効力は影響を受けないものとする。 
2. 地方裁判所が行った裁判が、上訴又は抗告され、そのファイル内
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文書がまだ上訴又は抗告裁判所に送付されていない場合、知的財

産第二審裁判所に送付しなければならない。 
第23条の案件及びその附帶民事訴訟が、本法施行前に、既に各級裁判

所に係属している場合、以後の訴訟手続きは、各該係属裁判所が、本

法の規定により、これを終結しなければならない。但し、本法施行前

に既に法定手続きにより行われた訴訟手続きについては、その効力は

影響を受けないものとする。 
本法施行前、既に高等行政裁判所に係属している知的財産行政訴訟案

件は、その進行程度に応じて、該裁判所が本法に定める手続きにより

これを終結する。その既に行われた手続きは、その効力を失わない。 
第38条 本法施行細則及び審理細則は、司法院がこれを定める。 
第39条 本法施行日は、司法院がこれを定める。 
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添付資料 9 

訂正審査基準（専利審査基準の一部） 
2. 訂正 
2.1 序文 

特許を出願した発明はいったん公告された後は公益と関連し、訂正が許可

された明細書又は図面は、該訂正が特許公報に公告された後、過去に遡及し

て発効する。もし、特許権者がほしいままに明細書又は図面を訂正すること

で自身の享有する特許保護範囲を拡大、変更することを許せば、勢い公益に

影響を及ぼすこととなり、特許制度の目指す公平、公正の精神に反するので、

〔特許請求の範囲〕の縮減、誤記事項の訂正又は不明瞭な記載の説明につい

てのみ、明細書又は図面の訂正を特許主務官庁に申請することができる。 
特許権者にとって、明細書又は図面の公告後の訂正は、明細書又は図面中

の失策、欠落を除去できるほか、主に〔特許請求の範囲〕の縮減によって特

許権取消理由の構成を回避するというねらいもある。 
 
2.2 訂正の時機 

特許法第 64 条第 1 項、第 71 条第 1 項第 3 号、第 72 条第 2 項の規定によれ

ば、特許出願に係る発明の明細書又は図面を訂正できる時機は、以下のとお

りである。 
（1） 発明特許出願案に特許権が付与された後、特許権者が自発的に訂正申

請する。 
（2） 発明特許案につき他人が無効審判請求を提起した際、特許権者が答弁

提出と同時に訂正申請を行う、又は特許主務官庁が特許権者に期限を

定めて訂正を通知する。 
（3） 特許主務官庁が職権により発明特許権の取消を審査する際、特許権者

が答弁提出と同時に訂正申請を行う、又は特許主務官庁が特許権者に

期限を定めて訂正するよう通知する。 
 
2.3 訂正の事項 

明細書又は図面の訂正がたとえ〔特許請求の範囲〕の縮減、誤記事項の訂

正、不明瞭な記載の説明の 3 事項についてしかなされないとしても、〔特許

請求の範囲〕自体に訂正が行われる際には、通常、特許権の範囲に変動が生

じ、たとえ〔発明の説明〕、図面についてのみ訂正したとしても、〔特許請

求の範囲〕を解釈する際に出願時のものとは異なる結論に至り、その結果、

特許権の範囲に影響する可能性もある。したがって、その訂正は出願時の原

明細書又は図面に開示されている範囲を超えることができないほか、原特許

公告された〔特許請求の範囲〕を実質的に拡大又は変更することもできない。 
出願時の原明細書又は図面に開示されている範囲を超えているか否かの判
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断は、本章 1.3 節を参照されたい。 
原特許公告された〔特許請求の範囲〕の実質的な拡大又は変更についての

判断は、本章 2.4 節を参照されたい。 
以下 2.3.1、2.3.2 及び 2.3.3 は、特許権者が訂正を主張できる事項の説明に

すぎず、訂正が許可されるか否かは依然として特許法第 64 条第 2 項の規定に

適合しなければならない。 
2.3.1 特許請求の範囲の縮減 

〔特許請求の範囲〕が広すぎる場合には縮減しなければならない。たとえ

ば、〔発明の説明〕で既に該発明をある技術特徴において特定しているのに、

〔特許請求の範囲〕でこれに合わせて特定されていなければ、〔特許請求の

範囲〕を縮減して〔発明の説明〕と一致させることができる。 
〔特許請求の範囲〕の訂正理由がたとえ“〔特許請求の範囲〕の縮減”事

項に適合しても、依然として、訂正後、出願時の原明細書又は図面に開示さ

れている範囲を超過してはならず、且つ原許可公告された〔特許請求の範囲〕

を実質的に拡大又は変更してはならないことに注意しなければならない。こ

のほか、訂正後の〔発明の属する技術分野〕及び〔発明が解決しようとする

課題〕は訂正前と異なってはならない。 
〔特許請求の範囲〕の縮減に属する事項を以下に例示する。 

（1） 一又は多数の請求項を削除する。 
例： 従来技術と同じ請求項を削除する。 

（2） 択一記載形式（又はマーカッシュ形式）中に記載されている一選択項

を削除する。 
例： 上位概念総括又は択一形式総括による 2 種類の方法で特定されて

いる請求項につき、そのうちのある選択項が〔発明の説明〕で支

持できない又は従来技術の一部であるとき、該選択項を削除する。 
（3） 従属項の引用記載形式が付加式であるとき、一従属項をそれが従属す

る独立項と合併し又は多数従属項をそれぞれそれが従属する独立項と

合併して、新しい独立項を形成する。こういった変更の結果は、形式

上、もともとの独立項を削除し、並びに請求項の総項数を減少させる

ものである。 
（4） 従属項の引用記載形式が詳述式又は下位概念で記載されているとき、

従属項を新たな独立項に書き変えることは、即ち、もともとの独立項

の記載を下位概念に縮減又は一歩踏み込んで限定することになる。こ

ういった変更の結果は、形式上、もともとの独立項を削除し、並びに

請求項の総項数を減少させるものである。 
但し、もし前述の（3）、（4）が単に従属項を独立項に書き変えただ

けにすぎず、それが従属する独立項を削除していない場合、〔特許請

求の範囲〕縮減の事項に適合しない。 
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（5） 請求項の技術特徴を〔発明の説明〕中の対応する記載の下位概念技術

特徴に置き換える。 
例： 請求項に「液晶ディスプレイ装置」の上位概念技術特徴が記載さ

れ、〔発明の説明〕には該「液晶ディスプレイ装置」は「液晶モ

ニター装置」（下位概念技術特徴）であると記述されており、請

求項中の「液晶ディスプレイ装置」という用語を「液晶モニター

装置」に訂正する。 
（6） 請求項の技術特徴を〔発明の説明〕中の該技術特徴自体について記載

されている詳細な記述に置き換える。 
例： 請求項に「広告版」の技術特徴が記載され、原〔発明の説明〕に

は該広告版について「発光ダイオードをパネル内に設置して構成

する表示モニター」と詳細に記載されており、請求項の「広告版」

を「発光ダイオードをパネル内に設置して構成する表示モニタ

ー」に置き換える。 
（7） 請求項の内容につき、技術特徴を直列的に増加する（serial addition）

ことによって一発明を特定する。 
例： 請求項が順序性を有する連続した操作又は処理工程に係る技術

特徴を記載したものであり、請求項中にさらに一技術特徴を追加

する。 
（8） 引用又は従属する一部の請求項数を単純に削減する。 

例： 「請求項 1～3 の任意の一項に記載される圧縮機を含む空調装置」

を「請求項 1 又は 2 に記載される圧縮機を含む空調装置」と訂正

する。 
（9） 引用又は従属する一部の請求項を削減し、並びに残りの記載部分を分

割して請求項とする場合。 
例： 「請求項 1～3 の任意の一項に記載される圧縮機を含む空調装置」

を訂正して、「請求項 1 に記載される圧縮機を含む空調装置」と

「請求項 2 に記載される圧縮機を含む空調装置」の 2 つの請求項

に分割する。 
（10）請求項に記載される数値限定範囲を縮減する。 

例： 原許可公告された請求項に「ポリマー分子量 200～1000」と記載

され、明細書の〔発明の説明〕には分子量の特定値が 500 と記載

されており、請求項を「ポリマー分子量 500～1000」と訂正する。 
2.3.2 誤記事項の訂正 

誤記事項とは、該〔発明の属する技術分野〕の通常の知識を有する者がそ

の出願時の通常の知識に基づいて、外部書類に頼ることなく、直接、明細書

又は図面の全内容及び文脈から、明らかな誤りがあることを即座に見出すこ

とができる内容で、且つ、さほど考えなくても、訂正しなければならないこ
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と及びいかに訂正すればもともとの意味を回復することができるのか即座に

分かり、該もともとの意味は明細書又は図面に既に明記されているものでな

ければならず、解読時にもともとの実質的な内容に影響を及ぼさないものを

指す。したがって、誤記事項を訂正した後の意味は、訂正前と同じでなけれ

ばならない。例：特許明細書又は図面中の文字、用語、言い回しの明らかな

過剰表現、欠落又は誤り、若しくは組版、印刷、入力ミス、若しくは技術用

語、測量単位、データ、数量、科学名詞、翻訳名詞の前後記載の不一致又は

書き間違い、若しくは図面の図番号、部品番号及び容許される註記必要な文

字が〔発明の説明〕の記載と明らかに一致していない、若しくは各図面同士

が明らかに一致しておらず誤解を生じる状況がある、など。 
明らかな誤りには技術的な性質の誤記も含まれる。例えば、特許権者が明

細書に記載した化学又は数学の公式について訂正を提出する場合、もし該〔発

明の属する技術分野〕の通常の知識を有する者がその出願時の通常の知識に

基づいて、原記載が明らかな失策又は誤りであると判断し、且つ、こうした

訂正を行う以外、ほかに方法がないときには、誤記事項の訂正と見なすこと

ができる。 
明細書又は図面の訂正理由がたとえ“誤記事項の訂正”事項に適合してい

ても、依然として、訂正後、出願時の原明細書又は図面に開示されている範

囲を超えてはならず、且つ原許可公告された〔特許請求の範囲〕を実質的に

拡大又は変更してはならないことに注意しなければならない。このほか、優

先権証明書類は誤記事項訂正の根拠とすることができない。 
例 1： 原公告の〔特許請求の範囲〕に“鉄合金の焼入れ温度が 700～8000℃

である”と記載されているが、該〔発明の属する技術分野〕の通常の

知識を有する者であれば、鉄が 1600℃で融解し、3000℃で酸化する

ことを知っているので、原記載の“鉄合金の焼入れ温度が 700～8000℃
である”は誤記事項に属する。 

例 2： 原明細書の〔発明の説明〕にある技術内容が「図面中の第 1 図に呼応

するものである」と記載されているが、実際には該内容は第 1 図と一

致しておらず又は全く関係がなく、他の図にも見られない場合、かか

る状況における第 1 図の訂正は誤記事項の訂正に属さない。但し、も

し、明らかに他の図面（例えば、第 3 図）に見られ、明細書に「図面

中の第 1 図に呼応するものである」と記載されているのであれば、誤

記事項に属するものと認める。 
このほか、〔特許請求の範囲〕の独立項又は従属項に 2 個以上の句点があ

るとき、誤記事項に属すると認めることができる。但し、明細書の技術内容

又は図面部分の欠落についての補充は、誤記事項の訂正に属さない。 
2.3.3 不明瞭な記載の説明 

不明瞭な記載とは、許可公告された特許の明細書、図面に開示されている
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内容につき、その記載が十分ではないために文意が依然として不明確である

ものを指す。但し、該〔発明の属する技術分野〕の通常の知識を有する者が

明細書、図面に記載されている内容からその固有の意味を明確に理解できる

場合、該不明瞭な記載について釈明することを許可し、該不明確な事項を訂

正することでもともとの意味を明確にし、これによって読む者に原発明の内

容をよりはっきりと理解させ、誤解を生じさせないようにすることができる。

例えば、原明細書に「顕色剤にする p-水酸基安息香酸ジフェニルエタノール

は一般式化合物の各種の具体的な実施例の 1 つである」と記載されている場

合、何が好ましい実施例であるのか明確に説明されていないものの、該〔発

明の属する技術分野〕の通常の知識を有する者であれば p-水酸基安息香酸ジ

フェニルエタノールが良好な実施例であることを明確に理解することができ

るので、誤解が生じるのを防ぐため、「顕色剤とする p-水酸基安息香酸ジフ

ェニルエタノールは一般式化合物の効果の良好な実施例である」と訂正する。

また、例えば、科学名詞の中国語訳名については、その本意を理解する便宜

を図り、誤解が生じるのを防ぐために外国語の原文名を付す必要がある場合

（「専利法施行規則」3.I）、その対応する外国語原文名を注記する。 
同様に、許可公告後の〔特許請求の範囲〕について、仮に、〔特許請求の

範囲〕自体に記載されている意味が不明確である（例えば、〔特許請求の範

囲〕に使用温度について「高温」としか記載されていない）、若しくはある

請求項自体の記載がその他の請求項と一致していない（例えば、技術用語、

単位の不一致）、若しくは〔特許請求の範囲〕に記載されている特許を出願

する発明自体は明確なのに、その技術内容が正確且つ詳細に特定されていな

い（例えば、〔特許請求の範囲〕に管の形状が「非円形管」と記載されてお

り、発明自体が既に明確に円形管形状の従来技術を排除している）などの状

況がある場合には、該不明瞭な事項を訂正してその原意を明確に説明する。

例えば、上記の「高温」の事例では、〔発明の説明〕中に高温が 1200℃であ

ると示されているのであれば、〔特許請求の範囲〕に記載されている「高温」

を 1200℃に訂正する。また、例えば、上記の「非円形管」の事例では、〔発

明の説明〕又は図面中において該非円形管が楕円形管であると特定されてい

るのであれば、〔特許請求の範囲〕に記載されている「非円形管」を「楕円

形管」と訂正する。 
但し、仮に、許可公告後の〔特許請求の範囲〕自体の記載が明確で且つそ

の発明の技術内容が既に詳細、正確に特定されているものの、その後、無効

審判請求又は職権による審査で新規性及び進歩性を備えないとの理由が出さ

れ、かかる理由に対応するために答弁書を提出し、その特許出願に係る発明

の新規性及び進歩性は既に完全、明確に説明されていると主張するのであれ

ば、こういった答弁のみ提出する方法は不明瞭な記載の説明に属さず、且つ

新規性及び進歩性の問題を解決できないので、〔特許請求の範囲〕を縮減す
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る方法で訂正書を提出しなければならない。 
明細書又は図面の訂正理由がたとえ“不明瞭な記載の説明”事項に適合し

ていても、依然として、訂正後、出願時の原明細書又は図面に開示されてい

る範囲を超えてはならず、且つ原許可公告された〔特許請求の範囲〕を実質

的に拡大又は変更してはならないことに注意しなければならない。 
 
2.4 特許請求の範囲の実質的な拡大又は変更の判断 

明細書（〔特許請求の範囲〕を含む）又は図面の訂正によって請求項の解

釈が原許可公告された請求項と異なるとき、〔特許請求の範囲〕の実質的な

拡大又は変更になる。例えば、請求項に記載されている技術特徴につき比較

的広意義の用語に置き換える、若しくは請求項の限定条件を減少させる、若

しくは請求項に請求の主題を追加する、若しくは特許を受ける前に既に削除

した又は放棄声明を出した技術内容を〔発明の説明〕に回復することは、い

ずれも〔特許請求の範囲〕の実質的な拡大となる。さらに、もし、請求項に

記載されている技術特徴を相反する意味の用語と置き換える、若しくは請求

項の技術特徴を実質的に異なる意味に変更する、若しくは請求項の請求主題

を変更する、若しくは発明の産業技術分野及び〔発明が解決しようとする課

題〕が訂正前と異なる場合には、いずれも〔特許請求の範囲〕の実質的な変

更となる。 
以下に掲げる訂正状況において、その訂正結果は原許可公告された〔特許

請求の範囲〕の実質的な拡大又は変更となる。 
（1） 請求項の一部の技術特徴を削除する。 

例： 部品、構造、成分、工程、操作条件、反応条件など一部の技術

特徴を削除する、若しくはたとえ削除した部分が効果、用途な

どの事項であったとしても、許可公告された〔特許請求の範囲〕

に記載された事項は特許権者がその特許出願に係る発明の必要

技術特徴として特定したものであるので、一部の技術特徴を削

除した後の請求項が原明細書又は図面に開示されている範囲を

超えていなくても、限定条件を削減した結果、〔特許請求の範

囲〕を実質的に拡大することになる。 
（2） 請求項の下位概念の技術特徴を上位概念の技術特徴に訂正する。 

たとえ該上位概念の技術特徴が原〔発明の説明〕及び図面に既に記載

されていたもので、訂正の結果、形式上は原明細書又は図面に開示さ

れている範囲を超えなくても、該上位概念の技術特徴に含まれる意味

はもともとのものより広いので、〔特許請求の範囲〕を実質的に拡大

することになる。 
（3） 請求項の上位概念技術特徴を〔発明の説明〕に開示されている下位概

念技術特徴に訂正する場合、該下位概念技術特徴は「原〔発明の説明〕
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に既に明確に記載され且つ〔発明の説明〕が支持するもの」に属さな

い。 
例： 請求項に記載される「有機酸」を下位概念技術特徴である「ギ

酸」又は「酢酸」に訂正する場合、〔発明の説明〕に該下位概

念技術特徴である「ギ酸」又は「酢酸」が既に明確に記載され

且つ〔発明の説明〕が支持するものを除き、訂正後、〔特許請

求の範囲〕を実質的に変更することになる。 
（4） 〔特許請求の範囲〕に含まれていないものの、〔発明の説明〕又は図

面に既に開示されているその他の技術特徴又は技術手段を、原許可公

告された請求項内に付加する又は別の請求項として新たに構成する。 
〔発明の説明〕又は図面に既に開示されているものの、請求項自体に

は含まれていない技術特徴又は技術手段につき、それが新規性、進歩

性を有するか否か又は一般の人によく知られた技術であるか否かを

問わず、かかる技術特徴又は技術手段を原許可公告された請求項内に

付加する又は別の請求項として新たに構成する場合、形式上は原請求

項に条件を追加してさらに一歩踏み込んだ限定を行うものであって

も、原有の部品、成分、工程の結合関係及び原許可公告された発明の

性質又は機能を変えることになり、したがって、〔特許請求の範囲〕

を実質的に変更することになる。 
（5） 〔発明の説明〕に既に開示されているものの、〔特許請求の範囲〕に

は含まれていない実施方法（又は実施例）を請求項に追加記載する、

若しくは別の請求項として新たに構成すると、原許可公告された〔特

許請求の範囲〕を実質的に拡大することになる。 
（6） 選択肢記載形式（又はマーカッシュ形式）の請求項について、〔発明

の説明〕に記載されている選択項の 1 つを請求項中に追加する。 
（7） 〔発明の説明〕に記載されているが、〔特許請求の範囲〕に属さない

特許出願に係る発明の技術内容又は実施例を、原許可公告された〔特

許請求の範囲〕中の技術特徴と置き換える。 
（8） 請求項の発明カテゴリーを変更する。 
（9） 〔特許請求の範囲〕中のいくつかの異なる技術特徴を別の新たな組合

せに変更する、又は方法発明の工程順序を変更する。 
（10） 特定用途の請求項をその他の用途にも適合する請求項に訂正する。 
（11） 〔特許請求の範囲〕に記載されている数値の範囲を拡大する。 
（12） 〔特許請求の範囲〕に記載されている数値の範囲を縮減し、該数値の

範囲が原明細書又は図面に明確に記載されているものであっても、縮

減した結果、その示す意味が原〔特許請求の範囲〕の解釈とは異なる

場合。 
（13） 請求項の総項数を増やす（但し、もし、2.3.1 の（9）の情況に属し、
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引用又は従属する一部の請求項を削減し、かつ残りの記載部分を分け

て記述する場合、例外的に請求項の総項数の増加を許可する）。 
（14） 新たな請求項を追加する。 
（15） 特許を受ける前に既に削除されていた請求項を回復する。 
（16） 従属項の従属関係を変更した又は引用記載形式の独立項の引用関係

を変更した結果、該請求項のもともとの技術特徴の結合関係又は方法

発明の工程順序を変更することになった。 
（17） 〔特許請求の範囲〕の技術特徴を、構造、材料又は動作から、それが

生み出す機能に係る手段機能用語又は工程機能用語で表されるもの

に訂正する。 
かかる訂正を行った結果、その後、〔特許請求の範囲〕を解釈する際

に、〔発明の説明〕の記載の均等範囲が広くなり、〔特許請求の範囲〕

を実質的に拡大することになる。 
（18） 〔特許請求の範囲〕の技術特徴を、手段機能用語又は工程機能用語で

表 さ れ る も の か ら 、 構 成 、 材 料 又 は 動 作 に 訂 正 す る 。      

後者は原〔特許請求の範囲〕に明確に記載されているものに属さない

ため、〔特許請求の範囲〕を実質的に変更することになる。 
（19） 〔特許請求の範囲〕を訂正しないものの、〔発明の説明〕又は図面を

訂正した結果、たとえ出願時の原明細書又は図面に開示されている範

囲を超えていなくても、〔特許請求の範囲〕の解釈がもともとの許可

公告された〔特許請求の範囲〕の意味と異なる場合。 
（20） 化学組成物発明に関する請求項が、もともとはクローズ式接続詞で記

載されていたとき、開放式接続詞で記載されるものに訂正する。 
（21） 誤記事項の訂正が、〔特許請求の範囲〕の実質的な拡大又は変更にな

る場合。 
例： 原公告の〔特許請求の範囲〕における“A は枝分れを有する炭

化水素基である”との記載につき、特許権者がそれは“A は枝

分れを有してもよい炭化水素基である”の誤記であると主張す

る場合、原明細書又は図面の内容に明らかな誤り又は異常かつ

理不尽な情況はなくとも、訂正後、それに含まれる意味がもと

もとのものより広くなるので、原〔特許請求の範囲〕を実質的

に拡大することになる。したがって、訂正は許可されない。し

かし、仮に特許権者が原明細書に記載されている「枝分れ」が

「枝公れ」の誤記であると主張する場合には、原明細書又は図

面の内容をチェックすれば、そのもともとの意味が「枝分れ」

であり且つ「枝分れ」が唯一の解釈で、「枝公れ」は明らかに

誤りで且つ無意味であることが分かり、かかる訂正は〔特許請

求の範囲〕を実質的に拡大又は変更するものではないため、訂
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正は許可される。 
また、例えば、原公告の〔特許請求の範囲〕にはある種の光ファイバ

ー材料が「‐0.3％の屈折率」を有すると記載されているのに、〔発

明の説明〕には「‐0.3％以上の屈折率」と記載されており、特許権

者が原公告の〔特許請求の範囲〕のデータは誤記であると主張する場

合、原明細書又は図面の内容につき、〔特許請求の範囲〕に記載され

ている「－0.3％の屈折率」にいかなる明らかな誤り又は異常かつ理

不尽な情況があるのか分からなくとも、訂正後、それに含まれる意味

がもともとのものよりも広くなるので、〔特許請求の範囲〕は実質的

に拡大されており、したがって、訂正を許可することはできない。 
 
2.5 訂正の効果 

明細書、図面は訂正が認められ並びに特許公報に公告された後、出願日に遡っ

て発効する。 
 
2.6 審査の注意事項 

（1） 特許主務官庁は公告後の特許案件の訂正につき、通常、従来技術の検

索を行わない。したがって、特許権者が原明細書又は図面の訂正を申

請する理由が不明である場合、例えば、明細書、図面の訂正書を提出

するのみで、理由及び根拠となる法律を説明せず、主務官庁から通知

を受けても依然としてかかる事項について答弁しなかった場合、訂正

は受理されない。 
（2） 本章 1.4.3 の規範により、中国語版の内容は外国語版の範囲を超えて

はならず、且つ、特許公告後、特許権の範囲は中国語版明細書に記載

されている〔特許請求の範囲〕を基準とするため、特許権者が外国語

の明細書や図面しか訂正せずに、中国語の訂正書を同時に提出しなか

った場合、中国語版の内容が外国語版と一致しないことになるので、

訂正は受理されない。但し、もし明らかな誤記の事項である場合に

は、特許主務官庁は外国語版の訂正申請について、ファイルに保管

し、必要であればチェックすると返答することができる。 
（3） 二段式（two-parts form）の請求項について、特許権者が、段に分け

ない記載形式に書き変える、若しくは前言の一部技術特徴を特徴部分

に記載する、若しくはもともと段に分かれていない記載形式を二段式

（two-parts form）に書き変えるよう訂正申請することは、いずれも

〔特許請求の範囲〕の縮減、誤記事項の訂正又は不明瞭な記載の説明

に属さず、訂正は許可されない。 
（4） 二段式（two-parts form）の請求項について、特許権者は、不明瞭な

記載の説明を理由に、特徴部分の一部技術特徴を前言部分に記載する
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ことができる。 
（5） 特許権者が提出する訂正内容に、受け入れることができる部分と、受

け入れることができない部分がある場合、例えば、特許主務官庁の通

知内容に完全に従って訂正しているわけではなく、依然として原明細

書、図面の記載事項を超えている、若しくは訂正後の内容にまたして

も新たな事項を書き加えている場合、訂正は許可されず、特許主務官

庁は理由を説明して特許権者に指定された期間内に改めて訂正を提

出するよう通知しなければならない。期限を過ぎても訂正しない場合、

該現有の資料により直接審査を行う。 
（6） 特許権者が一回分の訂正申請手数料しか納めずに、何回も明細書又は

図面の訂正を提出する場合、最後に提出された訂正書を以って審査を

行い、該訂正書が出願時の原明細書又は図面に開示されている範囲を

超えているか否か及び原許可公告された〔特許請求の範囲〕を実質的

に拡大又は変更しているか否かを判断しなければならない。しかし、

特許権者が何回も提出した訂正ページが異なるページに対してであ

る場合、依然として逐次審査しなければならない。 
（7） 特許権者が提出する明細書、図面の訂正書（ページ）は、明細書の訂

正部分に下線を引かなければならず、図面の訂正部分には下線を引く

必要はないが、訂正する図面について訂正申請書に詳細に記載しなけ

ればならない。また、訂正後の下線のない明細書又は図面の差し替え

ページを添付しなければならず、訂正した結果、原明細書又は図面の

ページ数が連続しなくなった場合、訂正後の明細書又は図面を丸ごと

1 部提出しなければならない（「専利法施行規則」第 45 条） 
 
2.7 案例 
例 1. 構造及び効果の追加―発明の説明及び図面の訂正 
訂正前の明細書及び図面 

〔発明の名称〕 
熱溶接方法 

〔特許請求の範囲〕 
熱可塑性樹脂基板板上に円錐孔の突起面を設け、前記突起部分に止着板を嵌め

込み、並びに円錐孔の突起部分に加熱フレームを圧入し、押圧接合する熱溶接

方法。 
〔発明の説明〕 

……本発明は上記技術内容を有し、熱可塑性樹脂基板板の円錐孔突起部分が軟

化し止着板を圧接固定するので、熱可塑性樹脂基板上の止着板を堅固に固定す

ることができる。 
〔図面〕 
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（加熱フレームの突起部分は環状部分を開示していない） 
訂正後の明細書及び図面 

〔発明の名称〕 
（同） 

〔特許請求の範囲〕 
（同） 

〔特許請求の範囲〕 
（同） 

〔発明の説明〕 
……本発明は上記技術内容を有し、熱可塑性樹脂基板板の円錐孔突起部分が軟

化し止着板を圧接固定するので、熱可塑性樹脂基板板上の止着板を堅固に固定

することができる。このほか、加熱フレームの突起部分の周囲に環状部分を設

け、加熱フレームを押圧することで突起を均一の形状に変形することのできる

効果がある。 
〔図面〕 

（加熱フレームの凸部分につき環状部分を開示している） 
〔結論〕 

〔特許請求の範囲〕の縮減に属さない事項で、且つ原明細書又は図面に開示さ

れている範囲を超えている。 
〔説明〕 

〔発明の説明〕の訂正事項は、加熱フレームの突起部分の周囲に環状部分を新

たに設けるものであり、〔特許請求の範囲〕については変更されていない。但

し、〔発明の説明〕に追加された技術内容は原明細書又は図面に開示されてい

ないため、原明細書又は図面外の事項を明細書又は図面内の事項に訂正するも

のであり、並びに該事項は〔該発明の属する技術分野〕の通常の知識を有する

者が直接且つあたり前に知ることができるものでもない。したがって、該訂正

は、訂正後に新事項を加えており、且つ〔特許請求の範囲〕の実質的な変更と

解釈される。 
 
例 2. 技術特徴の追加―特許請求の範囲の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
化合物 C の製造方法 

〔特許請求の範囲〕 
化合物 A と B を化学反応させて化合物 C にする方法を含む、化合物 C の製造方

法。 
〔発明説明〕 

……該反応の好ましい温度は 80℃以上で、……。 
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訂正後の明細書 
〔発明の名称〕 

（同） 
〔特許請求の範囲〕 

80℃以上の温度で化合物AとBを化学反応させて化合物Cにする方法を含む、化

合物Cの製造方法。 
〔発明の説明〕 

（同） 
〔結論〕 

〔特許請求の範囲〕を実質的に変更する。 
〔説明〕 

訂正前の〔特許請求の範囲〕には“化合物 A と B を化学反応させて化合物 C に

する”としか記載されておらず、「80℃以上の温度」は含まれていない。即ち、

該事項を限定せずに発明を特定しており、該問題解決の方法は確定事項ではな

い。たとえ訂正後に「80℃以上の温度」の記載を追加したとしても、請求項を 1
つの下位概念に限定させることができると認めることはできない。このほか、

該訂正は〔発明の説明〕中の事項を〔特許請求の範囲〕に追加記載することで、

〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
 

例 3. 技術特徴の追加―特許請求の範囲の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
自転車のハンドル 

〔特許請求の範囲〕 
……（ハンドルの内容を具体的に記載）を含む、自転車のハンドル。 

〔発明の説明〕 
……（自転車のハンドルの内容を具体的に記載しているほか、自転車のハンド

ルのその他の部品、例えばベルなどについても具体的に記載している）……。 
訂正後の明細書 

〔発明の名称〕 
（同） 

〔特許請求の範囲〕 
……（ハンドルの内容を具体的に記載）を含み、並びにベル（その内容を具体

的に記載）と互いに連接する、自転車のハンドル。 
〔発明の説明〕 

（同） 
〔結論〕 

〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
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〔説明〕 
〔特許請求の範囲〕を訂正する事項は、原〔発明の説明〕中に記載されている

自転車のハンドルと関連するベルを〔特許請求の範囲〕に追加記載したもので

あり、形式上、原明細書又は図面に開示されている範囲を超えていないものの、

もともとの自転車のハンドルにベルを加えた後、原有の部品の結合関係及び許

可公告されたハンドル（ベルを有していない）の発明の機能を変えることにな

り、〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
 

例 4. 上位概念を下位概念に変更―特許請求の範囲の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
光信号の双方向伝送方法 

〔特許請求の範囲〕 
発射ソース中に設けられた光伝送装置から信号を発し、かつ受光装置によって

信号を受ける双方向伝送方法において、前記受光装置は光導波経路が形成する

伝送セクションに設けられ、光伝送装置と集合構成されており、それには 
(a) 伝送装置及び受光装置が結合してなる集合部品、 
(b) 一方向に伝送される信号が伝送過程において光導波経路を経由してもう一

方の伝送方向に導かれる……、 
ことが含まれる双方向伝送方法。 

〔発明の説明〕 
……本発明の優れた点は、その構造が発光ダイオード（LED）によって構成さ

れた光伝送装置がフォトダイオード（photodiode）によって構成された受光装置

の穴の中に設けられている点である。発光ダイオードは、GaAs 発光ダイオード

又は Barus タイプの GaAlAs 発光ダイオードを使用することができる。前記フォ

トダイオードは……を使用することができる。 
訂正後の明細書 

〔発明の名称〕 
（同） 

〔特許請求の範囲〕 
発射ソース中に設けられた光伝送装置から信号を発し、かつ受光装置によって

信号を受ける双方向伝送方法において、前記受光装置は光導波経路が形成する

伝送セクションに設けられ、光伝送装置と集合構成されており、それには 
(a) 伝送装置として発光ダイオードを使用し、及び受光装置としてフォトダイ

オードを使用し、両者を 1 集合部品に結合させる、 
(b) 一方向に伝送される信号が伝送過程において光導波経路を経由してもう一

方の伝送方向に導かれる……、 
ことが含まれる双方向伝送方法。 
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〔発明の説明〕 
（同） 

〔結論〕 
〔特許請求の範囲〕の縮減に属し、且つ〔特許請求の範囲〕を実質的に拡大又

は変更していない。 
〔説明〕 

訂正後の〔特許請求の範囲〕では“伝送装置”及び“受光装置”をそれぞれ〔発

明の説明〕に記載されている“発光ダイオード”及び“フォトダイオード”の

特定事項で限定している。つまり、特定した発明事項の一部の上位概念技術特

徴を、〔発明の説明〕に明記され且つ実施例で支持されている下位概念技術特

徴に置き換えており、並びに訂正前後の産業上の利用分野及び〔発明が解決し

ようとする課題〕が同じである。 
 

例 5. 上位概念を下位概念に変更―発明の名称及び特許請求の範囲の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
フラットパネルディスプレイ 

〔特許請求の範囲〕 
制御端子を有するフラットパネルディスプレイ、……。 

〔発明の説明〕 
……本発明の制御端子は、プラズマディスプレイ、TFT－LCD、低温ポリシリコ

ンディスプレイ又はカーボンナノチューブを用いたディスプレイに運用される

ものであり、優れた効果を生むことができる。 
（制御端子をプラズマディスプレイ、TFT－LCD、低温ポリシリコンディスプレ

イ又はカーボンナノチューブを用いたディスプレイに運用する実施例が記載さ

れている） 
訂正後の明細書 

〔発明の名称〕 
プラズマディスプレイ 

〔特許請求の範囲〕 
制御端子を有するプラズマディスプレイ、…… 

〔発明の説明〕 
（同） 

〔結論〕 
〔特許請求の範囲〕の縮減に属し、且つ〔特許請求の範囲〕を実質的に拡大又

は変更していない。 
〔説明〕 

訂正後の〔特許請求の範囲〕ではもともとの“フラットパネルディスプレイ”
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を“プラズマディスプレイ”に置き換えており、その訂正前後の産業上の利用

分野は同じであり、〔発明が解決しようとする課題〕も変更されていない。 
このほか、原〔発明の説明〕に既に記載されている上位概念技術特徴の“フラ

ットパネルディスプレイ”には下位概念技術特徴の“プラズマディスプレイ”、

“TFT－LCD”、“低温ポリシリコンディスプレイ”又は“カーボンナノチュー

ブを用いたディスプレイ”などの意味が含まれている。“プラズマディスプレ

イ”は原〔発明の説明〕で支持される事項であるので、本事例は〔特許請求の

範囲〕の上位概念技術特徴を〔発明の説明〕に記載される下位概念技術特徴に

置き換えており、発明を特定する事項の縮減に属するものと認めることができ

る。このほか、該訂正は原明細書又は図面に開示された範囲を超えておらず、

且つ、訂正後、原許可公告された〔特許請求の範囲〕を実質的に拡大又は変更

していない。 
本事例は、〔特許請求の範囲〕の訂正が許可されたため、〔発明の名称〕をこ

れに合わせて訂正する。 
 

例 6. 解決しようとする課題を変更―特許請求の範囲及び発明の説明の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
船艇 

〔特許請求の範囲〕 
表面の一部に太陽電池が配設され、並びに透光性のある材質で構成される蓋板

で前記電池を覆う、船舶。 
〔発明の説明〕 

……蓋板は、太陽電池が風雨によってその機能……を失うことのないよう保護

するために用いられる。 
訂正後の明細書 

〔発明の名称〕 
（同） 

〔特許請求の範囲〕 
表面の一部に太陽電池が敷設され、並びに透光性のある材質で構成される板で

前記電池が覆われ、それ以外の表面部分は遮光性のある材質で構成される蓋板

で覆われる、船舶。 
〔発明の説明〕 

……蓋板は、太陽電池が風雨によってその機能……を失うことのないよう保護

するために且つ船艇が紫外線の影響を受けないよう保護するために用いられる。 
〔結論〕 

原明細書又は図面に開示されている範囲を超えており、且つ〔特許請求の範囲〕

を実質的に変更している。 
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〔説明〕 
訂正後の〔特許請求の範囲〕はもともと設置された蓋板を“透光性のある材質”

から“透光性のある材質”と“遮光性のある材質”に変更しており、変更した

事項は原明細書又は図面に明記されていた事項ではなく、また該〔発明の属す

る技術分野〕の通常の知識を有する者が原明細書又は図面に記載されている事

項から直接且つあたり前に知ることができるものではない。 
このほか、訂正前の〔発明が解決しようとする課題〕は“蓋板は、太陽電池が

風雨によってその機能を失うことのないよう保護するために用いられる”であ

ったが、訂正後の〔発明の説明〕には〔発明が解決しようとする課題〕として

“且つ船艇が紫外線の影響を受けないよう保護するために”が追加されている。

しかしながら、後者の解決しようとする課題は、訂正前の解決しようとする課

題の下位概念ではなく、同類の問題を解決するものでもない以上、訂正前後の

それぞれに記載されている〔発明が解決しようとする課題〕の間には密接な関

連性がないため、該訂正は〔発明が解決しようとする課題〕を変更していると

認められる。 
 
例 7. 産業上の利用性の変更―発明の名称及び特許請求の範囲の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕  
界面活性剤 

〔特許請求の範囲〕 
物質 A を含む界面活性剤。 

〔発明の説明〕 
……該界面活性剤は清潔剤、乳化剤、分散剤及びその他その界面活性作用を利

用することのできる一般情況に用いられ、……このほか、該界面活性作用は殺

虫剤にはさらに幅広く適用される。 
訂正後の明細書 

〔発明の名称〕  
殺虫剤に用いる界面活性剤 

〔特許請求の範囲〕 
物質Aを含む、殺虫剤に用いる界面活性剤。 

〔発明の説明〕 
（同） 

〔結論〕 
〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 

〔説明〕 
訂正後の〔特許請求の範囲〕はもともとの“界面活性剤”を“殺虫剤に用いる

界面活性剤”と特定しているが、殺虫剤に用いる界面活性剤は界面活性剤の代
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表的な用途ではなく、界面活性剤の特殊な用途にすぎない。本特許について、

“殺虫剤”は原明細書に指定されている用途ではなく、且つ“界面活性剤”と

“殺虫剤”の産業上の利用分野は密接な技術関連性を有しておらず、訂正前後

の〔発明の産業上の利用分野〕は異なっている。このほか、該訂正は〔発明の

説明〕中の事項を〔特許請求の範囲〕中に追加記載するものであるため、〔特

許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
 
例 8. 請求主題の変更―〔発明の名称〕及び〔特許請求の範囲〕の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
検査用クリップの絶縁カバー 

〔特許請求の範囲〕 
狭い後部を有し、…中心部で枢着する 2 枚のクリップ片を覆うことのできる、

検査用クリップの絶縁カバー。 
訂正後の明細書及び図面 

〔発明の名称〕 
検査用鰐口クリップの絶縁カバー 

〔特許請求の範囲〕 
狭い後部を有し、…中心部で枢着する 2 枚のクリップ片を覆うことのでき、鰐

口クリップを構成する、検査用鰐口クリップの絶縁カバー。 
〔結論〕 

原明細書又は図面に開示されている範囲を超えており、且つ〔特許請求の範囲〕

を実質的に変更している。 
〔説明〕 

訂正後の〔発明の名称〕及び〔特許請求の範囲〕では、もともとの検査用クリ

ップの絶縁カバーが鰐口クリップに変更されているが、原明細書又は図面には

該検査用クリップが鰐口型であることは開示されておらず、したがって、訂正

後の事項は原明細書及び図面に開示されている範囲を超えており、且つ両者は

それぞれ異なる特許出願発明に属し、〔特許請求の範囲〕の出願主題の変更に

属するもので、〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
 

例 9. 出願主題の変更―〔特許請求の範囲〕の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
温度制御機能付きヒーター 

〔特許請求の範囲〕 
加熱装置、温度設定装置、時間設定装置……（内容を具体的に記載）を備える

温度制御機能付きヒーター 
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訂正前の明細書 
〔発明の名称〕 

（同） 
〔特許請求の範囲〕 

加熱装置、温度設定装置、過熱保護装置……（内容を具体的に記載）を備える

温度制御機能付きヒーター 
〔発明の説明〕 
（同） 

〔結論〕 
特許請求の範囲の縮減に属さず、且つ特許請求の範囲を実質的に変更している。 

〔説明〕 
訂正後の〔特許請求の範囲〕は、原有の技術特徴“時間設定装置”を削除し、

原〔発明の説明〕に開示されている“過熱保護装置”をその代わりに記載して

おり、原明細書又は図面に開示されている範囲を超えてはいないものの、訂正

後の〔特許請求の範囲〕に記載されている“加熱装置、温度設定装置、加熱保

護装置”から構成される温度制御機能付きヒーター発明と、原許可公告された

〔特許請求の範囲〕に記載されている“加熱装置、温度設定装置、時間設定装

置”から構成される温度制御機能付きヒーター発明は、異なる出願主題に属し、

〔特許請求の範囲〕を実質的に変更している。 
 
例 10. 技術特徴の変更―二段式（two-parts-form）〔特許請求の範囲〕の訂正 
訂正前の明細書 

〔発明の名称〕 
○○装置 

〔特許請求の範囲〕 
A、B、C を含み、 
前記Aは……（Aの内容と連結関係を具体的に記載）、 
前記Bは……（Bの内容と連結関係を具体的に記載）である○○装置において、

前記Cは……（Cの内容と連結関係を具体的に記載）であることを特徴とする○

○装置。 
 

〔発明の説明〕 
……（A、B、C の内容と連結関係を具体的に記載）、…。 

訂正後の明細書 
〔発明の名称〕 

（同） 
〔特許請求の範囲〕 

A、B、C を含み、 
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前記Aは……（Aの内容と連結関係を具体的に記載）である○○装置において、 
前記Bは……（Bの内容と連結関係を具体的に記載）、 
前記Cは……（Cの内容と連結関係を具体的に記載）であることを特徴とする○

○装置。 
 

〔発明の説明〕 
（同） 

〔結論〕 
〔特許請求の範囲〕の縮減、誤記事項の訂正又は不明瞭な記載の説明に属さな

い。 
〔説明〕 

訂正後の〔特許請求の範囲〕は、もともとの前言部分（preamble part）に記載

されている〔従来技術と共有の必要技術特徴〕B を特徴部分に変更して記載した

ものであり、原明細書又は図面に記載されている範囲を超えていないものの、

その訂正は特許法第 64 条第 1 項に規定されている訂正事項に属さない。 
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